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茂
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曰
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水
家
蔵
元
と
御
下
ヶ

⇔
泉
屋
九
兵
衛
店
の
廃
業

詞
文
政
年
間
、
江
戸
店
定
書

箇
天
保
期
の
札
羊

国
御
用
金
上
納
一

四
化
政
・
天
保
期
の
札
差
業

四
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―
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-
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札

差

業

と

住

友

一
説
に
は
扶

札
差
は
旗
本
・
御
家
人
の
扶
持
米
の
管
理
・
販
売
を
委
託
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
担
保
と
し
て
金
融
を
お

こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
中
期
に
は
江
戸
屈
指
の
大
商
人
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
幕
府
の
米
蔵

は
、
北
の
丸
・
代
官
町
・
和
田
倉
・
竹
橋
・
浅
草
•
本
所
・
矢
倉
・
鐵
庖
洲
な
ど
に
あ
り
、
旗
本
・
御
家
人
へ
の

扶
持
米
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、

売
ま
で
を
お
こ
な
い
、

な
か
で
も
浅
草
米
蔵
が
中
心
で
あ
っ
た
。
さ
て
札
差
業
の
成
立
は
、

持
米
を
う
け
と
り
に
く
る
侍
を
目
当
て
に
休
み
茶
屋
を
営
ん
で
い
た
者
が
、
代
理
と
し
て
扶
持
米
の
受
領
か
ら
販

①
 

ま
た
金
融
を
お
こ
な
っ
た
の
が
起
源
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
休
み
茶
屋
が
札
差
業
を

お
こ
な
う
ほ
ど
の
資
力
を
も
ち
、
米
穀
取
扱
い
に
習
熟
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
従
来
か
ら
、
幕
府
米
蔵
付

近
で
扶
持
米
の
払
い
米
を
扱
っ
て
き
た
「
御
蔵
前
近
辺
米
屋
」
が
資
カ
・
経
験
か
ら
み
て
、
札
差
の
起
源
と
み
る

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
旗
本
・
御
家
人
の
蔵
米
請
取
方
の
差
配
を
お
こ
な
い
、
請
取
手
続
き
を
代
行

し
た
事
実
上
の
札
差
業
は
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
み
ら
れ
た
。
扶
持
米
の
請
取
り
に
差
札
を
し
て
順
番
を
待
っ
た

こ
と
か
ら
、
札
差
の
名
が
起
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
札
差
の
書
上
に
は
「
天
和
之
頃
よ
り
御
用
筋
も
重
り
、
札
差

R
 

仲
間
之
振
合
二
自
然
と
相
成
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
和
頃
か
ら
札
差
業
務
も
一
般
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。

は

じ

め

に



「
定
」

割
半
を
超
え
な
い
こ
と
を
規
定
し
た
。

位
を
確
立
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
か
ら
、

と
こ
ろ
で
、
八
代
将
軍
吉
宗
の
享
保
改
革
が
す
す
め
ら
れ
る
な
か
で
、
幕
府
は
物
価
統
制
の
た
め
株
仲
間
公
認

を
お
こ
な
う
が
、
札
差
は
旗
本
・
御
家
人
の
財
政
と
関
連
が
深
く
、
扶
持
米
販
売
に
と
も
な
う
米
穀
市
場
統
制
の

た
め
に
も
仲
間
結
成
が
す
す
め
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
札
差
も
類
似
の
商
行
為
を
営
む
商
人
を
排
除
し
て
独
占
的
地

こ
こ
に
札
差
仲
間
が
成
立
し
た
。
享
保
九
年
(
-
七
二
四
）
七
月
十
八
日
、

江
戸
南
町
奉
行
大
岡
越
前
守
忠
相
ら
よ
り
仲
間
認
可
の
申
渡
が
あ
り
、
同
廿
一
日
、
浅
草
御
蔵
前
札
差
宿
一
〇
九

R
 

名
が
江
戸
町
奉
行
所
へ
「
一
札
」
を
提
出
し
た
。
こ
の
内
容
は
、
札
差
一

0
九
名
が
仲
間
を
つ
く
り
株
を
定
め
、

仲
間
外
の
者
が
営
業
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
仲
間
は
片
町
組
・
天
王
町
組
•
森
田
町
組
の
三
組
に
わ
か
れ
、

各
組
五
人
宛
の
行
司
を
定
め
、
計
一
五
名
が
月
代
り
に
行
司
を
勤
め
た
。
こ
れ
は
扶
持
米
の
蔵
出
値
段
を
改
め
、

違
反
者
は
仲
間
か
ら
除
き
御
蔵
出
入
を
禁
じ
、
払
米
値
段
の
不
足
を
償
わ
せ
た
。

そ
の
一
方
、
仲
間
と
し
て
種
々
の
掟
も
制
定
し
た
。

ま
た
金
融
に
お
い
て
も
年
利
一

と
く
に
株
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
享
保
九
年
の
ニ
ニ
カ
条

に
「
身
上
潰
仲
間
除
申
者
、
以
相
劉
他
、
ビ
譲
申
儀
仕
間
敷
候
」
（
第
二
二
条
）
と
規
定
す
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、

享
保
十
四
年
―
―
ヵ
条
「
定
」
は
、
他
所
者
へ
の
譲
渡
を
禁
じ
、
仲
間
内
で
も
三
町
相
談
の
う
え
譲
渡
す
る
こ
と

を
定
め
た
（
第
九
条
）
。

つ
い
で
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
「
仲
間
條
目
帳
」
（
第
二
四
条
）
に
、
他
所
者
へ
の
譲
渡
を
禁

札

差

業

と

住

友



札

差

業

と

住

友

ず
る
と
と
も
に
、

札差仲間條目帳 各年分 表紙

こ
と
は
注
目
に
値
い
す
る
。

す
る
泉
屋
に
お
い
て
、

と
く
に
札
差
の
業
態
に
つ
い
て
は
、
幾

か
か
る
金
融
業
・
米
穀
取
扱
い
が
な
さ
れ
た

屋
関
係
―
―
一
店
が
盛
業
を
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
銅
山
経
営
を
主
と

た
と
え
仲
間
内
の
ニ
・
三
男
や
手
代
、
親
類
で
あ
っ
て
も
、
身
元
を
確
か
め
全
員
の
承
認
が
な

④
 

け
れ
ば
加
入
を
認
め
な
い
と
し
て
い
る
。
か
く
し
て
札
差
仲
間
は
独
占
的
地
位
を
認
め
ら
れ
、
江
戸
商
業
仲
間
の

う
ち
で
も
、
も
っ
と
も
著
名
な
も
の
と
し
て
発
展
し
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
泉
屋
が
札
差
業
を
営
ん
だ
こ
と
は
、
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な

R
 

い
。
仲
間
起
立
当
初
か
ら
で
は
な
い
が
、
ま
ず
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）

名
儀
の
出
店
が
創
設
さ
れ
、

さ
ら
に
宝
暦
十
二
年
(
-
七
六
二
）
泉
屋

茂
右
衛
門
、
安
永
二
年
（
一
七
七
―
―
-
）
泉
屋
九
兵
衛
の
二
別
家
が
そ
れ

ぞ
れ
株
を
譲
り
請
け
て
創
業
し
た
。
し
た
が
っ
て
近
世
中
期
に
は
泉

浅
草
米
店
と
い
わ
れ
、
初
め
伊
賀
屋
善
兵
衛
つ
い
で
泉
屋
甚
左
衛
門

八
大
通
の
逸
話
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

田
沼
時
代
に
お
け
る
札
差
の
豪
富
ぶ
り
は
、
人
口
に
謄
炎
さ
れ
、
十



註
④ R

 「
札
差
事
略
廿
二
」
『
同
右
中
』
六

二
五
頁
。

明
和

二
年
「
仲

⑥

幸

田

成

友

氏
「
札
差
」
「
札
差
雑
考
」
『
日
本
経
済
史
研
究
』
（
大

会）

一
九
ニ
ー
ニ

0
六
頁
。

「
札
差
事
略
二
」
『
札
差
事
略
上
』
(
-
橋
大
学
札
差
事
略
刊
行

二
頁
。

人
の
研
究
第
一
巻
』
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
七
年
）

二
六

R

北
原
進
氏
「
宝
暦
ー
天
明
期
の

江
戸
商
業
と
札
差
」
『
江
戸
町

① 

泉
屋
に
お
け
る
浅
草
出
店
す
な
わ
ち
札
差
泉
屋
甚
左
衛
門
店
を
中
心
に
、
別
家
両
店
を
あ
わ
せ
て
、

「
此
業
鉢
、
昔
は
段
簑
張
の
水
茶
屋
に
て
、
御
切
米
を
請
取
に

其
後
追
々
力
を
得
て
相
應
の
身
の
上
に
な
り
、
享
保
年
中
始
て

御
定
を
請
し
と
云
」
（
世
事
見
聞
録
）

出
し
侍
共
の
休
息
所
な
る
が
、
少
し
づ

つ
の
金
子
を
貸
事
を
始、

開
業
か
ら
幕
末
に
い
た
る
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
。

本
輯
は
、

介
は
、
学
界
に
と
っ
て
も
稗
益
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

旧
札
差
文
書
も
一
、

⑥
 

の
高
さ
に
比
し
て
、
研
究
は
少
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

つ
か
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
も
の
の
、

札

差

業

と

住

友

⑤
 

る。 得
与
相
改
、
惣
仲
間
得
心
之
上
譲
請
さ
せ
可
申
候
、
勿
論
仲
間

者
相
譲
申
間
鋪
候
、
恨
令
仲
間
之
内
次
男
―
―
―
男
井
敷
年
賓
鉢
ニ

相
勤
候
下
代
、
且
仲
間
之
内
緒
緑
在
之
候
者
等
成
共
、
其
身
元

之
内
壼
人
＿
一
而
茂
故
障
有
之
者
江
者
譲
渡
申
間
鋪
候
」
と
あ

宮
本
又
次
氏
「
江
戸
札
差
と
住
友
家
」
（
住
友
銀
行
行
史
編
纂

資
料
、
昭
和
五
十
年
）
が
唯
一
の
文
献
で
あ
る
。
本
稿
作
成
に

当
っ
て
も
参
考
と
し
た
。

問
條
目
帳
」
二

四
條
に
、
「
札
差
名
前
譲
之
儀
、
他
所
之
者

し
た
が
っ
て
泉
屋
文
書
に
含
ま
れ
る
札
差
関
係
文
書
の
紹

ニ
を
除
い
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
位
置

四



起
立
増
田
屋
四
郎
左
衛
門
株
、
賓
暦
十
二
午
年
二
月
譲
請
仲
間
入

「
宝
暦
ー
天
明
期
の
江
戸
商
業
と
札
差
」

を
は
じ
め

一
連
の
業

岡
山
書
店
、
昭
和
三
年
）
の
ち
『
幸
田
成
友
著
作
集
第
一
咎
』

（
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
十
七
年
）
所
収
。
前
掲
、
北
原
進
氏
に

札
差
業
へ
の
進
出

泉
屋
三
店
の
札
差
創
業
に
つ
い
て
は
、
文
化
十
四
年
(
-
八
一
七
）
正
月
に
作
成
さ
れ
た
「
札
差
事
略
」
の
末
尾

⑦
 

に
、
仲
間
創
立
以
来
の
株
移
動
情
況
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
該
当
部
分
を
摘
記

す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

起
立
松
葉
屋
典
右
衛
門
株
、
享
保
十
二
未
年
正
月
柳
屋
博
蔵
譲
請
、
延
享
―
―
―
寅
年
五
月
伊
賀
屋
善
兵
衛

譲
請
、
寛
延
―
―
―
午
年
四
月
右
伊
賀
屋
事
泉
屋
与
家
名
改
、
其
後
賓
暦
五
亥
年
十
一
月
改
名

起
立
庄
内
屋
久
兵
衛
株
、
享
保
十
四
酉
年
十
月
坂
倉
屋
灌
兵
衛
譲
請
、
寛
保
三
亥
年
十
一
月
三
河
屋
彦

札

差

業

と

住

友

五

泉
屋
茂
右
衛
門
（
印
）

泉
屋
甚
左
衛
門
（
印
）

績
が
あ
る
の
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
石
津
三
次
郎

氏
『
洩
草
蔵
前
史
』
（
蔵
前
史
刊
行
会
昭
和
―
―
-
+
―――年
）
、
『
台

東
区
史
』
（
昭
和
四
十
年
）
な
ど
が
あ
る
。



註
⑦
 
「
札
差
事
略

舟
五
」
『
札
差
事
略
下
』
七
八
四
！
八

0
1
―頁。

札

差

業

と

住

友

兵
衛
譲
請
、
安
永
二
巳
年
五
月
譲
請
仲
間
入

R
 

こ
れ
に
よ
れ
ば
三
店
創
業
の
年
次
は
明
ら
か
で
あ
る
。
泉
屋
甚
左
衛
門
店
は
、
延
享
―
―
一
年
（

一
七
四
六
）
五
月
、

伊
賀
屋
善
兵
衛
を
名
儀
人
と
し
て
、
札
差
柳
屋
博
蔵
株
を
譲
り
請
け
て
成
立
し
た
。
片
町
四
番
組
に
所
属
す
る
が
、

店
舗
は
浅
草
諏
訪
町
に
あ
り
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
、
清
水
家
へ
の

「書
上
」
に
は
表
口
六
間
・
裏
行

―
―
四
間

半
、
土
蔵
三
戸
前
と
あ
る
大
店
舗
で
あ
っ
た
。
泉
屋
茂
右
衛
門
店
は
、
宝
暦
十
二
年
(
-
七
六
二
）
札
差
起
立
人
で

あ
る
増
田
屋
四
郎
左
衛
門
株
を
譲
り
請
け
て
開
業
し
た
。
森
田
町
五
番
組
に
属
し
、
店
舗
は
新
旅
籠
町
に
あ
り
、

先
の
「
書
上
」
に
よ
れ
ば
、
表
間
ロ
一
〇
間
・
裏
行
一
六
間
、
土
蔵
三
カ
所
と
あ
る
。
こ
れ
も
大
ぎ
な
構
え
で
あ

っ
た
。
泉
屋
九
兵
衛
店
は
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
三
河
屋
彦
兵
衛
よ
り
株
を
譲
り
請
け
た
。
片
町
四
番
組
に
属

し
、
店
舗
は
新
旅
籠
町
に
あ
っ
た
。
な
お
、
店
舗
の
所
在
地
は
、
泉
甚
は
変
ら
な
い
が
、
泉
茂
は
初
め
新
旅
籠
町

で
、
文
化
十
三
年
に
は
大
護
院
門
前
町
へ
移
転
す
る
な
ど
し
て
い
る
。
泉
九
は
文
化
十
三
年
新
旅
籠
町
に
あ
っ
た
。

天
明
八
年
「
年
々

諸
用
留
九
番
」
。

本
輯
付
録
参
照。

泉
屋
九
兵
衛
（
印
）



札

差

業

と

住

友

を
扱
っ
て
い
る
が
、
札
差
は
業
務
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、

さ
て
、
泉
屋
――
一
店
の
創
業
事
情
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
も
っ
と
も
早
く
成
立
し
た
泉
屋
甚
左

と
も
と
し

衛
門
店

ll浅
草
米
店
の
情
況
を
述
べ
て
み
た
い
。
宝
暦
十
年
（
一
七
六
0
)
十
二
月
、
泉
屋
理
兵
衛
友
俊
が
制
定
し

江
戸
浅
草
米
店
者
延
享
―
―
―
丙
寅
年
、
理
兵
衛
出
府
之
節
取
立
置
、
同
十
二
月
店
開
候
。

と
も
ま
さ

と
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
延
享
三
年
、
当
主
友
昌
の
弟
友
俊
が
江
戸
に
出
向
い
た
時
、
彼
が
差
配
し
て
浅
草
米

が
在
府
中
に
株
の
取
得
を
お
こ
な
い
、

と
こ
ろ
で
、

い
わ
ば
全
く
の
新
規
事
業
で
あ
る
。

店
も
実
際
に
開
業
し
た
時
日
は
、
少
し
遅
れ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七 ま
た
札
差
業
は
ま

し
て
い
る
。
先
に
掲
げ
た
「
札
差
事
略
」
の
記
事
は
、

い
ず
れ
も
株
移
動
の
時
期
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
他
の

た
「
分
典
別
家
式
」
に
は
、

巳
泉
屋
甚
左
衛
門
店
の
創
設

そ
の
後
、
約
半
年
の
準
備
期
間
を
経
て
開
業
の
運
び
と
な
っ
た
こ
と
を
示

な
ぜ
泉
屋
が
札
差
業
に
進
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
江
戸
に
は
中
橋
店
が
あ
り
、
銅
販
売
や
金
融

だ
多
分
に
不
安
定
で
あ
り
、
た
と
え
ば
享
保
九
年
(
-
七
二
四
）
に
一
〇
九
名
の
業
者
が
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
九

店
を
設
立
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

「札
差
事
略
」
に
は
株
の
譲
渡
を
同
年
五
月
と
す
る
が
、

こ
れ
は
友
俊



一
吹
屋
家
舗
浅
草
諏
訪
町

覺

九
名
に
減
少
す
る
と
い
っ
た
情
況
で
あ
っ
た
し
、

そ
の
事
情
と
い
う
の
は
、

札

差

業

と

住

友

手
代

平
左
衛
門

手
代

清

兵

衛

手

代

惣

兵

衛

手

代

太

兵

衛

手

代

孫

兵

衛

ま
た
内
部
で
も
株
の
移
動
は
激
し
か
っ
た
。
後
代
、
千
両
株
と

よ
ば
れ
た
札
差
も
、
こ
の
時
点
で
は
発
展
の
見
通
し
が
あ
る
訳
で
は
な
か
っ
た
。

規
事
業
に
の
り
だ
す
に
は
何
ら
か
の
事
情
が
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
友
俊
に
し
て
も
新

お
そ
ら
く
浅
草
諏
訪
町
に
あ
っ
た
持
屋
敷
の
運
用
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

実
は
浅
草
諏
訪
町
に
は
吹
屋
と
し
て
の
屋
敷
が
あ
っ
た
。
元
禄
十
四
年
(
-
七
0
1
)
「
銅
座
留
帳
」
に
は
、

一
銅
商
賣
店
江
戸
中
橋
上
槙
町

家

代

長

兵

衛

浅
草
諏
訪
町
別
宅
仕
罷
在
候

手

代

平

左

衛

門

大
門
通
り
別
宅
仕
罷
在
候

手

代

清

五

郎

八



札

差

業

と

住

友

右
之
通
、
私
江
戸
店
吹
屋
家
舗
井
支
配
仕
候
手
代
共
義
、
御
尋
二
付
書
付
差
上
申
候
、
以
上

巳
四
月
十
―
―
―
日

と
あ
る
。
こ
れ
は
元
禄
十
四
年
銀
座
加
役
と
し
て
銅
座
が
設
立
さ
れ
た
と
ぎ
、
銅
座
支
配
を
兼
ね
た
銀
座
年
寄
中

村
九
郎
右
衛
門
に
江
戸
に
あ
る
関
係
屋
敷
と
手
代
名
を
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
載
か
ら
、
泉
屋
は
浅
草

諏
訪
町
に
吹
屋
と
し
て
の
屋
敷
を
も
ち
、
手
代
平
左
衛
門
が
別
宅
と
し
て
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
元

禄
十
五
年
正
月
、
銅
山
増
産
策
と
し
て
幕
府
が
別
子
と
吉
岡
両
銅
山
に
対
し
一
万
両
の
拝
借
金
と
一
〇
カ
年
間

六、

0
0
0
石
の
安
値
買
請
米
を

認

め
た
が
、
そ
の
際
、
泉
屋
よ
り
拝
借
金
の
た
め
の
家
質
を
呈
出
し
て
い
る
。

こ
の
な
か
に
「
江
戸
浅
草
諏
訪
町
東
ヶ
輪
南
角
か
四
軒
目

R
 

金
五
百
雨
也
」
と
あ
る
の
も
同
一
屋
敷
で
あ
ろ
う
。
こ
の
吹
屋
屋
敷
が
い
つ
設
け
ら
れ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
こ

⑩
 

こ
で
貨
幣
改
鋳
の
た
め
の
吹
分
け
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
友
俊
の
記
し
た
「
後
の
か
4

み
」
に
よ
れ

ば
、
父
友
芳
が
四
宝
銀
の
吹
分
け
に
あ
た
っ
て
、
こ
こ
に
滞
在
し
た
と
し
て
い
る
。

（
マ
、
）

元
録
の
こ
ろ
四
ッ
賓
の
銀
を
慶
長
の
法
に
ふ
ぎ
あ
ら
た
め
ら
れ
し
と
ぎ
：
・
…
（
中
略
）
…
…
則
浅
草
の
町

に
し
て
吹
所
を
も
う
け
、

中
村
九
郎
右
衛
門
様

九

表
口
田
舎
間
六
間
裏
に
町
並
爪
拾
間

此
家
屋
鋪
代

お
よ
そ
み
と
せ
ば
か
り
み
つ
か
ら
江
戸
に
と
4

ま
り
て
其
事
を
つ
と
め
ら
れ

泉
屋
吉
左
衛
門



し
に
ヽ

や
う
／
＼
た
A

み
よ
ひ
ら
あ
ま
り
の
所
せ
き
家
の
二
階
た
A

一
間
な
る
所
を
旅
の
や
と
り
と
し

と
伝
え
て
い
る
。
元
禄
以
来
、
幕
府
は
財
政
の
窮
乏
を
凌
ぐ
た
め
、
慶
長
金
銀
の
改
鋳
を
お
こ
な
っ
た
。

新
井
白
石
の
施
策
に
よ
り
、
良
質
の
金
銀
に
復
す
る
こ
と
と
な
り
、

の
問
吹
を
大
坂
の
銅
吹
屋
に
命
ぜ
ら
れ
た
。

し
か
し

正
徳
四
年
(
-
七
一
四
）
四
月
、
銀
銅
吹
分
け

五
月
、
諏
訪
町
の
吹
屋
に
お
い
て
四
宝
銀
の
吹
分
問
吹
を
実
施
し
、

⑪
 

七
月
に
は
正
式
に
吹
分
の
命
が
下
り
、
新
た
に
諏
訪
町
に
屋
敷
を
下
げ
渡
さ
れ
吹
所
を
建
設
し
、
九
月
よ
り
操
業

し
て
い
る
。
友
芳
は
九
月
十
九
日
、
江
戸
へ
下
向
、
翌
五
年
五
月
十
九
日
ま
で
滞
在
し
て
、
こ
の
指
揮
に
あ
た
っ

た
。
こ
れ
を
「
後
の
か
A

み
」
に
記
し
て
い
る
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
友
俊
は
吹
屋
屋
敷
を
訪
ね
、

え
た
と
推
定
し
う
る
。
銀
銅
吹
分
は
、

引
換
え
を
停
止
し
た
こ
と
か
ら
、

こ
の
転
用
を
考

正
徳
金
銀
と
こ
れ
を
う
け
た
享
保
金
銀
の
鋳
造
が
、
享
保
七
年
に
新
金
銀

⑫
 

そ
の
後
は
閑
散
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
と
く
に
享
保
元
年
正
月
、
浅
草
吹
所

⑬
 

が
焼
失
し
、
三
月
に
は
銀
銅
吹
分
方
は
京
都
吹
所
へ
移
っ
た
。
し
た
が
っ
て
延
享
年
間
に
は
、
遊
休
施
設
で
あ
っ

た
吹
屋
屋
敷
の
転
用
を
考
え
た
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
そ
の
際
、
土
地
柄
か
ら
札
差
業
へ
の
進
出
が
企
図
さ
れ

た
の
も
自
然
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
札
差
業
は
先
述
し
た
よ
う
に
厳
重
な
株
仲
間
規
定
が
あ
り
、
加
入
に
は
困
難
が
あ
っ
た
。
「
札
差
事

て
お
は
せ
し

札

差

業

と

住

友

1
0
 



札

差

業

と

住

友

略
」
に
よ
れ
ば
、
泉
屋
が
入
手
し
た
株
は
、
浅
草
幅
富
町
松
葉
屋
興
右
衛
門
起
立
株
で
、
享
保
十
二
年
正
月
柳
屋

博
蔵
に
譲
ら
れ
、

つ
い
で
柳
屋
よ
り
伊
賀
屋
善
兵
衛
名
儀
で
取
得
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
泉
屋
名
儀
で
な
か
っ
た

の
は
、
株
仲
間
規
定
に
他
所
者
へ
の
譲
渡
を
禁
じ
て
い
る
か
ら
で
、
大
坂
銅
吹
屋
と
し
て
著
名
な
泉
屋
が
そ
の
名

前
を
出
す
こ
と
は
で
ぎ
な
か
っ
た
た
め
と
み
ら
れ
る
。
善
兵
衛
は
浅
草
御
蔵
付
近
の
米
屋
で
あ
る
が
、
彼
を
名
儀

人
に
し
て
株
を
取
得
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

四
年
後
の
寛
延
三
年
（
一
七
五

0
)
四
月
に
は
泉
屋
の
屋
号
に
改

め
て
い
る
。
当
時
、
大
店
が
新
規
事
業
に
か
か
る
と
き
、
先
の
見
通
し
が
た
た
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
名
儀
人

を
た
て
て
営
業
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
も
、
伊
賀
屋
善
兵
衛
名
儀
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
伊
賀
屋
善
兵
衛
は
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
正
月
、
米
屋
仲
間
連
判
の
う
ち
片
町
組
に
所
属
し
て
い

⑭
 

る
の
を
見
出
す
。
し
た
が
っ
て
伊
賀
屋
善
兵
衛
は
、
蔵
前
の
米
屋
で
あ
り
、
泉
屋
が
札
差
を
開
業
す
る
前
か
ら
蔵

米
売
却
を
業
と
し
て
い
た
。
伊
賀
屋
と
泉
屋
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
泉
屋
の
別
家
で
あ
れ
ば
、
泉
屋
の
屋
号

を
名
乗
る
か
ら
、

お
そ
ら
く
無
関
係
の
米
屋
で
あ
ろ
う
。
泉
屋
は
札
差
加
入
の
準
備
と
し
て
、
こ
の
名
跡
を
入
手

⑮
 

し
、
こ
れ
を
名
儀
人
と
し
て
開
業
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
株
取
得
に
は
「
仲
間
内
次
男
三
男
井
敷
年
賓
鉢
二
相
勤
候
下
代
」
で
、
仲
間
全
員
の
承
諾
と
い
う
条
件

が
あ
っ
た
。
泉
屋
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
資
格
が
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
条
件
も
何
ら
か
の
便
法
で
み



た
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
七
月
、
札
差
森
田
屋
市
郎
兵
衛
宛
泉
屋
甚
左
衛
門
・
泉

一
統
御
紅
御
座
候
慮
、
私
名
前
之
儀
者
伊
賀
屋
善
兵
衛
二
而
御
座
候
、
其
後
泉

屋
甚
左
衛
門
と
致
改
名
、
善
兵
衛
仲
間
入
に
は
祖
父
市
郎
兵
衛
殿
弟
之
趣
二
而
仲
間
入
い
た
し
候
二
付
、

此
度
私
方
請
合
之
儀
御
頼

と
あ
る
。
森
田
屋
市
郎
兵
衛
は
仲
間
成
立
当
初
よ
り
の
札
差
で
、
片
町
組
に
所
属
し
、
諏
訪
町
で
営
業
し
て
い
る
。

泉
屋
は
札
差
加
入
に
あ
た
っ
て
、
同
町
内
で
あ
る
森
田
屋
に
依
頼
し
て
、
善
兵
衛
を
彼
の
弟
と
い
う
こ
と
と
し
、

彼
を
請
人
と
す
る
こ
と
で
、
仲
間
規
定
の
条
件
を
み
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
安
永
七
年
に
も
森
田
屋
を

⑯
 

請
人
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
泉
屋
か
ら
森
田
屋
に
は
相
当
の
謝
礼
は
お
こ
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
黙
認

の
た
め
に
仲
間
へ
も
相
応
の
金
子
を
振
舞
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
天
保
八
年
(
-
八
三
七
）
四
月
二
十
九
日
付
泉

「
以
前
御
仲
間
内
之
御
諄
合
ヲ
以
」
五
両
の
無
心
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
、

面
に
は
こ
の
よ
う
な
事
情
が
存
在
し
た
こ
と
が
、
逼
迫
し
た
森
田
屋
の
無
心
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

さ
て
、
延
享
三
年
に
伊
賀
屋
善
兵
衛
名
儀
で
開
業
し
た
の
で
あ
る
が
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
五
月
、
善
兵
衛

屋
甚
左
衛
門
・
同
支
配
人
新
八
宛
森
田
屋
市
郎
兵
衛
「
一
札
」
は
、

此
度
仲
間
請
合
之
上
、

屋
九
兵
衛
「
一
札
」
に
よ
れ
ば
、

札

差

業

と

住

友

そ
れ
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
が
、
裏

か
つ
て
仲
間
へ
の
請
人
を
勤
め
た
こ
と
、



遠
國
出
店
支
配
人
持
曹
例
無
之

る
こ
と
を
札
差
仲
間
へ
掛
け
あ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
仲
間
行
司
は
、

が
病
死
し
た
。
名
儀
人
が
死
ん
だ
の
で
、
泉
屋
と
し
て
は
名
前
を
改
め
、
甚
左
衛
門
名
儀
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

⑰
 

こ
れ
を
紹
介
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
同
年
十
一
月
、
組

拙
者
兄
善
兵
衛
儀
、
常
五
月
病
死
仕
候
二
付
、
御
公
邊
井
札
旦
那
方
御
用
拙
者
相
勤
申
候
、
就
夫
此
度

と
述
べ
て
い
る
。
茂
右
衛
門
が
善
兵
衛
弟
で
あ
る
か
否
か
不
明
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
実
際
の
兄
弟
で
な
か
っ
た
と

こ
の
よ
う
な
形
式
を
と
り
、
改
名
の
手
続
き
を
と
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
組
合

で
は
上
穂
屋
五
兵
衛
・
江
原
屋
左
兵
衛
・
三
河
屋
彦
兵
衛
・
尾
張
屋
八
左
衛
門
が
さ
ら
に
札
差
行
事
宛
に
願
書
を

だ
し
、
十
二
月
に
は
滞
り
な
く
許
可
が
お
り
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
の
に
は
、
次
の
よ
う
な
経
過
が

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
当
初
、
泉
屋
と
し
て
は
、
上
方
出
店
名
目
泉
屋
甚
左
衛
門
支
配
人
茂
右
衛
門
と
し
て
営
業
し

よ
う
と
望
ん
だ
。

つ
ま
り
名
儀
を
泉
屋
甚
左
衛
門
と
改
名
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
上
方
出
店
」
と
し
て
明
確
に
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
事
実
、
九
月
に
は
大
坂
本
家
よ
り
八
郎
右
衛
門
が
江
戸
に
赴
い
て
、
上
方
出
店
と
す

札

差

業

と

住

友

み
ら
れ
る
が
、
仲
間
規
定
も
あ
り
、

甚
左
衛
門
与
改
名
仕
度

合
中
へ
手
代
茂
右
衛
門
よ
り
願
い
出
た
。

こ
の
間
の
経
過
は
「
年
々
諸
用
留
七
番
」
に
詳
し
い
の
で
、



註
⑥ 

と
し
、

ま
た
「
他
家
、
四
堅
譲
渡
間
敷
」
と
の
仲
間
規
定
を
理
由
に
拒
絶
を
し
た
。
そ
し
て
妥
協
案
と
し
て
、
表
向

は
で
き
な
い
が
、
「
公
邊
者
茂
右
衛
門
、
甚
左
衛
門
と
改
名
、
店
相
績
分
二
相
願
」
う
な
ら
ば
、

か
と
提
案
し
た
。
要
す
る
に
公
式
に
は
支
配
人
茂
右
衛
門
を
甚
左
衛
門
と
改
名
さ
せ
、
こ
れ
を
通
称
と
す
れ
ば
‘

実
質
と
名
儀
は
一
致
す
る
で
は
な
い
か
、

な
い
の
で
、
結
局
そ
れ
に
し
た
が
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
以
後
、
浅
草
米
店
支
配
人
を
通
称
甚
左
衛
門
と
し
て

公
式
に
も
通
し
た
の
で
あ
っ
た
。

に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
本
家
当
主
は
泉
屋
吉
左
衛
門
で
あ
る
が
、
甚
左
衛
門
名
儀
と
し
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、

の
名
儀
人
は
、
泉
屋
一
族
・
別
家
か
ら
選
ば
れ
た
の
で
は
な
く
、
仮
名
前
と
し
、
代
々
の
支
配
人
が
通
称
と
し
て

甚
左
衛
門
を
名
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
泉
屋
の
他
店
舗
に
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
札
差
仲
間

『
泉
屋
叢
考

に
お
け
る
規
制
に
従
っ
た
特
例
で
あ
る
と
い
い
う
る
。

泉
屋
史
料
に
は
甚
左
衛
門
は
見
当
ら
な
い
の
で
、

心
積
り
で
い
る
、

⑩ 

こ
れ
は
実
在
し
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
浅
草
米
店

こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
「
永
々
甚
左
衛
門
と
申
通
名
も
相
立
」
、
手
続
き
も
早
速
す
む
で
は
な
い

第
拾
五
輯
』

一

九

頁
。

札

差

業

と

住

友

と
い
う
の
で
あ
る
。
泉
屋
と
し
て
は
公
式
に
出
店
と
す
る
こ
と
が
で
ぎ

か
く
し
て
、
浅
草
米
店
は
泉
屋
甚
左
衛
門
名
前
で
札
差
と
し
て
活
動
す
る
こ
と

『
泉
屋
叢
考

第
七
輯
』

附

録
。

仲
間
内
は
そ
の

一
四



泉
屋
所
有
の
吹
屋
屋
敷
と
は
別
に
、
幕
府
よ
り
屋
敷
が
下
げ
渡

さ
れ
、
吹
所
を
建
設
し
た
の
で
あ
る
が
、
享
保
元
年
正
月
、
こ

店
の
敷
地
で
あ
る
。

小
葉
田
淳
氏
『
日
本
の
貨
幣
』
（
至
文
堂
、
昭
和
三
十
―
―
―
年
）

「
垂
裕
明
鑑
」
巻
之
七
゜

「
札
差
事
略
廿
七
」
、
『
札
差
事
略
下
』

一
九
八
頁
。

ち
善
兵
衛
は
も
と
も
と
米
屋
で
伊
賀
屋
と
称
し
、
の
ち
泉
屋
善

を
や
め
た
と
推
定
し
う
る
。

札

差

業

と

住

友

仲
間
連
判
に
は
で
て
こ
な
い
か
ら
、
札
差
加
入
と
と
も
に
米
屋

に
ま
ち
た
い
。
ち
な
み
に
、
伊
賀
屋
善
兵
衛
は
安
永
期
の
米
屋

籍
貫
」
に
み
え
る
の
は
、
こ
れ
を
裏
書
し
て
い
る
。
な
お
後
考

す
る
よ
う
に
博
右
衛
門
が
米
店
支
配
を
お
こ
な
っ
た
と
「
家
隷

衛
を
支
配
人
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
開
業
時
に
は
、
後
述

兵
衛
を
見
出
し
え
な
い
点
か
ら
も
確
か
め
う
る
。
ま
た
、
善
兵

え
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
泉
屋
関
係
文
書
中
に
善

兵
衛
と
記
す
例
は

あ
る
が
、
泉
屋
の
手
代
別
家
で

あ
る
と
は
考

⑮
伊
賀
屋
善
兵
衛
は
、
浅
草
米
店
の
名
儀
人
で

あ

っ
た
。
す
な
わ

⑭ 

の
吹
分
所
は
焼
失
し
た
。
吹
屋
屋
敷
は
存
続
し
た
。
の
ち
の
米

死
候
ー
ー
付
、
弟
茂
右
衛
門
右
名
前

二
而
御
公
邊
諸
御
役
所

已
上

一
拙
者
兄
善
兵
衛
儀
、
嘗
五
月
病
死
仕
候
ー
一
付
、
御
公
邊
井

改
名
仕
度
候
間
、
惣
御
仲
間
中
江
被
仰
逹
、
御
番
所
其
外

御
役
所
御
帳
面
御
改
被
下
候
様
御
願
可
被
下
候
奉
頼
候
、

一
拙
者
共
組
合
泉
屋
善
兵
術
儀
、
御
存
之
通
、
嘗
五
月
致
病

札
旦
那
方
御
用
拙
者
相
勤
申
候
、
就
夫
此
度
甚
左
衛
門
与

寓
左

以
書
付
御
願
申
上
候

賓
暦
五
亥
年
十
一
月

御
組
合
中
様

以
書
付
奉
申
上
候

⑬ 

一
五

泉
屋
茂
右
衛
門
改

甚
左
衛
門

江
戸
米
店
名
前
改
之
儀
―
一
付
、
組
合
中
行
司
中
差
出
候
書
付
之

⑫ 

「
年
々
諸
用
留

七
番
」
に
は
、
次
の
記
述
が
あ
る
。

廃
業
し
て
い
る
。

⑰
本
輯
、
付
録
参
照
。

⑪ 

屋
を
請
人
と
し
て
存
続
が
認
め
ら
れ
た
。
森
田
屋
は
文
政
五
年

⑯
天
明
七
年
、
泉
屋
甚
左
衛
門
が
中
追
放
と
な
っ
た
と
き
、
森
田



通
相
心
得
居
候
様
致
置
候
ハ
ヽ
、
永
々
甚
左
衛
門
与
申
通

一
付
、
店
改
名
相
談
と
し
て
、
同
九
月
八
郎
右
衛
門
罷
下
、

改
名
仕
度
候
由
相
願
申
候
間
、
此
段
惣
御
仲
間
中
へ
御
通

逹
之
上
、
御
番
所
其
外
諸
御
役
所
御
帳
面
御
書
改
御
願
可

被
下
候
、
奉
願
上
候
、
已
上

賓
暦
五
亥
年
十
一
月

三
町
御
行
事
中

札

差

業

と

住

友

尾
張
屋
八
左
衛
門

一
川

屋

彦

兵

衛

上

穂

屋

五

兵

衛

江

原

屋

左

兵

衛

一
賓
暦
五
亥
年
五
月
、
江
戸
浅
草
米
店
善
兵
衛
儀
致
病
死
候

仲
間
行
司
井
組
合
中
江
面
談
之
上
、
上
方
出
店
名
目
泉
屋

甚
左
衛
門
支
配
人
茂
右
衛
門
与
相
改
置
度
趣
、
疾
与
入
割

（

マ

マ

）

相
頼
候
慮
、
行
司
中
者
被
申
候
者
、
遠
國
出
店
支
配
人
持

藷
例
無
之
井
他
家
江
堅
譲
渡
間
敷
、
仲
間
為
申
替
二
候
へ

ハ
表
向
急
度
左
様
者
難
相
成
候
、
公
邊
者
茂
右
衛
門
甚
左

衛
門
与
改
名
店
相
績
分
―
—
相
願
、
仲
間
内
者
、
右
思
召
之

向
井
旦
那
方
御
用
等
相
勤
申
候
、
就
夫
此
度
甚
左
衛
門
与

逹
被
成
下
候
間
、
則
御
店
名
前
甚
左
衛
門
―
―
相
定
り
申
候
、

前
泉
屋
甚
左
衛
門
与
相
改
度
旨
、
雨
御
奉
行
様
江
以
書
付

逹
、
い
つ
れ
も
無
故
障
被
致
得
心
候
二
付
、
善
兵
衛
跡
名

門
殿
与
御
改
被
成
度
二
付
、
貴
殿
為
御
名
代
八
郎
右
衛
門

代
り
差
配
人
茂
右
衛
門
殿
江
御
申
付
、
則
店
名
前
甚
左
衛

名
相
立
、
早
速
相
涜
、
可
然
二
相
究
、
十
二
月
上
旬
公
邊

井
掛
諸
役
所
江
相
願
候
慮
、
早
速
御
聞
清
、
御
帳
面
御
書

一
此
度
嘗
地
御
出
店
泉
屋
善
兵
衛
殿
被
致
死
去
候
ー
一
付
、
跡

殿
御
指
下
、
御
口
上
之
趣
委
細
被
仰
聞
致
承
知
候
、
依
之

組
合
相
談
候
慮
、
何
之
指
支
も
有
之
間
敷
二
付
、
仲
間
行

司
衆
江
右
之
趣
申
逹
候
虞
、
右
行
司
衆
力
惣
仲
間
江
被
申

奉
願
上
候
慮
、
御
聞
演
被
成
下
、
諸
掛
御
役
所
江
茂
御
通

重
奉
存
候

貴
札
拝
見
仕
候
、
寒
氣
之
節
禰
々
御
堅
勝
被
成
御
座
、
珍

則
左
二
記
、
委
細
別
帳
ニ
一
件
有
之

か
書
面
取
之
井
茂
右
衛
門
カ
一
札
、
一
家
奥
印
二
而
請
取
、

替
被
下
相
涜
、
右
二
付
、
八
郎
右
衛
門
蹄
坂
之
節
組
合
中

一
六



札

差

業

と

住

友

口
別
家
両
店
の
札
差
開
業

然
ル
上
者
御
蔵
方
御
出
入
御
屋
敷
方
二
付
御
指
支
無
之
様
、

組
合
之
事
故
萬
事
可
申
談
候
、
後
々
茂
右
衛
門
殿
被
致
退

勤
候
節
茂
有
之
由
、
左
候
得
ハ
、
右
代
り
之
儀
、
右
二
准

シ
指
支
無
之
様
―
―
申
談
、
甚
左
衛
門
殿
名
前
相
立
候
様
申

合
可
致
相
談
候
、
先
以
此
度
八
郎
右
衛
門
殿
御
指
下
、
被

仰
聞
趣
、
前
後
首
尾
克
相
清
候
條
、
御
安
心
可
被
成
候
、

つ
ぎ
に
別
家
両
店
の
開
業
に
つ
い
て
も
み
て
お
こ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
仲
間
入

泉
屋
吉
左
衛
門
様

右
御
答
迄
如
此
御
座
候
、
以
上

亥
十
二
月

一
七

二
月
七
日
札

江

原

屋

佐

兵

衛

上

穂

屋

五

兵

衛

ま
ず
泉
屋
茂
右
衛
門
は
前
述
し
た
よ
う
に
伊
賀
屋
善
兵

衛
の
跡
を
う
け
泉
屋
甚
左
衛
門
と
し
て
浅
草
米
店
支
配
人
を
勤
め
た
。
泉
屋
を
退
役
す
る
と
と
も
に
、
宝
暦
十
二

年
（
一
七
六
二
）
森
田
町
組
札
差
増
田
屋
四
郎
左
衛
門
株
を
譲
り
請
け
札
差
と
な
っ
た
。

⑱
 

り
の
手
続
き
な
ど
判
明
す
る
の
で
述
べ
て
お
こ
う
。
ま
ず
宝
暦
十
二
年
正
月
、
札
差
仲
間
尾
張
屋
八
左
衛
門

・
三

河
屋
彦
兵
衛
・
江
原
屋
佐
兵
衛
•
町
屋
伊
左
衛
門
・
下
野
屋
又
兵
衛
に
仲
間
入
り
の
願
書
を
出
し
、

差
三
組
仲
間
と
譲
渡
人
増
田
屋
四
郎
左
衛
門
・
譲
請
人
泉
屋
茂
右
衛
門
連
名
で
、
江
戸
町
奉
行
所
へ
届
出
、
株
取

得
が
確
定
し
た
。
そ
し
て
、
増
田
屋
四
郎
左
衛
門
は
加
判
大
内
屋
市
兵
衛
・
証
人
利
倉
屋
七
兵
衛
・
同
増
田
屋
乙

尾
張
屋
八
左
衛
門

一
河
屋
彦
兵
衛



と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、

こ
れ
を
仲
間
の
人
別
で
配
分
す
る
こ
と
に
な

両
・
仲
間
入
弘
め
金
―
―

1
0両
を
支
出
し
た
こ

の
ち
に
千
両
株
と
い
わ
れ
、
実
際
売
買
で
も
五
し
六

0
0
両
は
し
た
札

差
株
が
、
宝
暦
末
年
に
は
八
五
両
に
若
干
の
出
費
で
入
手
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

仲
間
創
立
当
初
は
出
金
の
三
分
二
を
売
主
か
町
か
が
取
得
し
、
残
り
三
分
一
を
仲
間
で
分
配
し
た
が
、
寛
保
一
―
―
年

（
一
七
四
三
）
の
規
定
で
は
仲
間
弘
め
金
一
―

1
0
両
を
譲
受
人
が
出
し
、

札

差

業

と

住

友

泉屋茂右術門宛 壻田屋四郎左衛門札差株譲渡

ー札ならびに組合札差仲間入弘め金請取覚控

（年々諸用留七番所収）

た
と
え
ば
仲
間
弘
め
金
は
、

は
札
差
開
業
に
あ
た
っ
て
、
株
譲
渡
代
金
五
五

が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
泉
屋
茂
右
衛
門

伊
勢
屋
喜
兵
衛
・
大
和
屋
瀧
之
助
の
請
取
覚
控

両
を
札
差
仲
間
に
渡
し
、
利
倉
屋
庄
左
衛
門

り
前
の
正
月
十
九
日
に
は
仲
間
入
弘
め
金
三
〇

え
も
済
ん
だ
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

そ
れ
よ

仲
間
中
の
評
議
、
町
奉
行
所
な
ど
の
名
前
書
替

を
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
譲
金
五
五
両
、

松
の
連
名
で
、
泉
屋
茂
右
衛
門
に
「
譲
渡
一
札
」

一
八



札

差

業

と

住

友

⑲
 

っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
三

0
両
の
請
取
控
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

え
れ
ば
当
然
お
こ
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

れ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

し
か
し
、

一
九

の
金
品
が
動
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
幕
府
役
人
筋
や
仲
間
行
事
な
ど
へ
の
付
届
け
は
、
当
時
の
世
相
か
ら
考

か
か
る
裏
金
を
含
め
て
一

0
0両
を
超
え
る
出
費
が
な
さ

泉
屋
一
王
一
店
の
う
ち
、
も
っ
と
も
遅
く
開
業
し
た
の
は
泉
屋
九
兵
衛
店
で
あ
る
。
九
兵
衛
は
茂
右
衛
門
の
あ
と
を

う
け
て
、
宝
暦
十
二
年
、
泉
甚
こ
と
浅
草
米
店
支
配
人
と
な
り
、
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
八
月
、
退
役
し
た
。
彼

は
数
年
間
を
お
い
て
、
前
述
の
よ
う
に
安
永
二
年
（
一
七
七
―
―-
）
五
月
、
片
町
四
番
組
三
河
屋
彦
兵
衛
株
を
譲
り
請

け
て
札
差
を
開
業
し
た
。
こ
の
間
の
事
情
を
知
る
史
料
は
残
っ
て
い
な
い
。

こ
こ
に
泉
屋
関
係
札
差
―
―
一
店
が
出
揃
っ
た
。
泉
甚
1
1
浅
草
米
店
の
開
設
は
仲
間
規
約
も
あ
り
、
困
難
で
あ
っ
た

が
、
別
家
両
店
は
浅
草
米
店
が
営
業
し
て
い
る
た
め
仲
間
規
約
に
も
該
当
し
、

た
の
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
支
障
は
な
か
っ
た
。
浅

草
米
店
創
設
当
初
の
支
配
人
を
除
ぎ
、
前
期
の
支
配
人
が
退
役
後
、
商
経
験
を
生
か
し
て
新
規
開
業
に
ふ
み
き
っ

ち
な
み
に
当
時
、
泉
屋
の
慣
例
か
ら
い
う
と
、
浅
草
米
店
支
配
人
は
退
役
時
に
は
、
家
督
銀
二
〇

0
枚
と
「
勤
功
二
応
シ
、
普
請
料
・
婚
礼
賄
入
用
・
店
開
諸
道
具
料
、
休
息
後
三
ヶ
年
之
間
世
帯
合
力
銀
等
、
時

⑳
 

之
主
人
差
配
」
に
よ
り
贈
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
銀
一
枚
は
四
三
匁
で
あ
る
か
ら
、
二

0
0枚
は
八
貫
六

こ
の
八
五
両
以
外
に
か
な
り



註
⑱ 

つ
な
が
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

門
店
を
中
心
に
結
束
し
て
危
機
を
切
り
ぬ
け
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

0
0
匁
、
金
に
し
て
一
四

0
両
余
に
な
り
、

少
く
と
も
茂
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、
株
を
入
手
し
、

し
か
し
、

札

差

業

と

住

友

こ
の
店
に
個
有
の
事
情
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

こ
れ
以
上
、
泉
屋
内
部
で
の
同
業
者
の
増
加

五
！
六

0
0両

さ
ら
に
家
宅
・
店
舗
な
ど
の
取
得
に
も
応
分
の
援
助
が
あ
っ
た
か
ら
、

⑪
 

な
お
当
座
の
営
業
資
金
も
残
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
は
泉
屋
関
係
で
は
新
規
開
業
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
札
差
株
は
安
永
年
間
、

で
売
買
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
か
ら
、
も
は
や
簡
単
に
入
手
し
う
る
金
額
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
田
沼
時
代
の

終
末
と
と
も
に
、
寛
政
改
革
が
始
ま
り
、
棄
捐
令
に
よ
り
札
差
は
大
打
撃
を
う
け
た
。
泉
屋
一
王
一
店
は
泉
屋
甚
左
衛

は
既
存
の
三
店
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
泉
屋
九
兵
衛
店
は
文
化
十
五
年
(
-
八
一
八
）
―
―
―
月
二

＠
 

十
八
日
、
伊
勢
屋
恒
蔵
に
株
を
譲
り
廃
業
す
る
の
で
あ
っ
た
。

る
が
、
後
発
の
た
め
か
規
模
も
小
さ
く
、
泉
屋
一
三
一
店
の
う
ち
経
営
基
盤
が
も
っ
と
も
弱
か
っ
た
こ
と
が
、
廃
業
に

仲
間
入

の
手
続
き
は
、
幸
田
成
友
氏
前
掲
書
に

若
干
触
れ
ら
れ

て
い
る
に

す
ぎ
な
い
の
で
「
年
々
諸
用
留

七
番
」
に
記
さ
れ
た
、

茂
右
衛
門
仲
間
入

り
関
係
記
事
を
あ
げ
て
お
く
。

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候

一
御
蔵
前
札
差
行
事
共
奉
申
上
候
、
森
田
町
組
壻
田
屋
四
郎

左
衛
門
札
差
名
前
泉
屋
茂
右
衛
門
江
相
譲
申
度
段
、
惣
仲

ヶ
間
之
者
共
江
相
願
候
二
付
、
行
事
共
吟
味
仕
候
虞
、
相

二

0



札

差

業

と

住

友

消
、
雨
御
番
所
様
井
諸
御
役
所
共
―
—
名
前
書
替
相
演
申

五
拾
五
雨
為
譲
金
悔
請
取
申
候
、
則
御
仲
ケ
間
中
評
儀
相

此
度
我
等
札
指
名
前
貴
殿
江
相
譲
申
慮
賓
正
也
、
依
之
金

譲
渡
申
一
札
之
事

所
に
は
、
株
名
前
書
替
の
届
出
を
お
こ
な
う
の
で
あ
っ

こ
。

キ
ー 被

成
下
、
前
々
之
通
御
勘
定
御
奉
行
様
江
御
通
逹
被
遊
被

下
置
候
様
奉
願
上
候
、
以
上

賓
暦
十
二
年
二

月
七
日

以
下
同
文
で
、
江
戸
町
年
寄
奈
良
屋

・
御
蔵

・
御
書
替
役

上
者
少
茂
申
分
無
之
、
若
右
名
前
之
儀
―
一
付
、
諸
親
類
者

不
及
申
、
横
合
力
六
ケ
鋪
申
出
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
、

證
人

御
月
番
依
田
様
江

御
奉
行
所
様
へ
出
ス

天
王
町
組

諜
渡
人増

田
屋
四
郎
左
衛
門

醸
請
人泉

屋

茂

右

衛

門
誰
々

片

町

組

誰

々

森

田

町

組

誰

々

違
無
御
座
候
間
、
御
慈
悲
ヲ
以
、
御
番
所
御
帳
面
御
書
替

⑳ 

「
分
典
別
家
式
」

⑲ 

「
札
差
事
略
廿
二
」
『
札
差
事
略
中
』
六

0
八
頁
。

泉
屋
茂
右
衛
門
殿

一
金
―
―
―
拾
雨

右
者
仲
ヶ
間
入
弘
金
徒
請
取
申
候
、
為
念
如
此
御
座
候
、

午
正
月
十
九
日

伊

勢

屋

喜

兵

衛

印

大

和

屋

瀧

之

助

印

利
倉
屋
庄
左
衛
門
印

以
上

覺

泉
屋
茂
右
衛
門
殿

同

壻

田

屋

乙

松

印

喪
暦
十
二
午
年
二
月

加

印

大

内

屋

市

兵

衛

印

證

人

利

倉

屋

七

兵

衛

印

醗
渡
壻
田
屋
四
郎
左
衛
門
印

日
名
前
譲
渡
一
札
證
人
加
印
、
例
如
件

右
名
前
―
一
付
御
公
邊
其
外
共
一
切
掛
合
無
御
座
候
、
為
後

加
印
之
者
共
何
方
迄
も
罷
出
、
急
度
埓
明
可
申
候
、
勿
論



ヵ
条
に
の
ぼ
る
も
の
で
詳
細
で

あ
る
。

得
方
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。

た
か
を
主
と
し
て
制
度
的
側
面
か
ら
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

⑪ 

（三）

「
心
得
方
」

先
に
判
明
す
る
出
金
八
五

両
と
記
し

た
が
、
裏
金

に
当
る
分
も
、

こ
の
家
督
銀
か
ら
支
払
え
た
と

考
え
る
。

浅
草
米
店
の

泉
屋
本
「
業
要
集

下」

。
『
札
差
事
略
下
』
七
九

五
頁。

本
項
で
は
、
浅
草
米
店
が
泉
屋
全
事
業
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
、

享
保
前
後
に
は
、
多
く
の
商
家
で
内
部
組
織
の
整
備
が
な
さ
れ
た
。
元
禄
・
宝
永
年
間
に
お
け
る
貨
幣
改
悪
か

ら
正
徳
・
享
保
金
銀
へ
の
転
換
は
急
激
な
通
貨
収
縮
を
招
い
た
し
、

全
体
に
内
部
を
固
め
る
方
向
が
顕
著
で
あ
る
。

株
仲
間
公
認
も
幕
府
商
業
政
策
の
転
換
で
あ
り
、
商
業
組
織
の
固
定
化
で
あ
っ
た
。

商
家
で
は
家
法
を
制
定
し
、
内
部
の
組
織
固
め
を
お
こ
な
う
の
で
あ
っ
た
。
泉
屋
に
お
い
て
も
、
当
主
友
昌
と
豊

後
町
分
家
理
兵
衛
友
俊
の
手
で
、
従
来
慣
習
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
家
政
の
明
文
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
浅
草
米
店
の
組
織
・
管
理
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
幸
い
寛
延
四
年
（

一
七
五
一
）
七
月
制
定
の
「
諸
店
心

札

差

業

と

住

友

こ
れ
は
「
諸
店
」
と
あ
る
が
、
実
質
は
浅
草
米
店
の
心
得
方
で
あ
り
、
内
容
は
三
四

こ
れ
は
泉
屋
の
み
で
な
く
、
札
差
業
一
般
に
つ
い
て
の
業
態
を
示
す
も
の

⑫ 

こ
れ
ら
の
情
況
の
な
か
で
、

ど
の
よ
う
な
組
織
と
な
っ
て
い



つ
い
で
書

ま
ず
取
引
先
で
あ
る
「
御
屋
敷
勤
方
」
を
大
切
に
し
て
、
勘
定
を
確
実
に
お
こ
な
う
こ
と
を
第
一
条
に
規
定
す
る
。

つ
い
で
蔵
米
の
請
払
い
に
つ
い
て
の
六
ヵ
条
が
あ
る
。
札
差
は
旗
本
・
御
家
人
の
依
頼
者
（
札
旦
那
）
か
ら
、
札
（
御

切
米
請
取
手
形
）
を
請
取
り
、
こ
れ
を
書
替
役
所
に
提
出
し
書
替
奉
行
の
裏
印
を
得
て
、
御
蔵
役
所
に
差
出
し
検
査

を
う
け
る
。
別
に
手
形
表
の
米
高
八

0
0俵
を
基
準
に
し
て
、
半
紙
四
つ
切
へ
高
・
渡
高
・
石
代
金
・
請
取
人
氏

名
・
札
差
屋
号
を
記
し
た
も
の
を
丸
め
て
玉
と
し
た
も
の
を
、

め
た
（
玉
組
玉
入
れ
）
。

扱
わ
せ
た
。

の
ち
蔵
出
米
を
受
取
る
が
、
札
旦
那
の
飯
料
（
入
米
）
売
却
分
（
払
米
）
を
定
め
て
、
売
方
に
取

「
心
得
方
」
は
こ
の
間
の
業
務
内
容
に
つ
い
て
詳
し
い
注
意
を
記
し
て
い
る
。

が
札
旦
那
よ
り
届
い
た
と
ぎ
は
、

「
其
使
を
待
せ
置
き
」
書
替
役
所
に
確
認
し
て
も
ら
っ
て
か
ら
、
札
の
請
取
書
を
出
す
こ
と
（
第
二
条
）
、

替
役
所
へ
札
を
提
出
す
る
の
に
、

く
者
は
、
人
数
立
会
い
の
上
、
前
夜
に
手
形
を
持
え
て
置
く
こ
と
、
早
朝
に
持
参
、
引
替
え
た
の
ち
、
札
を
よ
く

改
め
大
事
に
取
扱
う
こ
と
（
第
四
条
）
。

せ
、
前
夜
に
玉
を
持
え
て
置
き
、
早
朝
に
持
参
す
る
（
第
五
条
）
。

札

差

業

と

住

友

と
し
て
注
目
し
う
る
。

初
め
下
書
を
差
出
す
が
、

玉
場
に
お
い
て
箱
に
入
れ
、
蔵
出
米
の
順
序
を
定

ま
ず
切
米
請
取
手
形

よ
く
改
め
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
手
形
に
墨
付
が
あ
る
と
き
に
は
、

控
帳
に
留
置
く
こ
と
（
第
三
条
）
、
書
替
役
所
に
出
向

玉
入
れ
に
も
役
割
人
数
立
会
い
で
、
手
形
を
改
め
、
玉
組
帳
と
読
み
あ
わ

玉
が
落
ち
る
と
、
役
割
の
者
が
早
朝
に
御
蔵
ヘ

し
た
が
っ
て
内
容
を
詳
し
く
紹
介
し
て
お
こ

う。



御
屋
敷
方
御
用
金
之
義
、
支
配
人
可
致
相
対
、
金
子
ハ
如
何
様
被
仰
付
候
共
御
用
立
申
間
敷
候
、

是
迄
御
借
用
方
御
定
有
之
屋
敷
方
不
勝
手
に
付
被
仰
聞
候
ハ
ヽ
、
支
配
人
承
合
熟
談
の
上
返
答
可
申
上
、

決
し
て
自
分
了
簡
を
以
、
取
計
申
間
敷
候
事

と
述
べ
て
い
る
。
貸
付
け
は
支
配
人
が
交
渉
に
当
り
、
金
子
用
立
て
を
し
て
は
い
け
な
い
。
従
来
か
ら
の
関
係
が

あ
る
と
ぎ
も
、

よ
く
検
討
の
上
、

要
な
業
務
で
あ
り
利
益
源
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
来
、
金
子
用
立
て
を
禁
止
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

本
条
は
貸
付
に
お
け
る
心
得
と
み
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
が
、
非
常
に
慎
重
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。

貸
付
金
は
証
文
と
帳
簿
を
あ
わ
せ
保
管
す
る
こ
と
（
第
九
条
）
、
書
替
役
所
へ
出
勤
す
る
役
割
の
者
は
用
済
み
次
第

帰
店
し
、
勘
定
手
伝
い
や
玉
入
れ
の
結
果
を
札
旦
那
に
通
知
す
る
使
い
（
玉
触
）
に
も
行
く
べ
ぎ
で
、

わ
れ
る
貸
付
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
に

者
が
代
っ
て
は
な
ら
な
い
（
第
六
条
）
。

売
方
は
精
を
出
し
、

と
く
に
直
段
違
い
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
（
第
七
条
）
、

つ
い
で
「
心
得
方
」
に
は
、
札
旦
那
と
の
折
衝
な
ど
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
重
要
な
業
務
と
思

金
を
受
取
り
に
行
く
が
、

札

差

業

と

住

友

米
を
御
蔵
場
で
処
分
が
で
き
た
と
き
は
、

返
答
を
せ
よ
、

と
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
は

且
又

と
し
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
札
差
業
に
お
い
て
金
融
は
主

し
た
が
っ
て

さ
ら
に

直
段
は
節
季
任
せ
に
す
る
が
、

ど
の
よ
う
な
用
事
が
あ
っ
て
も
本
人
か
同
役
の
者
が
請
取
ら
ね
ば
な
ら
ず
「
外
役
」
の

ニ
四



札

差

業

と

住

友

外
出
は
公
私
と
も
支
配
人
に
断
り
、

め
る
よ
う
書
か
れ
て
い
る
（
第
二
六
条
）
。

二
五

私
用
で
の
外
出
は
一
人
宛
と
す
る
（
第
一
八
条
）
、

日
傭
を
一
雇
っ
て
い
た
が
、
今
後
は
一
切
遣
わ
な
い
よ
う
心
掛
け
よ
（
第
一

0
条）
。
米
の
代
金
は
夜
五
ッ
時
（
午
後
八

い
ず
れ
か
の
役
を
申
し
つ
け
ら
れ
た
者
は
、
用
向
ぎ
の
内
容
に
つ
い
て
遠
慮
な
く
申
し
出
よ
、

そ
の
役
に
つ
い
て

ま
た
手
代
・
子
共
の
待
遇
に
注
意

浅
草
米
店
の
営
業
成
績
ば
「
精
帳
」
を
仕
立
て
報
告
す
る
が
（
第
一
六
条
）
、
毎
日
、
当
座
勘
定
を
行
い
、
大
払

い
受
け
と
し
て
月
毎
に
支
配
人
立
会
い
で
改
め
る
。

さ
ら
に
勤
方
と
し
て
、

せ
よ
（
第
ニ
―

-
i
五
条
）
と
し
て
い
る
。

「
二
存
了
簡
」
が
つ
か
な
い
の
で
は
、

時
）
迄
に
持
参
し
な
い
時
は
金
子
方
よ
り
催
促
せ
よ
、

ま
た
一
年
の
総
勘
定
は
中
橋
支
配
人
立
会
い
で
、
精
帳
を
作

り
、
連
名
連
印
を
す
る
（
第
一
七
条
）
と
な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
利
益
を
本
店
へ
送
金
す
る
が
、
そ
の
増
加
に
勤

世
帯
向
の
倹
約
（
第
二
0
条
）
、
服
装
の
指
定
（
第
ニ
―
条
•
第
二
二
条
）
あ
る
い
は
奉
公
人
以
外
の
者
の
滞
留
を
禁
じ
、

行
跡
を
慎
む
よ
う
定
め
て
い
る
（
第
二
三
条
•
第
二
四
条
）。

注
意
す
べ
き
は
札
を
新
規
に
取
る
こ
と
を
停
止
し
（
第

一
九
条
）
、
従
来
の
取
替
金
を
元
利
と
も
取
立
て
、
「
向
後
内
外
共
聯
取
替
申
間
敷
事
」
（
第
二
五
条
）
と
あ
る
こ
と
で
、

第
八
条
と
あ
わ
せ
み
る
と
、
創
業
後
五
カ
年
で
営
業
の
点
検
を
お
こ
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

器
量
が
な
い
の
で
あ
る
（
第
一
二
条
）
。

請
取
り
に
行
く
こ
と
は
無
用
で
あ
る
（
第
―
一
条
）
。

今
後
、



さ
て
第
三
一
条
は
米
取
引
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。

中
橋
店
へ
勘
定
を
立
て
た
（
第
三
0
条
）
。
泉
屋
内
部
で
あ
る
か
ら
、

地
代
・
宿
賃
は
米
店
の
枠
内
で
処
理
し
て
も

手
代
が
自
分
の
商
売
を
す
る
こ
と
を
禁
じ
（
第
二
七
条
）
、
別
家
さ
せ
た
時
は
、
妻
縁
に
当
っ
て
本
家
よ
り
差
図

す
る
（
第
二
八
条
）
。
別
家
の
婚
姻
に
は
本
家
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
。

米
店
の
名
題
は
、
当
時
伊
賀
屋
善
兵
衛
名
儀
で
あ
っ
た
が
、
「
追
て
可
申
付
事
」
と
す
る
（
第
二
九
条
）
。
こ
れ
は

宝
暦
五
年
、
善
兵
衛
死
去
に
よ
り
、
泉
屋
甚
左
衛
門
名
儀
と
し
た
こ
と
は
先
述
し
た
。
ま
た
米
店
の
地
代
宿
賃
は

よ
い
の
で
あ
る
が
、
中
橋
店
が
江
戸
に
お
け
る
泉
屋
の
不
動
産
管
理
や
会
計
を
扱
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
措
置

を
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

正
米
商
賣
其
年
の
時
氣
相
考
、
俵
高
賣
買
に
付
、
利
潤
又
損
失
有
之
、
向
後
買
置
米
或
ハ
賣
過
米
等
堅

可
相
止
、
勿
論
月
々
入
用
米
ハ
其
時
々
買
入
可
申
、
敷
月
入
用
の
買
置
米
可
為
無
用
候
、
米
穀
に
不
限
、

穂
て
思
入
商
賣
堅
致
間
敷
事

こ
の
内
容
は
、
後
に
掲
げ
る
支
配
人
の
功
課
基
準
と
相
応
じ
て
い
る
。
正
米
商
売
は
時
気
に
よ
り
、
損
益
が
で

る
か
ら
、
投
機
の
た
め
買
置
含
や
売
過
ぎ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
月
々
の
入
用
は
時
々
に
買
入
れ
、
数
ヵ
月
分
の

買
置
米
は
無
用
で
あ
る
。
米
穀
だ
け
で
な
く
「
思
入
商
賣
」
は
一
切
厳
禁
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
時
々
の
相
場

札

差

業

と

住

友

二
六



札

差

業

と

住

友

支
配
人

壱
人

相
対
方
助

浅
草
米
店
の
人
員
は
、
「
心
得
方
」
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

⑲
浅
草
米
店
の
店
制
組
織

し
か
も
、

で
商
売
す
る
と
、
損
益
は
あ
る
が
、

壱
人

金
子
方

壱
人

二
七

そ
の
巾
は
小
さ
い
。
投
機
行
為
で
は
巨
富
を
得
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

こ
れ

ま
た

大
穴
を
あ
け
る
危
険
も
多
い
。
そ
こ
で
泉
屋
と
し
て
は
、
浮
利
を
追
わ
な
い
確
実
な
商
法
を
選
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
米
店
の
人
数
を
半
減
し
た
。
札
扱
い
高
も
増
え
た
が
、
奉
公
人
が
業
務
に
馴
れ
て
ぎ
た
の
で
、

少
数
精
鋭
で
や
れ
る
と
み
た
の
で
あ
る
（
第
三
二
条
）
。
そ
し
て
、
家
内
火
の
用
心
や
特
別
の
際
は
夜
番
を
勤
め
る

こ
と
（
第
三
三
条
）
、
門
口
は
朝
六
ッ
時
（
午
前
六
時
）
に
あ
け
、
夜
は
五
ッ
半
限
（
午
後
九
時
）
に
不
寝
番
を
定
め
、
出

入
り
を
改
め
る
（
第
三
四
条
）
と
し
て
、
こ
の
「
心
得
方
」
を
終
っ
て
い
る
。

「
心
得
方
」
は
、
泉
屋
の
家
風
と
、
浅
草
米
店
の
経
営
管
理
を
示
し
て
い
て
興
味
の
あ
る
内
容
で
あ
る
。

に
よ
れ
ば
、
泉
屋
の
経
営
は
、
札
差
業
務
に
よ
る
着
実
な
利
益
を
狙
っ
た
も
の
で
、
札
旦
那
や
そ
の
金
融
を
点
検

し
、
米
穀
取
引
で
の
思
惑
な
ど
も
排
斥
し
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
過
誤
な
く
、
倹
約
を
守
り
、
少

数
精
鋭
に
よ
る
業
務
分
担
と
協
力
に
よ
り
、
米
店
の
発
展
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。



見

習

松

本

秀
蔵
(
-
五
）

台
所
方
武
盛
丈
右
衛
門
（
三
八
）

見
習
松
本
要
蔵
(
-
六
）

清
水
方
石
川
久
兵
衛
（
三
四
）

計
十
四
人
が
正
規
の
人
員
で
あ
り
、
他
に
臨
時
一
雇
が
い
た
が
、

勘
定
場
役
仮
宮
崎

す
な
わ
ち
手
代
ニ
―
―
名
、
他
に
前
髪
二
名
、
子
供
―
―
―
名
、
下
男
四
名
が
い
た
。
ま
た
「
外
二
別
家
茂
右
衛
門
方
召

仕
」
と
し
て
二
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
茂
右
衛
門
が
浅
草
米
店
に
同
居
し
て
い
た
た
め
で
、
後
述
す

る
。
先
の
「
心
得
方
」
と
比
較
す
る
と
、

ま
ず
名
前
人
・
支
配
人
が
各
一
名
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
目
に
つ
く
が
、

米
方
坪
田
喜
兵
衛
（
四
五
）

大
払
方
加
藤
伊
兵
衛
（
未
詳
）

名
前
人
司
馬
仁
兵
衛
（
四
七
）

支
配
人
高
橋
庄
右
衛
門
（
三
六
）

店
緊
用
識
」
な
る
帳
簿
に
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

で
あ
る
の
に
比
し
て
、
小
人
数
で
業
務
を
捌
い
て
い
る
。

料
理
方

賄
老
女

玉
入

壱
人

壱
人

壱
人

札

差

業

と

住

友

子
供

飯
炊
男

書
替

二
人

壱
人

壱
人

小
払
方
平
野
宗
次
郎
(
-
七
）

見

習

岡

嶋

重

兵

衛

(

-
七）

対
談
人
堀

茂
助
（
四
六
）

こ
の
よ
う
な
組
織
は
嘉
永
二
年
(
-
八
四
九
）

「
東
都
両

米
請
払

米
取
方

い
ず
れ
に
し
て
も
浅
草
米
店
の
取
引
金
高
が
巨
額

義
八
（
ニ
―
)

二
人

二
人

米
請
取
中
村

ニ
八

又
次
郎
（
三
四
）
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（
丁
稚
）
が
使
い
走
り
を
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

細
谷
氏
に
よ
れ
ば
、
支
配
人
は
就
職
に
三
奉
行
所
の
許
可
が
必
要
で
、

る
か
ら
、
当
初
は
支
配
人
は
同
時
に
形
式
的
に
店
主
と
な
っ
て
い
た
。

二
九

こ
の
業
務
分
担
は
、
当
時
の
札
差
業

⑳
 

に
お
い
て
通
常
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
札
差
和
泉
屋
細
谷
太
七
の
「
札
差
業
務
聯
系
分
櫓
之
圏
解
」
に
よ

そ
の
下
に
支
配
人
が
い
た
が
、
浅
草
米
店
で
は
前
述
し
た
よ
う
に
泉
屋
甚
左
衛
門
名
儀
を
支
配
人
が
名
乗
っ
て
い

し
か
し
、
後
代
で
は
名
前
人
と
支
配
人
の

二
人
を
お
い
た
。
そ
し
て
、
名
前
人
を
支
配
人
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
泉
屋
の
規
定
で
、
支
配
人
が
ど
の
程
度
の

権
限
を
も
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
泉
屋
内
部
で
の
地
位
は
、
本
店
・
別
子
銅
山
各
支
配
人
に
つ
ぎ
、
江
戸
中

代
表
し
、
業
務
一
切
を
担
当
し
、
対
談
人
以
下
の
任
免
を
取
扱
う
、

と
あ
る
。

り
解
説
を
加
え
つ
つ
、
米
店
の
業
務
分
担
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

と
こ
ろ
で
、
通
常
は
主
人
が
い
て
、

支
配
人

重
要
事
件
に
つ
い
て
は
主
人
を

し
て
、

四

0
代
・
―
―

1
0代
が
そ
れ
ぞ
れ
職
務
を
分
担
し
、

1
0代
後
半
を
見
習
と
し
、

元
服
前
の
前
髪
や
子
供

し
よ
う
。
人
員
は
二
二
名
に
な
っ
て
い
る
。

）
内
の
数
字
は
年
令
で
あ
る
が
、

四
七
歳
の
仁
兵
衛
を
年
長
と

水
家
蔵
元
と
な
っ
た
の
で
専
任
者
を
お
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
は
役
職
名
に
変
化
は
あ
る
が
、

こ
の
点
は
後
述

衛
門
と
支
配
人
と
し
て
形
式
を
整
え
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
清
水
方
と
あ
る
の
は
、
天
明
八
年
、
徳
川
家
三
卿
清

名
前
人
は
内
部
で
は
支
配
人
と
し
て
お
り
、

こ
こ
で
い
う
支
配
人
は
副
支
配
人
で
あ
る
。
対
外
的
に
も
主
人
甚
左



事

橋
店
支
配
人
と
同
格
で
、
長
崎
店
支
配
人
よ
り
上
位
に
あ
っ
た
。
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
制
定
の
「
分
興
別
家
式
」

⑭、

に

よ

れ

ば

退

役
1
1
休
息
に
あ
た
っ
て
の
規
定
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
浅
草
米
店
支
配
人
に
つ
い
て
、

休
息
申
付
候
節
、

目
録
銀
諸
定
中
橋
店
支
配
人
同
格
二
可
申
附
候

⑮
 

と
し
て
い
る
。
ま
た
宝
暦
十
年
制
定
の
「
分
典
別
家
式
」
に
お
い
て
も

江
戸
中
橋
店
、
同
浅
草
米
店
支
配
人
者
、
本
家
。
豫
州
銅
山
支
配
人
同
格
二
者
難
申
付
候
、
其
勤
方
厚

薄
虚
賓
を
致
探
索
、
時
之
主
人
家
督
銀
差
遣
候
節
、
軽
重
差
略
可
在
之
候

と
定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
浅
草
米
店
は
新
規
事
業
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
橋
店
と
な
ら
び
重
視
さ
れ

て
い
る
。
と
く
に
宝
暦
元
年
の
「
分
典
別
家
式
」
に
は
、
浅
草
米
店
の
成
立
、
経
営
の
不
安
定
が
記
述
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
上
で
支
配
人
の
処
遇
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
支
配
人
心
得
と
な
る
よ
う
な
記
述
が
含
ま
れ
て
お
り
、

注
目
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、

勿
論
、
米
相
場
高
下
二
依
リ
損
盆
有
之
店
二
而
、
支
配
人
オ
不
才
二
も
不
拘
候
、
遠
國
出
店
二
お
ゐ
て

大
金
銀
致
取
引
候
事
故
、
賓
義
分
明
二
而
倹
約
を
守
り
、
勘
定
明
白
二
相
立
候
者
を
上
功
二
可
相
定
候

と
功
課
の
基
準
を
記
し
て
い
る
。
遠
国
出
店
で
大
金
を
扱
う
の
で
あ
る
か
ら
、
筋
が
た
ち
倹
約
で
勘
定
が
明
確
で

札

差

業

と

住

友

10
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可
仕
候
、
其
節
跡
支
配
人
に
無
故
障
勘
定
仕
立
引
渡
可
申
候

御
店
名
前
甚
左
衛
門
様
と
相
改
申
候
、
右
御
名
前
井
御
印
判
共
私
ね
御
預
被
成
下
、
此
以
後
諸
支
無
間

（
力
）

違
大
切
二
支
配
仕
候
様
被
仰
付
奉
畏
候
、
随
分
忠
勤
盛
シ
御
店
跡
指
支
無
之
様
仕
、
御
差
圏
次
第
退
役

と
あ
る
よ
う
に
、
名
前
と
印
判
を
預
っ
た
か
ら
は
、
間
違
い
の
な
い
よ
う
支
配
す
る
が
、

が
あ
れ
ば
退
役
し
、
勘
定
の
引
継
ぎ
を
行
う
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
こ
の
一
札
に
は
請
人
で
あ
る
近
江
甲
賀
郡

い
る
か
ら
、
万
一
の
紛
議
に
備
え
て
念
を
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

あ
る
の
を
上
功
と
し
、
米
相
場
の
上
下
に
よ
り
損
得
が
あ
る
の
は
、
業
務
内
容
か
ら
み
て
当
然
で
、
支
配
人
の
オ

能
に
か
か
わ
ら
な
い
、

の
禁
止
は
も
ち
ろ
ん
、

と
い
い
き
っ
て
い
る
の
は
、
米
穀
を
取
扱
う
商
家
と
し
て
は
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
。
米

は
空
米
相
場
に
よ
る
投
機
が
な
さ
れ
る
ほ
ど
で
、
そ
れ
だ
け
に
危
険
が
と
も
な
う
。

正
米
の
取
引
で
も
「
網
て
思
入
商
賣
堅
致
間
敷
事
」
と
厳
禁
し
て
い
る
こ
と
を
み
た
が
、

こ
こ
で
も
先
の
立
場
が
、
支
配
人
の
功
課
甚
準
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
う
る
。

支
配
人
の
任
免
に
当
っ
て
、
泉
屋
で
は
雇
傭
関
係
を
結
ん
だ
際
の
証
文
と
は
別
に
改
め
て
誓
約
書
を
と
っ
た
。

伊
賀
屋
善
兵
衛
時
代
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
茂
右
衛
門
に
よ
り
、
宝
暦
五
年
十
二
月
付
泉
屋
吉
左
衛
門
・

同
甚
左
衛
門
宛
「
一
札
」
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
名
目
的
と
は
い
え
、
浅
草
米
店
の
支
配
人
は
名
儀
人
と
な
っ
て

ま
た
本
家
か
ら
の
指
示

「
心
得
方
」
に
は
空
米
相
場



可
申
候

⑳
 

札
屋
村
丹
羽
甫
安
の
奥
書
も
つ
け
ら
れ
、
形
式
的
に
も
厳
格
な
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
い
で
九
兵
衛
支
配
人
就
任
に
際
し
て
も
、
宝
暦
十
二
年
一
詈
一
月
四
日
、
泉
屋
吉
左
衛
門
殿
御
手
代
中
宛
、
九
兵

＠
 

衛
「
一
札
」
が
い
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
一
札
」
は
茂
右
衛
門
「
一
札
」
よ
り
詳
細
で
、
三
ヵ
条
に
わ
た
っ
て

い
る
が
、
祐
左
衛
門
の
支
配
人
就
任
に
も
同
一
文
面
の
「
一
札
」
が
徴
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

配
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
「
御
屋
敷
様
」
の
出
金
は
明
白
に
な
る
よ
う
に
し
、

い
よ
う
に
勤
め
る
（
第
一
条
）
。

の
よ
う
な
紛
議
が
起
っ
て
も
、
遠
国
出
店
を
預
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
が
責
任
を
と
り
、
本
家

へ
決
し

て
迷
惑
を
か
け
な
い
（
第
二
条
）
。
も
し
本
家
の
意
向
で
お
暇
が
で
た
り
、
引
退
す
る
よ
う
な
と
き
は
差
図
を
守
り
、

引
継
を
行
う
（
第
三
条
）
、

右
之
外
、

さ
て
「
一
札
」
は
、
九
兵
衛
が
「
甚
左
衛
門
殿
と
申
御
名
前
之
御
出
店
」
を
預
け
ら
れ
差

札

差

業

と

住

友

公
儀
法
度
・
浅
草
蔵
役
所
掟
な
ど
を
守
り
、
札
差
仲
間
定
に
も
違
背
し
な
い
。

と
の
三
カ
条
の
誓
約
を
呈
出
し
て
い
る
。
そ
し
て

不
寄
何
事
、

九
兵
衛
引
請
相
勤
候
上
者
萬
端
貴
殿
、VZ
懸
御
難
儀
申
間
敷
候
、
勿
論
御
店
諸
勘

定
毎
年
明
白
二
相
立
、
御
店
利
盆
御
座
候
様
可
致
勘
辮
候
、
尤
為
登
金
銀
御
指
圏
次
第
無
遅
滞
為
差
登

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
泉
屋
と
し
て
は
当
然
の
内
容
を
誓
約
さ
せ
て
い
る
と
い
い
う
る
が
、
奉
公
始
め
に
出 ど

対
談
に
当
っ
て
も
失
礼
の
な

こ
れ
が
内
規
と
な
っ



歴代支配人一覧
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友

第 1表

支配人名

I 

茂右衛門

九兵衛

宇兵衛

祐左衛門

平右衛門

彦右衛門

直 蔵

半兵衛

清兵衛

義右衛門

仁兵衛

伊兵衛

正左衛門

任 期

宝暦 5年12月～同12年

宝暦12年～明和 6年 5月

明和 6年～天明 5年

天明 6年～寛政 8年

寛政 9年～文化 7年

文化 8年～文政 6年

文政 7年 2月,..._,8月

文政 7年～天保 5年

天保 5年～天保14年

天保14年～弘化 5年

弘化 5年～安政 5年

安政 5年～元治元年

元治元年～

退
役
（
四
六
歳
）
し
た
が
、

翌
明
和
七
年
に
は
浅
草
紅
屋
禰
兵

浅
草
米
店
支
配
役
（
三
九
歳
）
、
明
和
六
年
(
-
七
六
九
）
五
月

二
月
、

宝
暦
十
二
年
（

一
七
六
二
）

は
播
磨
国
加
古
郡
上
西
条
村
出
身
、

な
お
、
支
配
人
の
う
ち
で
経
歴
の
判
明
す
る
も
の
に
つ
い

病
死
に
よ
る
交
替
で
、
表
向
き
は
病
気
で
届
出
、
相
続
を
す
ま
せ
て
い
る
。

「
家

す
請
状
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
め
て
一
札
を
と
る
の
は
、
泉
屋
甚
左
衛
門
店
の
成
立
事
情
と
特
殊
な
地
位

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
宝
暦
末
期
に
は
一
定
の
収
益
が
期
待
さ
れ
、
本
家
へ
の
送
金
を
行
う
こ
と
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
浅
草
米
店
支
配
人
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
年
次
不
明

分
も
あ
り
、
史
料
上
の
記
載
で
の
異
同
も
あ
る
が
、
い
ま
判
明
す
る
限
り
で
の
支
配
人
を
記
し
て
お
こ
う
（
第
1
表）
。

年
令
の
判
明
す
る
も
の
で
、
三
九
歳
が
早
く
、
約
一

0
年
を
勤
め
あ
げ
て
退
役
す
る
が
、
仁
兵
衛
・
伊
兵
衛
は

て
若
干
紹
介
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
初
期
の
支
配
人
の
う
ち

で
、
茂
右
衛
門
・
九
兵
衛
が
退
役
後
札
差
と
な
っ
た
。

隷
籍
貫
」
に
よ
れ
ば
、
九
兵
衛
の
経
歴
が
判
明
す
る
が
、
彼

一
四
歳
で
泉
屋
へ
奉
公
、

元
文
二
年
（
一
七
三
七
）



衛
店
を
買
請
け
「
下
地
仕
似
セ
之
紅
商
賣
」
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
五
月
札
差
と
な
っ

た
。
ま
た
宇
兵
衛
は
、
大
坂
九
之
助
町
壱
丁
目
生
れ
、
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
十
月
奉
公
（
一
九
歳
）
、
別
子

・
吉

岡
・
別
子
と
銅
山
勤
務
を
経
て
、
宝
暦
十
四
年
六
月
浅
草
米
店
勤
め
と
な
り
、
明
和
六
年
八
月
米
店
支
配
役
と
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
支
配
人
に
は
一

0
代
で
奉
公
し
た
子
飼
い
の
手
代
が
四

0
歳
前
後
で
就
任
し
て
い
る
。

な
お
発
足
当
時
に
は
、
陣
右
衛
門
が
米
店
支
配
と
な
っ
て
い
る
。

彼
は
江
戸
生
れ
で
、
享
保
三
年
(
-
七
一
八
）

二
月
に
一
―
歳
で
江
戸
中
橋
店
に
奉
公
し
た
。
同
十
二
年
春
よ
り
浅
草
吹
屋
に
移
っ
た
が
、
延
享
―
―
―
年
（
一
七
四
六
）

八
月
大
坂
へ
呼
ば
れ
休
息
と
な
っ
た
。
し
か
し
浅
草
米
店
開
業
に
と
も
な
い
「
算
立
存
候
者
無
之
」
と
の
こ
と
で
、

米
店
支
配
を
兼
ね
た
。
翌
四
年
八
月
に
は
開
設
事
務
も
一
段
落
し
た
た
め
、
父
の
故
郷
上
野
国
佐
野
に
帰

っ
て
い

る
。
泉
屋
は
金
融
関
係
の
業
務
を
主
と
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
博
右
衛
門
は
数
少
い
練
達
者
と
し
て
、
札
差
創

業
を
助
け
た
の
で
あ
り
、
帰
国
の
の
ち
再
び
召
出
さ
れ
て
江
戸
中
橋
店

・
大
坂
本
店
に
勤
め
、
老
分
別
家
と
し
て

本
家
・
豊
後
町
分
家
の
家
政
に
も
預
っ
て
い
る
。

米
店
に
勤
め
た
。
明
和
二
年
、

役
宇
兵
衛
と
連
名
で
書
類
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
博
右
衛
門
・
由
兵
衛
は
江
戸
浅
草
の
土
地
に
も
馴
染

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
支
配
役
を
助
け
て
米
店
の
経
営
に
当
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

札

差

業

と

住

友

ま
た
由
兵
衛
は
浅
草
店
家
守
源
兵
衛
の
養
子
で
、
浅
草
生
れ
、

五
0
歳
で
別
家
格
と
な
り
、
当
時
浅
草
米
店
元
/
役
を
勤
め
、
同
六
年
に
は
支
配

一
四



得
方
」
で
は
各
二
名
の
定
員
で
あ
っ
た
。

手
取
金
を
出
し
、

ま
た
用
立
金
の
応
対
な
ど
を
行
う
役
で
あ
る
。
初
期
に
相
対
方
助
と
あ
る
の
は
、
泉
屋
で
は
相

対
は
支
配
人
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
助
役
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
諸
用
御
窺
控

五
年
十
一
月
二
十
八
日
、
対
談
役
喜
兵
衛
が
病
気
休
息
（
退
役
）
の
と
き
一
五

0
両
を
与
え
る
と
記
し
て
い
る
が
、

札
旦
那
よ
り
の
扶
持
米
手
形
を
と
り
、
書
替
奉
行
へ
差
出
し
裏
印
を
う
け
る
。

一五
三
九
番
」
に
安
政

さ
ら
に
扶
持
米
手
形
を
御
蔵
肝
煎
に
提
出
し
て
検
査
を
う
け
る
こ
と

も
任
と
し
た
と
み
ら
れ
る
。
細
谷
氏
に
よ
れ
ば
、
書
替
方
が
玉
入
を
扱
う
。

細
谷
氏
に
よ
る
役
名
で
は
米
方
請
取
方
が
該
当
す
る
と
み
ら
れ
る
。
泉
屋
で
も
嘉
永
に
は
、

の
職
名
と
し
て
い
る
。
米
方
は
蔵
渡
り
米
を
調
査
し
、
札
旦
那
へ
の
入
米
と
払
米
を
定
め
、
売
方
よ
り
の
米
代
金

徴
収
を
行
い
、

方
に
通
報
し
た
。
端
米
渡
り
を
請
取
り
、
御
蔵
御
門
切
手
作
成
、

泉
屋
で
の
米
請
払
・
米
取
方
の
職
掌
分
担
に
対
応
す
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
蔵
米
の
実
際
を
扱
う
た
め
に
「
心

米
請
払
・
米
取
方

玉
入
玉
入
事
務
を
扱
う
職
掌
で
あ
る
が
、

書
替

ま
た
請
取
方
は
、
御
蔵
庭
出
米
の
当
日
請
取
る
べ
き
米
高
を
計
算
し
、

札

差

業

と

住

友

支
配
人
に

つ
ぐ
重
職
で
あ
っ
た
。

相
対
方
助
相
対
方
と
あ
る
の
は
対
談
人
の
こ
と
で
あ
る
。

入
米
・
払
米
を
定
め
、
売

な
ど
を
行
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
職
務
内
容
は
、

こ

こ
れ
は
字
の
ご
と
く
、
札
旦
那
の
切
米
目
録
を
作
り
、



る
。

御
金
方
と
す
れ
ば
、
御
蔵
金
場
へ
出
頭
し
て
石
代
金
を
請
取
る
。

以
上
が
札
差
業
務
に
関
連
す
る
手
代
の
職
掌
で
あ
り
、
他
に
子
供
1
1

丁
稚
小
僧
と
賄
関
係
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
奉
公
人
の
構
成
は
、

主
人
・
支
配
人

・
勤
方
名
代
人
・
対
談
人
・
米
方
・

書
替
方
・
請
取
方
・
御
金
方
・
並
手
代
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、

若
干
の
異
同
は
あ
る
。

の
ち
の
勘
定
場
役
で
あ
ろ
う
か
。

ほ
ぼ
一
般
の
札
差
と
同
様
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
細
谷
氏
の
記
す
職
掌
は
、

ま
た
並
手
代
は
泉
屋
で
は
初
期
に
玉
入
と
よ
ば
れ
、

そ
の
職
務
の
う
ち
玉
触
な
ど
は
書
替

御
蔵
御
書
替
所
へ
出
勤
の
者
、
場
所
仕
廻
次
第
早
速
婦
店
、
勘
定
手
偉
可
申
、

玉
落
も
申
合
、
玉
燭
に

こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
従
来
は
日
傭
に
玉
触
を
さ
せ
て
い
た
の
を
廃
止
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
面

で
は
人
員
削
減
と
あ
わ
せ
て
、
思
い
き
っ
た
少
数
精
鋭
に
よ
る
店
務
分
担
と
協
力
体
制
を
企
図
し
た
も
の
と
い
え

一
四
名
、
天
明
八
年
「
書
上
」
―
―

-
0名
、
嘉
永
二
年
「
緊
用
識
」
―
―
二
名
と
増

減
が
あ
り
、
泉
屋
茂
右
衛
門
店
の
人
数
二
五
名
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
経
営
規
模
の
多
少
と
関
連
が
あ
る
と
み
ら
れ

「
心
得
方
」
は
合
理
化
の
極
限
と
み
ら
れ
、
実
際
は
人
員
が
増
加
す
る
の
は
や
む
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
札
差
業
務
の
関
連
で
は
、

る
。
た
だ
寛
延
四
年
「
心
得
方
」

と
あ
る
の
は
、

な
お
売
方
・
運
送
・
蔵
船

・
春
入
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

可
参
候
、
是
迄
ハ
日
傭
相
雇
候
得
共
、

一
切
遣
不
申
様
心
掛
可
申
事

方
な
ど
が
協
力
し
て
行
っ
た
と
み
う
る
。

「
心
得
方
」
第
一

0
条
に
、

金
子
方

札

差

業

と

住

友
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（
一
七
四
三
）
米
屋
四
四
名
に
仲
間
が
認
め
ら
れ
、

売
方

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
泉
屋
の
事
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

旦
那
飯
料
と
し
て
送
る
入
米
と
、
売
却
す
る
払
米
を
定
め
、
売
方
に
取
扱
わ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

方
は
札
差
と
は
異
る
業
者
が
現
米
を
取
扱
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
運
送
・
蔵
船
は
運
送
業
者
で
あ
り
、
春
入
は
入
米

を
札
旦
那
に
届
け
る
前
に
精
白
を
行
う
業
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
札
差
の
外
郭
と
も
い
う
べ
き
商
人
が
い
た

蔵
米
の
売
却
を
取
扱
う
売
方
に
つ
い
て
は
、

い
て
は
札
差
が
行
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
札
差
仲
間
成
立
後
も
自
家
で
取
扱
う
者
も
多
か
っ
た
が
、
他

方
、
こ
の
業
務
を
別
に
専
門
業
者
に
委
ね
る
こ
と
も
み
ら
れ
た
。
御
蔵
近
辺
米
屋
が
そ
れ
で
あ
る
。
寛
保
三
年

つ
く
っ
た
。
米
屋
仲
間
と
札
差
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
、
仲
間
加
入
に
は
札
差
の
承
認
が
必
要
で
、
弘

め
金
一

0
両
を
札
差
仲
間
へ

差
入
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
も
寛
保
四
年
に
二
三
名
で
仲
間
が
結
成
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
米
屋
と
背
附
は
兼
業
す
る
こ
と
も
多
く
、

札
差
の
親
類
・
手
代
が
営
業
し
て
い
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

附
は
米
売
方
と
し
て
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
寛
政

二
年
（
一
七
九
0
)
売
方
仲
間
三
九
名
に
及
ん
だ
が
、
翌
―
―
―

札

差

業

と

住

友

い
。
す
な
わ
ち
札
差
は
蔵
米
を
受
取
る
が
、
こ
れ
は
帳
面
上
で
、
実
際
に
は
受
取
る
べ
ぎ
米
高
を
計
算
し
て
、
札

制
度
的
に
も
変
遷
が
あ
っ
た
。

一七

し
た
が
っ
て
売

も
と
も
と
蔵
米
の
払
方
に
つ

ま
た
米
売
却
代
金
な
ど
の
集
金
を
行
う
者
を
背
附
と
よ
び
、

し
か
し
宝
暦
・
安
永
に
は
米
屋
仲
間
は
減
少
し
、
背

札
差
と
同
じ
く
片
町
•
森
田
町
・
天
王
町
三
町
名
目
の
組
合
を



年
幕
府
の
命
に
よ
り
、
札
差
自
身
が
蔵
米
売
捌
ぎ
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
し
、
手
が
廻
り
兼
る
と
き
は
売
捌
人
を

加
え
て
も
よ
い
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
売
方
を
改
め
て
御
米
売
方
御
手
代
り
と
か
御
蔵
御
払
米
売
捌
方
御
手
代

り
と
よ
び
、
札
差
の
代
理
と
し
て
四
三
名
が
確
定
さ
れ
て
い
る
。
流
通
機
構
が
複
雑
に
な
れ
ば
、
蔵
米
の
流
通
統

制
も
行
届
か
な
い
。
天
明
期
大
飢
饉
の
あ
と
を
う
け
て
、
米
価
対
策
な
ど
に
腐
心
す
る
幕
府
は
札
差
を
責
任
者
と

⑮
 

し
て
管
理
統
制
を
強
め
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
寛
政
改
革
の
一
環
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
泉
屋
で
は
売
方
は
ど
の
よ
う
な
業
者
へ
依
頼
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
札
差
開
業
時
の
名
儀
人
伊
賀
屋
善

兵
衛
は
、
寛
保
三
年
米
屋
仲
間
結
成
の
際
の
連
判
中
に
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。

し
か
し
伊
賀
屋

が
名
儀
上
と
は
い
え
札
差
と
な
っ
た
の
で
米
屋
は
廃
業
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
泉
屋
で
は
改
め
て
米
屋
を
依
頼
し

た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
文
化
十
三
年
(
-
八
一
六
）
五
月
、
米
売
方
手
代
り
と
し
て
札
差

⑲
 

が
提
出
し
た
名
前
に
よ
る
と
、
泉
屋
三
店
と
も
森
田
屋
五
郎
兵
衛
・
笠
倉
屋
嘉
兵
衛
に
依
頼
し
て
い
る
。
森
田
屋

⑯
 

五
郎
兵
衛
は
寛
保
四
年
仲
間
結
成
時
か
ら
の
背
附
で
、
馬
道
町
で
開
業
し
て
い
た
。
泉
屋
の
札
差
加
入
に
当
っ
て

請
人
と
な
っ
た
森
田
屋
市
郎
兵
衛
の
別
家
と
み
ら
れ
、
市
郎
兵
衛
が
五
郎
兵
衛
の
請
人
と
な
っ
て
い
る
。

く
森
田
屋
市
郎
兵
衛
と
の
関
係
で
泉
屋
は
五
郎
兵
衛
を
売
方
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら

ま
た
笠
倉
屋
嘉
兵
衛
は
札

差
笠
倉
屋
平
八
の
請
合
に
よ
り
背
附
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
両
者
が
ほ
ぼ
一
貫
し
て
泉
屋
三
店
の
売
方
を
勤
め
た

札

差

業

と

住

友
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札

差

業

と

住

友

一九

⑪‘ 

も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
森
田
屋
市
郎
兵
衛
が
経
営
不
振
に
よ
り
、
文
政
五
年
(
-
八
二
二
）
廃
業
し
た
の
ち
は

笠
倉
屋
嘉
兵
衛
は
継
続
し
た
も
の
の
、
森
田
屋
五
郎
兵
衛
に
代
っ
て
田
村
屋
新
助
に
依
頼
し
て
い
る
。

さ
て
売
方
手
代
り
の
業
務
は
「
札
差
事
略
」
に
詳
し
い
が
、
要
す
る
に
札
差
の
代
理
者
と
し
て
、
蔵
米
売
却
に

あ
た
り
、
代
金
を
請
取
り
札
差
に
渡
し
た
。
寛
政
六
年
閏
十
一
月
九
日
付
蔵
役
所
宛
箱
元
の
「
書
上
」
に
よ
れ
心
‘

御
米
賣
捌
手
代
り
者
共
勤
方
之
儀
、
御
蔵
諸
御
渡
米
之
節
、
御
屋
鋪
方
御
入
米
引
残
御
彿
二
相
成
候
御

米
相
場
、
行
事
共
立
合
之
上
相
立
、
所
々
か
罷
越
候
米
買
人
共
に
夫
々
二
買
渡
、

越
、
日
々
無
滞
取
集
、
札
差
共
に
相
渡
申
候
二
付
、
諸
士
様
方
か
私
共
に
百
俵
二
付
金
賦
分
宛
被
下
置

候
内
、

百
俵
二
付
戴
朱
ッ
、
右
手
代
リ
之
者
ttz
遣
申
候

即
刻
代
金
請
取
二
罷

と
述
べ
て
い
る
。
業
務
は
も
ち
ろ
ん
手
数
料
も
一

0
0俵
に
つ
き
金
二
朱
と
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
泉

屋
―
―
一
店
も
、
こ
の
よ
う
な
規
定
に
従
っ
て
売
方
手
代
り
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
泉
屋
に
は
弘
化
―
―
年
(
-
八
四

五
）
七
月
付
、
泉
屋
甚
左
衛
門
宛
笠
倉
屋
嘉
兵
衛
•
田
村
屋
彦
蔵
「
御
米
売
方
御
手
代
り
証
文
」
が
残
っ
て
い
る
。

こ
の
証
文
に
よ
る
と
、
売
方
手
代
り
を
勤
め
、
三
五
石

(1
0
0
俵
）
に
つ
ぎ
金
―
―
朱
の
手
数
料
を
貰
い
、
札
差
ヘ

納
入
す
る
米
代
よ
り
「
割
合
引
候
而
納
候
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
早
朝
か
ら
蔵
庭
へ
出
頭
し
、

入
念
に
勤
め
る

こ
と
（
第
一
条
）
、
売
米
は
書
上
直
段
通
り
に
売
渡
し
、
手
数
料
は
「
賣
先
か
世
話
料
申
受
候
共
二
朱
側
之
外
決
而
請



と
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
事
情
は
殆
ん
ど
判
明
し
な
い
が
、
天
保
十
三
年
(
-
八
四
二
）
三
月
、
馬
持
紋
三
郎
「
一

札
」
に
は
、
孫
兵
衛
の
跡
を
う
け
て
契
約
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、
前
者
の
借
財
金
一
六
両
二
分
・
銀
一
四
匁
八
分
五

背
負
久
七
。
金
蔵
（
弘
化
二
年
在
勤
）

車
持
新
助
（
弘
化
二
年
在
勤
）

馬
持

孫
兵
衛
（
天
保
十
三
年
三
月
退
身
）

紋
三
郎

い
ま
判
明
す
る
限
り
の
業
者
名
を
あ
げ
る
と
、

運
送
方
運
送
業
者
に
つ
い
て
も
、

二
条
）
と
な
っ
て
い
る
。

取
申
間
敷
候
」
と
し
て
い
る
（
第
二
条
）。

こ
の
証
文
の
内
容
は
幕
府
蔵
役
所
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
が
、

⑲
 

勤
方
の
細
目
に
つ
い
て
も
誓
約
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

詳
細
な
内
容
を
も
つ
請
文
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仲
間
規
定
は
「
札
差
事
略

は
車
持
・
馬
持
か
ら
一
札
を
と
っ
て
い
る
が
、
寛
保
四
年
正
月
に
も
、
船
持
・
馬
持
・
背
負
・
車
力
諸
仲
間
か
ら

⑭
 

運
送
方
之
部
」
が
詳

し
く
記
録
し
て
い
る
か
ら
省
略
す
る
が
、
泉
屋
で
は
、

札

差

業

と

住

友

そ
の
な
か
の
特
定
業
者
と
の
間
に
契
約
を
結
ん
で
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
仲
間
が
あ
っ
た
。

享
保
二
十
年
．（
一
七
三
五
）
正
月
に
は
札
差
仲
間

ま
た
米
代
金
は
当
日
夕
刻
七
つ
半
（
午
後
五
時
）
迄
に
納
入
す
る
こ
と
（
第

四
〇

そ
の
上
で
、



衛
門
」

札

差

業

と

住

友 ⑮
 

厘
を
引
請
け
て
い
る
。
泉
屋
は
特
定
の
業
者
と
契
約
を
結
ん
で
い
る
こ
と
、

き
は
一
定
の
権
利
化
し
て
お
り
、
後
継
者
は
前
任
者
の
借
金
の
肩
代
り
を
約
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

り
業
者
に
不
都
合
が
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の
処
分
を
し
て
い
た
。
天
保
五
年
七
月
、
馬
持
孫
兵
衛
が
出
入
り
差
留
め

に
な
り
、
馬
持
仲
間
行
事
三
名
が
詑
び
を
い
れ
、
同
十
年
正
月
に
も
同
人
に
つ
ぎ
月
行
司
小
八
・
受
負
人
紋
一
―
一
郎

が
詑
び
て
い
る
。
ま
た
弘
化
二
年
正
月
、
背
負
久
七
も
兄
兼
五
郎
と
の
仲
違
い
が
原
因
で
出
入
り
差
留
め
と
な
り
、

五
月
に
許
さ
れ
た
が
、

そ
の
と
ぎ
は
同
業
者
か
ら
故
障
が
で
て
「
御
蔵
出
入
御
鑑
札
相
渡
り
不
申
」
、

（
一
八
五
四
）
六
月
付
泉
屋
御
店
宛
友
右
衛
門

・
浅
次
郎
連
名
の
「
春
入
請
負
證
文
之
事
」
に
よ
れ
ば
、
「
一
割
五
分

春
二
而
偕
二
無
滞
相
納
」
め
る
こ
と
を
条
件
に
、
身
元
金
一
―

1
0
両
を
積
み
、
ま
た
前
任
者
大
坂
屋
治
助
の
不
納
米

⑮
 

一
石
五
斗
四
升
五
夕
を
肩
代
り
し
、
月
割
に
弁
済
す
る
と
し
て
い
る
。
春
入
は
札
旦
那
へ
の
飯
米
分
を
精
白
す
る

「
棧
草
御
掃
除
屋
敷
家
主
榮
助
店

の
で
あ
る
か
ら
入
念
に
す
る
こ
と
を
約
し
て
い
る
。

春
入
春
入
に
つ
い
て
も
、

仲
間
が
成
立
し
て
お
り
、

間
と
の
話
合
い
も
つ
ぎ
落
着
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

四

預
り
人
浅
次
郎
」
と
な
っ
て
い
る
。
春
入
に
は
仲
間
が
あ
り
、
株
が
定
ま

っ
て
い
る
こ
と
を
み
た
が
、
株
が
江
戸
以
外
の
相
模
居
住
者
に
移
っ
て
い
る
こ
と
、
実
際
の
業
務
は
預
り
人
が
お

こ
の
二
名
の
者
は
、
「
相
州
堤
村
株
主
友
右

特
定
の
業
者
と
の
契
約
が
な
さ
れ
て
い
る
。
嘉
永
七
年

ま
た
出
入

九
月
に
仲

こ
の
業
者
に
と
っ
て
泉
屋
と
の
取
引



註
⑳

幸
田
成
友

「
札
差
雑
考
」
前
掲
書
八

ニ
ー
九
六
頁
。

と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
、
預
り
品
紛
失
の
弁
済
な
ど
、

ま
た
、 以

上
は
、
直
接
札
差
業
務
に
関
わ
る
出
入
業
者
で
あ
る
が
、

て
、
株
持
は
収
益
を
う
る
だ
け
に
な
っ
て
い
た
。

札

差

業

と

住

友

⑭ 
い
ず
れ
も
株
仲
間
と
し
て
強
固
な
組
織
が
あ
り
、

こ
な
う
の
で
あ
る
が
、
権
利
を
持
ち
得
分
を
取
る
者
と
、

実
際
に
仕
事
を
お
こ
な
う
者
が
分
化
し
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
運
送
仲
間
も
親
方
が
契
約
し
て
一
屈
傭
人
に
運
送
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
が
、
春
入
の
場
合
は
、

な
か
に
は
春
入
の
よ
う
に
、
株
持
が
実
際
の
業
務
を
お
こ
な
わ
ず
権
利
の
み
を
持
つ
者
も
で
て
い
た
。
こ
の
よ
う

な
仲
間
組
織
は
蔵
米
を
取
扱
う
た
め
、
幕
府
と
の
関
係
か
ら
も
よ
り
厳
重
に
な
り
権
利
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
業
者
に
対
し
て
、
札
差
は
強
い
支
配
力
を
も
ち
、
出
入
り
差
留
め
な
ど
を
命
じ
て
い
る
。
要
す

る
に
、
札
差
仲
間
に
従
属
し
た
も
の
で
、
全
体
と
し
て
封
建
的
な
仲
間
組
織
を
構
成
し
て
い
た
。

に
店
内
裏
方
と
し
て
契
約
を
し
て
い
る
者
も
い
た
。
嘉
永
―
―
―
年
九
月
、
浅
草
山
谷
稲
荷
山
家
主
平
五
郎
店
の
ふ
さ

は
「
御
店
御
一
統
様
之
御
衣
類
其
外
不
限
何
二
、
御
仕
立
物
洗
潅
等
私
へ
被
仰
付
」
れ
た
と
し
て
、
出
精
す
る
こ

一
札
を
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
男
世
帯
の
江
戸
店
に
お
け
る
一
般
的
風
習

分
典
別
家
式
（
抄
）

四

さ
ら
に
分
化
し

な
お
、
そ
の
他



⑮ 

札

差

業

と

住

友

模
を
立
、
或
者
一
時
差
配
リ
ー
一
依
リ
格
別
之
利
盆
在
之
様

功
を
立
候
者
欺
、
於
浅
草
店
ハ
永
々
之
利
盆
―
一
可
相
成
規

候
、
然
共
於
中
橋
店
ハ
若
一
時
之
愛
動
—
—
付
、
抜
群
之
勤

一
江
戸
棧
草
米
店
者
、
延
享
―
―
云
賣
年
理
兵
衛
出
府
之
節
取

立
置
、
同
十
二
月
店
開
候
、
其
節
差
下
シ
為
相
勤
候
手
代

共
未
熟
故
、
痰
端
定
式
不
相
立
候
間
、
利
盆
無
敷
、
於
今

其
仕
曲
セ
改
リ
不
申
碇
与
家
法
立
兼
候
得
共
、
追
々
仕
格

相
勤
休
息
申
付
候
節
、
目
録
銀
諸
定
中
橋
店
支
配
人
同
格

ニ
可
申
附
候
、
勿
論
米
相
場
高
下
―
—
依
リ
損
盆
有
之
店
ニ

而
、
支
配
人
オ
不
オ
ー
ー
も
不
拘
候
、
遠
國
出
店
二
お
ゐ
て

定
明
白
ー
一
相
立
候
者
を
上
功
―
ー
可
相
定
候
事

分
典
別
家
式
（
抄
）

一
江
戸
中
橋
店
、
同
浅
草
米
店
支
配
人
者
、
本
家
、
豫
州
銅

山
支
配
人
同
格
二
者
難
申
付
候
、
其
勤
方
厚
薄
虚
賓
を
致

探
索
、
時
之
主
人
家
督
銀
差
遣
候
節
、
輻
重
差
略
可
在
之

勤
功
之
者
欺
、
右
様
之
趣
、
主
人
致
酎
酌
、
本
家
豫
州
銅

大
金
銀
致
取
引
候
事
故
、
賓
義
分
明
二
而
倹
約
を
守
り
勘

改
明
細
二
相
成
候
ハ

、
利
盆
可
有
之
候
間
、
支
配
人
無
滞

四

渡
可
申
候
、
遠
園
御
店
之
儀
御
座
候
二
付
為
後
日
一
札
奉

差
上
置
候
、
俯
而
如
件

第
退
役
可
仕
候
、
其
節
跡
支
配
人
江
無
故
障
勘
定
仕
立
引

御
用
筋
御
座
候
節
ハ
御
店
跡
指
支
無
之
様
仕
、
御
差
圏
次

右
御
名
前
井
御
印
判
共
私
江
御
預
被
成
下
、
此
以
後
諸
支

首
尾
克
相
清
、
則
御
店
名
前
甚
左
衛
門
様
与
相
改
申
候
、

御
改
被
遊
度
＿
一
付
、
札
差
仲
間
組
合
行
司
江
相
頼
候
虞
、

跡
店
支
配
私
江
被
仰
付
奉
畏
候
、
然
ル
虞
此
度
御
店
名
前

山
支
配
人
同
格
―
—
可
申
附
候
、
長
崎
店
支
配
人
是
亦
其
勤

被
遊
候
慮
、
去
ル
五
月
、
右
菩
兵
衛
儀
病
死
仕
候

二
付
、

無
間
違
大
切
ー
一
支
配
仕
候
様
被
仰
付
奉
畏
候
、
随
分
忠
勤

（
力
）

盛
シ
御
店
永
久
繁
昌
仕
候
様
差
配
可
仕
候
、
此
以
後
上
方

一
嘗
地
浅
草
札
差
御
出
店
善
兵
衛
名
前

―一
而
是
迄
右
御
商
賣

札

用
留
七
番
」
に
「
一
札
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

⑮
茂
右
衛
門
は
丹
羽
姓
で
請
人
は
一
族
で
あ
ろ
う
。

「
年
々
諸

事 功
之
時
宜
ー
一
依
り
、
休
息
申
付
候
節
主
人
心
得
可
在
之
候



⑰ 

訪
町
御
蔵
米
御
札
指
被
成
候
甚
左
衛
門
殿
与
申
御
名
前
之

一
札
之
事

泉
屋
吉
左
衛
門
様

御
同
甚
左
衛
門
様

寮
暦
五
乙
亥
十
二

月

被
下
候
虞
、
此
度
江
戸
浅
草
御
出
店
支
配
被
仰
付
、
於
私
共

大
慶
仕
候
、
此
後
御
繰
合
二
て
退
役
被
仰
付
候
節
、
上
方
者

勿
論
、
何
方
―
―
而
も
御
召
仕
可
被
下
候
、
此
度
御
大
切
之
江

亥
十
二
月

「
年
々
諸
用
留
七
番
」
よ
り
「
一
札
」
の
全
文
を
掲
げ
る
。

一
貴
殿
方
＿
一
従
幼
年
相
勤
候
九
兵
衛
儀
、
此
度
江
戸
浅
草
諏

御
出
店
九
兵
衛
江
御
預
ケ
被
成
、
御
店
一
件
差
配
御
申
付

被
成
、
御
家
法
等
御
申
渡
之
通
委
細
承
届
申
候
、
然
ル
上
者

江
州
甲
賀
郡
札
屋
村丹

羽
甫
安
印

戸
御
出
店
支
配
被
仰
付
候
條
、
為
後
日
一
札
奥
書
初
而
如
件

前
書
之
通
、
右
茂
右
衛
門
緞
幼
年
か
御
奉
公
二
指
出
御
召
仕

御
同
甚
左
衛
門
様

大
坂
御
本
家泉

屋
吉
左
衛
門
様

札

差

業

と

住

友

江
戸
店
御
内

茂
右
衛
門
印

賓
暦
十
二
午
年
――一

月
四
日

御
店
預
り
主
九
兵
衛
印

通
ー
ー
御
座
候
、
為
後
證
一
札
指
入
置
候
、
例
如
件

江
懸
御
難
儀
申
間
敷
候
、
勿
論
御
店
諸
勘
定
毎
年
明
白
―
一
相

立
御
店
利
盆
御
座
候
様
可
致
勘
辮
候
、
尤
為
登
金
銀
御
指
圏

次
第
無
遅
滞
為
差
登
可
申
候
、
此
外
先
年
指
入
置
候
請
状
之

右
之
外
、
不
寄
何
事
、
九
兵
衛
引
睛
相
勤
候
上
者
萬
端
貴
殿

指
園
之
者
江
一
式
引
渡
可
申
候
事

方
引
退
候
儀
在
之
候
ハ
ヽ
御
指
岡
次
第
少
も
違
背
不
仕
、

一
九
兵
衛
儀
、
御
暇
被
遣
候
様
、
叉
者
如
何
様
之
儀
二
而
勤

リ
相
勤
候
上
ハ
急
度
引
睛
埓
明
、
貴
殿
江
少
シ
も
懸
御
難

如
何
様
之
出
入
六
ケ
敷
儀
御
座
候
共
、
遠
國
之
御
出
店
預

一
御
公
儀
様
御
法
度
之
儀
ハ
不
及
申
上
、
御
蔵
前
御
役
所
御

御
屋
敷
様
出
金
明
白
―
―
御
證
文
取
之
帳
面
―
—
記
置
可
申
候
、

尤
御
到
談
筋
失
證
無
御
座
候
様
、
大
切
―
一
可
為
相
勤
候
事

掟
等
少
も
為
相
背
申
間
敷
、
大
切
一
一
可
為
相
勤
候
井
御
仲

間
御
定
等
少
も
為
致
違
背
問
鋪
候
、
其
外
御
店
―
—
付
候
而

儀
申
間
敷
候
事

早
速
御
仲
間
江
申
届
、
御
店
跡
々
差
障
無
御
座
候
様
、
御

四
四



⑮ ⑫ R 

札

差

業

と

住

友

「
札
差
事
略
廿
七
」
、
同
右

「
札
差
事
略
州
五
」
、
同
右

「
札
差
事
略
廿
七
」
、
『
札
差
事
略
下
』
二
四
五

・
ニ
四
九
頁
。

同
右
、
同
右

二
0
二
頁
。

七
九
一
頁
。

ニ
ニ

五
頁
。

御
米
賣
方
御
手
代
り
證
文
之
事

―
―
―
―
季
御
切
米
月
々
御
扶
持
方
不
時
御
渡
リ
米
、
都
而
御
蔵

場
御
出
米
御
店
二
而
御
請
取
之
分
、
御
彿
米
賣
捌
方
御
手

代
リ
是
迄
之
通
私
共
江
可
被
仰
付
候
様
、
親
類
倶
々
御
頼

申
上
候
所
、
御
聞
届
被
成
下
恭
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
上
者

私
共
身
元
之
儀
、
親
類
共
急
度
御
受
合
申
上
候
問
、
此
度

御
営
番
方
へ
私
共
身
元
之
儀
御
請
合
御
印
形
可
被
下
候
儀

故
、
全
御
蔵
庭
御
米
取
扱
候
様
二
相
成
候
儀
、
厚
相
心
得

柳
忘
却
仕
間
敷
、
平
日
共
身
分
堅
相
懺
可
申
候
、
御
店
御

彿
米
賣
捌
為
勤
料
―――拾
五
石
ー
一
付
金
戒
朱
之
側
可
被
下
段
、

四
五

身
元
之
儀
證
判
之
者
急
度
御
誂
合
申
上
候
、
以
来
何
様
之

カ
早
速
僻
金
可
仕
候
、
且
大
切
之
御
米
賣
捌
取
扱
候
間
、

一
遅
滞
不
納
等
仕
候
ハ
ヽ
、
相
役
之
者
井
親
類
證
判
之
者

前
條
之
趣
相
互
―
一
申
合
急
度
相
守
可
申
候
、
御
米
代
金
萬

候
風
聞
等
二
而
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
御
請
合
印
御
除
、
御
蔵

一
御
米
賣
捌
之
儀
者
、
御
嘗
番
方
か
御
書
上
直
段
、
御
建
札

可
仕
候

申
合
、
悴
又
者
同
勤
之
者
へ
頼
合
致
、
聯
御
差
支
無
之
様

⑩ ⑮ ⑱
北
原
氏
前
掲
論
文
二
八
一
ー
ニ
八
九
頁
。
「
札
差
事
略
廿
七
」
。

泉
屋
吉
左
衛
門
殿

御
手
代
中 大

坂
九
左
衛
門
町
平
池
村
勝
平
借
家

證
人
播
磨
屋
庄
兵
衛
印

被
仰
聞
承
知
仕
候
、
依
之
御
渡
リ
米
有
之
候
節
者
、
早
朝

米
共
入
念
取
扱
御
彿
米
相
場
羅
立
、
精
々
相
届
賣
方
可
仕

候
、
井
賣
先
得
と
相
調
候
而
、
不
正
不
束
之
取
斗
決
而
仕

間
敷
候
、
病
氣
無
握
義
等
二
而
出
勤
仕
兼
候
節
者
相
役
と

之
通
リ
無
相
違
喪
渡
可
申
候
、
賣
先
か
世
話
料
申
受
候
共
、

武
朱
側
之
外
決
而
請
取
申
間
敷
候
、
若
聯
成
共
餘
分
受
取

場
出
入
御
差
留
メ
可
被
成
候

一
御
米
代
金
、
営
日
夕
七
ツ
半
時
迄
―
一

急
度
相
納
可
申
候
、

か
御
場
所
へ
罷
出
、
萬
端
心
付
、
御
入
米
之
分
丼
御
引
取

御
米
代
金
時
々
相
納
候
節
、
右
之
側
割
合
引
候
而
納
候
様
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儀
御
坐
候
共
、
相
役
之
者
井
親
類
共
引
受
、
何
方
迄
茂
罷

出
、
柳
御
苦
労
相
掛
申
間
敷
候
、
為
後
日
親
類
證
判
證
文
、

差
上
申
書
付
之
事

御
用
向
等
私
江
被
仰
付
有
難
奉
存
候

清
方
御
引
落

二
相
成
候
辿
、
御
屋
敷
か
多
分
成
ル
賃
米
錢

納
可
仕
候
間
、
其
時
々
直

―
一
御
引
取
可
被
下
候
、
恨
令
御

⑭ 

「
札
差
事
略
廿
一
ニ
・
廿
四
」
、
同
右

-
l
1ハ
七
頁
。

御
蔵
庭
力
御
引
取
米
共
之
駄
賃
米
錢
之
一
割
宛
を
以
、
返

泉
屋
甚
左
衛
門
殿

親

類

證

判

田

村

屋

新

六

（

印

）

御
手
代
リ
勤
人
田
村
屋
新
助
（
印
）

嘉
永
四
亥
年
一
―
―
月
改

弘
化
二
巳
七
月

傍
如
件

親

類

證

判

伊
勢
屋
吉
兵
術
（
印
）

一
私
仲
ケ
間
馬
持
孫
兵
衛
義
、
年
来
御
店
様
御
高
恩
二
預
り

御
出
入
御
用
向
勤
来
候
虞
、
昨
年
中
か
病
身

二
相
成
御
用

向
等
相
勤
兼
候
二
付
、
此
度
退
身
仕
候
、
跡
引
受
御
出
入

一
御
店
様
御
仲
ケ
間
内
御
申
合
御
定
目
之
趣
承
知
仕
居
候
、

諸
御
屋
敷
様
方
江
附
送
り
米
井
御
蔵
庭
力
御
引
取
米
共
、

途
中
之
虞
精
々
馬
士
方
之
者
へ
申
付
置
候
間
、
抜
米
其
外

御
手
代
リ
勤
人
笠
倉
屋
嘉
兵
衛
（
印
）

嘉
永
二
酉
年
五
月
改
（
印
）

受
返
演
可
仕
候
、
乍
併
孫
兵
衛
か
演
方
之
振
合
御
納
可
申

此
度
私
江
御
出
入
被
仰
付
候
上
者
、
右
拝
借
錢
金
者
私
引

借
仕
候
残
金
拾
六
雨
武
分
二
拾
四
匁
八
分
五
り
在
之
候
慮
、

一
先
御
出
入
孫
兵
衛
義
、
是
迄
駄
賃
米
錢
引
嘗
御
店
様
力
拝

紛
敷
取
扱
方
等
決
而
為
致
間
敷
候
、
且
御
附
送
り
米
無
滞

相
納
、
御
屋
敷
様
御
請
取
書
井
御
通
帳
面
等
者
御
印
形
在

（
即
力
）

之
候
事
故
、
途
中
氣
を
為
付
、
退
刻
御
店
様
江
相
納
可
申
候

上
筈
之
所
、
近
年
諸
色
と
も
高
直
二
而
手
元
甚
難
澁
仕
候

間
、
段
々
御
歎
申
上
、
向
後
御
屋
敷
様
江
御
附
送
り
米
井

等
是
迄
之
振
合
之
外
決
而
頂
戴
仕
間
敷
候

右
之
條
相
守
、
向
後
御
用
向
等
御
差
支
無
之
様
、
日
々
朝
夕

御
伺

二
罷
出
、
精
々
相
勘
為
相
勤
可
申
候
、
此
義
者
兼
而
馬

士
之
者
へ
申
付
置
候
、
若
御
用
向
之
御
差
支
等
仕
候
節
者
加

判
之
者
引
受
可
申
候
間
、
嘗
人
代
り
早
速
罷
出
御
用
辮
可
仕

候
、
為
後
日
、
初
如
件

四
六
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こ
の
時
期
は
札
差
業
に
と
っ
て
問
題
と
す
べ
ぎ
時
に
あ
た
っ
て
い
る
。

天
保
十
三
寅
年
―
―
一
月

泉
屋
御
店
様

加

判

同

平

ハ（印）

馬
持
紋
―
―
一
郎
（
印
）

春
入
請
負
證
文
之
事

一
御
店
様
御
春
入
、
此
度
私
被
仰
付
候
―
ー
付
、
壼
割
五
分
春

ニ
而
描
一
＿
無
滞
相
納
申
虞
賓
正
一
＿
御
座
候
、
右
―
ー
付
為
身

元
金
三
拾
雨
御
預
ケ
申
上
置
候
、
然
ル
上
者
御
飯
米
念
入

大
切
―
一
仕
候
義
者
勿
論
、
御
屋
敷
様
方
御
飯
米
―
一
至
迄
、

暇
御
差
支
無
御
座
様
可
仕
候
、
若
又
御
飯
米
不
納
滞
候
節

者
、
前
書
身
元
金
を
以
相
辮
候
殴
、
又
者
請
人
之
者
か
”

米
仕
候
共
御
差
圏
次
第
仕
、
御
店
様
御
損
毛
二
者
少
し
も

相
懸
ケ
申
間
鋪
候
、
且
亦
先
御
春
入
大
坂
屋
治
助
殿
御
不

札
差
業
の
発
展
と
寛
政
改
革

嘉
永
七
寅
年
六
月

四
七

相
州
堤
村

株

主

友

右
衛
門
（
印
）

是
又
相
納
可
申
候
、
尤
向
後
御
春
入
御
断
―
—
相
成
候
節
者
、

右
身
元
金
御
差
戻
し
可
被
下
候

前
書
之
通
、
御
春
入
請
負
申
上
候
上
者
、
恨
令
何
様
之
義
出

来
仕
候
共
、
請
人
引
請
少
し
も
御
迷
惑
相
懸
ケ
申
間
敷
候
、

為
後
日
、
春
入
請
負
證
文
、
初
如
件

泉
屋
御
店
様

浅
草
御
描
除
屋
敷

家
主
榮
助
店

預
り
人
浅
次
郎
（
印
）

同
所
三
問
丁

家
主
平
兵
衛
店

請
人
芳
兵
衛
（
印
）

泉
屋
三
店
の
成
立
を
う
け
て
、
本
節
で
は
斯
業
の
発
展
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。
あ
た
か
も
田
沼
時
代
に
あ

た
り
、
札
差
は
江
戸
町
人
の
う
ち
、
屈
指
の
大
商
人
に
成
長
し
た
が
、
寛
政
改
革
に
よ
り
深
刻
な
危
機
を
迎
え
た
。

こ
の
よ
う
に
、

納
米
壼
石
五
斗
四
升
五
夕
私
引
請
辮
米
仕
、
月
々
割
合
、



お
こ
な
う
が
、
初
期
に
は
、

こ
れ
も
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
次
第
に
巨
額
と
な
り
、

行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
手
数
料
が
支
払
わ
れ
た
が
、

こ
れ
が
店
大
な
利

こ
れ
が
札
差
の
基
本
収
入
で
あ
っ
た
。
ま

泉
屋
甚
左
衛
門
店
の
開
業
当
初
は
必
ず
し
も
順
調
な
発
展
を
遂
げ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

手
代
共
未
熟
故
、
稜
端
定
式
不
相
立
候
間
、
利
盆
無
敷
、
於
今
其
仕
曲
セ
改
り
不
申
、
碇
与
家
法
立
兼
候

と
述
べ
て
い
る
。
理
兵
衛
友
俊
は
、
経
営
不
振
の
理
由
を
手
代
が
業
務
に
未
熟
で
あ
る
た
め
と
し
、
利
益
が
ほ
と

半
減
す
る
と
し
て
い
る
の
は
、

さ
て
、

近
世
中
期
に
お
け
る
泉
屋
―
―
一
店
の
経
営
規
模
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
も
と
も
と
札
差
の
基
本
的

業
務
は
、
旗
本
・
御
家
人
の
う
ち
で
扶
持
米
取
の
た
め
に
、
幕
府
米
蔵
か
ら
蔵
米
を
受
取
り
、
保
管
・
売
却
を
代

た
蔵
米
の
売
却
に
当
っ
て
相
場
を
張
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
泉
屋
は
投
機
を
好
ま
ず
、

こ
の
よ
う
な
収
入
は
あ
ま
り
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
蔵
米
を
担
保
と
し
て
旗
本
・
御
家
人
に
金
融
を

ん
ど
無
い
、

と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
不
振
は
創
業
時
の
こ
と
で
、
同
年
の
「
諸
店
心
得
方
」
に
人
数
を

五
一
）
の
「
分
典
別
家
式
」
に

臼

札

差

業

の

発

展

札

差

業

と

住

友

お
よ
そ
の
業
態
も
定
ま
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

宝
暦
元
年
(
-
七

四
八
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益
を
生
み
、
札
差
業
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
収
益
源
と
な
っ
た
こ
と
は
、
同
業
者
と
同
様
で
あ
っ
た
。

さ
て
泉
屋
三
店
が
近
世
中
期
、

ど
の
程
度
の
利
益
を
あ
げ
た
か
、
全
貌
を
示
す
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

ま
ず
手
数
料
収
入
で
あ
る
。
札
差
手
数
料
は
幕
府
法
令
に
よ
り
公
定
さ
れ
て
い
た
。
蔵
米
受
取
は
、

に
つ
ぎ
金
一
分
、
売
却
の
手
数
料

(11売
側
）
は
一

0
0俵
に
つ
ぎ
金
二
分
で
あ
り
、
両
者
合
し
て
一

0
0俵
に
つ

き
金
三
分
で
あ
っ
た
。
幕
府
米
蔵
か
ら
旗
本
・
御
家
人
に
渡
さ
れ
る
蔵
米
は
、

府
公
定
価
格
で
換
金
さ
れ
支
払
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
通
常
約
四
一
万
石
が
春
二
月
・

夏
五
月
・
冬
十
月
の

―
―
―
季
に
分
割
さ
れ
て
支
給
さ
れ
た
。
こ
の
す
べ
て
が
売
却
さ
れ
た
の
で
は
な
く
‘
旗
本
・
御
家
人
の
自
家
用
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、

ま
た
直
差
と
い
っ
て
、
札
差
に
依
頼
す
る
こ
と
な
く
直
接
に
蔵
米
を
引
ぎ
取
る
例
も
あ
っ
た
。

1
0
0俵
11-―
―
五
石
で
、
金
三
分
の
手
数
料
で
は
約
八
、
七

0
0両
か

一
軒
当
り
九

0
両
程
度
に
な
る
。
こ
の
程
度
の

金
額
は
札
差
業
と
し
て
は
問
題
に
な
ら
な
い
少
額
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
蔵
米
の
受
払
い
に
は
売
方
・
運
送
方
・

春
入
な
ど
の
業
者
も
入
る
か
ら
、
こ
れ
ら
へ
の
必
要
経
費
を
除
く
と
、

四
九

さ
ら
に
純
益
は
減
少
す
る
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
泉
屋
三
店
の
取
扱
高
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
文
政
年
間
、
甚
左
衛
門
店
・
茂
右
衛
門
店
―
―
店
分
が
判
明
す

ら
八
、
八

0
0両
に
な
り
札
差
九
七
軒
と
し
て
、
均
等
に
割
る
と
、

し
か
し
、
概
数
と
し
て
算
出
す
る
な
ら
ば
、

こ
で
、
幾
つ
か
の
史
料
か
ら
推
定
を
お
こ
な
お
う
。

一
部
が
張
紙
値
段
と
い
っ
て
、
幕

1
0
0俵



札
高
弐
万
以
上
仲
間
入
用
出
銀
半
割

札
高
―
―
一
万
俵
以
上
仲
間
入
用
出
銀
本
割

よ
れ
ば
、
本
割
・
三
分
一
割
と
あ
る
の
は
、

⑰
 

と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
も
の
は
、
朱
書
で
追
記
さ
れ
た
分
で
あ
る
。

敷
如
左
之
」
と
し
て
九
六
名
を
あ
げ
る
う
ち
、

る
。
九
兵
衛
店
は
廃
業
し
て
い
る
か
ら
記
載
が
な
い
。
泉
屋
所
蔵
「
業
要
集

札

差

業

と

住

友

文
化
八
未
九
月
家
督

諏
訪
町
家
持

喝
吟
人
森
田
屋
市
郎
兵
衛
△

泉

屋

甚

左

衛

門

（朱）

ヵ
伊
人

文
政
二
卯
二
月
家
督

大
護
院
門
前
町
平
助
地
借

請

合

人

泉

屋

甚

左

術

門

泉

屋

茂

右

衛

門

加
判
人
小
嶋
屋
酉
之
助

（朱）

「
―
―
＿
分
一
割

一
人
八
分
割
」

人
数
拾
弐
人

人
数
弐
拾
壱
人

こ
れ
は
「
業
要
集
下
」
に

片
町
四
番
組

森
田
町
五
番
組

（朱）

「
本
割

六
人
四
分
割
」

下
」
に
「
営
時
札
差
名
前
組
合
人

五
〇



出
、
残
り
九
百
九
拾
九
俵
迄
之
端
俵
之
割
ハ
相
除
ぎ
置

右
仲
間
入
用
出
銀
本
割
二
直
シ
三
拾
九
人
六
分
六
厘
六
毛
之
法
也

と
あ
る
よ
う
に
、
札
差
が
業
態
の
多
少
に
応
じ
て
、
仲
間
入
用
銀
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
甚
左

衛
門
店
は
本
割
で
札
高
―
―
一
万
俵
以
上
十
二
店
の
一
で
あ
り
、
札
差
中
も
っ
と
も
有
力
な
も
の
で
あ
っ
た
。
茂
右
衛

門
店
は
一
万
俵
台
の
取
扱
高
で
、
中
位
の
店
で
あ
っ
た
。

先
の
五
段
階
で
あ
っ
た
が
、
文
政
元
年
(
-
八
一
八
）
仲
間
内
で
の
札
方
増
減
が
激
し
い
た
め

御
扶
持
方
等
ハ
俵
二
直
シ
、
都
而
定
式
玉
入
二
相
成
分
、
壼
人
別
二
/
高
書
出
シ
、
壼
萬
俵
ヲ
壼
人
、

千
俵
を
壺
歩
之
割
二
相
極
、
恨
令
ハ
御
札
高
―
―
一
萬
九
千
九
百
九
拾
九
俵
有
之
も
の
ハ
―
―
一
人
九
分
之
割
差

と
い
う
方
式
を
定
め
た
。
文
政
二
年
正
月
、
初
め
て
調
査
し
、
惣
寄
せ
高
一
八
五
人

1

一
歩
と
し
て
、
仲
間
に
割
当

て
た
。
泉
屋
甚
左
衛
門
店
は
六
人
四
分
割
で
あ
る
の
で
扱
い
高
六
万
四
、

0
0
0俵
余
、
茂
右
衛
門
店
は
一
人
八

札

差

業

と

住

友

此
五
分
一
割
人
数
之
内
ニ
ハ
少
高
持
之
分
も
入
有
之

無
札
之
分
仲
間
入
用
出
銀
五
分
一
割

札
高
壱
万
俵
以
下
仲
間
入
用
四
分
一
割

札
高
壱
万
以
上
仲
間
入
用
出
銀
三
分
一
割

人
数
弐
拾
弐
人

人
数
拾
五
人

五

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
札
差
仲
間
の
入
用
割
は
、
従
来
、

人
数
弐
拾
六
人



江
戸
町
奉
行
大
岡
忠
相
は
年
利
一
割
五
分
を
最
高
と
し
て
、

二
0
両
に
つ
ぎ
月
利
金
一
分
で
俗
に
二

0
両
一
分
と
い
い
、

第 2表 文政 2年札差取扱高

〗芝、 1
゜

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

， 

8 

7 1 1 

6 1 1 1* 3 

5 2 

4 2 1 1 4 

3 1 2 1 1 3 1 1 1 11 

2 2 3 2 2 4 2 1 16 

1 3 1 2 3 4 1 7 1 3** 2 27 

゜
12 3 7 5 2 1 1 31 

計

札

差

業

と

住

友

＊泉屋甚左衛門 ＊＊泉屋茂右術門

、こ
。

て
し

f

そ
れ
以
下
は
相
対
次
第
と
令
し
た
。

ま
た
金
一
両
（
銀
六
0
匁）

に
月
利
銀
七
分
五
厘
な
の

こ
の
利
率
は
金

ま
ず
享
保
九
年
七
月
、
札
差
仲
間
が
成
立
し
た
と
ぎ
‘

・
御
家
人
財
政
の
窮
乏
を
恐
れ
て
利
率
を
公
定
し
、
高
利
を
禁
じ

に
旗
本
・
御
家
人
へ
の
金
融
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
幕
府
は
旗
本

か
く
し
て
札
差
業
に
お
け
る
最
大
の
収
入
源
は
、
周
知
の
よ
う

業
者
へ
の
支
払
を
差
引
く
と
、

さ
ら
に
利
益
は
少
く
な
る
。

よ
う
に
手
数
料
収
入
は
僅
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
関
連

八

0
両
、
泉
茂
は
二
二
五
両
を
超
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の

い
高
を
も
っ
て
し
て
も
手
数
料
収
入
を
計
算
す
る
と
、
泉
甚
は
四

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
（
第
2
表
参
照
）
。

し
か
し
、

こ
の
扱

門
は
三
位
に
位
置
し
、
す
で
に
業
界
の
ト
ッ
プ
・
グ
ル
ー
プ
に
あ

て
判
明
す
る
扱
い
高
数
で
は
、

全
札
差
九
六
名
中
、
泉
屋
甚
左
衛

分
割
で
扱
い
高
一
万
八
、

0
0
0
俵
余
で
あ
っ
た
。

五

こ
れ
に
よ
っ



と
国
答
し
て
い
る
。

れ
た
。

五：

こ
の
調
査
項
目
の
な
か
に
「
其
方
札
差

こ
こ
で
は
金
融
業
の

一
般
の
利
率
は
二
割
前
後
で
あ
っ
た
の
で
、
札
差
に
と
っ
て
五
分
低
く
定
め

ら
れ
た
こ
と
は
不
満
が
あ
り
、
九
月
に
は
札
差
か
ら
月
一
分
半
と
い
う
高
利
率
を
出
願
し
た
。
も
ち
ろ
ん
却
下
さ

れ
る
が
、
「
此
上
少
々
之
儀
者
借
主
と
相
封
次
第
二
可
仕
由
」
と
妥
協
が
成
立
し
て
い
る
。
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）

に
は
金
一
両
に
銀
七
分
五
厘
の
公
定
利
息
の
ほ
か
に
、
助
成
料
と

し
て
銀
一
分
五
厘
を
認
め
ら
れ
、
月
銀
九
分
、

年
利
一
割
八
分
と
な
っ
た
。
そ
の
の
ち
も
、
奥
印
金
な
ど
の
名
目
を
つ
け
て
の
高
利
や
、
別
金
主
を
い
い
た
て
て

規
定
以
上
の
利
息
を
と
る
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
、
月
踊
り
と
い
っ
て
、
同
月
の
利
息
を
二

重
に

と
る
こ
と
も
み
ら

泉
屋
―
―
―
店
が
ど
の
よ
う
な
金
融
を
お
こ
な
っ
た
か
の
具
体
例
は
、
次
節
で
検
討
す
る
が
、

規
模
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
泉
屋
甚
左
衛
門
は
、
天
明
八
年

(
-
七
八
八
）
十
二
月
、
御
三
卿
の
一
家
清
水
家
蔵

⑲
 

元
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
清
水
家
か
ら
資
産
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

家
業
二
而
諸
向
用
立
金
」
の
一
項
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
泉
屋
甚
左
衛
門
店
は
、

一
金
四
萬
戴
千
五
百
雨
餘

但
し
諸
向
御
屋
敷
様
方
へ
営
時
御
用
立
金
高
二
御
座
候

四
万
二
、五

0
0両
と
い
う
巨
大
な
貸
付
金
は
、
公
定
利
息
年
利
一
割
八
分
で
計
算
し
て
も

札

差

業

と

住

友

で
七
分
五
厘
利
と
よ
ん
だ
。
当
時
、



っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、

き
い
。

と
あ
る
。 札

差

業

と

住

友

利
息
は
金
七
、
六
五

0
両
に
な
る
。

純
益
と
は
い
え
な
い
。

通
常
、
貸
付
金
は
焦
げ
つ
き
に
な
る
こ
と
が
多
く
、

書
替
に
よ
り
こ
の
金
高

し
か
し
、
先
の
手
数
料
と
比
べ
て
、
札
差
業
の
主
力
が
こ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
ま
た
茂
右
衛
門
は
、
こ
の
と
ぎ
証
人
と
な
っ
た
た
め
、
こ
の
資
産
情
況
に
つ
い
て
も
泉
屋
甚
左
衛
門
よ

浅
草
御
蔵
札
差
仕
御
旗
本
様
方
御
家
人
様
方
御
用
立
金
、
凡
戴
萬
三
千
雨
餘
嘗
時
取
扱
申
候

こ
れ
も
、

先
の
利
廻
り
で
は
四
、
一
四

0
両
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
札
取
扱
高
で
は
、

は
一
―
-
•
五
対
一
の
比
率
で
あ
る
が
、
貸
付
金
高
で
は一
・
八
対
一
の
比
率
で
あ
り
、
泉
茂
は
貸
付
金
の
比
重
が
大

か
く
し
て
泉
屋
両
店
は
、

門
は
当
時
も
札
差
仲
間
中
、

田
沼
時
代
を
経
過
し
て
巨
大
な
金
融
業
者
に
成
長
し
て
い
た
。

泉
甚
と
泉
茂

と
く
に
泉
屋
甚
左
衛

十
指
に
入
る
業
者
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
寛
政
棄
捐
令
な
ど
の
危
機
を
こ
え
た

文
政
年
間
に
は
業
界
第
三
位
の
地
位
を
占
め
る
に
到
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
泉
屋
が
銅
関
係
業
者
と
し
て
筆
頭
に
あ

こ
こ
で
、
業
務
に

不
馴
れ
な
札
差
業
に
遅
れ
て
進
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

有
数
の
大
商
人
に
成
長
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
泉
屋
の
歴
史
に
お
い
て
、
金
融
業

り
報
告
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
天
明
八
年
十
二
月
十
九

H
で

に
な
っ
た
と
も
み
ら
れ
る
の
で
、
未
回
収
分
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

こ
の
利
息
金
が
そ
の
ま
ま
甚
左
衛
門
店
の

五
四



札

差

業

と

住

友

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
順
調
に
業
務
の
発
展
が
み
ら
れ
た
が
、
当
時
、
泉
屋
で
は
家
内
部
に
お
い
て
深
刻
な
危

機
が
起
り
、
浅
草
米
店
に
も
影
響
が
及
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
当
主
友
紀
と
豊
後
町
分
家
友
俊
の
不
和
に
端
を
発
し
、

日
、
大
坂
町
奉
行
所
に
お
い
て
裁
決
が
下
り
、
双
方
処
分
が
な
さ
れ
た
。

衛
門
、
手
代
泉
屋
幸
七
が
大
坂
•
江
戸
な
ど
の
追
放
1
1

中
追
放
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

。

も
と
も
と
手
代
が

差

配
し
て
い
た
出
店
で
あ
る
か
ら
、
名
儀
人
甚
左
衛
門
が
処
罰
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
実
は
当
時
の
支
配
人
宇
兵
衛

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
次
の
支
配
人
を
選
べ
ば
よ
く
、
業
務
に
支
障
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

手
代
も
ま
た
二
派
に
わ
か
れ
た
十
数
年
に
わ
た
る
紛
争
で
あ
っ
た
が
、

註
⑰ 

口
泉
屋
甚
左
衛
門
の
追
放

推
定
さ
れ
る
扇
谷
定
樅
が
「
札
差
事
略
」
を
作
成
し
、
そ
の
要

点
を
と
っ
て
本
集
を
編
ん
だ
。
文
政
元
年
の
序
文
が
あ
る
。
し

（
前
掲
書

一
―
二

！
―

二
四
頁
）
に
詳
し
い
。
一
番
組
札
差
と

⑮ 

「
年
々
諸
用
留

る。

五
五

こ
の
と
ぎ
、
浅
草
米
店
で
は
泉
屋
甚
左

よ
う
や
く
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
六
月

九
番
」
。
本
輯
付
録
参
照
。

し
か
し
甚
左
衛

本
の
「
朱
書
」
部
分
は
泉
屋
で
心
覚
え
を
記
し
た
と
思
わ
れ

『
業
要
集
』
に
つ
い
て
の
解
題
は
、
幸
田
成
友
「
札
差
雑
考
」

で
果
し
た
役
割
も
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
し
、
内
容
は
文
政
二
年
の
記
載
も
あ
り
、
と
く
に
泉
屋
所
蔵



町
奉
行
よ
り
「
札
差
株
式
御
構
無
御
座
候
、
諸
證
文
跡
相
績
人
に
可
書
替
旨
、
被
仰

⑲
 

付
」
、
泉
屋
九
兵
衛
が
暫
定
的
に
名
儀
人
と
な
っ
た
。

つ
い
で
、
同
年
十
月
朔
日
に
は
手
代
祐
左
衛
門
が
支
配
人

と
も
す
け

と
し
て
、
名
儀
を
う
け
つ
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
泉
屋
内
部
で
は
、
先
例
の
通
り
、
当
主
万
次
郎
友
輔
に
一
札
を
入

従
幼
年
相
勤
候
祐
左
衛
門
儀
、
此
度
江
戸
浅
草
諏
訪
町
御
蔵
米
御
札
指
被
成
候
、
尤
甚
左
衝
門
と
申
御

と
い
っ
た
文
面
で
、
証
人
は
大
坂
丹
波
屋
町
奈
良
屋
庄
兵
衛
で
あ
っ
た
。

し
か
し
正
式
の
跡
相
続
に
つ
い
て
は
、

と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
天
明
六
年
六
月
廿
五
日
、
江
戸
町
奉
行
山
村
信
濃
守
良
旺
よ
り
跡
相
続
に
つ
き
仲
間
と

し
て
紅
明
す
る
よ
う
申
渡
が
あ
り
、
同
七
月
八
日
、
札
差
組
役
は
先
例
を
調
査
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
四
月
、

札
差
伊
勢
屋
四
郎
一
云
一
郎
が
江
戸
払
い
に
処
せ
ら
れ
た
と
ぎ

0

親
類
の
札
差
伊
勢
屋
四
郎
左
衛
門
弟
宗
四
郎
に
跡
目

を
た
て
さ
せ
て
い
る
事
実
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
先
例
と
し
て
上
申
す
る
と
と
も
に
、
札
差
仲
間
と
泉

名
前
之
御
出
店
祐
左
衛
門
に
御
預
被
成
、
御
店
一
件
差
配
御
申
附
被
成

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ま
ず
、

さ
し
あ
た
り
、

か
な
り
手
間
が
か
か
っ
た
。
処
罰
者
の
相
続
を
い
か
に
す
る
か
が
問
題

よ
う
に
す
る
か
内
々
の
折
衝
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

門
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
た
め
、
役
所
・
仲
間
で
の
正
式
な
名
前
通
用
が
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
名
儀
を
ど
の

札

差

業

と

住

友

五
六



ば
ヽ

札

差

業

と

住

友

五
七

屋
と
の
話
合
い
を
お
こ
な
っ
た
と
み
ら
れ
、
同
年
十
二
月
廿
日
に
は
、
支
配
人
と
な
っ
た
祐
左
衛
門
を
別
家
札
差

泉
屋
茂
右
衛
門
従
弟
と
し
て
「
甚
左
衛
門
と
改
名
仕
、
札
差
家
業
相
績
為
仕
度
奉
存
候
、
此
段
仲
間
一
同
承
知
仕

R
 

候
」
と
仲
間
よ
り
町
奉
行
所
へ
相
続
願
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
滞
り
な
く
祐
左
衛
門
へ
の
相
続
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
翌
天
明
七
年
三
月
廿
二
日
、
江
戸
南
町
奉
行
山
村
信
濃
守
掛
り
で
、
町
名
主
、
組
役
行

事
ら
二
四
名
立
合
い
の
も
と
裁
許
が
お
り
た
。
祐
左
衛
門
は
札
差
泉
屋
茂
右
衛
門
の
従
弟
と
し
て
形
式
を
整
え
、

こ
の
よ
う
な
複
雑
な
事
情
に
あ
っ
た
た
め
、
請
人
森
田
屋
市
郎
兵
衛
に
対
し
、
天
明
七
年
四
月
、
当
主
万
次
郎

の
一
札
と
、
泉
屋
三
店
甚
左
衛
門
・
九
兵
衛
・
茂
右
衛
門
連
名
の
一
札
を
そ
れ
ぞ
れ
書
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ

最
初
汐
御
取
立
、
年
来
貴
家
之
御
世
話
を
以
、
是
迄
相
績
仕
来
候
二
付
、
此
度
二
至
、
外
二
請
合
呉
候

者
も
無
御
座
、
外
聞
賓
儀
共
難
相
立
、
貴
家
之
儀
者
最
初
ぷ
由
緒
有
之
候
義
を
毛
頭
忘
脚
仕
間
敷
候
間
、

御
請
合
被
下
候
様
、
本
家
泉
屋
万
次
郎
井
私
共
逹
而
御
頼
申
上
候
虞
、
此
度
難
儀
之
所
被
思
召
繹
、
御

受
合
印
形
等
之
儀
御
承
知
被
下

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
で
あ
る
た
め
、
請
人
に
立
つ
者
が
な
く
、
従
来
か
ら
の
縁
で
森
田
屋
に
依
頼
し
て
承

改
名
し
て
甚
左
衛
門
と
称
し
た
。



註
⑩ ⑲ 

に
は
店
卸
帳
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ

「
懲
痣
略
記
」
一
橋
大
学
図
書
館
所
蔵
本
。

書
類
は
天
保
七
年
、
札
差
処
罰
一
件
の
た
め
に
作
成
さ
れ
て
い

る
が
、

先
例
と
し
て
、

泉
屋
甚
左
衛
門
中
追
放

一
件
が
調
査
さ

れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば、

当
時
、

泉
屋
甚
左
衛
門

の
帳
簿

提
出
も
命
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
寛
政
以
降
は
あ
る
が
、
天
明
以
前

ぎ
に
願
状
を
掲
げ
る
。

る。 「
年
々

諸
用
留
八
番
」
以
下
、
註

釈
な
き
限
り
、
こ
れ

に
よ

か
く
し
て
家
政
上
か
ら
ぎ
た
難
局
は
、

と
し
て
、

ち
な
み
に
、
こ
の

衛
門
与
改
名
仕
、
札
差
家
業
相
績
為
仕
度
奉
存
候
、
此
段

田
町
組
札
差
泉
屋
茂
右
衛
門
従
弟
助
左
衛
門
与
申
者
甚
左

慮
札
差
名
題
株
式
之
儀
者
御
構
無
御
座
候
、
依
之
別
家
森

差
泉
屋
甚
左
衛
門
儀
嘗
六
月
中
於
大
坂
表
追
放
被
仰
付
候

一
浅
草
御
蔵
前
札
差
行
事
共
丼
組
役
共
申
上
候
、
片
町
組
札

寓
」

（
朱
筆
）
「
天
明
六
午
年
十
二
月
廿
日
山
村
信
濃
守
様
御
番
所
江
差
出

（祐）

候
拍
札
差
泉
屋
甚
左
衛
門
跡
株
式
助
左
術
門
江
願
之
書
面

件
落
着
と
と
も
に
新
し
い
体
制
で
業
務
は
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
応
の
結
着
が
つ
い
た
。

以
後
迷
惑
を
か
け
な
い
旨
の
丁
重
な
文
面
で
あ
っ
た
。

致
方
も
有
之
候
ハ
ヽ
、
如
何
様
之
御
差
圏
可
被
下
候
、

本
家
同
様
二
存

f

こ
れ
は
営
業
上
の
破
綻
で
は
な
い
か
ら
、

不
寄
何
事
為
相
背
申
間
敷
候

萬
事
鹿
略
之
致
方
無
之
様
執
斗
可
申
候
、
若
甚
左
衛
門
店
相
績
人
貴
殿
存
寄
二
不
叶

知
し
て
も
ら
っ
た
と
感
謝
し
て
い
る
。

札

差

業

と

住

友

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

し
た
が
っ
て
、
森
田
屋
に
対
し
て

五
八



い
て
は
、
改
革
に
お
い
て
、

い
る
。
天
明
七
年
(
-
七
八
七
）
老
中
松
平
定
信
が
登
場
し
て
、
寛
政
改
革
を
お
こ
な
う
が
、
彼
の
改
革
は
飢
饉
で

荒
廃
し
た
農
村
復
興
・
都
市
貧
民
対
策
そ
し
て
商
業
資
本
の
抑
制
策
を
基
調
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
札
差
業
に
つ

を
札
差
直
属
と
し
、
手
代
り
人
と
す
る
こ
と
で
、
米
流
通
の
改
革
を
行
い
、
統
制
に
便
な
ら
し
め
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
他
の
一
っ
は
旗
本
・
御
家
人
の
財
政
窮
乏
を
救
済
す
る
た
め
、
寛
政
元
年
(
-
七
八
九
）
九
月
、
棄
捐
令
を
発

札

差

業

と

住

友

出
し
た
。

（三）
し
か
し
、

様

一
同
奉
願
上
候
、

以
上

寛
政
棄
捐
令
の
影
響

田
沼
時
代
、
札
差
は
わ
が
世
の
春
を
謳
歌
し
、
十
八
大
通
と
し
て
、

こ
の
時
代
の
行
詰
り
は
天
明
大
飢
饉
と
な
り
、
諸
都
市
の
う
ち
こ
わ
し
と
な
っ
て
示
さ
れ
て

天
明
六
午
年
十
二

月
廿
日

二
つ
の
側
面
に
お
い
て
統
制
が
強
化
さ
れ
た
。
そ
の
―
つ
は
先
述
し
た
よ
う
に
売
方

松
坂
屋
市
右
衛
門

天
王
町
組

札
差
行
事

大

口

屋

平

兵

衛

仲
間
一
同
承
知
仕
候
、
何
卒
以
御
慈
悲
を
、
右
助
左
衛
門

義
泉
屋
甚
左
衛
門
と
改
仕
、
家
業
相
績
被
仰
付
被
下
置
候

（
曲
淵
甲
斐
守
）

御
番
所
様

五
九 坂

倉

屋

助

太

郎

伊

勢

屋

善

――一郎

伊

勢

屋

源

十

郎

（以
下
各
組
行
事
組
役
）

そ
の
豪
奢
な
生
活
を
喧
伝
さ
れ
る
者
も
輩



泉
屋
九
兵
衛

以
前
の
古
借
分
は
貸
付
高
の
六
五
・
九
八

。ハ
ー
セ
ン
ト
に
及
ぶ
。
古
借
分
は
前
述
し
た
よ
う
に
焦
げ
つ
ぎ
も
多
い

が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
貸
付
高
の
六
五

。ハ
ー
セ
ン
ト
余
を
帳
消
し
に
さ
れ
た
こ
と
は
甚
大
な
損
害
で
あ
っ
た
。
利

息
一
割
八
分
で
は
年
五
、

0
四
七
両
余
に
な
る
か
ら
、
泉
屋
甚
左
衛
門
店
は
収
入
に
お
い
て
も
一
挙
に
五
、

0
0
0

両
前
後
の
収
益
減
を
招
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
天
明
五
年
以
降
の
分
は
、

数
値
で
貸
付
金
四
万
―
-
、
五

0
0
両
余
で
あ
る
か
ら
、

泉
屋
甚
左
衛
門
店
は
、

泉
屋
茂
右
衛
門

泉
屋
甚
左
衛
門

札

差

業

と

住

友

か
り
に
一
万
四
、

0
0
0
両
と
み
て
、

1
0
ヵ
月
間
に
大
き
な
異
動
が
な
い
と
み
て
、

二
万
八
、

0
0
0両
余
の
棄
捐
額
で
あ
る
が
、
天
明
八
年
十
二
月
、

布
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
は
札
差
に
大
ぎ
な
打
撃
を
与
え
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

天
明
四
年

つ
ま
り
前
年
末
の

す
な
わ
ち
棄
捐
令
は
、
天
明
四
年
ま
で
の
古
借
は
棄
捐
、
天
明
五
年
以
後
の
負
債
に
つ
い
て
は
、
金
五

0
両
月

一
分
（
年
利
六
分
）
と
し
、
元
金
は
高
一

0
0俵
に
つ
ぎ
三
両
を
年
賦
償
還
せ
し
め

る
こ
と
と
し
た
。
札
差
が
破
棄

さ
れ
た
貸
付
金
は
一
―
八
万
七
、
八

0
0両
の
巨
額
に
の
ぼ
っ
た
。
こ
の
と
き
泉
屋
一
王
一
店
の
棄
捐
額
は
次
の
よ
う

＠
 

で
あ
る
。

二
万
八
、

0
四
四
両
一
分
・
八
匁
九
九
九

九
、
九
三
五
両
三
分
余

三
、
九
一
九
両
余

ハ

0



札

差

業

と

住

友

と
な
る
。

0
0両
余
の
貸
付
金
で
あ
っ
た
か
ら
、

も
一
、
六
八

0
両
の
減
益
を
招
い
て
い
る
。

0
0
両
余
の
減
と
な
り
、
天
明
八
年
末
の
推
定
利
息
収
入
七
、
六

0
0
両
余
の
八
八
。
ハ
ー
セ
ン
ト
強
が
欠
損
と
な

っ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
貸
付
金
を
失
っ
た
だ
け
で
な
く
、
利
息
収
入
は
六
、
七

泉
屋
茂
右
衛
門
店
・
泉
屋
九
兵
衛
店
に
つ
い
て
は
、

―
―
―
・
ニ
。
ハ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
よ
う
に
、

ま
ず
泉
屋
茂
右
衛
門
店
は
、
天
明
八
年
末
、

こ
こ
で

二
万
―
―
-
、

0

棄
捐
額
九
、
九
―
―
―
五
両
一
―
―
分
余
は
貸
付
高
の
四
三
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
及

ぶ
。
利
息
に
し
て
一
、
七
八
八
両
余
の
減
収
と
な
り
、
新
借
分
は
一
万
三
、

0
0
0
両
と
し
て
、
一
、
五
六

0
両
の
減

つ
ま
り
利
息
収
入
で
み
て
も
四
、
一
四

0
両
の
と
こ
ろ
、

パ
ー
セ
ン
ト
強
の
欠
損
と
な
っ
た
の
で
影
響
は
甚
大
で
あ
っ
た
。
泉
屋
九
兵
衛
店
は
貸
付
総
額
も
不
明
で
あ
る
が
、

棄
捐
額
四
、

0
0
0
両
余
は
前
記
二
店
と
比
し
て
規
模
は
小
さ
い
の
で
、
事
情
は
深
刻
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

棄
捐
令
が
札
差
に
与
え
た
打
撃
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
。

ら
れ
る
。
泉
甚
と
泉
茂
を
比
較
し
て
も
、
貸
付
金
に
対
す
る
棄
捐
額
の
比
率
は
、
六
五
・
九
八

。ハ
ー
セ
ン
ト
と
四

か
な
り
開
ぎ
が
あ
っ
た
。
利
息
収
入
は
、
新
借
分
も
利
下
げ
を
命
ぜ
ら
れ

た
た
め
、
推
定
八
八
パ
ー
セ
ソ
ト
減
と
八
一

。ハ
ー
セ
ン
ト
の
減
と
比
率
は
せ
ば
ま
っ
て
い
る
が
、

年
利
一
割
八
分
が
六
分
に
お
さ
え
ら
れ
た
こ
と
は
、

七
八

0
両
に
激
減
し
て
い
る
。

こ
こ
も
八
一

し
か
し
同
時
に
、
札
差
に
よ
っ
て
差
が
あ
っ
た
と
み

そ
れ
で
も
七

。ハ

利
息
二
、
五
二

0
両
が
八
四

0
両
と
な
る
こ
と
で
、



ー
セ
ン
ト
の
違
い
が
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
各
店
の
特
質
は
あ
る
が
、
絶
対
額
か
ら
み
て
甚
大
な
損
失
を
う
け
た

＠
 

幕
府
も
札
差

へ
の
打
撃
を
緩
和
し
よ
う
と
、
若
干
の
救
済
措
置
を
と
っ
た
。
す
な
わ
ち
猿
屋
町
に
御
用
貸
会
所

を
設
置
（
猿
屋
町
会
所
）
、
町
年
寄
樽
屋
典
左
衛
門
に
預
け
る
と
と
も
に
幕
府
よ
り
公
金
二
万
両
を
下
付
し
、
こ
れ

に
勘
定
所
御
用
達
町
人
の
差
加
金
を
あ
わ
せ
、
札
差
へ
の
金
融
を
行
っ
た
の
で
あ

っ
た
。

の
仲
間
に
配
分
し
、

う
で
あ
る
。
棄
捐
額
の
多
大
さ
に
比
し
て
、
こ
の
金
額
は
全
く
些
少
で
あ
っ
た
。

ま
ず
金
一
万
両
は
無
利

子
・
一

0
年
据
置
ぎ
の
の
ち
二
〇
カ
年
賦
上
納
と
い
う
好
条
件
で
貸
与
し
た
。
札
差
仲
間
で
は
、
こ
れ
を
九
六
名

一
人
前
金
一

0
四
両
・
銀
一
〇
匁
に
割
当
て
た
が
、
実
際
は
資
金
難
の
も
の
に
割
当
て
た
よ

残
り
一
万
両
は
、
勘
定
所
御
用
達
一

0
名
に

一
、
0
0
0両
ず
つ
割
当
て
ら
れ
、
彼
等
の
差
加
金
を
あ
わ
せ
運

用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
場
合
、
札
差
は
札
旦
那
の
姓
名
・
高

・
役
な
ど
を
書
上
げ
、
所
属
す
る
組
の
惣
連

印
で
も
っ
て
出
願
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
札
差
よ
り
札
旦
那
へ
の
貸
付
は
、
金
一
両
に
月
銀
六
分
、
す

な
わ
ち
年
利
一
割
二
分
と
公
定
さ
れ
、
利
益
は
一
分
は
会
所
、
三
分
は
札
差
手
数
料
、
残
り
八
分
は
、
公
金
な
ら

ば
五
分
を
元
金
返
済
に
あ
て
三
分
を
会
所
資
金
に
入
れ
る
、
勘
定
御
用
達
ら
の
差
加
金
な
ら
ば
金
主
に
渡
し
た
。

こ
の
金
融
は
、
組
の
惣
連
印
を
必
要
と
す
る
た
め
、
札
差
と
し
て
は
信
用
に
か
か
わ
り
、
事
務
繁
雑
も
あ
っ
て
借

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

札

差

業

と

住

友



第 3表

札

差

業

と

住

友

泉屋甚右衛門

泉屋茂右術門

泉屋九兵衛

泉屋三店新借分推定

推定
推定

新借分
四割下ヶ
金限度

14,000 5,600 

13,000 5,200 

2,100 840 
........ s,190 ........ z,o76 

単位・両

借金高

1,200 

2,200 

660 

手
は
現
わ
れ
な
か
っ
た
。

の
比
率
は
泉
甚
・
泉
茂
で
判
明
す
る
か
ら
、

ぎ
る
が
、

こ
れ
は
資
金
力
に
余
裕
が
あ
る
た
め
、
貸
付
枠
一
杯
の
融
資
を
求
め
な

ま
た
利
息
も
一
割
二
分
で
、

さ
ら
に
金
主
は
八
分
し
か
受
取
れ
な
か
っ
た
か
ら
、

以
下
の
利
息
で
は
出
資
者
も
な
く
、
幕
府
の
思
惑
通
り
は
機
能
し
な
か
っ
た
。

そ
れ

利
・
永
年
賦
償
還
と
な
っ
た
。
天
明
五
年
か
ら
寛
政
元
年
迄
の
新
借
分
の
四
割
を
貸
出
す
こ
と
と
し
た
た
め
、
会

所
金
の
利
用
も
よ
う
や
く
盛
ん
と
な
り
、
逆
に
自
己
資
金
を
持
つ
者
も
会
所
金
を
借
請
け
、
手
数
料
稼
ぎ
を
す
る

雨
壼
分
米
金
清
方
證
文
、
為
引
常
會
所
、
VZ

差
出
、
常
夏
引
残
金
之
四
割
分
銘
々
に

拝
借
被
仰
付
」
、
元
金
一
五
年
賦
返
済
、
当
初
五
ヵ
年
は
年
六
分
の
ち
九
分
利
の

条
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
貸
付
金
は
泉
屋
―
―
一
店
も
拝
借
し
て
い
る
が
、
泉
屋
甚
左
衛

門
一
、
二

0
0
両
、
泉
屋
茂
右
衛
門
二
、
二

0
0
両
、
泉
屋
九
兵
衛
六
六

0
両
で
あ

⑬
 

っ
た
。
こ
の
金
高
は
一
王
一
店
の
経
営
規
模
か
ら
み
る
と
、
泉
屋
甚
左
衛
門
が
少
な
す

か
っ
た
た
め
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
辺
を
若
干
、
推
論
す
る
と
、
棄
捐
額
・
新
借
分

さ
て
、

寛
政
二
年
七
月
の
四
割
御
下
ヶ
金
は
、
「
武
家
方
古
銘
々
請
取
候
五
拾

よ
う
に
な
り
、

こ
れ
を
取
締
っ
て
い
る
。

一
応
、
表
示
し
て
み
た
。
泉
甚
・
泉

し
か
し
寛
政
一
一
年
七
月
に
は
低



た
も
の
と
み
て
差
支
え
な
い
。

札

差

業

と

住

友

こ
の
こ
と
は
三
店
の
経
営
の
内
容
を
反
映
し

茂
に
つ
い
て
は
、
概
数
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
泉
屋
九
兵
衛
に
つ
い
て
は
、
新
借
分
と
そ
の
四
割
下
ヶ
金

を
推
算
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
泉
屋
甚
左
衛
門
六
五

。ハ
ー
セ
ン
ト
・
泉
屋
茂
右
衛
門
四
―
―
-
。ハ
ー
セ
ン
ト
と
い

う
棄
捐
額
と
貸
付
分
の
比
率
か
ら
割
り
だ
し
た
新
借
分
は
二
、
一

0
0
ー
五
、
一
九

0
両
で
、

ー
ニ
、

0
七
六
両
で
あ
る
。
ま
た
泉
屋
九
兵
衛
は
他
の
両
店
よ
り
規
模
が
小
さ
く
、
お
そ
ら
く
限
度
額
一
杯
の
借
金

を
し
た
と
み
て
、
借
金
高
六
六

0
両
を
新
借
分
の
四

0
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
と
、

種
の
数
値
を
検
討
す
る
と
、
か
な
り
の
巾
が
出
る
が
、
新
借
分
は
二
、

0
0
0
両
前
後
と
み
て
お
こ
う
。
し
た
が
っ

て
泉
屋
九
兵
衛
の
棄
捐
高
三
、
九
一
九
両
余
、
新
借
分
は
二
、

0
0
0
両
前
後
、

と
こ
ろ
が
実
数
に
近
い
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四
割
下
ヶ
金
六
六

0
両
と
い
っ
た＠

 

と
す
れ
ば
九
兵
衛
の
貸
付
金
は
六
、

0
0
0
両
前
後
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
泉
屋
甚
左
衛
門
は
限
度
額
の
二

0
。ハ
ー
セ
ン
ト
強
し
か
四
割
下

ヶ
金
を
利
用
し
て
い
な
い
が
、
泉

茂
は
約
四

0
。ハ
ー
セ
ン
ト
、
泉
九
は
五

0
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
。

そ
の
四
割
が
八
四
〇

貸
付
金
高
で
は
四
万
二
、
五

0
0
両
・
ニ
万
三
、

0
0
0
両
・
六
、

0
0
0
両
と
七

対
四
対
一
と
な
る
が
、
寛
政
以
降
の
経
営
規
模
の
差
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

猿
屋
町
会
所
は
の
ち
改
正
役
所
と
い
わ
れ
、
幕
末
に
い
た
る
ま
で
、
幕
府
の
金
融
統
制
機
関
と
し
て
活
動
し
た
。

泉
屋
甚
左
衛
門
に
つ
い
て
は
、
化
政
期
に
お
い
て
も
貸
付
金
を
利
用
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
文
政
六
年

一
、
六
五

0
両
と
な
る
。
こ
の

ハ
四



註
＠
寛
政
棄
捐
令
に
お
け
る
新
借
分
の
実
数
を
示
す
史
料
は
現
在
発

⑬ 

⑮ 

ハ
五

「
無
表
紙
覺
帳
」
に
は
次
の
よ
う
な
写
が
あ
る
。

＠ 

一
定
の
意
義
が

あ
ろ
う
と
考
え
る
。

＠ 
改
正
役
所
よ
り
の
金
融
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
安
政
期
で
あ
る
。

れ
を
利
用
す
る
こ
と
は
少
か
っ
た
の
は
、
当
時
、
経
営
も
安
定
し
、

資
金
量
も
豊
富
で
あ
っ
た
た
め
と
み
ら
れ
る
。

し
か
し
泉
甚
が
、

こ

り
、
そ
こ
に
も
会
所
借
用
金
で
あ
る
こ
と
、

返
済
条
件
を
守
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
会
所
金
は

ま
た
松
平
家
家
臣
よ
り
一
札
を
と

返
済
は
年
四

0
両、

す
る
唯

（
一
八
ニ
―
―
-
）

八
月
、

西
丸
側
衆
松
平
筑
後
守
正
名
へ
の
金
融
の
た
め
金
一
九

0
両
を
借
用
し
た
の
が
、

⑮
 

の
例
で
あ
る
。
文
政
六
年
八
月
、

が
、
高
三
、

0
0
0
俵
の
松
平
筑
後
守
へ
の
用
立
金
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
、

一
子
年
に
完
済
す
る
、
利
息
は
五

0
両
に
月
一
分
（
年
六
分
）
と
約
し
て
い
る
。

年
六
分
の
低
利
融
資
で
あ
っ
た
か
ら
、
札
差
に
と
っ
て
利
ざ
や
を
か
せ
ぐ
こ
と
が
で
き
た
。

「
札
差
事
略
一
八
」
『
札
差
事
略
中
』

三
八
九
・
九

0
頁
。
な
お
、

こ
の
数
字
に
つ
い
て
は
若
干
の
誤
差
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、

北
原
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

北
原
氏
前
掲
論
文
に
詳
し
い
。

「
札
差
事
略

一
九
」
『
札
差
事
略
中
』
四
八ニ
・
―――
•
五
頁
。

札

差

業

と

住

友

て
い
る
の
は
、

こ
の
金
子

来
る
文
政
十

見
さ
れ
て
い
な
い
。
泉
屋
両
店
の
貸
付
金
額
が
判
明
す
る
の
が
、

目
下
の
と
こ
ろ
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
棄
捐
高
は
明
ら
か
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
か
ら
新
借
分
を
計
算
す
る
な
ど
、
推
計
を
試
み

改
正
役
所
宛
泉
屋
甚
左
衛
門
金
子
拝
借
証
文
に
よ
れ
ば
、

現
在
判
明



寛
政
棄
捐
令
の
打
撃
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
弱
小
の
札
差
は
立
直
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
ま
ま
廃
業
に
追
い
こ
ま
れ

四
化
政
・
天
保
期
の
札
差
業

文
政
六
未
年
八
月

御
改
正
御
役
所

切
如
件

泉
屋

甚
左
衛
門
印

右
者
私
御
札
旦
那
御
高
―
―
―
千
俵

奉
拝
借
御
金
之
事

御
利
足
未
六
月
か
此
御
演
方

一
金
百
九
拾
雨
者

札

差

業

と

住

友

裳
未
冬
御
切
米
力
春
夏
金
拾

雨
宛
冬
金
式
拾
雨
壼
ケ
年
都

合
金
四
拾
雨
演
、
外
ー
一
金
五

拾
雨
ー
一
付
壼
ヶ
月
金
壺
分
宛

利
足
を
加
へ
皆
消
迄
年
々
季

毎
上
納
可
仕
候

松
平
筑
後
守
様
江
御
用
立

金
拝
借
奉
願
上
候
慮
、
御
下
ケ
金
被
成
下
置
難
有
仕
合
奉
存

侯
、
書
面
之
金
子
糖
―
—
奉
拝
借
候
虞
質
正
―
一
御
座
候
、
返
上

納
之
儀
者
年
六
歩
之
御
利
足
相
添
、
嘗
未
ノ
冬
力
来
子
年
春

＞ヽ

M

M

M

M

M

M

A

M

M

迄
中
年
四
ケ
年
武
季
ー
一
割
合
、
年
々
三
季
ー
一
御
切
米
之
度
毎

無
相
違
上
納
可
仕
候
、
依
之
、
右
為
引
嘗
、
則
御
同
人
様
江

御
用
立
金
證
文
壼
通
奉
差
上
置
候
、
為
後
日
金
子
拝
借
證
文

前
書
之
通
相
違
無
之
侯
、
以
上

文
政
六
未
年
八
月

御
切
米
相
渡
候
度
毎
、
前
書
割
合
之
通
引
落
置
返
納
可
給
候
、

一
金
百
九
拾
雨
者

但
會
所
借
用
金
也

常
未
冬
力
春
夏
金
拾
雨
宛
冬
金
咸
拾
両
也
、
壱

ケ
年
都
合
金
四
拾
雨
清
、
外
―
—
金
五
拾
雨
―
ー
付
、

壼
ヶ
月
金
壼
分
宛
利
足
差
加
へ
季
毎
返
納
可
給

候

右
是
者
旦
那
會
所
金
借
用
申
慮
賓
正
也
、
返
納
之
儀
者
一
―
―
季

兼
而
此
段
頼
入
候
、
為
後
日
、
初
如
件松

平
筑
後
守
内

牧

野

貢

印

大
橋
園
助
印

千
葉
源
六
印

北
山
泰
助
印

泉
屋
甚
左
衛
門
殿

中
村
左
膳
印

此
渭
方 入

置
申
一
札
之
事

ノ‘_,__ 
ノ‘



た
が
、
化
政
期
に
は
札
差
業
も
よ
う
や
く
一
応
の
安
定
を
取
り
戻
し
て
い
る
。
幕
府
は
旗
本
・
御
家
人
財
政
に
不

可
欠
の
業
務
を
い
と
な
む
札
差
を
規
制
し
て
も
潰
す
こ
と
は
で
ぎ
な
か
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
貸
付
金
が
お
こ
な
わ

れ
、
札
差
経
営
の
維
持
を
は
か
っ
て
い
る
の
は
、

沼
期
に
み
ら
れ
た
豪
富
ぶ
り
を
、
も
は
や
望
む
べ
く
も
な
く
な
っ
て
い
た
。
天
保
期
に
は
再
び
改
革
が
お
こ
な
わ

れ
、
仲
間
解
散
や
無
利
足
年
賦
返
済
令
が
だ
さ
れ
て
い
る
が
、
幕
府
財
政
に
依
存
す
る
札
差
に
と
っ
て
、
こ
の
よ

こ
の
時
期
、
泉
屋
に
お
い
て
は
、

捐
令
の
危
機
を
の
り
こ
え
て
発
展
し
た
。
文
政
二
年
(
-
八
一
九
）
扱
い
高
約
六
万
四
、

0
0
0俵
、
業
界
第
三
位

の
扱
い
高
と
な
っ
て
い
た
が
、
文
政
十
年
七
月
二
十
七
日
、

⑯
 

役
所
へ
身
上
報
告
を
お
こ
な
っ
た
と
き
の
「
覺
」
に
は

五
七
、

0
0
0雨
餘

八、

0
0
0雨
程

七、

0
0
0雨
餘

と
書
き
あ
げ
て
い
る
。
札
旦
那
貸
付
金
は
天
明
八
年
(
-
七
八
八
）
十
二
月
に
お
け
る
四
万
二
、
五

0
0両
余
よ
り

札

差

業

と

住

友

非
常
備
金

諸
々
取
替
有
金
共

此
節
御
札
方
御
用
立
金
高

う
な
規
制
に
あ
っ
て
も
受
け
い
れ
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
七

そ
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
札
差
に
と
っ
て
も
田

ど
の
よ
う
な
情
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
甚
左
衛
門
店
は
寛
政
棄

田
安
御
殿
貸
付
一
件
に
つ
き
、
江
戸
町
年
寄
喜
多
村



註
⑮ 

(-0 
「
無
表
紙
覺
帳
」

札

差

業

と

住

友

の
で
、
利
息
計
算
は
一
律
に
お
こ
な
え
な
い
が
、
通
常
の
最
高
利
率
年
利
一
割
二
分
で
あ
る
か
ら
、
五
し
六
、

0
0

0
両
の
収
入
は
見
込
ま
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
清
水
家
蔵
元
な
ど
の
地
位
を
う
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

か
く
し
て
泉
屋
甚
左
衛
門
店
は
安
定
し
た
経
営
を
続
け
て

そ
の
半
面
、
化
政
期
に
は
、
泉
屋
別
家
九
兵
衛
店
や
請
人
森
田
屋
市
郎
兵
衛
店
が
廃
業
す
る
と
い
う

情
況
が
あ
っ
た
。
基
盤
の
弱
い
札
差
は
こ
の
危
機
を
超
え
る
こ
と
は
で
含
な
か
っ
た
。
泉
屋
甚
左
衛
門
店
は
二
店

と
も
ひ
ろ

の
跡
始
末
に
関
係
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
情
況
を
ふ
ま
え
て
当
主
友
聞
は
倹
約
を
令
し
、
江
戸
両
店
へ
の
戒

め
と
掟
書
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
苦
難
の
天
保
期
を
迎
え
る
の
で
あ
っ
た
。

以
下
、
化
政
・
天
保
期
に
お
け
る
泉
屋
札
差
業
の
主
要
な
事
実
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

清
水
家
蔵
元
と
御
下
ヶ
金

後
期
に
お
け
る
泉
屋
甚
左
衛
門
店
に
と
っ
て
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
も
の
は
、
三
卿
の
一
で
あ
る
清
水
家
蔵

一
万
五
、

0
0
0
両
近
く
の
増
加
で
あ
る
。

こ
れ
は
棄
捐
令
当
時
の
新
借
分
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る

ハ
八



札

差

業

と

住

友

ま
た
清
水
家
は
札
差
へ
の
貸
付
を
お
こ
な
っ
た
か
ら
、

の
管
理
・
処
分
な
ど
札
差
と
同
一
業
務
を
お
こ
な
っ
た
。

元
を
勤
め
た
こ
と
で
あ
る
。

年
十
一
月
、

ま
た
泉
屋
中
橋
店
は
文
化
二
年
(
-
八

0
五
）
九
月
、
同
じ
―
―
―
卿
の
一
橋
家
、
文
化
五

田
安
家
の
掛
屋
を
引
き
う
け
て
い
る
。
三
卿
は
徳
川
吉
宗
の
子
孫
に
よ
り
創
設
さ
れ
、
三
家
に
準
じ
、

＠
 

将
軍
相
続
者
を
だ
す
家
柄
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
卿
と
い
ず
れ
も
関
係
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

屋
に
な
っ
た
こ
と
は
、
銅
座
掛
屋
と
と
も
に
金
融
面
に
お
け
る
泉
屋
の
活
躍
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、

い
て
の
詳
細
は
別
輯
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
輯
で
は
札
差
業
と
の
関
連
に
お
い
て
紹
介
を
し
て
お
こ
う
。

札
差
業
と
の
関
連
で
い
え
ば
、

近
く
、

こ
の
面
で
の
事
務
を
管
掌
す
る
こ
と
で
札
差
仲
間
で
の
地

し
た
が
っ
て
、

ハ
九

こ
れ
は
札
差
業

の
拡
大
と
考
え
ら
れ
る
。

一
橋
・
田
安
両
家
掛

こ
れ
に
つ

ま
ず
清
水
家
蔵
元
と
な
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
。
清
水
家
は
幕
府
米
蔵
に

そ
の
蔵
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
蔵
元
は
蔵
米
の
管
理
・
払
米
を
お
こ
な
い
、

あ
っ
た
。
以
下
、
知
る
と
こ
ろ
を
述
べ
よ
う
。

ま
た
清
水
家
家
臣
扶
持
米

位
を
高
め
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
清
水
家
蔵
元
と
な
っ
た
こ
と
は
札
差
業
に
と
っ
て
も
、
大
き
な
意
味
が

さ
て
、
泉
屋
甚
左
衛
門
が
蔵
元
と
な
る
ま
で
の
経
過
は
、
天
明
八
年
(
-
七
八
八
）
「
年
々
諸
用
留
九
番
」
に
詳
細

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
天
明
八
年
十
一
月
清
水
家
蔵
元
で

あ

っ
た
吉
田
敷
右
衛
門
・
齋
藤
一＝
右
衛
門
両
名
が
御
役
御

免
に
な
っ
た
。
こ
の
情
報
を
聞
い
た
泉
屋
で
は
「
蔵
元
之
儀
者
嘗
札
差
家
業
二
似
寄
候
事
二
付
、
内
々
御
橿
機
之



約
し
て
い
る
（
第
三
条
）
。

遅
滞
附
送
り
可
仕
事
」
に
は
、
「
承
知
仕
奉
畏
候
」
と
述
べ
て
い
る

ま
た
払
米
は
米
買
に
申
触
れ
入

く
に
「
自
分
引
請
候
分
者
請
取
候
日

g-＝
日
限
、
遠
近
二
不
限
無

札

差

業

と

住

友

泉屋甚左衛門身代書上覚（年々諸用留九番）

差
図
次
第
に
す
る
と
答
え
、
蔵
米
渡
し
方
は
遅
滞
な
く
行
い
、

方
へ
願
込
」
ん
だ
と
こ
ろ
、
清
水
家
の
意
を
う
け
て
江
戸
同
朋
町

ま
ず
「
三
季
御
切
米
米
金
月
々
御
扶
持
方
其
外
不
時
渡
米
金
等

之
儀
御
蔵
汐
相
渡
候
節
、
自
身
井
重
立
候
下
代
共
御
蔵
役
所
に
罷

出
、
向
々
蔵
宿
に
割
渡
可
申
事
」
（
第
一
条
）

札
を
さ
せ
、
手
数
料
は
米
三
五
石
に
金
二
分
と
す
る
、
買
米
は
「
伺
之
上
、
直
段
等
取
極
候
節
、
毛
頭
無
私
」
と

つ
ぎ
に
証
人
を
求
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、

（第
二
条
）
。

私
別
家
之
内
泉
屋
茂
右
衛
門
卜
申
者
、
同
札
差
家
業
仕
、
新
旅
籠
町
二
住
居
家
持
二
而
表
間
口
拾
間
・

カ
条
の
尋
問
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
も
一
々
返
答
を
し
て
い
る
。

役
所
宛
に
正
式
に
願
書
を
出
し
て
い
る
。

と
と
も
に
濱
町
御
蔵
屋
敷
へ
出
頭
し
、

と

と
あ
る
の
に
対
し
、

つ
い
で
清
水
家
よ
り
六

廿
六
日
に
は
清
水
御
蔵
御

鹿
嶋
屋
太
郎
兵
衛
が
聞
合
せ
に
ぎ
た
の
ち
、

廿
五
日
に
は
鹿
嶋
屋

七
〇



よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
証
人
泉
屋
茂
右
衛
門
が
弁
納
す
る
（
第
二
条
）
、
米
金
請
取
手
形
の
扱
い
は
「
事
馴
候
下

と
泉
屋
茂
右
衛
門
を
あ
げ
、
身
元
を
説
明
し
て
い
る
。
（
第
四
条
）
。

つ
い
で
甚
左
衛
門
自
身
の
諸
方
用
立
金
、

候
、
営
時
札
差
家
業
之
儀
者
、
右
二
准
シ
相
應
二
相
勤
罷
在
候

裏
行
拾
六
間
、

七

こ
れ
は
札
旦
那
が
浅
草
御
蔵
よ

土
蔵
三
ヶ
所
、
家
内
爪
拾
五
人
相
暮
申
候
、
所
持
之
屋
敷
居
宅
共
都
合
―
―
一
ヶ
所
二
御
座

居
な
ど
に

つ
い
て
問
わ
れ
、

札

差

業

と

住

友

用
立
金
四
二
、
五

0
0
両
余
、
居
宅
は
表
口
六
間
・
裏
行
二
四
間
半
、
土
蔵
三
戸
前
、

家
内
一
云
一
拾
人
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
所
持
屋
敷
は
、
泉
屋
持
家
で
あ
る
中
橋

・
日
本
橋
ニ
カ
所
の
屋
敷
を
あ
げ
て

い
る
。
十
九
日
に
は
清
水
家
勘
定
出
役
藤
堂
半
左
衛
門
、
御
蔵
組
頭
見
習
役
中
田
小
平
と
鹿
嶋
屋
が
泉
屋
甚
左
衛

門
店
を
訪
ね
検
分
を
行
っ
た
が
、

が
決
定
し
た
。
な
お
蔵
元
は
二
名
で
他
の
一
名
は
札
差
坂
倉
甚
兵
衛
と
な
っ
た
。
同
日
、
甚
左
衛
門
は
消
水
家
御

蔵
役
所
へ
請
書
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
―
二
条
に
わ
た
る
も
の
で
、

代
」
を
宛
て
て
諸
事
念
を
入
れ
る

そ
の
さ
い
札
差
組
合
よ
り
も
請
書
が
出
さ
れ
た
の
ち
、

廿
一
日
、

正
式
に
蔵
元

ま
ず
蔵
元
の
間
十
人
扶
持
を
も
ら
う
こ
と

（
第
一
条
）
、
渡
米
金
に
つ
い
て
は
本
所
・
濱
町
両
蔵
に
出
向
、
蔵
宿
へ
の
割
渡
し
を
行
う
、
請
取
る
米
金
が
滞
る

（
第
三
条
）
、
買
上
米
に
は
清
水
家
よ
り
差
図
を
う
け
不
益
に
な
ら
な
い
よ
う
に

す
る
（
第
四
条
）
、
払
米
に
は
「
浅
草
御
蔵
者
勿
論
町
相
場
等
追
、
其
節
々
之
米
直
段
承
合
、
御
米
直
段
相
常
仕
候

様
出
情
仕
取
計
可
申
候
」
と
し
「
素
合
」
（
仲
介
料
）
は
と
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

住



り
の
張
紙
値
段
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
清
水
家
払
米
は
若
干
、
事
情
が
異
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

六
条
）
、

ま
た
清
水
家
家
臣
の
札
差
は
「
浅
草
御
蔵
並
之
通
萬
事
取
計
」
う
（
第
七
条
）
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
蔵

米
扱
い
方
に
つ
い
て
の
詳
細
な
規
定
で
、
札
差
も
同
様
な
内
容
を
結
ん
で
い
る
が
、

そ
の
な
か
に
清
水
家
蔵
元
と

し
て
の
特
色
が
で
て
い
る
。
そ
し
て
、
清
水
家
御
蔵
の
近
所
で
出
火
し
た
と
ぎ
は
、
下
代
・
人
足
を
つ
れ
て
駈
け

つ
け
る
（
第
八
条
）
、
払
米
の
入
札
に
は
所
々
の
米
買
へ
申
触
れ
入
札
を
さ
せ
、

斗
五
升
入
一

0
0俵
に
つ
ぎ
金
二
分
で
あ
る
（
第
九
条
）
。
御
用
向
の
取
扱
い
は
「
相
仕
甚
兵
衛
と
申
合
、
月
番
立

置
相
勤
可
申
候
」
、
ま
た
御
蔵
よ
り
の
米
金
は
両
人
印
形
で
受
取
る
。
こ
の
甚
兵
衛
は
札
差
坂
倉
甚
兵
衛
で
、
甚
左

衛
門
と
両
名
が
蔵
元
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
第
一

0
条）
。

意
す
る
（
第
―
一
条
）
。

消
水
家
家
臣
へ
の
応
対
は
無
礼
に
な
ら
な
い
よ
う
注

居
宅
が
火
災
な
ど
に
あ
っ
て
も
、
証
人
泉
屋
茂
右
衛
門
方
で
用
向
は
差
支
え
の
な
い
よ
う

か
く
し
て
泉
屋
甚
左
衛
門
が
清
水
家
蔵
元
を
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

告
さ
れ
、
「
年
々
諸
用
留

右
之
條
々
二
而
御
蔵
元
被
仰
付
候
一
件
相
清
段
、
祐
左
衛
門
汐
納
番
二
申
登
、
酉
正
月
吹
初
之
席
二
而

九
番
」
に
は
始
終
の
顛
末
を
記
し
た
の
ち
、

に
勤
め
る
（
第
―
二
条
）
。
以
上
が
、

そ
の
内
容
で
あ
っ
た
。

る
（
第
五
条
）
。
蔵
米
は
外
札
差
の
分
を
御
蔵
庭
で
割
渡
し
、

札

差

業

と

住

友

こ
の
結
果
は
直
ち
に
大
坂
本
店
に
報

私
曲
は
し
な
い
。

泉
甚
の
引
受
分
は
一
三
一
日
以
内
に
附
送
り
を
行
う
（
第

七

手
数
料
は
米



札

差

業

と

住

友

せ
て
く
れ
る
。

し
か
し
、
同
時
に
、

七

と
書
ぎ
結
ん
で
い
る
。
天
明
九
年
正
月
五
日
、
吉
例
の
吹
初
め
の
席
に
知
ら
せ
が
ぎ
て
一
同
喜
ん
だ
様
子
を
偲
ば

清
水
殿
諸
事
勤
方
之
儀
、
江
戸
店
切
二
而
相
勤
、
大
坂
ふ
萬
端
差
措
無
之
筈
二
申
堅
ル

と
、
内
部
の
規
約
も
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
こ
れ
は
損
益
と
も
に
泉
屋
甚
左
衛
門
店
の
責
任
で
行
う
こ
と
を
意
味

し
て
お
り
、
こ
と
に
清
水
家
へ
の
金
融
や
、

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

清
水
家
蔵
元
は
、
札
差
業
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
っ
た
た
め
、
泉
屋
で
は
積
極
的
に
業
務
に
の
り
だ
し
た
の
で
あ

（
子
力
）

っ
た
が
、
実
際
に
札
差
業
も
お
こ
な
っ
た
。
「
無
表
紙
覺
帳
L

に
よ
れ
ば
「
清
水
向
札
差
之
儀
者
、
寛
政
四
巳
年

三
月
中
被
仰
渡
相
勤
来
候
」
と
し
て
、

月
、
清
水
家
勘
定
所
に
お
い
て
、
郡
奉
行
泉
本
正
助
よ
り
泉
屋
甚
左
衛
門
・
坂
倉
屋
甚
兵
衛
・
同
清
兵
~
・
泉
屋

茂
右
衛
門
・
伊
勢
屋
平
右
衛
門
五
名
に
札
差
を
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
清
水
家
財
政
改
革
の
一
環
と
し
て
、
幕
府

寛
政
改
革
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
。

旧
札
差
へ
の
清
水
家
家
中
の
負
債
を
肩
代
り
す
る
と
い
っ
た
通
常
の
慣
行
だ
け
で
な
く
、
新
規
の
方
法
が
み
ら
れ

到
着
、
難
有
奉
存
候
事

ま
た
清
水
家
と
の
問
題
が
生
じ
た
時
、
江
戸
店
限
り
の
こ
と
に
限
定

そ
の
内
容
を
詳
細
に
伝
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
寛
政
四
年
(
-
七
九
二
）
―
―
―

し
た
が
っ
て
旧
札
差
に
代
え
て
泉
甚
ら
五
名
を
札
差
と
し
、



利
金
一
両
に
銀
五
分
（
年
利
一
割
）
と
し
て
清
水
家
会
所
へ
返
済
さ
せ
た

（
第
三
条
）
、
扶
持
方
の
札
差
料
は
一
人
扶
持
に
つ
ぎ
‘

な
ど
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
払
米
手
数
料
は
米
三
五
石
に
金
二
分
（
第
五
条
）
、
金
銀
貸
出
は
「
分
限
高
四
分

一

引
営
を
以
可
貸
渡
」
と
し
、
利
息
は
「
浅
草
並
」
と
し
て
い
る
（
第
九
条
）
。

あ
り
、
従
来
の
札
差
料
一

0
0俵
・
銀
一
五
匁
が
一
三
匁
と
な
り
、
利
息
も
「
浅
草
並
」
と
す
れ
ば
、

ま
た
旧
札
差
へ
の
家
中
負
債
は
、
幕
府
の
よ
う
に
棄
捐
と
い
う
荒
療
治
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
清
水
家
会
所

よ
り
新
札
差
に
そ
の
分
を
融
通
し
て
、

減
さ
れ
て
い
る
。

俵
以
下
は
一
石
に
銀
五
分
な
ど

月
に
米
一
合
（
第
四
条
）
、

や
は
り
低

ま
ず
旧
札
差
へ
返
済
さ
せ
、
そ
し
て
新
札
差
に
は
改
め
て
一

0
年
賦
•
月

（
第
一
五
条
）
、
以
後
、
扶
持
方
の
者
の
借

こ
れ
ら
は
札
差
に
対
す
る
抑
制
策
で

り
の
懸
り
米
・
銀
は
や
め
て
五
人
扶
持
を
給
す
る
（
第
二
条
）
、
札
差
料
は
一

0
0俵
に
つ
ぎ
銀
ニ
―
―
匁
、

1
0
0
 

の
扱
い
は
蔵
元
の
仕
事
と
し
て
引
請
け
る
の
で
札
差
料
は
減
ず
る
（
第
一
条
）
。
従
来
、
出
し
て
い
た
扶
持
米
引
取

札

差

業

と

住

友

る
。
ま
ず
濱
町
下
屋
敷
に
会
所
を
た
て
、
分
限
高
四
分
一
を
引
当
に
し
て
金
銀
貸
付
を
お
こ
な
う
が
、
こ
れ
に
は

⑮
 

泉
屋
甚
左
衛
門
・
殿
村
左
五
平
が
あ
た
り
、
札
差
も
毎
日
四
つ
時
（
午
前
一

0
時
）
か
ら
七
つ
時
（
午
後
四
時
）
ま
で

詰
め
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
清
水
家
の
措
置
は
札
差
と
の
取
極
め
と
と
も
に
、
清
水
家
家
臣
財
政
救

⑲
 

済
の
た
め
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ニ
ニ
カ
条
に
わ
た
る
箇
条
書
に
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
切
米
扶
持
方
手
形

七
四



札

差

業

と

住

友

金
は
、
札
差
よ
り
す
る
の
で
は
な
く
「
會
所
金
斗
借
請
」
け
よ
、

し
て
、
札
差
を
統
制
し
つ
つ
、
家
中
へ
の
金
融
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
施
策
で
あ
っ
た
。

清
水
家
で
は
家
中
の
み
で
な
く
、

と
し
て
い
る

（
第
一
七
条
）
。

七
五

し
か
し
寛
政
七
年
十
二
月
に
は
、
改
め
て
「
御
宛
行
上
り
向
者
借
金
不
残
棄
捐
た
る
へ
ぎ
事
」
と
令
し
、

⑲
 

棄
捐
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、

さ
ら
に
広
く
金
融
事
業
に
手
を
出
し
て
い
る
。
清
水
家
御
下
ヶ
金
が
そ
れ
で

あ
る
。
こ
の
財
源
は
、
清
水
家
蔵
元
・
掛
屋
か
ら
保
証
金
と
し
て
出
さ
せ
た
金
銀
、
あ
る
い
は
幕
府
拝
借
金
で
あ

R
 

っ
た。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
泉
屋
甚
左
衛
門
は
こ
の
御
下
ヶ
金
の
差
配
を
も
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
清
水
家
御
下
ヶ
金
は
、
猿
屋
町
会
所
の
貸
出
金
と
し
て
月
約
三
三

0
両
を
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
0
)
五
月

か
ら
同
―
―
一
年
正
月
ま
で
九
カ
月
分
金
二
、
九
七

0
両
を
、
年
六
分
の
利
息
を
以
て
、
寛
政
二
年
冬
切
米
か
ら
泉
屋
・

坂
倉
屋
両
人
に
貸
渡
す
。
両
蔵
元
は
こ
の
金
を
差
配
の
札
差
へ
札
高
に
応
じ
て
割
渡
し
、
札
差
は
手
金
に
差
加
え

年

一
割
二
分
の
利
息
で
貸
出
す
。
返
済
は
十
五
年
間
一
―
―
季
ご
と
に
元
利
勘
定
を
お
こ
な
い
、
札
差
か
ら
蔵
元
両
名

が
取
集
め
、
会
所
へ
は
年
六
分
の
利
を
加
え
て
返
済
し
、
十
六
年
目
の
夏
借
米
に
て
元
利
皆
済
と
な
る
よ
う
に
す

る
と
し
て
い
る
。
そ
の
箇
条
覚
と
し
て
、

ま
ず
貸
附
金
は
札
差
が
手
金
に
加
え
て
貸
出
し
多
年
の
取
引
き
に
な
る

の
で
、
札
旦
那
の
貸
金
の
う
ち
貸
附
金
・
手
金
の
比
率
も
紅
し
が
た
い
か
ら
、
札
旦
那
が
断
絶
に
な
っ
た
り
、

こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

お
一
部

こ
れ
は
会
所
を
通



倉
屋
が
管
理
を
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

清
水
家
且
会
所
且
蔵
元
且
札
差

fl
（
一
割
二
分
）
日
札
旦
那

こ
の
関
係
は
、

札

差

業

と

住

友

暇
に
な
っ
た
り
し
た
と
き
は
、
そ
の
札
差
の
弁
済
に
な
る
の
で
、

そ
の
よ
う
に
相
心
得
る
よ
う
に
す
る

（
第
一
条
）
。

札
差
に
は
一
人
宛
証
人
を
立
て
さ
せ
貸
渡
す
。
ま
た
前
蔵
元
の
吉
田
屋
敷
右
衛
門
・
吉
野
屋
（
齋
藤
）
三
右
衛
門
は

札
差
仲
間
で
は
な
い
が
、
前
か
ら
御
蔵
札
を
扱
っ
て
き
た
の
で
、
札
高
に
応
じ
貸
付
金
を
割
渡
す
よ
う
に
せ
よ
。

も
し
弁
金
が
滞
る
よ
う
な
と
き
は
、
蔵
元
両
名
が
弁
納
す
る
よ
う
に
せ
よ
（
第
二
条
）
。
会
所
貸
出
金
凡
そ
四
、

0
0

0
両
の
う
ち
、
此
度
二
、
九
七

0
両
を
借
請
け
、
残
金
一
、

0
0
0
両
余
は
非
常
用
に
残
し
置
く
（
第
三
条
）
。
貸
付

金
を
会
所
へ
返
納
す
る
こ
と
は
、
三
季
切
米
渡
り
切
の
日
よ
り
十
日
以
内
に
、
会
所
の
日
限
差
図
に
よ
り
行
う
。

こ
の
こ
と
は
会
所
へ
も
江
戸
町
奉
行
初
鹿
野
河
内
守
・
勘
定
奉
行
久
世
丹
後
守
よ
り
申
渡
し
て
あ
る

会
所
よ
り
の
借
返
金
は
蔵
元
両
名
が
金
子
を
引
取
り
、
請
取
手
形
を
差
出
す
こ
と

（
第
四
条
）
。

こ
の
よ
う
に
清
水
家
御
下
ケ
金
は
、
猿
屋
町
会
所
を
通
じ
て
の
札
差
へ
の
貸
付
金
で
、
蔵
元
と
し
て
泉
屋
・
坂

で
札
差
は
六
分
で
借
入
れ
、
札
旦
那
ヘ
一
割
二
分
で
貸
す
た
め
、
六
分
の
利
息
を
得
、
清
水
家
は
猿
屋
町
会
所
を

＠
 

通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
年
六
分
の
利
を
あ
げ
た
が
、
会
所
や
蔵
元
へ
の
手
数
料
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

に
末
々
小
給
の
向
へ
行
渡
る
よ
う
札
差
へ
得
と
申
渡
す
べ
ぎ
こ
と
（
第
六
条
）
、

と
な
っ
て
い
る
。

（
第
五
条
）
。
貸
附
金
は
、

七
六

と
く



札

差

業

と

住

友

清
水
家
下
ヶ
金
に
つ
い
て
は
、
蔵
元
で
あ
る
甚
左
術
門
店
も
借
用
し
て
い
る
。

泉
屋
茂
右
衛
門
は
別
家
で
札
差
で
あ
る
が
、
泉
屋
平
右
衛
門
も
別
家
で
あ
っ
た
。

は
高
か
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
泉
甚
は
、
文
政
年
間
に
は
九
年
、
十
一
年
、

回
に
わ
た
る
借
用
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
利
息
は
年
六
分
か
八
分
で
、

か
っ
た
が
、
運
用
資
金
と
し
て
借
用
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

年
六
月
十
四
日
↓
十
月
二
十
日
と
い
っ
た
よ
う
に
、

し
か
し
、

四
ヵ
月
余
を
最
高
に
短
期
融
資
で
あ
り
、

七
日
遅
れ
た
以
外
は
、
期
日
か
そ
れ
以
前
に
返
済
が
な
さ
れ

て
い
る
。

七
七

ま
た
清
水
家
札
差
四
名
と
も
共

同
で
借
金
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
一
覧
は
後
出
の
第
五
章
第
一
節
第
7
.
8
表
に
あ
げ
た
。
蔵
元
は
泉
屋
甚
左
衛
門

•
坂
倉
屋
甚
兵
衛
二
名
で
あ
っ
た
が
、
坂
倉
屋
は
文
政
十
年
十
二
月
辞
退
し
、
跡
役
は
不
明
で
あ
る

。

札
差
は
寛

政
時
と
異
り
先
蔵
元
吉
野
屋
―
―
―
右
衛
門
・
伊
勢
屋
市
右
衛
門
・
泉
屋
茂
右
衛
門
・
泉
屋
平
右
衛
門
四
名
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
泉
屋
の
も
つ
比
重

十
二
年
と
単
独
ま
た
は
共
同
で
六

依
存
度
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
天
保
期
に
は
一
、

0
0
0
両
以
上
の
拝
借
金
を
年
七
分
で
借
用
し
て
い

こ
の
借
用
日
と
返
済
日
を
み
る
と
、
天
保
二
年
(
-
八
三
一
）
九
月
二
十
九
日
↓
十
月
九
日
、
同
八

返
済
日
も
一
件
が

そ
の
意
味
で
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
泉
甚

ま
た
文
政
九
年
(
-
八
二
六
）
に
は
田
安
家
が
一
万
両
・
年
利
一
割
で
下
ヶ
金
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
札

の
経
営
の
安
定
性
と
、

清
水
家
下
ヶ
金
の
利
用
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。
し
か
し
、

こ
の
金
融
も
天
保
期
以
降
に
は

一
回
一
、

0
0
0
両
を
超
え
る
額
で
は
な



註
＠ 

差
の
み
で
な
く
、
武
家
・
町
人
と
も
に
わ
た
る
広
い
範
囲
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
泉
屋
吉
次
郎
支
配
人

晋
右
衛
門
が
責
任
を
負
っ
た
。
晋
右
衛
門
は
中
橋
店
支
配
人
で
あ
る
か
ら
、
中
橋
店
が
田
安
家
掛
屋
を
勤
め
た
関

こ
こ
で
も
下
ヶ
金
の
管
理
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
貸
出
方
に
つ
い
て
は
、
中
橋
店
へ
対
談
し
、
借
主

の
身
元
調
査
を
お
こ
な
っ
た
う
え
貸
し
付
け
た
が
、
滞
納
は
町
奉
行
所
を
通
し
て
取
立
て
を
お
こ
な
っ
た
。

の
田
安
家
下
ヶ
金
は
札
差
業
に
直
接
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
当
然
関
連
は
み
ら
れ
た
。
弘
化
―
―
―
年
(
-
八

泉
屋
甚
左
衛
門
宛
利
倉
屋
洞
右
衛
門
・
同
五
兵
衛
等
「
一
札
」

上
納
一
条
に
つ
い
て
、
利
倉
屋
は
同
業
者
連
印
で
歎
願
を
し
た
が
、
泉
屋
甚
左
衛
門
の
加
印
が
な
く
て
は
不
承
知

と
い
わ
れ
て
加
印
を
依
頼
し
、
泉
屋
に
は
迷
惑
を
か
け
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

係
で
、

三
卿
の
う
ち
田
安
家
は
吉
宗
の
第
二
子
宗
武
、

一
橋
家
は
第
四

子
宗
手
に
は
じ
ま
る
。
ま
た
、
九
代
将
軍
家
重
も
第
二
子
重
好

に
清
水
家
を
た
て
さ
せ
た
。

い
ず
れ
も
領
地
一

0
万
石
を
与
え

ら
れ
た
が
、
独
立
し
た
藩
を
か
ま
え
ず
、
家
臣
も
幕
臣
が
な
っ

泉
屋
の
札
差
業
に
お
け
る
地
位
が
知
ら
れ
る
。

の
返
済
延
期
を
歎
願
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

四
六
）
九
月
、

札

差

業

と

住

友

に
よ
る
と
、

田
安
御
屋
形
拝
借
金

お
そ
ら
く
田
安
家
下
ヶ
金

こ
こ
に
も

た
。
清
水
家
の
掛
屋
に
つ
い
て
は
、
文
政
七
年
「
場
帳
」
に
、

次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

二
月
十
日
、
江
戸
浅
草
よ
り
の
状

に
、
清
水
家
上
方
知
行
所
に
て
、
三
万
石
分
の
掛
屋
を
命
ぜ
ら

れ
た
。
そ

こ
で
金
五
千
両
を
証
拠
金
と
し

て
出
し
、
う
ち
―
―
-
、
五

田
安
家
は
甚
左
衛
門
の
保
証
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

七
八

こ



札

差

業

と

住

友

寛
政
改
革
の
影
響
は
、

七
九

0
0
両
分
は
一

0
年
賦

・
三
朱
利
、
一
、
五

0
0
両
は
掛
屋
の
間

無
利
足
で
お
く
よ
う
と
の
条
件
で
あ
っ
た
。
翌
十
一
日
、
江
戸

敷
差
出
置
、
外
―
ー
営
用
千
雨
位
も
年
八
朱
二
而
御
用
御
請
―
一
申

「
無
表
紙
覺
帳
」
、
付
録
参
照
。

付
録
参
照
。

財
政
之
部
四
に
み
え
る
。

「
但
御
扶
持
方
と
申

候
時
者
至
而
重
キ
御
事
二
御
座
候
得
共
、
金
子
―
—
直
し
見
候
時

者
壼
ケ
年
五
雨
戴
歩
位
之
御
事
」
と

あ
る
。

田
安
家
掛
屋
と
し

て
の
奉
仕
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
清
水
家
の
場
合
も
同
様
で

◎
 

資
金
力
の
弱
い
札
差
に

と
く
に
打
撃
を
与
え
た
。
そ

の
た
め
幕
府
は
先
の
金
融
の
他
に

⇔

泉

屋

九

兵

衛
店
の
廃
業

R

清
水
家
蔵
元
と
し
て
の
保
証
金
額
は
不
明
で
あ
る
が
、
掛
屋
で

い
る
。

⑲ 

え、

文
政
七
年
領
地
が
つ
い
た
の
ち
は
、
蔵
元

の
名
に
戻
っ
て

⑲ 

家
蔵
米
が
浅
草
御
蔵
渡
に
な
っ
た
と
き
は
清
水
向
行
事
と
唱

書
店

一
九
頁
な
ど
。

い
る
。
寛
政
七
年
ま
で
浜
町
会
所
で
用
向
を
勤
め
た
が
、
清
水

り
文
政
十
二
年
迄
活
躍
し
て
い
る
。
『
両
替
年
代
記
原
編
』
岩
波

あ
ろ
う
か
。
清
水
家
で
は
蔵
元
両
名
に
一

0
人
扶
持
を
与
え
て

⑱
殿
村
は
両
替
商
で
あ
ろ
う
。
彼
は
本
両
替
と
し
て
文
化
五
年
よ

の
は
困
難
と
し
て
断
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

同
様
の
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
は

二
十
四
日
に
正
金
で
出
す

願
之
事
」
と
断
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
「
無
表
紙
覺
帳
」
に
も

世
話
料
と
し
て

―――

人
扶
持
が
給
さ
れ
た
。

上
候
積
——

御
座
候
虞
、
以
之
外
相
違
辿
も
難
引
合
候
故
御
免
相

一
万
両
を
年
利
一
割
で
貸
付
け
、
泉
屋
が
差
配
し
た
が
、
こ
の

＠
文
政
九
年
「
田
安
家
御
下
ケ
金
御
名
目
御
趣
法
書
」
に
よ
れ
ば
、

へ
の
返
事
に
は
「
此
方
存
寄
二
者
為
引
嘗
百
五
拾
ゲ
匁
斗
懸
屋

は
幕
府
に
拝
借
金
を
得
て
い
る
。

『
日
本
財
政
経
済
史
料
巻
六
』

は
ヽ

一
定
の
金
を
つ
ま
せ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
、
三
卿



札

差

業

と

住

友

寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
十
二
月
「
至
而
手
薄
之
札
差
」
に
対
し
「
武
家
貸
出
金
二
手
支
無
之
様
」
と
、
新
規
御
下

ヶ
金
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
三
五
名
の
札
差
に
金
一
―

1
0
0
両
宛
、

年
利
七
歩
の
条
件
で
貸
付
け
て
い
る
。

け
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

請
人
森
田
屋
市
郎
兵
衛
店
が
、
化
政
期
に
廃
業
の
や
む
な
ぎ
に
い
た
っ
た
。

返
済
は
同
七
年
よ
り
一

0
ヵ
年
賦
、

ま
た
、
他
の
札
差
も
含
め
て
出
願
の
者
に
は
利
息
一
割
で
一
季
限
り
貸
付

し
か
し
、
こ
の
程
度
の
措
置
で
は
効
果
も
薄
く
、
泉
屋
関
係
の
う
ち
で
は
九
兵
衛
店
と

ま
ず
泉
屋
九
兵
衛
店
は
三
店
中
で
は
、
も
っ
と
も
規
模
も
小
さ
い
店
舗
で
あ
っ
た
。
天
明
五
年
(
-
七
八
五
）
九

月
十
日
、
初
代
九
兵
衛
が
病
死
し
、
養
子
孫
九
郎
が
相
続
し
た
。
天
明
六
年
甚
左
衛
門
中
追
放
に
際
し
て
は
、
暫

定
的
に
泉
屋
九
兵
衛
が
泉
甚
の
業
務
を
勤
め
て
い
る
。
寛
政
棄
捐
令
の
打
撃
は
大
き
か
っ
た
と
み
え
、
九
兵
衛
は

◎
 

寛
政
元
年
(
-
七
八
九
）
九
月
廿
三
日
付
町
奉
行
所
宛
札
差
廿
八
名
願
状
に
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
札
差
仲
間
と

は
別
に
「
私
共
儀
者
元
来
不
如
意
二
御
座
候
而
、
是
迄
外
金
主
方
常
々
金
子
借
り
受
、
是
迄
年
賦
金
請
取
候
金
子

に
他
借
金
差
加
、
札
旦
那
様
方
、
ご
御
用
立
来
候
」
と
し
て
困
窮
を
訴
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

の
救
済
措
置
に
よ
っ
て
取
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
泉
屋
九
兵
衛
店
の
経
営
難
は
変
ら
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
寛
政
以
来
の
下
ヶ
金
を
返
上
納
す
る
時
期
に
な
る
と
問
題
が
起
っ
た
。
す
な
わ
ち
札
差
側
で
は
返

納
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
延
納
を
願
う
者
が
続
出
し
た
た
め
で
あ
る
。
と
く
に
、
文
化
八
年
(
-
八
―
一
）
十
月

こ
の
願
状
は
、
幕
府

八
〇



札

差

業

と

住

友

八

こ
の
店
も
文
政
元
年
(
-
八
一
八
）
に
は
窮

改
正
役
所
よ
り
泉
屋
九
兵
衛
・
上
穂
屋
庄
助
・
大
口
屋
長
兵
衛
・
相
模
屋
庄
兵
衛
・
下
野
屋
十
右
衛
門
・
後
藤
屋

⑮
 

七
右
衛
門
六
名
の
札
差
に
つ
い
て
名
指
し
で
申
渡
が
な
さ
れ
て
い
る
。

右
之
者
共
會
所
御
下
ヶ
金
多
分
有
之
、
返
納
方
相
滞
候
二
付
、
厳
敷
上
納
方
申
付
候
慮
、
概
二
札
方
薄

ク
相
成
、
極
之
通
上
納
出
来
兼
、
親
類
加
判
井
組
合
之
者
共
、
逹
而
相
歎
憐
慾
相
願
候
二
付
、
無
是
非

上
納
方
格
別
相
寛
差
遣
候
…
…
猶
以
来
札
旦
那
宿
替
致
候
共
、
突
金
之
分
者
會
所
拝
借
金
之
内
に
上
納

ニ
相
成
候
間
、
聯
無
滞
突
金
可
差
出
候
…

と
述
べ
て
い
る
。
突
金
は
当
年
の
蔵
米
分
を
立
替
え
た
用
立
金
と
み
ら
れ
る
が
、
転
宿
の
と
ぎ
に
新
札
差
よ
り
突

金
は
肩
代
り
返
済
し
た
か
ら
、
こ
の
分
を
上
納
す
る
よ
う
念
を
押
し
て
い
る
。

め
六
名
の
札
差
は
危
機
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
泉
屋
甚
左
衛
門
店
あ
る
い
は
本
店
と
し
て
、

救
済
に
の
り
だ
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、

こ
の

い
ず
れ
に
せ
よ
、
九
兵
衛
を
は
じ

そ
の
間
の
経
緯
を
示
す
史
料
は
残
っ
て
い
な
い
。
結
局
は
、
泉
屋
九
兵
衛

⑯
 

は
文
化
十
五
年
―
―
一
月
伊
勢
屋
恒
蔵
に
株
を
譲
渡
し
廃
業
の
や
む
な
き
に
至
っ
て
い
る

つ
い
で
森
田
屋
市
郎
兵
衛
も
廃
業
し
た
。
森
田
屋
は
泉
屋
甚
左
衛
門
店
創
設
以
来
の
請
人
で
あ
り
、
天
明
七
年

一
件
に
も
請
人
と
な
っ
て
も
ら
っ
た
因
縁
深
い
店
で
あ
る
。
し
か
し
、

＠
 

地
に
立
っ
て
お
り
、
泉
屋
へ
の
援
助
を
求
め
て
い
る
。
泉
屋
は
先
に
も
森
田
屋
へ
三

0
0
両
融
通
を
お
こ
な
っ
て



註
＠ 

い
た
ら
し
く
、

「
札
差
事
略

◎
寛
政
「
元
年
十
一
月
よ

り
押
詰
迄
、
戸
を
被
／
候
衆
中
」
と
し

る
方
が
条
件
が
よ
い
と
記
し
て
い
る
が
、

＠ ⑯ ⑮ 

「
同
右

拾
弐
番
」

と
も
か
く
今
ま
で
の
関
係
か
ら
「
其
位
之
所
ハ
勘
辮
仕
」
り
結
着
を
つ

す
な
わ
ち
森
田
屋
ヘ
―
―

1
0
0
両
余
の
融
通
を
お
こ
な
っ
た
が
、

こ
の
う
ち
五

0
両
を
合
力
し
、
残
り
は
森
田
屋
が

そ
の
「
元
利
共
半
減
」
し
、

ま
た
年
二

0
両
を
一
〇
カ
年
計
二

0
0
両
の
合
力
を
し
よ
う
と
の
話

も
出
た
が
、
森
田
屋
は
一
―

1
0
0
両
の
合
力
を
主
張
し
た
。
結
局
、
泉
屋
は
五

0
両
を
合
力
し
、
「
他
に
札
旦
那
御
年

賦
営
店
へ
譲
請
、
此
差
引
二
而
市
郎
兵
衛
殿
取
替
残
金
賦
百
五
拾
雨
元
利
共
不
残
差
引
請
取
申
候
」
と
な
っ
た
。

札
旦
那
三
軒
に
融
通
し
た
年
賦
金
を
泉
屋
に
肩
代
り
し
、

っ
て
決
済
と
し
て
い
る
。
札
旦
那
へ
の
用
立
金
な
ど
は
、

さ
ら
に
残
金
―
―
―
―
―
両
一
歩
・
銀
一
匁
六
分
二
厘
を
支
払

な
か
な
か
取
立
て
に
く
く
、
泉
屋
で
は
元
利
共
半
減
す

け
た
の
で
あ
っ
た
。
森
田
屋
は
天
明
一
件
の
時
、
泉
屋
が
入
れ
た
証
文
を
返
却
し
、
両
者
の
間
柄
は
一
応
結
着
を

み
た
の
で
あ
っ
た
。
森
田
屋
は
天
保
年
間
無
心
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
も
は
や
札
差
は
文
政
五
年
(
-
八
二
二
）

に
廃
業
し
た
あ
と
で
あ
っ
た
。

て
二
八
名
を
あ
げ
て
い
る
（
「
年
々
諸
用
留

札

差

業

と

住

，
友

九
番
」
）
。

拾
七
」
『
札
差
事
略
中
』
二
九
八
ー
――
1
0
0
頁。

弐
拾
」
『
同
右
』
四
九
八
・
九
頁

「
業
要
集
下
」

「
年
々
諸
用
留

A 



札

差

業

と

住

友

文
政
年
間
、
江
戸
店
定
書

八

文
政
四
年
(
-
八
ニ
―
)
四
月
十
日
浅
草
大
火
に
よ
り
甚
左
衛
門
店
を
は
じ
め
、
別
家
の
泉
屋
清
八
・
同
平
右
衛

門
・
同
市
右
衛
門
・
同
徳
右
衛
門
の
四
家
も
類
焼
し
、
泉
屋
茂
右
衛
門
店
の
み
が
残
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
災
厄
は

あ
っ
た
が
、
甚
左
衛
門
店
の
経
営
は
順
調
で
あ
り
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
札
扱
い
高
第
三
位
に
な
っ
た
頃
で
あ

い
わ
ゆ
る
大
御
所
時
代
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
江
戸
文
化
が
爛
熟
の
華
を
咲
か

せ
た
時
代
で
あ
る
。
江
戸
両
店
に
も
、
当
時
の
風
俗
に
染
ま
る
者
が
で
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
文
政
七

年
、
当
主
友
聞
は
特
に
江
戸
両
店
に
宛
て
て
、
行
儀
を
戒
め
る
書
面
を
遣
し
、
翌
八
年
、
両
店
勤
方
に
つ
い
て
細

目
を
規
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。

文
政
七
年
八
月
十
五
日
付
、
友
聞
覚
書
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
当
家
の
風
俗
は
古
来
よ
り
の
行
儀
作

法
を
専
ら
守
る
こ
と
で
あ
る
が
、
「
近
来
、
江
戸
雨
店
年
若
之
者
共
行
欣
不
宜
趣
相
聞
候
」
と
し
て
、

役
の
者
が
、
示
教
不
取
締
り
の
ゆ
え
と
聞
い
て
い
る
。
第
一

夜
分
に
不
時
の
人
別
改
め
を
怠
る
た
め
に
不
行
儀
に

成
行
く
、

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
前
々
か
ら
申
渡
し
て
い
る
通
り
、
夜
中
に
人
別
を
改
め
、
欠
人
が
あ
れ
ば
「
初

一
念
二
而
無
用
捨
、
翌
日
吃
度
仕
置
可
申
付
候
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
し
慈
悲
心
を
以
て
仕
置
を
な
お
ざ
り
に

る
。
と
こ
ろ
で
文
化
・
文
政
期
は
、

信）

そ
れ
は
頭



浅
草
付
近
泉
屋
関
係
諸
店
舗
配
置
図
（
年
々
諸
用
留
拾
弐
番
）

1

浅
草
米
店

2

泉
屋
茂
右
衛
門

3

泉
屋
平
右
衛
門

4

泉
屋
市
右
衛
門

5

泉
屋
徳
右
衛
門

6

泉
屋
清
八

文
政
四
年
大
火
の
範
囲
を
示
す
。
泉
茂
の
み
災
厄
を
免
れ
た
。

固＞ 対序 ド 湘隊字



札

差

業

と

住

友

あ
る
の
は
、
親
か
ら
の
預
り
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、

八
五

一
人
前
の
商
人
に
育
て
る
と
い
う
、
当
時
の

こ
れ
は
頭
役
が
平
常
か
ら
読
み

す
る
な
ら
ば
、
其
者
は
い
よ
い
よ
不
身
持
に
な
り
、
「
親
之
株
職
茂
取
失
」
、
生
涯
の
不
為
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、

余
人
へ
も
気
風
が
移
る
よ
う
に
な
る
。
「
起
本
」
は
若
年
の
う
ち
に
頭
取
り
の
者
の
教
訓
が
不
行
届
ぎ
だ
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
重
立
っ
た
頭
取
り
の
者
が
、
当
家
の
風
俗
を
守
り
、
若
年
の
者
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
っ
た
内
容
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
江
戸
の
華
美
な
風
俗
の
な
か
で
、
十
代
・
ニ
十
代
の
若
者
を
抱
え
た
商

家
と
し
て
、
夜
遊
び
を
取
締
り
、
行
儀
を
正
す
よ
う
に
指
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

聞
せ
、
写
を
店
内
に
張
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
泉
屋
の
堅
実
な
家
風
を
示
す
覚
書
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
新
ニ

お
の
れ

家
を
稜
シ
、
手
代
家
来
召
遣
候
身
分
二
成
考
候
得
者
、
己
若
年
二
厳
敷
仕
置
政
道
請
候
事
こ
そ
添
可
存
嘗
候
」
と

商
家
に
お
け
る
一
種
の
家
族
観
、
奉
公
人
へ
の
躾
意
識
を
物
語
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

文
政
七
年
の
覚
書
は
総
論
で
あ
っ
た
が
、
翌
八
年
五
月
、
江
戸
中
橋
店
、
浅
草
米
店
に
そ
れ
ぞ
れ
定
書
を
だ
し

て
い
る
。
米
店
定
書
は
一
四
カ
条
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、

ま
ず
公
儀
法
度
を
守
り
賭
の
勝
負
な
ど
を
し
な
い

（
第
一
条
）
。
札
旦
那
様
御
役
人
様
方
が
御
入
来
の
節
は
不
敬
の
な
い
よ
う
大
切
に
会
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
し
酒
を
差
上
げ
る
時
は
、
掛
り
の
外
は
白
昼
か
ら
酒
を
飲
ん
で
は
な
ら
な
い
。
金
銀
を
取
扱
う
の
で
あ
る
か
ら
、

万
一
に
も
手
違
い
が
で
き
て
は
済
ま
な
い
の
で
堅
く
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
（
第
二
条
）
。
火
之
元
第
一
で
、
子
（
午
前



す
る

（
第
―
二
条
）
。
札
差
家
業
の
外
で
は
、
利
附
貸
先

（
第
―
一
条
）
。
札
旦
那
の
判
物
類
は
入

こ
れ
ら
は
手
続

（
第
八
条
）
。
札
差
家
業
鉢
か

領
を
つ
け
最
寄
の
よ
い
場
所
に
立
退
く
こ
と

（
第
五
条
）
。
奉
公
人
は
出
勤
年
月
を
請
判
帳
へ
記
し
、
請
状
も
入
念

0
時
）
替
り
に
起
番
を
し
て
拍
子
木
を
う
ち
夜
中
家
内
を
見
廻
る
こ
と
（
第
三
条
）
。
初
更
（
午
後
八
時
）
に
出
入
口
の

の
役
割
を
き
め
、
土
蔵
戸
前
や
穴
蔵
な
ど
も
入
念
に
し
、
御
用
書
物
類
や
大
切
の
帳
面
は
壱
番
に
持
ち
出
し
、
宰

に
取
り
、
本
店
へ
届
け
る
こ
と
（
第
六
条
）
。
新
元
服
後
も
三
年
の
間
は
子
供
（
丁
稚
小
僧
）
同
様
に
心
得
よ
（
第
七
条
）
。

当
役
の
外
は
紬
已
上
を
着
用
す
る
の
は
遠
慮
せ
よ
、
但
し
名
代
の
時
は
格
別
で
あ
る

ら
金
銀
を
大
切
に
取
扱
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、

相
談
し
た
上
で
相
計
う
こ
と
、

日
々
出
入
算
用
の
過
不
足
を
紅
し
、
相
違
な
い
と
こ
ろ
を
見
届
け
、

蔵
米
―
―
―
季
勘
定
は
相
縮
め
て
、
両
店
互
い
に
立
会
い
改
め
る
こ
と
、
但
し
三
季
勘
定
に
は
別
家
一
人
が
立
会
う
こ

と
（
第
九
条
）
。
是
迄
所
持
の
地
面
で
借
人
が
な
い
場
所
は
、
地
主
よ
り
家
を
建
て
て
貸
す
こ
と
も
あ
る
が
、
本
店
へ

ま
た
居
宅
掛
屋
敷
の
修
繕
普
請
は
別
で
あ
る
が
、
新
に
建
直
す
の
も
本
店
へ
相
談

（第一

0
条）
。
無
利
足
で
取
替
え
た
分
が
数
口
あ
る
が
、

き
を
も
っ
て
追
々
取
立
て
、

そ
の
取
立
方
に
不
行
届
が
あ
る
。

そ
れ
が
済
ま
な
い
内
は
取
替
金
は
断
る
こ
と

念
に
改
め
、
大
切
に
取
扱
う
こ

と
、
諸
証
文
類
も
同
断
で
あ
る

が
あ
っ
て
も
、
出
金
は
一
切
差
留
め
て
お
く
、
も
し
利
方
が
よ
い
と
の
存
寄
り
も
あ
れ
ば
、
本
店
へ
相
談
の
上
取

門
を
お
ろ
し
手
代
分
は
残
ら
ず
顔
付
を
し
、
当
役
が
相
改
め
る
こ
と
（
第
四
条
）
。
非
常
の
際
に
備
え
、
家
内
人
数

札

差

業

と

住

友

八
六



札

差

業

と

住

友

計
う
こ
と

（
第
一
三
条
）
。
浅
草
店
は
甚
左
衛
門
名
前
で
直
接
印
鑑
を
用
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
格
別
大
切
に
取
扱

い
、
札
差
や
町
用
の
外
は
、

金
銀
扱
い
や
人
請
合
な
ど
す
べ
て
自
己
の
取
計
い
を
し
て
は
な
ら
な
い

こ
の
一
四
カ
条
の
定
書
は
、
先
の
「
心
得
方
」
が
業
務
内
容
に
わ
た
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、

補
い
つ
つ
も
、
全
体
と
し
て
奉
公
人
勤
務
ぶ
り
に
つ
い
て
の
戒
筋
と
み
る
も
の
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

本
店
と
の
連
絡
を
密
に
し
、

る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
指
示
の
も
と
に
お
こ
な
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
の
は
、
米
店
の
独
走
を
規
制
す

ま
た
米
店
独
自
で
は
な
い
が
、
泉
屋
で
は
、

八
七

（
第
一
四
条
）
。

そ
れ
を

ま
た

た
び
た
び
倹
約
を
命
じ
て
い
る
。
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
八
月
、

当
主
友
聞
の
定
に
よ
れ
ば
、
文
化
十
一
年
・
文
政
十
一
年
・
天
保
八
年
に
も
倹
約
を
申
渡
し
た
と
あ
る
が
、
天
保

十
年
に
は
家
政
改
革
に
ふ
み
き
る
ほ
ど
で
あ
る
た
め
か
、
詳
細
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
世
帯
方
ハ
不

及
申
、
諸
維
費
二
至
迄
、
無
盆
之
失
墜
多
相
見
へ
候
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
銅
山
業
の
不
振
と
金
融
面
で
の
苦

況
を
理
由
に
経
営
難
を
述
べ
て
い
る
。
「
諸
家
様
方
御
差
引
を
追
々
御
仕
法
等
被
仰
出
、
或
者
六
ヶ
敷
御
頼
談
等

有
之
、
彼
是
二
而
銀
操
も
次
第
二
六
ヶ
敷
成
行
」
と
し
て
い
る
の
は
、
札
差
業
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
っ
た

ろ
う
。
倹
約
の
具
体
的
指
示
は
衣
服
に
関
す
る
こ
と
で
、
自
分
も
出
勤
の
と
き
に
絹
秩
父
、
平
日
は
綿
服
に
す
る

右
の
趣
旨
を
堅
く
守
り
、

一
統
倹
約
を
し
、
和
順
精
勤
に
す
る
こ
と
、

と
述
べ
て
い
る
。



か
ら
、
末
家
・
手
代
は
出
勤
の
節
は
秩
父
紬
、
若
手
は
綿
服
に
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
万
端
節
約
を

し
、
「
老
若
新
古
二
不
拘
、
少
々
二
而
茂
有
盆
之
筋
存
付
」
い
た
な
ら
ば
申
し
で
る
よ
う
に
と
結
ん
で
い
る
。

天
保
年
間
に
入
る
と
連
年
の
飢
饉
が
続
き
、
幕
府
政
治
も
ま
た
天
保
改
革
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
全
体
と

し
て
い
え
ば
、
幕
府
は
巨
大
化
し
た
商
業
資
本
の
抑
制
に
つ
と
め
、
都
市
支
配
を
強
め
た
。
御
用
金
賦
課
が
た
び

た
び
な
さ
れ
た
の
は
、
明
ら
か
に
商
業
資
本
へ
の
抑
圧
で
あ
る
が
、
天
保
七
年
(
-
八
三
六
）
松
屋
佐
吉
・
伊
勢
屋

の
も
、

加
兵
衛
両
名
が
騎
奢
を
理
由
に
処
罰
さ
れ
、
ま
た
博
突
の
か
ど
で
伊
勢
屋
伊
兵
衛
・
同
忠
兵
衛
が
処
分
に
な
っ
た

⑲
 

そ
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
。
な
お
伊
勢
屋
忠
兵
衛
の
改
正
役
所
拝
借
金
に
つ
い
て
は
、
仲
間
で
あ
る
泉
屋
甚

左
衛
門
他
一
―
―
名
が
弁
済
す
る
こ
と

と
な
り
、

五

0
0両
を
積
立
て
利
息
四

0
両
を
元
金
へ
入
れ
、
最
後
に
残
金
・

⑲
 

利
息
を
こ
の
五

0
0両
で
決
済
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
負
担
も
か
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

老
中
水
野
忠
邦
に
よ
る
天
保
改
革
が
始
ま
る
や
、

（
一
八
四
三
）
十
二
月
、
札
差
貸
付
金
無
利
息
年
賦
返
済
令
が
だ
さ
れ
た
。
幕
府
で
は
棄
捐
令
も
考
え
ら
れ
た
が
、

御
用
金
な
ど
を
考
慮
し
て
以
後
は
無
利
息
年
賦
返
済
と
し
た
、
寛
政
元
年
(
-
七
八
九
）
棄
捐
令
よ
り
五
五
年
を
経

⑲
天
保
期
の
札
差
業

札

差

業

と

住

友

さ
ら
に
札
差
業
は
影
響
を
う
け
た
。
ま
ず
天
保
十
四
年

八
八



札

差

業

と

住

友

も
保
証
す
れ
ば
札
差
へ
の
十
分
の
仁
恵
と
な
ろ
う
、

て
、
元
金
一
、

0
0
0両
と
し
て
も
、
月
利
―
―
五
両
一
分
と
し
て
利
金
六
、
六

0
0両
と
な
る
の
で
、
元
金
だ
け
で

＠
 

と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
武
家
方
に
と
っ
て
も
長

期
年
賦
返
済
と
な
れ
ば
、
済
方
も
少
な
い
の
で
却
っ
て
都
合
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
幕
府
側
の

発
想
は
額
面
通
り
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
札
差
は
利
息
収
入
を
絶
た
れ
て
、
甚
大
な
損
害
を
う
け
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
改
革
の
影
響
で
、
も
っ
と
も
大
ぎ
い
も
の
は
株
仲
間
解
散
で
あ
っ
た
。
天
保
十
―
―
一
年
―
―
―
月
十
三
日
、
札
差

＠
 

惣
代
伊
勢
屋
利
助
他
五
名
が
「
一
札
」
を
北
町
奉
行
所
に
出
し
て
い
る
。

一
同
條
目
帳

右
者
組
合
仲
間
等
御
停
止
二
被

返
納
候
、
右
二
付
而
者
以
来
組
合
仲
間
等
相
立
候
儀
、
決
而
難
相
成
、
尤
御
札
旦
那
様
方
に
御
引
合
之

天
保
十
三
寅
年
―
―
―
月
十
―
―
―
日

儀
井
御
蔵
、
四
罷
出
候
家
業
妹
之
儀
、
是
迄
之
通
り
相
心
得
可
申
旨
被

八
九

同

市

右

衛

門

仰
渡
奉
畏
候
、
以
上

御
蔵
前
札
差
之
内

伊

勢

屋

利

助

四
冊

一
札
差
株

帳

賦

冊

奉
差
上
一
札
之
事

仰
付
候
二
付
、
消
印
可
仕
旨
被

仰
渡
奉
畏
候
、
明
日
中
取
揃
可
奉



祖
冬
札
差
御
用
立
金
御
主
法
替
被

す
な
わ
ち
仲
間
を
停
止
し
た
が
、
札
差
業
務
は
従
来
通
り
お
こ
な
う
、

天
保
改
革
に
お
け
る
諸
政
策
に
よ
っ
て
、
札
差
は
打
撃
を
う
け
、

で
あ
っ
た
。
泉
屋
で
も
、
泉
屋
茂
右
衛
門
店
の
経
営
不
振
、
清
水
家
札
差
泉
屋
平
右
衛
門
店
の
閉
店
が
あ
っ
た
。

ま
ず
天
保
十
五
年
二
月
、
住
友
甚
兵
衛
他
一
―
―
名
宛
茂
右
衛
門
「
願
状
」
に
よ
れ
ば
、

御

番

所

様

札

差

業

と

住

友

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
く
に
中
小
の
札
差
に
と
っ
て
影
響
は
深
刻

仰
出
候
二
付
、
是
迄
之
諸
徳
無
之
、

是
ぷ
新
規
家
業
取
立
候
同
様
之
儀
二
御
座
候

五
分
之
御
清
方
而
已
相
成
、

と
、
無
利
息
年
賦
返
済
令
に
よ
り
経
営
が
立
ち
ゆ
か
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
「
壼
軒
立
家
業
仕
候
得
者
、

儀
無
覺
束
奉
存
候
二
付
、
浅
草
御
店
に
御
同
居
奉
願
上
候
L

と
米
店
に
同
居
を
願
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
諸
雑
費

入
用
は
茂
右
衛
門
か
ら
差
出
し
、
新
規
融
通
も
頼
ま
ず
、
す
べ
て
御
店
に
故
障
筋
は
一
切
し
な
い
、

伊

勢

屋

冨

之

助

近
江
屋
――一
郎
兵
衛

坂
倉
屋
長
左
衛
門

再
興
之

と
述
べ
て
い

上

穂

屋

忠

兵

衛

九
〇



札

差

業

と

住

友

よ
れ
ば
、
「
同
家
業
四
人
衆
汐
金
壺
萬
雨
、
此
度
新
キ
札
差
被

こ
と
が
わ
か
る
。

九

る
。
―
―
―
月
廿
七
日
よ
り
同
居
を
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
泉
屋
と
別
家
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
で
き
る
。

嘉
永
二
年
(
-
八
四
九
）
の
米
店
人
数
の
う
ち
、
茂
右
衛
門
召
仕
い
の
者
二
名
が
い
た
の
は
、

な
お
同
居
し
て
い
た

札
差
の
苦
況
に
対
し
、
例
に
よ
っ
て
幕
府
は
改
正
役
所
よ
り
四
万
両
の
融
資
を
お
こ
な
い
、
急
場
を
凌
が
せ
よ

う
と
し
た
。
二
万
両
は
幕
府
よ
り
、
残
り
二
万
両
は
天
保
十
四
年
十
二
月
、
札
差
一
四
名
に
よ
る
「
議
定
証
文
」
に

（
マ
、
）

仰
付
候
拾
五
人
衆
ぷ
金
壼
萬
雨
、
都
合
金
戴
萬

雨
助
合
金
被
致
呉
」
と
あ
る
か
ら
、
札
差
内
部
の
有
力
業
者
、
勘
定
御
用
達
鹿
島
屋
清
兵
衛
ら
を
含
む
新
札
差
か

ら
拠
金
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
幕
府
下
ヶ
金
二
万
両
は
八
一
軒
に
割
当
て
「
合
営
番
之
内
御
札
方
御
用
向
相
勤
候

者
拾
四
軒
分
」
と
し
て
金
三
、
四
五
六
両
三
分
と
銀
二
匁
四
分
七
毛
を
借
用
し
、
伊
勢
屋
惣
右
衛
門
他
―
―
―
名
・
各

ニ
四
五
両
、
泉
屋
甚
左
衛
門
・
金
二
七
一
両
一
―
―
分
と
銀
二
匁
四
分
七

毛
に
配
分
し
た
。

札
差
が
拠
出
し
た
二
万
両
は
、

返
納
は
五
年
後
の
申
年

（
嘉
永
元
年
）
夏
迄
、
年
五
分
の
利
息
を
上
納
し
、
同
年
冬
、
元
利
共
に
完
済
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。

ま
た
一
部

七
七
軒
に
割
当
て
る
が
、
先
の
一
四
軒
は
金
三
、
六
三
六
両
一
分
。
銀
六
匁
七
分

三
厘
を
借
用
し
、
伊
勢
屋
惣
右
衛
門
他
―
―
―
名
、
各
二
五
五
両
、
泉
屋
甚
左
衛
門
・
金
一
―
―
ニ
―
両
―
―
―
分
と
銀
六
匁

七
分
三
厘
に
配
分
し
た
。
返
納
は
翌
辰
年
（
弘
化
元
年
）
春
、
年
利
六
分
の
利
息
を
入
れ
、
同
年
冬
に
元
利
共
に
皆



一
八
家
が
業
務
を
再
開
し
た
と
伝
え
て
い
る
。

済
す
る
条
件
で
あ
っ
た
。
泉
屋
甚
左
衛
門
は
二
口
合
計
金
五
九
三
両
二
分
・
銀
八
匁
七
分
七
厘
七
毛
を
借
用
し
て

い
る
が
、
同
じ
合
当
番
一
四
軒
の
な
か
で
、
他
は
五

0
0両
で
あ
る
の
に
九

0
両
余
多
い
の
は
何
故
か
不
明
で
あ

る
。
泉
甚
の
規
模
か
ら
み
て
、
こ
の
程
度
の
金
額
は
、

＠
 

た
低
利
で
も
あ
り
、
借
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

全
く
焼
石
に
水
の
感
が
あ
る
が
、
年
五
分
・
六
分
と
い
っ

こ
の
改
革
で
は
札
差
は
四
九
家
閉
店
を
覚
悟
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
猿
屋
町
会
所
か
ら
の
融
資
を
お
こ
な
い
、

嘉
永
五
年
(
-
八
五
二
）
株
仲
間
再
興
に
な
り
、
従
来
か
ら
の
者
九
二
名
、
新
規
四
名
、
天
保
十
四
年
札
差
業
を

命
ぜ
ら
れ
た
御
用
達
五
名
、
計
札
差
一
〇
一
名
で
改
め
て
発
足
し
た
。
こ
の
と
ぎ
各
札
差
は
仲
間
ヘ
一
札
を
差
入

◎
 

れ
て
い
る
。
同
年
十
二
月
、
惣
仲
間
中
宛
泉
屋
甚
左
衛
門
の
「
札
差
株
式
譲
請
合
證
文
之
事
L

に
よ
れ
ば
、
延
享

三
年
（
一
七
四
六
）
五
月
、
柳
屋
博
蔵
株
を
森
田
屋
市
郎
兵
衛
弟
伊
賀
屋
善
兵
衛
名
儀
で
譲
り
請
け
、
安
永
七
年
（
一

七
七
八
）
泉
屋
甚
左
衛
門
と
改
名
し
た
旨
を
記
し
て
い
る
。
た
だ
、
前
請
人
森
田
屋
市
郎
兵
衛
・
加
判
人
泉
屋
九
兵

衛
は
と
も
に
廃
業
し
て
お
り
、

そ
の
後
、
請
人
泉
屋
茂
右
衛
門
・
加
判
人
小
嶋
屋
酉
之
助
に
依
頼
し
て
い
た
が
、

「
意
味
合
有
之
」
此
度
請
合
人
坂
倉
屋
治
郎
左
衛
門
・
加
判
人
坂
倉
屋
太
郎
兵
衛
に
改
め
た
と
あ
る
。
同
時
に
泉

屋
茂
右
衛
門
も
同
形
式
の
一
札
を
出
し
て
い
る
が
、
請
合
人
泉
屋
甚
左
衛
門
・
加
判
人
伊
勢
屋
七
兵
衛
と
な
っ
て

札

差

業

と

住

友

九



註
＠ @@  

札

差

業

と

住

友

「
無
表
紙
覺
帳
」

に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
戊
申
雑
綴
上
」
『
日
本
財
政
経

済

史

料

第

六

巻
』
三
二
頁

「
年

々
諸
用
留
拾
四
番
」

⑲ ⑲ 

「
懲
些
秘
記
」

一
橋
大
学
図
書
館
所
蔵

営
危
機
と
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

各
方
に
少
も
御
苦
努
相
掛
申
間
敷
候
」

と
関
連
が
あ
ろ
う
。

い
る
。

内
評

九

坂

倉

屋

仁

右

術

門

伊
勢
屋

惣

右

衛

門

合
金
三
千
四
百
五
拾
六

雨
――
―分
卜
咸
匁
四
分
七
毛

こ
れ
を
契
機
と
し
て
業
績
は
振
わ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
泉
甚
で
は
両
坂
倉
屋
に
請
人
・
加
判
人
を
頼
ん
だ
が
、

「
然
ル
上
者
仲
間
條
目

こ
れ
は
泉
茂
が
経
営
不
振
で
あ
っ
た
こ
と

こ
れ
も
従
来
は
請
合
人
小
嶋
屋
酉
之
助
で
あ
っ
た
が
、
廃
業
し
た
た
め
、
泉
屋
甚
左
衛
門
と
し
、
加
判
人

は
十
一
屋
善
八
に
し
て
い
た
が
、
訳
が
あ
っ
て
伊
勢
屋
と
し
て
い
る
。

こ
の
と
き
、
泉
甚
は
笠
倉
屋
禰
七
を
加
判
人
と
し
て
、
両
名
に

一
札
を
入
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
請
合
人
を
是
迄
泉
屋
茂
右
衛
門
と
し
て
い
た
が
、
各
方
に
承
知
し
て
も
ら
っ
て
恭
い
、

帳
之
趣
、
萬
事
致
承
知
、
店
召
仕
之
者
へ

茂
申
置
候
上
者
、
心
得
違
之
義
決
而
為
致
申
間
敷
候
、
業
鉢
之
義
二
付
、

天
保
期
、
札
差
業
は
危
機
に
あ
っ
た
が
、
泉
屋
関
係
の
諸
店
も
打
撃
を
う
け
た
。
泉
甚
に
つ
い
て
は
本
店
の
経

「
無
表
紙
覺
帳
」

俵
定
證
文
之
事

一
戴
百
四
拾
五
雨

ツ
、



之
金
高
悔
拝
借
仕
候
虞
質
正
也
、
然
ル
上
者
御
札
旦
那
様
江
可

被
仰
付
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
御
金
同
家
業
八
拾
壷
軒
二
割

札
差
共
一
同
江
於
御
改
正
御
役
所
御
金
武
萬
雨
御
下
ケ

金
拝
借

其
節
相
願
候
虞
、
惣
仲
間
中
御
得
心
之
上
、
御
番
所
井
諸

一
去

ル
延
享
三
寅
年
五
月
柳
屋
博
蔵
札
差
株
式
森
田
屋
市
良

札
差
株
式
譲
請
合
證
文
之
事

右
書
面
之
金
子
、
此
度

御
主
法
御
演
方
被
仰
付
、
右
ー
一
付
、

合
、
合
嘗
番
之
内
御
札
方
御
用
向
相
勤
候
者
拾
四
軒
分
、
書
面

ィ

あ
る
。

二
瓜
百
七
拾
壼
雨

三

分

卜

泉

屋

甚

左

衛

門

咸
匁
四
分
七
毛

頁
。
な
お
、
「
年
々

諸
用
留

兵
衛
弟
伊
賀
屋
善
兵
衛
江
華
請
申
度
旨
、

組
合
連
印
を
以
、

拾
五
番
」
に
は
、
以
下
の
記
録
が

札

差

業

と

住

友

坂

倉

屋

次

郎

左

衛

門

利
倉

屋

庄

左

衛

門

坂

倉

屋

助

次

前
連
名
印

伊

勢

屋

禰

兵
‘
 

衛

證
文
、

初
如
件

天
保
十
四
卯
年
十
二
月

峯

村

屋

角

次

郎

伊

勢

屋

市

十

郎

同

万

右

衛

門

請
被
成
、
右
立
替
金
ヲ
以
御
上
納
被
下
候
共
、
又
者
御
年
賦
金

坂

倉

屋

太

郎

兵

術

大

口

屋

猪

笠

倉

屋

禰

郎 七

◎ 

他

の

一
通
も
同
文
で
貸
主

・
金
額
が
異
る

の
み
で
あ
る
。

御
元
金
元
利
共
皆
上
納
可
仕
御
定
、
尤
御
利
足
上
納
者
不
及
申
、

御
元
金
皆
上
約
之
節
、
萬
一
差
支
有
之
候
ハ
ヽ
、
御
札
方
御
引

其
時
宜
―—

寄
何
様
二
も
御
取
斗

可
被
成
候
、
為
後
日
一

同
儀
定

「
諸
問
屋
再
興
調
二
」
『
大
日
本
近
世
史
料
』
―
―
―
四
―
―
―
!
-
―
―
六
五

有
之
候
御
札
方
御
引
請
被
成
、
右
御
演
方
金
引
営
―
ー
相
成
候
共
、

書
之
通
リ
来
ル
申
年
夏
迄
年
五
分
之
御
利
足
上
納
仕
、
同
年
冬

松

坂

屋

市

右

衛

門

相
成
丈
ケ
御
差
支
無
之
様
御
用
辮
可
仕
候
、

御
返
納
之
儀
者
本

九
四



人
共
株
式
譲
渡
仲
ヶ
間
退
参
後
、
請
合
人
泉
屋
茂
右
衛
門

但
右
最
初
請
合
人
森
田
屋
市
良
兵
衛
加
判
人
泉
屋
九
兵
衛
雨

惣
御
仲
ケ
間
衆
中

札

差

業

と

住

友

営

人

泉

屋

甚

左

衛

門

加
判
人
坂
倉
屋

太
良
兵
衛

睛
合
人
坂
倉
屋
治
良
左
衛
門

座
候
ハ
ヽ
請
合
人
井
加
判
之
者
引
請
埓
明
、
御
仲
間
中
江

申
候
。
然
ル
上
ハ
御
公
儀
様
井
御
蔵
御
書
替
其
外
諸

役
所
よ
り
先
々
被
仰
渡
候
義
、
井
此
度
牧
野
大
隅
守
様

江
御
伺
之
上
、
被
仰
付
候
仕
法
帳
之
趣
ハ
不
及
申
、
是
迄

御
仲
ヶ
間
中
申
合
致
連
印
置
候
儀
、
逸
々
大
切
―
一
為
相
守

可
申
候
、
萬
一
御
蔵
渡
米
金
引
負
、
又
ハ
定
法
相
背
候
義
御

少
も
御
苦
労
相
掛
申
間
敷
候
、
尤
伊
賀
屋
善
兵
衛
義
泉
屋

甚
左
衛
門
与
改
名
仕
候
條
、
安
永
七
戌
歳
壬
七
月
請
合
證

文
入
置
申
候
通
、
猶
叉
今
般
相
改
印
形
致
置
候
慮
、
初
如
件

嘉
永
五
子
歳
十
二
月

御

御
役
所
江
名
前
書
替
之
義
、
御
行
事
中
力
御
願
被
下
相
清

坂
倉
屋
太
良
兵
衛
殿

九
五

坂
倉
屋
治
良
左
衛
門
殿

営
人
泉
屋
甚
左
衛
門

一
拙
者
業
肱
仲
間
請
合
人
之
儀
、
是
迄
泉
屋
茂
右
衛
門
相
立

置
候
所
、
此
度
意
味
合
有
之
、
相
断
候
上
者
、
各
方
江
請

合
人
井
加
判
人
江
御
頼
申
慮
、
御
承
知
被
下
恭
存
候
、
然

ル
上
者
仲
間
條
目
帳
之
趣
萬
事
致
承
知
、
店
召
仕
之
者
へ

茂
申
置
候
上
者
心
得
違
之
義
決
而
為
致
申
間
敷
候
、
業
肱

之
義
―
―
付
、
各
方
江
少
も
御
苦
労
相
掛
申
間
敷
候
、
為
後

日
一
札
入
置
申
虞
、
例
如
件

嘉
永
五
子
年
十
二
月

加
判
笠
倉
屋
禰
七

一
札
之
事

相
改

請
合
人
坂
倉
屋
治
良
左
衛
門
加
判
人
坂
倉
や
太
郎
兵
衛

加
判
人
小
嶋
屋
酉
之
助
相
立
候
慮
、
意
味
合
有
之
、
此
度



四

0
0両

伊
勢
屋
伊
兵
衛
ら
一
六
名

坂
倉
屋
典
一
予
一
兵
衛
ら
二
名

小
玉
屋
櫂
左
衛
門
ら
八
名

伊
勢
屋
安
右
衛
門
ら
二
名

五
0
0両
和

泉

屋

源

兵

衛

ら

七

名

七

0
0両
泉

屋

甚

左

衛

門

ら

二

名

伊
勢
屋
嘉
兵
衛
ら
二
名

伊
勢
屋
四
郎
左
衛
門
ら
四
名

餌 札

差

業

と

住

友

御
用
金
上
納
一
件

こ
の
時
期
に
は
、
大
商
人
に
御
用
金
が
た
び
た
び
課
せ
ら
れ
た
。
札
差
に
対
し
て
も
御
用
金
が
か
か
っ
た
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
も
判
明
す
る
限
り
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

＠
 

文
化
十
年
(
-
八
一
三
）
御
用
金
に
つ
い
て
は
、

――-、
0
0
0両

一
、
四

0
0両

三
五

0
両

――1
0
0両

二
五

0
両

二

0
0両

十
一
屋
善
八

九
六



札

差

業

と

住

友

九
七

計
四
六
名
・
金
高
二
万
七
‘
―

1
0
0両
を
上
納
し
た
が
、
泉
屋
甚
左
衛
門
は
七

0
0両
、
泉
屋
茂
右
衛
門
・
泉
屋
九

兵
衛
は
上
納
金
な
し
と
な
っ
て
い
る
。
甚
左
衛
門
店
は
札
差
仲
間
の
振
合
か
ら
み
れ
ば
、
少
く
と
も
千
両
を
超
え

る
上
納
を
す
べ
き
で
あ
る
と
、
改
正
役
所
か
ら
も
み
ら
れ
て
い
る
が
、
泉
屋
で
は
支
配
人
彦
右
衛
門
が
減
額
の
交

渉
を
お
こ
な
っ
た
た
め
、
結
局
七

0
0両
に
落
着
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
経
過
は
「
年
々
諸
用
留

番
」
に
記
さ
れ
て
い
る
十
一
月
八
日
付
彦
右
衛
門
書
状
に
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
十
月
以
来
、
泉
屋
の
苦

（
マ
、
）

吉
次
郎
儀
者
豫
州
御
銅
山
御
用
相
勤
来
り
候
虞
、
年
同
所
敷
中
涌
水
大
雨
風
荒
等
有
之
、
幣
敷
損
毛
打
績

難
澁
二
付
、
追
々
拝
借
奉
願
上
候
得
共
、
其
時
々
拝
借
被

仰
付
、
難
有
御
餘
光
を
以
取
績
罷
在
候
所
、
常

春
以
来
鉛
御
仕
法
二
付
諸
國
荷
主
に
相
渡
候
鉛
代
立
替
金
等
相
應
二
備
置
不
申
候
而
者
御
差
支
之
程
も

難
斗
、
彼
是
二
而
同
人
手
元
不
操
合
二
付
、
私
方
汐
例
年
為
登
金
之
外
、
奮
冬
者
格
別
餘
分
二
為
相
登
…

と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
札
差
業
の
苦
況
も
あ
げ
て
い
る
が
、
別
子
銅
山
の
経
営
状
況
悪
化
と
、
文
化
九
年
暮
幕

府
が
諸
国
荒
鉛
の
銅
座
一
手
買
入
と
荒
鉛
の
泉
屋
一
手
吹
方
を
命
じ
、
荒
鉛
代
の
支
払
い
を
泉
屋
が
立
替
え
る
こ

と
に
も
な
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
彦
右
衛
門
は
金
額
を
一
―

1
0
0両
か
ら
切
り
だ
し
、

況
を
あ
げ
て
交
渉
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
、

一
五

0
両

伊
勢
屋
市
郎
左
衛
門
ら
二
名

七

0
0両
で
承
知

拾
壼



か
ら
、

こ
う
し
た
際
に
は
、
当
然
御
用
を
勤
め
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
の
感
覚
で
あ
っ
た
。

天
保
年
間
に
は
、

ま
ず
同
七
年
(
-
八
三
六
）
十
二
月
、

上
納
金
の
命
が
あ
り
、
翌
年
正
月
、
札
差
一
統
は
金
額

＠
 

こ
れ
は
七
、

0
0
0両
・
四
名
を
筆
頭
に
一

0
万
両
を
八
一
名
で
上
納
し
た
の
で
あ
る
。
泉

泉
屋
茂
右
衛
門
七

0
0両
と
な
っ
て
い
た
。
同
八
年
正
月
十
―
―
―
日
付
、
泉
屋
甚
左

衛
門
宛
町
会
所
「
覚
」
に
よ
れ
ば
、
三
、

0
0
0両
は
一
、
五

0
0両
を
上
納
し
た
の
ち
、
残
り
一
、
五

0
0両
を

同
八
年
よ
り
五
年
賦
に
上
納
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
御
用
金
は
「
窮
民
御
救
筋
入
用
之
内
、
VZ
依
願
上
納
」

と
あ
り
、
飢
饉
の
救
済
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
天
保
七
年
御
用
金
が
済
ま
な
い
う
ち
に
、
天
保
九
年
江
戸
城
西
丸
が
炎
上
し
、
そ
の
費
用
の
上
納

＠
 

を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
万
両
・
三
名
を
筆
頭
に
一

0
万
八
、
二

0
0両
を
八
三
名
が
上
納
し
た
。
こ
こ

で
も
泉
甚
三
、

0
0
0
両
、
泉
茂
七

0
0
両
の
負
担
で
あ
っ
た
。

残
二
、

0
0
0両
を
天
保
十
一
年
よ
り
十
年
賦
上
納
す
る
こ
と
に
し
て
お
り
、

＠
 

ち
、
同
様
の
条
件
で
五

0
0両
を
皆
済
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

泉
茂
も
二

0
0両
を
納
入
し
た
の

天
保
期
に
は
天
保
改
革
も
な
さ
れ
、
商
人
へ
の
風
当
り
は
強
か
っ
た
。
幕
府
は
平
常
は
賦
課
も
な
い
の
で
あ
る

屋
甚
左
衛
門
―
―
-
、

0
0
0
両、

を
申
告
し
て
い
る
。

を
し
て
本
店
へ
報
告
し
て
い
る
。

札

差

業

と

住

友

こ
の
金
は
、
泉
甚
で
は
一
、

0
0
0両
を
納
入
し
、

九
八



返
済
が
な
さ
れ
た
か
否
か
わ
か
ら
な
い
。

戻
も
の
也
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

戸
町
奉
行
「
覚
」
に
よ
れ
ば
、
「
今
般

嘉
永
七
年
(
-
八
五
四
）
に
は
江
戸
の
主
だ
っ
た
町
人
へ
御
用
金
を
課
し
て
い
る
。
札
差
も
伊
勢
屋
四
郎
左
衛
門

三
、
五

0
0両
を
筆
頭
に
負
担
が
か
か
っ
て
い
る
が
、

R
 

っ
た
。
こ
の
時
期
で
は
甚
左
衛
門
店
の
負
担
が
軽
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
札
差
業
の
停
滞
と
い
う
よ
り
、
本
店

＠
 

と
の
関
係
で
軽
減
さ
れ
た
と
し
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
万
延
元
年
(
-
八
六
O
)
十
月
に
は
、

九
九

さ
き
の
江
戸
城
本
丸
炎
上
に
つ
き
冥
加
金
上
納
が
お
こ
な
わ
れ
た
と

⑲
 

き
泉
屋
甚
左
衛
門
が
上
納
し
な
か
っ
た
こ
と
が
間
題
に
な
っ
て
い
る
。
翌
文
久
元
年
七
月
十
日
に
一
五
両
を
上
納

し
て
落
着
し
た
が
、
町
名
主
や
番
所
へ
二
六
両
三
分
・
銀
一
四
匁
八
分
の
付
け
届
け
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る

と
、
泉
甚
ほ
ど
の
札
差
が
冥
加
金
を
出
さ
な
か
っ
た
の
は
問
題
と
な
っ
た
よ
う
で
、
泉
屋
本
店
の
銅
山
経
営
不
振

な
ど
を
理
由
に
、
少
分
の
上
納
で
す
ま
し
た
も
の
の
、
関
係
方
面
に
は
一
応
の
礼
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

幕
末
で
は
慶
応
元
年
(
-
八
六
五
）
五

0
0両
を
用
立
て
て
い
る
。
同
年
十
一
月
廿
一
日
付
泉
屋
甚
左
衛
門
宛
江

以
上
、
文
化
年
間
以
降
に
は
、

札

差

業

と

住

友

御
進
稜
二
付
御
用
金
上
納
受
取
之
、

来
寅
年
汐
五
ヶ
年
二
割
合
可
下
ヶ

こ
れ
は
幕
府
第
二
次
長
州
出
兵
に
あ
た
っ
て
の
借
入
金
と
い
い
う
る
が
、

た
び
た
び
御
用
金
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
泉
屋
に
と
っ
て
も
、

泉
屋
甚
左
衛
門
二

0
0両、

か
な
り
の
負
担

泉
屋
茂
右
衛
門
五

0
両
で
あ



註
⑲ ＠ ＠ 

書
面
之
通
相
違
無
之
も
の
也

天
保
八
酉

正
月
十
―
―
―
日

「
年
々
諸
用
留

「
甲
辰
雑
記
」
『
日
本
財
政
経
済
史
料

一
金
千
五
百
雨

外
金
千
五
百
雨

書
館
所
蔵
。

「
上
金
録
」

0
頁。

第
五
巻
』
七
七
二
！
五

町
會
所
（
印
）

和
泉
屋

甚
左
衛
門

「
同
右
」
『
同
右
』
七

七
五

l
八
頁
。
「
上
金
録
」

一
橋
大
学
図

「
甲
寅
雑
綴
」
『
日
本
財
政
経
済
史
料

第
五
巻
』
八

0
八

・
八
一

裳
酉
力
五
ケ
年
ー
一
割
合

上
納
之
積

右
者
窮
民
御
救
筋
入
用
之
内
江
依
願
上
納

頁
。
な
お
次
の
「
覚
」
が
あ
る
。

⑮ ＠ 

拾
壱
番
」

⑪
 

で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

札

差

業

と

住

友

⑪ 

年
に
天
保
期
札
差
御
用
金
に
つ
い
て
の
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。

に
は
御
用
銅
瓦
を
献
上
し
た
り
し
て
い
る
。

屋
本
家
は
大
坂
に
お
い
て
、
御
用
金
を
課
せ
ら
れ
、
西
丸
普
請

J

こ
で
紹
介
し
た
御
用
金
は
泉
屋
甚
左
衛
門
店
分
で
あ
り
、
泉

っ
て
、
未
納
と
は
不
可
解
で
あ
る
が
、
後
考
に
ま
ち
た
い
。

十
二
月
七
日
に
一
五

0
両
を
上
納
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
た
が

と
と
し
、
天
保
十
五
年
十
二
月
九
日
に
一
五

0
両
、
弘
化
二
年

泉
甚
の
扱
い
高
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
若
千
の
減
少
は
あ
る

が、

し
か
し
、
坂
倉
屋
と
比
し

て、

家
財
政
は
苦
況
に
あ
っ
た
。

「
年
々
諸
用
留

な
お
大
山
敷
太
郎
氏
『
幕
末
財
政
史
研
究
』
思
文
閣
、
一
九
七
四

拾
五
番
」
に
よ
れ
ば
、

―10
0
両
上
納
す
る
こ

⑩

天
保
十
五
年
（
弘
化
元
年
）

五
月
十
日
江
戸
城
本
丸
が
燒
失
し
た
。

⑲ 

J

と
は
あ
り
え
な
い
。

一
方
、
天
保
期
銅
山
経
営
を
は
じ
め
本

1
0
分
の
一
以
下
と
い
う

1
0
0
 



註
＠ 

巳
幕
末
に
お
け
る
泉
屋
甚
左
衛
門
店
の
経
営

安
政

二
年
大
地
震
に

よ
り

「
御
店
向
悉
く
類
燒
仕
」
、
同
六
年

天
保
改
革
に
よ
り
札
差
業
は
再
度
の
打
撃
を
う
け
、
寛
政
期
に
は
業
績
回
復
を
は
か
る
だ
け
の
内
部
的
弾
力
性

も
失
う
に
い
た
っ
た
。
泉
屋
甚
左
衛
門
店
も
本
家
家
政
改
革
の
窮
況
を
救
う
た
め
の
多
額
の
送
金
を
お
こ
な
い
、

泉
屋
茂
右
衛
門
店
の
不
振
、
泉
屋
平
右
衛
門
の
廃
業
が
相
つ
ぎ
、

ら
、
経
営
負
担
は
大
ぎ
か
っ
た
。
本
章
で
は
、

＠
 

関
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

本
文
中
に
触
れ
て
い
な
い
幕
末
に
お
け
る
甚
左
衛
門
店

の
主
要

事
件
を
あ
げ

て
お
く
。

札

差

業

と

住

友

1
0
 

「
普
請
漸
々

皆
出
来
」

（
「
諸
御
用
御
窺
控
―
――九
」
）

万
延

二
年
二
月
二
日
八
ツ
半
時
、
強
盗
――-、
四
人
侵
入、

一
、
七

四
七
両
二
分
損
失

（「
萬
控
帳
」
）
。

本
項
で
は
、
天
保
期
以
降
、
泉
屋
甚
左
衛
門
店
の
経
営
に
つ
い
て
、
全
体
的
な
見
通
し
を
述
べ
て
お
こ
う
。

こ
の
幕
末
に
お
け
る
泉
屋
甚
左
衛
門
店
の
活
動
と
泉
屋
内
部
で
の

五
幕
末
に
お
け
る
札
差
業

そ
の
負
債
の
始
末
を
つ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
か



は
確
か
で
あ
っ
た
。

札

差

業

と

住

友

こ
の
写
が
「
年
々
諸
用
留
拾
五
番
」
に

ま
ず
、
経
営
内
容
を
示
す
史
料
を
紹
介
し
よ
う
。
文
久
元
年
(
-
八
六
一
）
六
月
、
南
槙
町
店
で
田
安
家
掛
屋
を

再
勤
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
泉
屋
甚
左
衛
門
は
証
人
と
な
り
、

そ
の
た
め
同
年
四
月
、
浅
草
諏
訪
町
名
主
よ
り

身
元
調
査
が
な
さ
れ
、
紅
明
の
結
果
、
「
書
上
」
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
泉
甚
営
業
の
概
況
も
判
明
す
る
が
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

同
人
身
元
之
儀
者
、
札
差
家
業
仕
、
札
方
持
高
凡
五
萬
俵
餘
、
家
内
之
義
者
甚
左
衛
門
夫
婦
娘
爪
人
枠

壼
人
、
召
仕
男
女
三
拾
壼
人
都
合
三
拾
七
人
、
右
暮
罷
在
、
元
来
身
元
相
應
之
者
二
而
嘗
甚
左
衛
門
是

迄
御
咎
等
請
候
義
無
御
座
候

と
あ
り
、
持
家
・
枯
券
金
を
記
し
て
い
る
。
文
政
二
年
(
-
八
一
九
）
で
は
六
万
俵
余
の
札
高
で
あ
る
か
ら
五
万
俵

余
で
は
一
万
俵
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
書
上
」
で
あ
る
か
ら
、
史
料
的
に
み
て
数
値
に
誤
差
が

あ
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
奉
公
人
数
三
一
名
も
若
干
減
少
し
て
い
る
か
ら
、
甚
左
衛
門
店
の
経
営
は
停

滞
し
て
い
る
と
み
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
扱
い
高
五
万
俵
余
は
札
差
仲
間
で
依
然
上
位
に
あ
っ
た
こ
と

つ
ぎ
に
経
営
実
態
を
う
か
が
い
う
る
史
料
は
、
嘉
永
二
年
(
-
八
四
九
）
「
東
都
雨
店
緊
用
識
」
と
あ
る
文
書
で

あ
る
。
泉
屋
で
は
折
に
ふ
れ
て
江
戸
へ
手
代
を
派
遣
し
て
中
橋
・
浅
草
両
店
の
監
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
嘉

1
0
 



第 4表 嘉永元年収支

（収入） 金（両分） 銀（匁） 彩

札差料 161. 2 4. 77 7. 9 

利 、自e、、 1549.0 3. 39 76. 4 

萬 利 182. 2 2. 38 9.0 

中 入 78. 0 13. 85 3. 8 

店 賃 54. 2 4.5 2. 7 

小 計 2025. 3 I I 13. 59 99. 8 

（支 出）

大坂登せ金 21. 2 1.0 

町入用 35. 2 11. 91 1. 7 

利 払 850. 1 0. 692 41. 2 

米売損 20. 1 5. 73 0. 9 

台所用 1134. 3 6. 22 55.0 

小 計 2062. 2 I 14. 952 99. s 

永
二
年
中
橋
店
が
一
時
休
店
の
や
む
な
ぎ
に
い
た
り
、

と
ぎ
米
店
の
経
営
に
つ
い
て
も
報
告
し
、

三
拾
七
両
程
損
」

札

差

業

と

住

友

゜

支
払
い
な
ど
諸
雑
費
を
引
い
た
純
利
益
と
考
え
ら

売
方
手
代
り
へ
の
手
数
料
、
春
入
、
運
送
業
へ
の

ら
み
て
も
こ
の
扱
い
高
は
少
な
す
ぎ
、

お
そ
ら
く

高
と
な
る
が
、
文
久
二
年
五
万
俵
と
あ
る
こ
と
か

る
か
ら
逆
算
し
て
二
万
一
、
五

0
0俵
余
の
扱
い

こ
れ
は
蔵
米
一

0
0俵
に
つ
ぎ
請
払
金
―
―
―
分
で
あ

か
ら
い
え
ば
、

ま
ず
札
差
料
は
八
％
弱
で
あ
る
。

こ
の
数
字
は
そ
れ
を
裏

そ
の
た
め
の
手
代
治
右
衛
門
を
遣
っ
て
調
査
し
た
。

ま
ず
前
年
度
の
収
支
概
要
を
あ
げ
て
い
る
。

第
4
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
泉
甚
の
収
入
支
出
の
決
算
規
模
は
約
二
、

0
0
0両
余
で
あ
り
、

と
な
っ
て
い
る
。
さ
き
に
泉
甚
の
経
営
は
停
滞
し
て
い
る
と
し
た
が
、⑪

 

付
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

中
期
の
推
定

収
入
額
と
比
べ
て
、
少
く
と
も
一
―
―
分
の
一
以
下
に
減
少
し
て
い
る
。
そ
し
て
年
間
収
益
は
赤
字
欠
損
で
あ
り
「
凡

さ
て
内
容
に
立
ち
入
っ
て
み
よ
う
。
収
入
の
部

こ
の



札

差

業

と

住

友

嘉永六年東都両店緊用識部分

中程に「几三拾七雨程損」とあり，続いて手代の連名がある。

な
か
に
別
記
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

貸
金
を
無
利
息
二

0
年
賦
と
い
う
条
件
で
帳
消
し
に
さ
れ
た
の
ち
、
改
め
て

と
こ
ろ
で
、

一
年
賦
高
金
五
千
賦
百
雨
程
之
見
積
り

内
金
一
―
―
千
賦
百
九
拾
壼
雨
一
―
―
分
者

こ
の
収
支
に

は
、
年
賦
返
済
金
は
あ
が
っ
て
い
な
い
。
同
帳
の

に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
天
保
期
で
の
打
撃
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
。

貸
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
貸
付
金
に
お
い
て
も
往
年
の
半
額
以
下

（
一
八
四
三
）
無
利
息
年
賦
返
済
令
以
降
の
貸
金
で
あ
り
、

0
0
両
以
上
の
貸
付
金
が
あ
っ
た
と
推
定
し
う
る
。

時
、
利
率
は
年
一
割
で
あ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、

ン
ト
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

同
十
―
―
―
年
以
前
の

こ
れ
は
天
保
十
四
年

札
旦
那
へ
は
一
万
五
、

0

れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
札
差
料
は
諸
入
費
を
ひ
い
た
純
利
益
は
四

0
。ハ
ー
セ

利
息
収
入
は
、
札
旦
那
へ
の
貸
付
金
が
七
六
・
四

。ハ
ー
セ
ン
ト
、
商
人
貸

な
ど
が
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
か
ら
、
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。
当

1
0
四



北南

札

差

業

と

住

友

1
0
五

覺
帳
」
に

一
、
九

0
八
両
余
の
年
賦
金
は
両
御
殿
す
な
わ
ち
清
水

但
弘
化
二
巳
年
か
向
亥
年
迄
十
九
ヶ
年
之
間
、
年
々
百
七
拾
三
雨
壼
分
ッ
、
請
取
候
積
り
高

但
十
九
ヶ
年
相
定
雨
御
殿
返
上
納
相
清
候
上
ハ
翌
子
年
汐
請
取
候
年
賦
ハ
不
残
割
清
之
方
へ
相
向
ヶ
候
積
り

⑭
 

こ
れ
は
十
九
カ
年
と
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
天
保
十
四
年
の
無
利
息
年
賦
金
で
あ
る
。

両
余
の
年
賦
金
一
七
三
両
一
分
を
泉
甚
へ
収
入
と
し
、

田
安
両
家
へ
の
上
納
に
あ
て
、
完
済
の
の
ち
泉
甚
へ
の
収
入
と
す
る
と
定
め
て
い
る
。
要
す
る
に
年
賦
金
は
別
勘

定
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
貸
付
金
の
元
金
返
済
分
で
あ
る
か
ら
利
益
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

萬
利
と
あ
る
の
は
、
後
述
す
る
中
橋
店
へ
の
金
融
あ
る
い
は
坂
倉
屋
な
ど
や
む
を
え
な
い
場
合
で
の
貸
付
金
利

で
あ
っ
た
。

中
入
は
不
明
で
あ
る
が
、

は
、
天
保
十
三
年
に
米
店
の
他
に
、
北
隣
に
土
地
家
屋
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
表
田
舎
間
八
間
・
裏

咸
拾
四
間
半

式
拾
一―
―
間
半

こ
の
う
ち
―
―
-
、
二
九
一

店
賃
は
泉
屋
甚
左
衛
門
所
持
の
土
地
家
屋
の
分
で
あ
ろ
う
。
「
無
表
紙

此
坪
百
九
拾
戴
坪
」
で
安
永
七
年
に
買
取
っ
た
こ
と
、
地
代
三
貫
六
―
二
匁
・
店
賃
二
貫
八
ニ
―
―

匁
四
分
で
町
入
用
・
年
貢
・
家
守
給
を
引
ぎ
、
金
七
四
両
三
分
三
朱
、
銭
一
―
―
八
八
文
が
地
主
手
取
と
な
っ
て
い
た
。

支
出
で
い
え
ば
、
大
坂
為
登
金
は
ニ
―
両
二
分
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
経
営
内
容
の
悪
化
を
反
映
し
て
い
る

差
引
金
千
九
百
八
雨
壷
分



こ
れ
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。

こ
の
内
容
は
、
第
5
表
ー
第
9
表
に
明
ら
か
で
あ
る
。

も
の
で
、
文
政
期
・
天
保
期
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
減
額
と
な
っ
て
い
る
。
町
入
用
は
浅
草
諏
訪
町
へ
の
出
費
で
、

つ
ぎ
に
支
出
で
注
目
す
る
の
は
、
利
払
八
五

0
両
余
で
支
出
額
四
一

・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。

は
も
っ
と
も
高
率
の
利
が
年
利
一
割
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
借
入
額
は
八
、
五

0
0両
を
超
え
る
も
の
と
み
な
け

⑮
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
金
額
は
予
想
以
上
に
多
額
で
あ
る
。
中
小
店
舗
で
は
な
い
泉
甚
が
、

を
し
て
い
る
こ
と
は
、
札
差
業
が
預
金
・
貸
付
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
と
関
連
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
天
保
以
前

で
は
比
較
的
余
裕
の
あ
っ
た
経
営
が
苦
し
く
な
り
、
運
転
資
金
を
借
用
す
る
に
い
た
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
の
利
払
の
内
容
は
、
改
正
役
所
な
ど
多
種
の
融
通
金
を
え
て
い
た
の
で
、

明
し
よ
う
。

改
正
役
所
貸
付
金

寛
政
棄
捐
令
の
の
ち
浅
草
猿
屋
町
に
会
所
を
つ
く
り
、
幕
府
下
ヶ
金
と
町
人
基
金
に
よ
り
札
差
へ
の
救
済
融
資

を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
、
す
で
に
説
明
も
お
こ
な
っ
て
含
た
。
泉
屋
甚
左
衛
門
に
つ
い
て
い
え
ば
、
経
営
の
安
定

し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

町
費
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
利
用
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
嘉
永
・
安
政
期
に
は
年
五
分
・
五
年
賦
返
済
の
条
件

こ
れ
が
相
当
の
額
に
な
っ
て
い
る
。

札

差

業

と

住

友

こ
の
よ
う
に
借
入
金

さ
ら
に
、
そ
の
情
況
に
つ
い
て
説

1
0
六

こ
れ



第 5表 改正役所貸付金

札差業と住友

年月日 讐繹期限年利 1 年月日 金（両額） 返期済限 年利

文政 6. 8 190 年40両返納 6 嘉永 5.12 800 5年賦 5 

天保14.12 271. 3 6. 7 160 グ 5 

14. 12 321. 1 6. 12 600 ／ヽ s 
嘉永元. 4 300 5年賦 5 7. 7 700 ／ヽ 5 

元. 7 150 ‘’ 5 安政 2. 4 300 ／ヽ 5 

元.12 300 グ 5 2. 7 400 ／ヽ 5 

2. 4 300 ／ヽ 5 3. 12 800 ／ヽ 5 

2. 7 400 ク’ 5 3. 4 550 ／ヽ 5 

2. 12 500 グ 5 3. 7 300 、r 5 

3. 4 600 ／ヽ 5 3. 12 1500 ／ヽ 5 

3. 7 600 ‘’ 5 4. 4 350 グ 5 

3. 12 1000 ‘’ 5 4. 7 350 ／ヽ 5 

4. 4 500 グ 5 4. 12 500 グ 5 

4. 12 700 グ 5 5. 4 550 グ 5 

5. 4 500 グ 5 5. 7 300 ／ヽ s 
5. 7 400 ／ヽ 5 5. 12 700 グ 5 

5. 10 200 グ 5 

1
0
七

両
、
同
五
年
・
一
、
九

0
0両
と
増
加

か
く
し
て
同
―
―
―
年
・

二
分
と
元
金
の
う
ち
一
五

0
両
の
返
済

0
両
と
元
金
返
済
分
一
五

0
両
・
ニ
四

0
両
と
な
り
、
あ
わ
せ
て
四
八

0
両
の

支
出
と
な
っ
た
。

二
、
二

0
0両、

同
四
年
・
一
、
二

0
0

元
年
分
・
ニ
年
分
の
利
息
三

0
両
・
六

0
両
を
借
用
し
た
か
ら
、

こ
ろ
で
同
一
一
年
に
は
三
口
、

を
お
こ
な
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

だ
け
で
も
、
同
二
年
に
は
利
息
一
―
―
七
両

る
が
、
嘉
永
元
年
の
三
口
、

る
。
弘
化
年
間
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ

で、

同
―
―
一
年
に
は

一
、
二
〇 と

七
五

0
両

ほ
ぼ
―
―
―
季
ご
と
に
借
金
を
し
て
い



て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑯
 

清
水
家
下
ヶ
金

返
済
期
限
内
で
も
融
資
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
比
較
的
間
隔
が
あ
い
て
い
る
。

0
0両
借
用
し
た
が
、
同
年
に
は
前
回
天
保
十
四
年
分
の
最
終
返
済
が
な
さ
れ
、

年月 日

第 6表町方別口貸付金

l金額（四 I返済期限 年利

文政 7. 5. 16 100 4年8カ月 8 

9. 正． 200 5. 10 

12. 7.23 200 4. 5 8 

天保 2.正 200 5. 10 

5. 正 100 5. 8 

5. 正 200 4. 7 8 

7. 正 200 5. 10 

12. 正 200 5. 10 

14. 8 200 5. 8 

嘉永元.8 200 2. 8 

4. 正 200 5. 10 

安政 3.正 200 5. 10 

6 200 5 8 

慶応 2 200 3 8 

札

差

業

と

住

友

さ
て
嘉
永
元
年
八
月
に
二

四

0
両
と
利
三
両
余
を
支
出
し

回
返
済
が
終
っ
て
の
ち
、
次
の
融
資
が
な
さ
れ
る
場
合
と
、

＜ ヽ

ほ
ぼ
五
年
返
済
・
年
利
八
分
ま
た
一
割
で
あ
る
。
前

貸
付
金
が
あ
っ
た
。

改
正
役
所
を
通
し
て
の
借
金
に
は
、
町
人
出
資
に
よ
る

町
方
別
口
貸
付
金

を
示
し
て
い
る
。

味
で
、
天
保
期
の
打
撃
が
容
易
に
回
復
し
な
か
っ
た
こ
と

は
融
資
し
な
く
な
っ
て
い
る
が
、

る
ま
式
に
増
加
し
て
い
っ
た
。
改
正
役
所
側
で
は
簡
単
に

す
る
の
は
、

こ
の
金
額
は
二

0
0両
が
限
度
で
少

こ
の
借
金
額
は
あ
る
意

こ
の
返
済
金
が
か
ら
ん
で
い
る
た
め
で
雪
だ

1
0
八



年 月
札

差

業

と

住

友

日

第 7表

1金額（両）一

清水家拝借金一覧（泉屋甚左衛門分）

返済日年利l返済期限 備 考

文政 9. 4 500 10. 5. 晦 6 蔵元・札両差6う名ち
12. 2 500 12. 10. 晦 6 

3,000 の

12. 7.21 1,000 8 

天保 2. 9. 29 1,000 2. 10. 9 

3. 10 1,000 

8. 6. 14 2,500 8. 10. 20 8. 10. 27 7 

10. 12 1,500 11. 2 11. 2 7 

11. 11 1,000 11.12.20 11.12.20 7 

11. 11 2,000 12. 閏正 11.12.20 7 
品_,__永、 5. 5 2,000 安政4(5年賦） 万延元カ 6 

5. 12 1,000 嘉永6 6 

6. 12 1,000 6 

安政 3. 9 500 4. 2 6. 6 月45両・1分利

第 8表 清水家拝借金一覧（共同分）

年月日 1 金（両額） 返済期限 返済日 年利 備 考

文政 9. 4 3,000 文政10. 5. 晦 6 蔵元2.札差4

11. 5 2,000 11. 10. 晦 6 ‘’ 
12. 12. 18 3,000 13. 10. 晦 8 泉甚 ‘’ 

天保 2.11 3,000 天保 3.10. 晦 8 ‘’ ／ヽ

4. 7 3,000 4. 12. 晦 7 // ク’

5. 12 2, 500 6. 10. 晦 天保8.10 8 ／ヽ

5. 12 1, 800 6. 12 8. 10 7 泉甚 ‘’ 
14. 12 3,000 嘉永元.12 cs年賦） 6 // ‘’ 

嘉永元.12 1,500 6 (5 ク） i~ 蔵元2 ／ヽ

6. 12 3,000 ‘ ‘’ 
1
0
九 で

は
共
同
五
軒
で

り
、
利
息
は
六
ー

い
る
。
た
だ
し
前

保
期
に
目
立
っ
て

に
も
述
べ
た
よ
う

に
短
期
決
済
で
あ

八
分
ど
ま
り
で
あ

る
。
嘉
永
元
年
分

金
高
が
多
く
、

が
あ
る
。

天

こ
れ
は

元
・
札
差
共
同
分

泉
甚
個
人
分
と
蔵

清
水
家
下
ヶ
金
は
、

蔵
元
を
勤
め
た



を
は
じ
め
、
同
五
年
ま
で
に
、

衛
の
み
九
分
と
な
っ
て
い
る
。

も
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、

嘉永元年分は二口、
酒井忠證 嘉永元 1, 230 月 6朱
（西丸書院番頭） グ 2 1,640 グ

ク’ 3 1, 010 、/

// 4 810 ／ヽ

伊予西條藩 グ尤 1,400 、／

（松平頼尚） ／ヽ 2 200 、/

越前大野藩 // 3 100 グ

（土井利忠） ／ヽ 4 100 ／ヽ

乾 九兵衛 2 1,000 100両5匁‘’ 銀4
杉山戸右術門 ク’ 3 65 6朱

で
借
用
し
て
い
る
の
が
み
ら
れ
る
。

二
、
六
三

0
両
と
な
っ
て
い
る
。
年
利
四
分
五
厘
で
、
乾
九
兵

⑪
 

の
諸
氏
か
ら
預
り
金
を
し
て
い
る
。

ら
れ
る
。
判
明
す
る
限
り
嘉
永
期
で
は
、
両
藩
と
酒
井
・
乾
な
ど

貸 主

第 9表

で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
で
は
元
金
返
済
を
い
れ
て
も
八
五

0
両

判
明
す
る
分
で
は
、
町
方
別
口
貸
付
金
、
清
水
家
下
ヶ
金
の
二
口

年代

個人預金名

金額（両）

し
十
二
月
に
改
め
て
一
、
五

0
0両
借
用
し
て
い
る
が
。

と
、
元
金
一

0
0
両
と
利
六
両
を
返
済
し
た
と
み
ら
れ
る
。
た
だ

利

年
賦
の
最
終
年
で
あ
る
。
う
ち
泉
甚
分
は
推
定
五

0
0両
と
み
る

札

差

業

と

住

友

天
保
十
四
年
十
二
月
、

か
く
し
て
三
種
の
金
融
を
え
て
い
た
が
、
嘉
永
元
年
に
つ
い
て

に
は
及
ば
な
い
。
し
た
が
っ
て
別
途
に
借
入
金
が
あ
っ
た
と
考
え

こ
れ
ら
の
借
入
金
は
中
橋
店
が
掛
屋
と
し
て
勤
め
て
い
た
家
の
負
債
引
請
分

商
人
か
ら
の
借
入
金
は
札
差
十
一
屋
善
八
か
ら
嘉
永
元
年
四
月
の
一
、
五

0
0
両

八
ロ
・
一
万
両
を
月
利
五

0
両
一
分
（
五
厘
）

⑱
 

こ
れ
は
す
べ
て
―
―
―
力
月
以
内
で
返
済
さ
れ
て
お
り
、
短
期
融
資
で
あ
る
。

一、

0
0
0両
借
用
し
た
分
が
、

―1
0
 

同
年
五



あ
ろ
う
が
。

比
企
・
埼
玉
•
河
内
・
常
陸
・
上
野
・
美
濃
に
及
ん
で
い
た

。

八
五

0
両
の
利
払
が
、

ど
の
よ
う
な
借
用
金
に
よ
る
か
正
確
に
は
示
し
え
な
い
が
、
相
当
の
借
入
金
や
預
金
が

第
4
表
に
戻
っ
て
、
支
出
に
米
売
損
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
投
機
を
禁
じ
た
家
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
欠
損
も
同

年
通
常
の
米
売
買
で
の
売
損
と
み
ら
れ
る
。
約
五
万
俵
の
扱
い
高
が
あ
っ
た
が
、
「
緊
用
識
」
に
は
「
嘉
永
二
年

正
月
晦
日
改
米
店
米
俵
敷
有
物
」
と
し
て
、
売
却
残
米
一
―
―
九
石
八
斗
一
升
五
合
を
あ
げ
、
同
様
二
月
晦
日
に
は
一

―
二
石
―
―
一
斗
四
升
五
夕
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
米
の
産
地
は
、
越
前
・
越
後
・
下
総
・
（
相
模
）
神
奈
川
・
（
武
蔵
）

最
後
に
支
出
の
過
半
を
占
め
る
の
が
台
所
用
で
あ
る
。
――
1
0名
前
後
の
店
で
一
、
一

0
0
両
余
の
台
所
用
は
出

費
が
多
い
と
い
え
る
。
札
差
業
で
は
札
旦
那
の
接
待
、
仲
間
付
ぎ
合
い
も
派
出
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で

以
上
、
嘉
永
元
年
の
経
営
収
支
を
説
明
し
た
。
小
額
と
は
い
え
赤
字
に
な
っ
て
い
る
の
は
泉
屋
甚
左
衛
門
店
の

苦
況
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
本
章
の
冒
頭
に
簡
単
に
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
家
業
の
主

柱
で
あ
る
銅
山
業
不
振
の
た
め
多
額
の
送
金
を
し
た
の
ち
、
天
保
改
革
に
み
ま
わ
れ
た
。

平
の
不
振
が
泉
甚
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
、

札

差

業

と

住

友

あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
別
家
泉
茂
や
泉

そ
し
て
中
橋
店
休
店
と
い
う
悪
条
件
が
重
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ



定
通
り
お
こ
な
わ
れ
ず
、
安
政
七
年
で
も
多
額
の
残
金
が
あ
っ
た
。

十
四
年
十
一
月
、

い
る
。
弘
化
―
―
年
廃
業
に
あ
た
っ
て
、
泉
屋
甚
左
衛
門
は
請
人
と
し
て
返
済
を
肩
代
り
し
た
。

0
0
0両
・
年
三
分

・
-
0年
賦
、

一
五

0
両

・
無
利
息

・
一
五
年
賦
と
な
っ
て
お
り
、
安
政
七
年
(
-
八
六
0
)

二
月
に
は
残
金
三
九

0
両
を
二

0
年
賦
返
済
を
願
っ
て
い
る
。
弘
化
二
年
の
返
済
条
件
が
無
利
息
・
長
期
年
賦
と

有
利
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
泉
平
の
負
債
を
保
証
人
と
し
て
引
請
け
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、

泉
屋
で
は
泉
平
の
内
部
的
決
済
は
、

が
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
泉
平
の
札
旦
那
を
引
請
け
た
こ
と
で
、

ま
た
泉
平
は
別
家
の
際
、
本
店
よ
り
の
退
役
金
が
あ
り
、
少
く
と
も
六

0
0両
は
本
店
が
預

一、

0
0
0両
・
年
八
分
、

第10表

貸 主

平右衛門借金覚

I金額（両）

中橋 店

孝太郎

兵助

叉次郎

茂右衛門

浅草店

462 

200 

180 

100 

45 

1,640 

札

差

業

と

住

友

計 2, 627 

同
十
五
年
六
月
、

こ
の
返
済
は
予

こ
の
金
額
は
一
、

泉
平
は
第
8
表
の
札
差
四
の
中
の
一
人
で
、
共
同
で
も
多
額
の
融
通
を
得

さ
て
泉
屋
平
右
衛
門
は
清
水
家
札
差
で
あ
る
が
、
経
営
は
悪
化
し
、
弘⑲

 

化
二
年
（
一
八
四
五
）
札
差
御
免
と
な
り
、
坂
倉
屋
治
郎
左
衛
門
に
譲
っ
た
。

て
い
る
が
、
個
人
で
も
、
天
保
十
年
十
月
、
二
、

0
0
0両
・
年
七
分
、
同

い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

一、

0
0
0両
・
年
二
割
・
五
年
賦
で
借
用
し
て

八
家
・
ニ
五

0
余
両
の
証
文

で
は
も
っ
と
も
直
接
的
に
影
響
の
あ
っ
た
泉
屋
平
右
衛
門
店
の
始
末
に
つ



⑲
 

こ
れ
を
決
済
が
つ
く
ま
で
本
店
預
り
と
し
、
年
利
八
朱
で
二
四
匁
を
渡
す
の
み
と
し
て
い
る
。

た
が
っ
て
決
済
が
で
き
な
け
れ
ば
六

0
0両
も
借
金
の
引
当
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
泉
甚
の
返
済
額
か
ら
み
れ

ば
、
お
そ
ら
く
借
金
は
退
役
金
を
上
廻
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
嘉
永
二
年
「
東
都
雨
店
緊
用
識
」
に
は
「
別
家

平
右
衛
門
口
々
借
金
書
抜
」
と
し
て
、
六
口
計
二
、
六
二
七
両
を
計
上
し
て
い
る
。
江
戸
両
店
の
他
に
、

係
者
個
人
の
貸
付
も
な
さ
れ
、

こ
れ
ら
の
立
替
金
は
清
水
・
田
安
家
拝
借
金
を
完
済
の
の
ち
金
高
に
応
じ
て
割
済
に
す
る
と
記
し
て
い

る
。
弘
化
二
年
か
ら
若
干
の
年
数
を
経
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
負
債
が
あ
る
こ
と
は
、
平
右
衛
門
店
の
経
営
が

一
旦
、

店
の
没
落
は
、
泉
甚
に
も
多
大
の
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
泉
屋
と
別
家
の
関
係
に
つ
い
て
は
改
め
て
触
れ

以
上
、
泉
屋
甚
左
衛
門
店
の
経
営
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
本
家
へ
の
送
金
は
他
の
札
差
と
は
異
る
と

一
般
的
に
は
幕
府
政
策
が
札
差
業
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て

仲
間
、
別
家
の
保
証
に
よ
る
負
債
の
増
大
は
、
斯
業
全
般
の
不
振
と
関
連
が
あ
る
が
、

札

差

業

と

住

友

な
っ
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

こ
ろ
で
あ
る
が
、

る
機
会
も
あ
ろ
う
が
、

相
当
の
も
の
で
あ
り
、

ら
れ
る
。

っ
て
い
た
が
、

こ
れ
ら
が
泉
甚
の
負
担
に

い
ず
れ
に
せ
よ
現
代
の
雇
用
関
係
と
は
異
る
密
接
な
関
係
で
あ
っ
た
。

又
次
郎
は
米
店
対
談
方
、
茂
右
衛
門
は
札
差
で
あ
る
た
め
、

し

立
替
え
た
も
の
と
み

不
振
に
な
れ
ば
急
激
に
負
債
が
増
大
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
平
右
衛
門

~ 

泉
屋
関



註
⑭ ＠） 

断
定
は
で
き
な
い
。
も
し
元
金
返
済
分
を
含
む
と
す
れ
ば
借
入

済
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
が
、
な
お

一
万
両
を
超
え
る
と
推
定
で
き
る
。
ま
た
、
利
払
に
は
元
金
返

の
条
件
で
返
上
納
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

衛
門
店
に
引
請
け
た
分
は
、
今
後
五
カ
年
据
置
き
の
う
え
五

0

⑮
年
利
一
割
は
少
く
、
五
分

l
八
分
が
多
い
か
ら
、
借
入
金
額
は

は
浅
草
別
家
・
清
水
家
札
差
で
あ
る
が
、
彼
の
拝
借
金
で
甚
左

い
が
、
推
測
の
域
を
で
な
い
。

ケ
年
―
―
割
合
上
納
仕
度
奉
存
候
」
と
願
っ
て
い
る
。
平
右
衛
門

な
い
。
実
数
と
す
れ
ば
原
因
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

で
は
「
営
御
役
所
力
平
右
衛
門
に
拝
借
仕
候
御
清
方
私
引
請
上

っ
た
が
、
結
局
、
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
泉
屋
甚
左
術
門

し
か
し
二
月
の
よ
う
に
数
千
両
の
金
が
動
い
て
い
る
。

賦
返
済
令
に
は
清
水
家
御
下
ヶ
金
が
な
さ
れ
、
文
久
度
に
も
願

払
、
残
は
残
金
と
み
ら
れ
る
。
月
に
よ
っ
て
商
い
高
が
異
る
が

る
。
内
は
内
入
、
払
は
支

う
な
金
銭
出
入
が
み
ら
れ

れ
に
よ
る
と
、
別
表
の
よ

い
が
記
さ
れ
て
い
る
。

よ
れ
ば
、
嘉
永
二
年
正
月

「
御
札
旦
那
様
方
跡
々
御
用
辮
差
支
難
澁
至
極
」
と
な
っ
た
の

に
だ

し
た
願
状
に
よ
れ
ば
、
同
年
の
安
利
年
賦
返
済
令
に

よ
り

⑮
清
水
家
下
ヶ
金
は
幕
末
に
か
け
て
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
文
久

札

差

業

と

住

友

「
東
都
雨
店
緊
用
識
」
に

分
・
ニ
月
分
の
金
銀
請
払

年
賦
金
五
、
二

0
0
両
は
、
予
想
外
に
少
い
。
文
政
年
間
五
万

両
の
一
割
で
あ
る
。
こ
の
数
値
は
一
部
分
で
あ
る
の
か
も
知
れ

ー
□

三
三
[

年
(
-
八
六
三
）
三
月
、
泉
屋
甚
左
衛
門
が
清
水
御
勘
定
所
宛

で
「
先
逹
中
、
天
保
度
之
御
振
合
茂
御
座
候
御
儀

―
ー
付
、
御
下

ヶ
金
奉
願
上
候
得
共
、
営
節
柄
之
虞
壺
輝
与
御
沙
汰

二
も
難
被

為
存
段
被
仰
渡
奉
承
伏
候
」
と
あ
る
。
天
保
十
四
年
無
利
足
年

納
仕
束
候
分
、
営
亥
春
力
末
卯
年
迄
御
貸
居
、
翌
辰
年
か
五

0

年
賦
上
納
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。
清
水
家
蔵
元
と

し
て
、

破
格

額
は
少
く
な
る
。

―
―
四



正
月
付
「
御
用
立
金
書
抜
」

に
よ
れ
ば
、
札
旦
那
二

0
一
名
、

札
差
業
は
札
旦
那
と
の
取
引
で
あ
る
が
、

(.:::) 
消
水
家
御
下
ヶ

金
は
幕
末
ま
で
及
ん
だ
と
み
ら
れ
る
。

八
分
で
あ
る
。

札
差
業
務
の
実
態

―
―
五

ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
泉
屋
甚
左
衛
門
店
に
は
経
営
基
本
帳
簿
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
取
引
関
係
の
あ

っ
た
札
旦
那
の
全
貌
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
泉
屋
茂
右
衛
門
店
の
慶
応
三
年
(
-
八
六
七
）
十
二
月
、
同
四
年

泉
甚
は
少
く
と
も
倍
数
四

0
0名
の
札
旦
那
が
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

R
 

残
さ
れ
た
証
文
な
ど
か
ら
一
部
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
、
そ
れ
ら
は
ま
た
大
部
分
が
役
職
も
低
い
か
、

札

差

業

と

住

友

こ
の
札
旦
那
名
は
泉
甚
に
つ
い
て
は
、

用
立
金
七
、
八
七

0
両
一
分
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、

そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
幸
田
成
友
氏
の
研
究
を
除
け
ば
、

0
0
両
、
同
年
札
差
森
村
屋
利
一
＿
一
郎
か
ら
二

0
0
両
を
借
り
て

®
他

に
安
政
二
年
九
月
、
札
差
妻
屋
清
兵
衛
か
ら
一
―
1
0
0
両

•

四

ロ
・

ニ
、
一
五
五
両
の
預
金
が
あ
る
。
利
息
は
年
利
三
分
か
ら

文
政

・
天
保
期
に
は
、
武
士
と
み
ら
れ
る
も
の
八
名
で
、

⑰

借
入
金
と
い
う
か
預
金
と
い
う
か
、
こ
れ
は
か
な
り
多
い
。

無

ほ
と
ん

⑲

弘

化

二
年
七
月
、
本
店
頭
役
義
右
衛
門
金
子
預
り
証
文
な
ど
。

⑲ 

い
る
。
年
利

一
割
で
あ
る
。
な
お
十
一
屋
善
八
は
泉
甚
の
請
人

で
、
安
政
五
年
老
中
太
田
備
後
守
道
醇
の
蔵
元
と
な
り
、
蔵
米

一万
俵
を
十
一
屋

・
ニ
万
俵
、

泉
甚

・
治
兵
衛
各
五
、

0
0

0

「
無
表
紙
覚
帳
」

俵
で
扱
っ
て
い
る
仲
間
で
あ
る
。



頼
し
た
こ
と
、
春
・
夏
借
米
・
冬
切
米
請
取
手
形
を
渡
す
の
で
、
手
続
ぎ
の
上
、
米
金
を
請
取
り
、
米
は
「
御
蔵

時
之
相
場
二
賣
彿
、
勘
定
相
立
」
つ
よ
う
記
し
て
い
る
（
第
一
条
）。

前
借
は
金
三

0
両
に
月
金
一
分
の
利
足
（
第
二

条
）
、
札
差
料
は
高
一

0
0俵
に
金
一
分
（
第
三
条
）
、
払
米
に
は
米
三
五
石
に
つ
ぎ
金
二
分
（
第
四
条
）
の
手
数
料
を

勘
定
は
そ
の
都
度
に
諸
帳
面
を
調
べ
、
明
確
に
す
る
（
第
六
条
）
な
ど
を
約
し
て
い
る
。

ぼ
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
札
差
業
で
一
般
に
文
例
が
定
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

支
払
う
と
し
て
い
る
。

りヽ 役
の
者
で
あ
る
ら
し
く
、
「
武
鑑
」
「
柳
螢
補
任
」
な
ど
に
も
書
か
れ
て
い
な
い

。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
札
旦
那
と
の
取
引
の
具
体
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
も
っ
と
も
文
書
を
多
く
残
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
、
御
家
人
山
田
米
之
助
に
つ
い
て
み
る
の
が
良
い
で
あ
ろ
う
。
山
田
は
本
高
二

0
0俵
・
小
普
請
組
で

あ
る
か
ら
、
幕
府
の
役
職
に
は
つ
い
て
い
な
い
。
彼
が
泉
甚
と
の
取
引
を
開
始
し
た
の
は
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）

で
あ
る
が
、
同
年
十
一
月
付
で
「
御
蔵
札
差
頼
證
文
之
事
」
「
封
談
取
極
證
文
之
事
」
と
あ
る
二
通
の
証
文
を
か

わ
し
て
い
る
。
ま
ず
前
者
は
頼
証
文
と
い
わ
れ
、
蔵
宿
を
依
頼
す
る
た
め
、
札
旦
那
よ
り
札
差
に
出
す
も
の
で
あ

こ
れ
は
文
面
も
一
般
に
定
ま
っ
て
い
る
。
内
容
は
六
カ
条
で
、

特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

札

差

業

と

住

友

こ
の
内
容
は
、
幕
府
が
ほ

し
た
が
っ
て
、
取
引
札
旦
那
の

ま
ず
札
旦
那
が
禄
高
を
明
記
し
て
札
差
を
依

つ
ぎ
に
「
他
所
二
而
米
金
及
借
用
候
節
、
其
方
、
四
請
負
印
形
相
頼
申
間
敷
」
（
第
五
条
）
、

―
―
六



札

差

業

と

住

友

嘉永二年 山田米之助対談取極証文

宛先の泉屋甚左衛門名が，山田より小さく 書かれている。

い
て
い
る
。

――

七

し
か
し
、
対
談
取
極
証
文
は
さ
ら
に
詳
細
な
約

る
。
通
常
は
頼
証
文
と
と
も
に
、
前
金
借
用
証
文
を
入
れ
る

頼
ま
な
い
と
か
、
札
差
が
優
位
に
た
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い

用
談
が
あ
れ
ば
山
田
か
ら
申
入
れ
る
と
か
、
夜
分
の
対
談
は

こ
。

t
 

つ

こ
の
両
者
の
関
係
か
ら
、
第
三
条
に
あ
る
よ
う
に
、

那
は
札
差
に
よ
り
財
政
的
に
全
く
管
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

俵
を
送
ら
れ
賄
料
と
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
札
旦

借
用
し
て
い
る
が
、
来
春
よ
り
年
定
金
二
七
両

・
飯
米
二
五

明
示
し
、

返
済
方
法
を
記
し
て
い
る
。
山
田
は
一
八
五
両
を

め
は
内
容
的
に
も
興
味
深
い
。
ま
ず
札
旦
那
へ
の
貸
付
金
を

こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
対
談
取
極
証
文
は
取
引
関
係
に
お
け
る
個
別
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
借
用
金
と
そ
の
返
済
方

・
賄
金
の
規
定
（
第
一
条
）
、
取
引
ぎ
に
際
し
て
印
鑑
の
確
認
（
第
二
条
）
、

て
の
取
極
め
（
第
三
条
）
の
三
カ
条
で
あ
る
。

の
で
、

こ
の
対
談
取
極

山
田
も
一
八
五
両
の
借
用
に
当
っ
て
他
に
証
文
を
書

用
談
に
つ
い



取
引
が
確
定
す
る
と
、

旦
那
で
も
専
門
の
代
理
人
を
た
て
た
の
で
あ
っ
た
。

定
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
結
局
、
取
引
開
始
に
は
頼
証
文
・
対
談
取
極
証
文
・
借
用
証
文
の
三
通
を
札
旦
那
と

取
り
替
わ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
取
引
開
始
に
は
、
札
差
か
ら
も
覚
書
を
い
れ
た
。
文
久
三
年
(
-
八
六
三
）
九
月
、
泉
屋
甚
左
衛
門
「
覚
」

一
御
用
立
金
二
而
證
金
御
酒
代
ヶ
間
敷
儀
一
切
請
取
不
申
候

一
仲
ヶ
間
請
負
之
外
、
他
所
之
金
子
、
VZ

奥
印
井
諸
請
合
等
二
似
寄
候
儀
決
而
不
仕
候

の
三
カ
条
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
「
覚
」
は
一
札
の
形
式
を
取
っ
て
お
ら
ず
、
蔵
宿
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
の

で
、
「
為
後
日
此
段
御
斯
奉
申
上
置
候
」
と
な
っ
て
い
る
。
誓
約
と
い
う
よ
り
心
覚
え
と
い
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
。

ま
た
札
旦
那
に
よ
っ
て
は
、
取
引
に
関
し
て
立
会
人
を
置
く
こ
と
が
あ
っ
た
。

五
）
正
月
、

泉
屋
甚
左
衛
門
宛
竹
内
十
太
郎
・
新
五
郎
「
一
札
」
に
よ
れ
ば
、

「
我
等
勝
手
向
辮
利
取
締
」
や
蔵

⑲
 

米
勘
定
米
金
借
用
に
は
星
野
勝
蔵
に
立
会
を
さ
せ
、
彼
と
竹
内
の
両
印
を
用
い
る
と
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
山
田
の
旧
札
差
と
の
引
継
が
行
わ
れ
た
。
札
差
を
替
え
る
こ
と
を
転
宿
と
い
う

一
米
金
御
用
立
候
節
者
高
利
月
踊
之
利
足
決
而
請
取
不
申
候

は
、
竹
内
氏
(
+
太
郎
家
）
用
人
宛
に
、

札

差

業

と

住

友

こ
の
よ
う
に
札

た
と
え
ば
元
治
二
年
(
-
八
六

―
―
八



札

差

業

と

住

友

泉
屋甚

左
衛
門
殿

が
、
転
宿
は
札
旦
那
が
「
我
等
勝
手
に
付
」
と
理
由
も
示
さ
ず
旧
札
差
に
通
告
す
る
の
み
で
あ
る
。
新
札
差
は
新

規
の
札
旦
那
を
受
入
れ
る
に
当
っ
て
、
家
政
の
情
況
を
調
査
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
大
体
に
お
い
て
引
請
け
た
で

あ
ろ
う
。
札
差
業
は
一
定
の
取
扱
高
が
必
要
で
あ
り
、

る
の
で
、
危
険
は
少
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
さ
て
、

酉
十
一
月
十
八
日

（割
印
）
一
金
百
五
拾
六
雨
戴
分
ト

四
匁
七
分
三
り

御
高
咸
百
俵

御
小
普
請

山
田
米
之
助
様

御
立
替
金

覺

よ
り
次
の
よ
う
な
文
書
が
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち

ま
た
、
貸
付
金
も
蔵
米
と
い
う
比
較
的
確
実
な
担
保
が
あ

山
田
米
之
助
の
場
合
、

―
―
九

旧
札
差
で
あ
る
伊
勢
屋
清
左
衛
門

右
之
通
御
用
立
金
二
御
坐
候
、
此
外
米
金
共
御
出
入
無
御
坐
候
、
為
念
申
送
候
、
如
此
御
坐
候
、

伊
勢
屋

清
左
衛
門
（
印
）

已
上



泉
屋
に
残
さ
れ
た
証
文
は
、

差
と
の
貸
借
関
係
を
清
算
す
る
の
が
例
で
あ
っ
た
。

す
べ
て
を
引
請
け
る
の
で
は
な
い
。
山
田
米
之
助
は
前
蔵
宿
と
の
み
貸
借
関
係
が

あ
っ
た
の
で
話
は
簡
単
で
あ
っ
た
が
、
山
木
敷
馬
の
場
合
は
複
雑
で
あ
っ
た
。
山

木
は
大
番
組
頭
・
高
六

0
0俵
の
旗
本
で
、
嘉
永
二
年
に
取
引
が
始
ま
っ
た
が
、

兵
衛
に
泉
屋
甚
左
衛
門
が
支
払
っ
た
の
は
、
御
突
金
と
あ
る

三
四
四
両
余
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
改
め
て
甚
左
衛
門

は
な
く
、
突
金
と
よ
ば
れ
る
同
年
の
用
立
金
を
の
み
肩
代
り
す
る
こ
と
が
一
般
的
な
慣
習
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ほ
ぼ
す
べ
て
突
金

の
み
の
肩
代
り
と
な
っ
て
い
る
。

は
山
木
に
四
四
五
両
を
用
立
て
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
転
宿
の
と
ぎ
に
は
、
す
べ
て
の
借
財
を
肩
代
り
す
る
の
で

す
な
わ
ち
四
口
の

異

っ
た
種
類
の
借
金
が
あ
っ
た
。

これに対し、同年八月十三日付で前蔵宿坂倉屋作

森村屋次郎兵衛 1, 610 10. 5 6. 3 

坂倉屋作兵衛 141 7 11. 1 

同右突金 344 4. 17 

会所金 145 7. 5 11. 1 

計 2, 242 29. 92 ¥ 54. 1 

そ
の
借
財
と
返
済
方
は
第
1
表
の
よ
う
で
あ
る
。

貸

第11表 山木敷馬負債

1貸金（両） I主

衛
門
代
理
米
蔵
の
「
受
取
覚
」
が
残
っ
て
い
る
。

疇
②

1返済額
（両分）

札

差

業

と

住

友

た
だ
し
、
新
蔵
宿
が
前
借
分

こ
の
よ
う
に
転
宿
に
は
、

で
あ
る
。
旧
札
差
伊
勢
屋
は
山
田
へ
の
貸
金
を
新
札
差
泉
屋
に
通
告
し
、

対
し
て
泉
屋
は
貸
金
の
肩
代
り
を
お
こ
な
っ
た
か
ら
、
金
一
五
六
両
弐
分
と
銀
四

匁
七
分
余
を
伊
勢
屋
へ

支
払
っ
た
ら
し
く
、
翌
十
一
月
十
九
日
付
で
伊
勢
屋
清
左

―
二

0

旧
札

こ
れ
に



第12表

札差業と住友

費目 実数 金高（両分） 備考

本高 200俵 70.0 

賄金 27両 27.0 

飯料 25俵 8. 3 

札差料 2分 0. 2 100俵1分

売側金 1両 1.0 100俵2分

利息 18両2分 18.2 185両年1割

残金 I 14. 1 

さ
て
札
差
と
札
旦
那
の
取
引
関
係
に
つ
い
て
も
、

て
、
山
田
は
旧
札
差
伊
勢
屋
と
の
借
財
一
五
六
両
二
分
・
銀
四
匁
七
分
三
厘
を
泉
屋
に
肩
代
り
し
て
も
ら
っ
た
。

こ
れ
は
十
一
月
よ
り
翌
年
春
迄
の
経
費
で
あ
り
、
借
金
の
増
加
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
春
よ
り

年
金
二
七
両

・
飯
米
二
五
俵
の
賄
料
を
定
め
、
残
金
米
を
借
金
返
済
に
宛
て
て
い
る
。

て
新
規
の
負
債
が
で
ぎ
る
の
は
、

当
時

の
旗
本
・
御
家
人
の
財
政
情
況
か
ら
い
え
ば
当
然
と
い
い
う
る
こ
と
で
あ

こ
。

キ
ー

っと
す
る
と
、

山
田
米
之
助
を
主
に
み
て
い
こ
う
。

と
こ
ろ
で
、

ま
ず
取
引
開
始
に
当
っ

こ
の
よ
う
に
転
宿
に
当
っ

な
る
。
す
な
わ
ち
、
蔵
米
相
場
一

0
0俵―――
五
両
と
し
て
計
算
す
る
と
、

第
12
表
の
よ
う
に
な
る
。
利
息
は
一
―

1
0両
に
月
一
分
で
年
利
一
割
で
あ
り
、

一
応
、
年
間
と
し
て
計
算
し
た
。

山
田
氏
は
高
二

0
0俵
で
金
七

0
両
と
し
て
、

五
五
両
一
―
―
分

を
借
金
返
済
に
宛
て
る
と
す
れ
ば
、
次
年
度
か
ら
元
金
減
と
あ
い
ま
っ
て
、

九
年
目
に
は
完
済
に
な
る
計
算
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
泉
屋
と
し
て
は

が
賄
料

・
手
数
料
・
利
息
と
な
り
、
残
金
は
一
四
両
一
分
で
あ
る
。
こ
れ

山田米之助賄方内訳

月
毎
に
異
動
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、

こ
の
内
容
を
実
際
に
即
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に

と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
対
談
取
極
証
文
に
は
金
一
八
五
両
の
前
借
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
新
た
に
二
八
両
余
の
借
金
を
し
た
こ



私
何
様
之
非
常
入
用
出
来
候
共
、
柳
用
辮
相
頼
申
間
敷
候

札

差

業

と

住

友

山
田
米
之
助
と
の
取
引
は
一
定
の
成
算
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

口

し
か
し
現
実
は
机
上
。
フ
ラ
ン
の
よ
う
に
は
運
ば
な
い
。
こ
の
賄
料
で
生
計
を
維
持
で
ぎ
た
か
否
か
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
恐
ら
く
泉
屋
以
外
の
借
財
も
あ
り
、
借
金
返
済
ど
こ
ろ
か
、
新
規
の
借
金
が
増
加
し
て
い
る
。
嘉
永
七

年
十
一
月
、

山
田
米
之
助
の
「
入
置
申
書
付
之
事
」
に
よ
れ
ば
、
同
年
二
六
両
二
分
余
を
融
通
さ
れ
、
結
局
、
嘉

永
二
年
当
時
の
借
金
は
一
八
五
両
の
他
に
八
五
両
の
借
金
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
改
め
て

来
卯
春
ぷ
別
紙
證
文
之
通
、
金
百
八
拾
五
雨
者
壼
ヶ
年
金
拾
雨
減
リ
、
金
八
拾
五
雨
者
別
口
壺
ヶ
年
金

五
雨
減
シ
ニ
致
、
飯
米
之
儀
者
壼
ヶ
年
米
爪
拾
五
俵
二
相
定
、
差
引
残
り
勘
定
手
取
金
を
以
取
賄
、
公

と
返
済
方
な
ど
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
約
束
も
実
現
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
後
も
、
判
明
す
る
限
り
で
、
安
政
四

年
(
-
八
五
七
）
・
一

0
両
、
同
五
年
・
七
両
二
分
、
文
久
二
年
(
-
八
六
二
）
・
九
両
と
新
借
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
ろ
で
注
意
す
べ
き
は
文
久
二
年
の
総
借
財
高
は
二
二

0
両
と
二
七
両
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
全
体

と
し
て
新
借
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
嘉
永
二
年
に
二
七

0
両
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
二
三
両
減
と
な

っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
新
借
分
を
上
廻
る
返
済
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
。

の
返
済
が
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、

と

お
そ
ら
く
毎
年
一
五
両

八
年
間
で
一
―

1
0両
と
な
り
、
新
借
や
利
息
が
あ
っ
て
も
、
借
財
は
漸
減
す
る



こ
。

キー

札

差

業

と

住

友

傾
向
に
あ
っ
た
。

か
く
し
て
山
田
米
之
助
を
例
に
み
る
な
ら
ば
、
借
金
は
時
期
に
よ
り
増
減
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

そ
れ
が
増
加

の
一
途
を
辿
り
破
局
を
迎
え
る
と
い
っ
た
情
況
に
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
札
差
業
と
し
て
一
定
の
経
営
基
盤

R
 

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
他
の
側
面
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
札
差
業
が
自
己
資
金
に
よ
る
貸
付
を
業
と
し
た
だ
け
で
な
く
、
他

よ
り
預
金
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
清
水
家
を
始
め
―
―
―
卿
が
札
差

へ
の
下
ヶ
金
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
は

こ
れ
は
清
水
家
に
よ
る
預
金
と
も
み
る
こ
と
が
で
含
る
。
札
旦
那
の
一
部
に
も
、

か
か
る
例
の
あ

っ
た
こ
と
は
先
の
「
緊
用
識
」
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
慶
応
一
三
一
年
(
-
八
六
七
）
十
一
月
、
改
正
役
所
宛
泉
屋
茂
右

衛
門
「
願
状
」
の
一
節
に
「
御
諸
士
様
方
多
分
之
御
預
金
御
座
候
慮
、
俄
二
夫
々
御
引
上
ヶ
被
仰
付
候
」
と
あ
る
の

R
 

も
、
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
金
額
は
札
差
救
済
金
の
類
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
札
旦
那
に
よ
る
預
金

で
あ
っ
た

。

両
替
商
に
お
い
て
も
、
両
替
•
金
融
な
ど
の
ほ
か
、
預
金
を
う
け
て
い
る
こ
と
が
判
る
が
、
札
差
も

同
様
で
あ
っ
た
。
従
来
、
旗
本
御
家
人
の
財
政
窮
乏
が
一
般
的
前
提
と
し
て
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、

半
の
者
に
該
当
す
る
と
し
て
も
、

指
摘
し
た
が
、

上
層
の
旗
本
な
ど
に
は
、
預
金
を
お
こ
な
う
余
裕
の
あ
る
者
が
い
た
の
で
あ
っ

~ 
た
し
か
に
大



註

に
は
例
外
な
く
、
返
済
方
法
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
前
出

引
開
始
に
あ
た
っ
て
の
対
談
取
極
証
文
を
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ

貸
付
金
の
消
長
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
取

う
る
文
書
は
他
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
全
体
の

札

差

業

と

住

友

た
ら
ず
で
あ
る
。

札
差
と
の
交
渉
に
、
札
旦
那
は
牢
人
な
ど
を
雇
い
強
談
判
を
し

た
が
、
立
会
人
は
恒
常
的
な
代
理
人
で
あ
ろ
う
。

邊
一
郎
氏

『
幕
臣
岩
瀬
氏
関
係
史
料
』
一
九
五
八
年
、

山
口

徹

氏
「
幕
末
期
に
お
け
る
旗
本
財
政
」
社
会
経
済
史
学
二
八
巻
二

ル
ヴ

ァ
書
房
、
一
九

七
六
年
な
ど
が
目
に
つ
く
程
度
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
面
か
ら
の
全
面
的
検
討
は
困
難
で
あ
る
が
、

地
方
知
行
で
は
領
民
へ
の
貢
納
を
強
め
る
な
ど
、
財
政
的
に
窮

乏
は

あ
る
が
、
破
局
を
迎
え
な
い
ま
ま
、
幕
末
に
い
た
る

と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
特
定
の
札
旦
那
を
長
期
的
に
追
跡
し

号、

K
・
ヤ
マ
ム
ラ
氏

『
日
本
経
済
史
の
新
し
い
方
法
』

ミ
ネ

R

旗

本

財

政

の
分
析
は
支
配
・

貢
納
関
係
を
除
け
ば
少
な
い
。
渡

＠ R

泉
屋
甚
左
衛
門
店
の
札
旦
那
で
判
明
す
る
も
の
は
、

1
0
0
名

泉
茂
は
佐
々

木
大
之
丞
か
ら
一
―
―

―――

七
両
預
り
、
返
済
せ
ず
、
泉

甚
が
催
促
さ
れ
て
い
る
。

納
入
が
で
き
ず
延
期
を
願
っ

て
い
る
。
そ
の
他
、
慶
応

二
年
に

十
月
に
八
度
、
五

0
阿
宛
四

0
0
両
を
返
納
し

た
が
、
残
金
の

八

0
0
両
預
け
、
う
ち

一
0
0
両
は
五

0
両
宛

二
度
に
わ
た
っ

て
返
納
さ
せ
た
が
、
残
金
を
滞
納
し

た
た
め
、
札
差
請
人
で
あ

る
泉
甚
へ
交
渉
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
泉
甚
は
四
月
ー

行

・
外
国
惣
奉
行
並
な
ど
の
要
職
に
あ
っ
た
。
山
口
は
泉
茂
ヘ

五

0
一
石
五
斗
、
大
身
旗
本
で
幕
末
に
は
歩
兵
奉
行

・
騎
兵
奉

茂
右
衛
門
の
札
旦
那
山
口
駿
河
守
に
預
金
の
返
納
を
迫
ら
れ
て

い
る
こ
と
が

判
明
す
る。

山
口
駿
河
守
は
直
毅
と
い
い
、
高
二
、

⑭

腹

応

ニ

・
――一年
と
推
定
さ
れ
る
文
書
案
に
は
、
甚
左
衛
門
店
が
、

で
返
済
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

な
っ
て
い
る
。
泉
屋
よ
り
の
貸
付
金
に

つ
い
て
は
一
応
の
期
間

賦
、
泉
屋
分
四
四

五
両
は
年
二
五
両
返
済
で
、
約
一
八
年
賦
と

に
近
く
二
三
八
年
賦
と
な
る
が
、
坂
倉
屋

・
会
所
金
は
一
―
―
―
年

山
木
敷
馬
で
は
前
々
蔵
宿
と
み
ら
れ
る
森
村
屋
分
は
焦
げ
付
き

―
二
四



札

差

業

と

住

友

示
を
記
し
た
帳
簿
で
あ
る
が
、

は
、
さ
ら
に
本
家
と
米
店
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

本
家
と
の
関
係

R
 

目
録
銀
一

0
0枚

こ
の
な
か
か
ら
米
店
関
係
の
主
要
記
事
を
抜
い
て
み
よ
う
。

―
二
五

泉
屋
甚
左
衛
門
店
は
泉
屋
部
内
で
は
浅
草
米
店
と
し
て
一
部
門
を
構
成
し
て
い
た
。
こ
の
管
理
は
、
先
に
記
し

た
「
心
得
方
」
に
、
年
々
「
精
帳
」
を
作
成
し
て
本
家
へ
報
告
す
る
こ
と
「
店
方
三
季
落
金
随
分
勘
辮
致
し
、
利

金
登
せ
方
相
増
し
候
様
相
勤
め
申
す
べ
ぎ
事
」
と
し
て
、
利
益
は
本
家
へ
送
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で

米
店
名
儀
は
泉
屋
甚
左
衛
門
で
あ
り
、
支
配
人
が
名
儀
人
と
な
っ
た
か
ら
、
表
向
は
中
橋
店
の
よ
う
に
江
戸
出

店
で
は
な
く
、
独
立
し
た
経
営
と
な
っ
て
い
た
。

文
政
・
天
保
・
安
政
年
間
に
残
さ
れ
た
「
諸
用
御
窺
控
」
は
、
各
店
舗
よ
り
本
家
へ
の
伺
い
事
と
本
家
よ
り
の
指

文
政
十
二
年
(
-
八
二
九
）
十
一
月
・十
八
日

浅
草
源
助
退
役

天
保
一
＿
一
年
(
-
八
一
＝
二
）
十
二
月
四
日

札
差
坂
倉
屋
次
郎
右
衛
門
五

0
0両
融
通
依
頼
。
米
店
よ
り
報
告
と
と
も
に
「
同
人
殿
義
者
至
而
氣
性
六
ヶ
敷
、

（三）

在
勤
―
一
カ
年

し
か
し
、
内
実
は
本
家
が
一
切
の
指
示
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。



店
と
の
交
流
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
奉
公
人
退
役
・
雇
用
に
つ
い
て
は
本
家
の
指
示
を
仰
ぎ
、

の
茂
助
は
米
店
よ
り
の
申
告
に
対
し
、
功
績
が
少
い
と
の
理
由
で
目
録
銀
を
一
―

1
0両
に
減
額
し
て
い
る
。
一
雇
用
は

江
戸
で
の
雇
入
れ
は
報
告
に
許
可
を
与
え
る
形
式
で
あ
る
が
、
別
に
本
店
よ
り
奉
公
人
の
移
動
を
お
こ
な
い
、
各

つ
ぎ
に
札
旦
那
へ
の
金
融
に
つ
い
て
の
記
事
は
な
い
が
、
同
業
者
で
あ
る
坂

倉
屋
へ
の
融
通
や
特
別
の
礼
銀
な
ど
は
本
家
へ
許
可
を
え
て
い
た
。

⑱
 

浅
草
末
家
徳
右
衛
門
悴
兼
次
郎
十
三
オ
を
雇
う
。

嘉
永
―
―
―
年
(
-
八
五
0
)
六
月

御
店
御
名
前
替
之
節
世
話
二
相
成
候
仁
二
付
、
半
金
位
、
品
二
寄
取
替
遣
し
不
申
而
者、

近
々
半
兵
衛
義
御
名
前

引
代
り
之
時
節
二
も
相
成
候
：
．
」
と
意
見
を
具
申
し
て
い
る
。
坂
倉
屋
は
有
力
者
で
も
あ
り
、
支
配
人
交
替
期
も

近
い
の
で
、
申
入
れ
五

0
0両
の
半
金
二
五

0
両
で
ど
う
か
、

⑲
 

を
認
め
て
い
る
。

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
本
家
で
も
二
五

0
両
融
通

支
配
人
半
兵
衛
死
去
、
跡
清
兵
衛
襲
名
。
こ
れ
は
支
配
人
の
交
替
で
あ
る
が
、
札
差
仲
間
か
ら
苦
情
が
で
た
た
め
、

R
 

泉
屋
茂
右
衛
門
・
泉
屋
平
右
衛
門
が
周
旋
し
て
話
が
つ
い
た
。
そ
れ
で
両
名
に
礼
銀
―
―
―
枚
宛
を
贈
り
た
い
。

天
保
五
年
六
月
五
日

札

差

業

と

住

友

た
と
え
ば
嘉
永
二
年
十
一
月
退
役

し
た
が
っ
て
「
精
帳
」
に
よ
る
監
査
だ
け
で

――

―
六



第13表

年月日

札

差

業

と

住

友

大坂為登金

金額（両）I備 考

文化13. 7. 

14. 12. 16 

文政元.12. 

2. 10. 

3. --7. 

天保 2. 2. 12 

2. 2. 21 

3. 12. 

4. 12. 18 

6. 11. 19 

7.12.19 

8. 6. 14 

8. 12. 12 

10. 5. 15 

10. 11. 22 

150 

150 

300 

2,000 

各300

1, 150 

3,000 

1, 950 

2,000 

2,000 

2,000 

2, 500 

2,000 

350 

1, 500 

卯年為登金

丑年為登金

辰年為登金

巳年為登金

い
る
。

米
店
宛
本
家
勘
定
場
「
覚
」
は
、

為

為

為

為

登

登

登

登

金

金

金

金

こ
の
よ
う
に
為
登
金
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
金
額
は
、

ま
た
米
店
の
利
益
か
ら
本
家
へ
為
登
金
が
な
さ
れ
た
。

――

―七

貢
金
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
文
政
二
年

文
政
年
間
は
一
―

1
0
0両
が
定
例
の
為
登
金
で
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
化
年
間
は
一
五

0
両、

金
が
な
さ
れ
た
の
に
対
す
る
請
取
通
で
あ
っ
た
。

為
登
金
之
分
」
と
あ
る
よ
う
に
、
定
額
の
為
登

化
十
三
子
年
汐
為
貢
金
百
五
拾
雨
宛
年
々
定
式

取
通
」
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
冒
頭
に
「
文

化
十
三
年
(
-
八
一
六
）
以
降
の
「
年
々
為
登
金
請

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

な
く
、
主
要
な
問
題
ほ
、
す
べ
て
本
家
の
管
理
下
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
い
う
る
。

が
だ
さ
れ
た
。
天
保
十
四
年
二
月
九
日
付
浅
草
店
宛
中
橋
店
「
覚
」
に
よ
る
と
、

ま
ず
、
文

一、

0
0
0両
を
請
取
り
「
本
家

ヘ
貢
金
之
分
惨
請
取
申
候
」
と
し
て
い
る
。
為
登
金
は
貢
金
と
も
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
同
年
五
月
付
江
戸
浅
草

一、

0
0
0両
の
請
取
で
「
右
者
営
卯
年
貢
金
二
而
造
請
取
申
所
如
件
」
と
し
て

こ
の
送
金
は
中
橋
店
が
扱
い
、
改
め
て
本
家
よ
り
請
取



註 な
る
よ
う
に
、

ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
。

万
両
余
、
扱
い
高
六
万
俵
か
ら
推
計
す
れ
ば
、

少
く
と
も
六
、

0
0
0両
以
上
の
収
入
が
あ
り
、
化
政
・
天
保
期

に
は
臨
時
に
大
名
か
ら
金
融
を
頼
ま
れ
、
「
常
地
（
大
坂
）
銀
操
不
宜
」
と
し
て
二
、

0
0
0両
を
送
金
し
、

に
嵯
餓
清
涼
寺
へ
の
立
替
金
と
し
て
一
、

0
0
0両
、
計
三
、

0
0
0両
を
登
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
臨
時
の
送

金
は
天
保
期
に
は
頻
繁
で
あ
っ
た
。
天
保
年
間
、
浅
草
米
店
宛
中
橋
店
「
金
銀
請
取
手
形
」
に
よ
れ
ば
、
第
13
表

の
よ
う
で
あ
る
。

若
干
の
欠
落
分
も
あ
ろ
う
が
、
本
家
へ
の
為
登
金
は
九
年
間
に
一
万
八
、
四
五

0
両
の
巨
額
に
上
っ
て
い
る
。
当

時
、
札
差
と
し
て
の
年
間
利
益
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
正
確
に
判
明
し
な
い
。

で
は
棄
捐
令
前
の
水
準
に
戻
ら
な
い
ま
で
も
年
間
二
、
0
0
0
両
の
送
金
を
お
こ
な
う
だ
け
の
利
益
は
上
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
米
店
の
経
営
内
容
か
ら
い
え
ば
、
内
部
留
保
と
い
う
か
弾
力
性
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
で

あ
ろ
う
。
文
政
年
間
に
は
三

0
0両
の
定
額
為
登
金
で
あ
っ
た
も
の
が
、

た
こ
と
は
、
本
家
の
要
請
で
あ
り
、
折
し
も
本
家
家
政
改
革
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
情
況
の
も

と
で
、
米
店
と
し
て
も
苦
心
の
送
金
を
お
こ
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

札

差

業

と

住

友

ま
た
他

し
か
し
文
政
年
間
の
貸
付
金
五

二、

0
0
0両
を
超
え
る
巨
額
に
な
っ

し
か
し
幕
末
に
は
嘉
永
元
年
に
ニ
―
両
余
と

―
二
八



札

差

業

と

住

友

配
人
が
そ
れ
ぞ
れ
立
会
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

さ
て
中
橋
店
・
浅
草
米
店
の
組
織
上
の
関
係
は
、

会
社
組
織
の
あ
り
方
の
先
駆
と
し
て
注
目
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑲ 

絢

ま
ず
両
店
の
会
計
監
査
は
、

@ 

@ 

「
諸
用
御
窺
控

――――-
」

「
同
右
二
七
」中

橋
店
と
の
関
係

「
同
右
二
九
」

「
同
右
―
――
国」

―
二
九

文
政
八
年
の
掟
で
は
、
「
三
季

浅
草
米
店
と
中
橋
店
と
の
関
係
は
、
江
戸
両
店
と
し
て
協
力
し
、
密
接
な
組
織
関
係
が
あ
っ
た
が
、
同
時
に
泉

屋
の
営
業
方
針
と
し
て
各
店
部
の
独
立
採
算
制
と
業
務
分
担
を
明
確
に
し
て
い
た
た
め
、
中
橋
店
と
の
間
に
も
厳

密
な
業
務
分
担
・
会
計
面
で
の
独
立
性
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
組
織
形
態
は
江
戸
時
代
に
お
い
て
他
の
商

⑲
 

家
に
お
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
泉
屋
は
銅
山
・
長
崎
貿
易
・
掛
屋
・
両
替
・
札
差
な
ど
の
多
面
的
な
営

業
部
門
を
も
っ
て
い
た
た
め
、
各
店
は
一
会
社
・
一
事
業
部
門
と
し
て
経
営
を
お
こ
な
わ
せ
、

勘
定
相
縮
メ
候
上
、
雨
店
互
二
立
會
相
改
」
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

＠ 

そ
の
成
績
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
本
家
に
お
い
て
統
轄
す
る
と
い
う
組
織
形
態
を
と
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
近
代

ま
た
当
初
よ
り
年
末
決
算
に
は
両
店
支



江
戸
浅
草

御
米
店

札

差

業

と

住

友

ま
た
中
橋
店
は
関
東
に
お
け
る
泉
屋
内
部
の
金
銀
取
扱
い
を
一
手
に
仕
切
っ
て
お
り
、
浅
草
米
店
よ
り
の
為
登

金
・
送
金
は
中
橋
店
を
通
し
て
本
家
に
送
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

天
保
十
四
卯
二
月
九
日

右
者
常
卯
年
貢
金
二
而
懐
請
取
申
所
如
件

天
保
十
四
卯
年
五
月

（
印
）
（
印
）

一
金
千
雨
也 覚

つ
い
で
、
本
家
よ
り
の
「
請
取
覚
」
が
届
い
た
。

浅
草
御
店

右
者
本
家
へ
貢
金
之
分
悔
請
取
申
候
、
為
念
如
斯
御
座
候
、
以
上

（印）

一
金
千
雨
也 覚

――
―10
 

ま
ず
中
橋
店
に
渡
り
、

中
橋
店
（
印
）

本
家
勘
定
場
（
印
）



札

差

業

と

住

友

覺

江
戸
四
ヵ
所
掛
屋
敷
の
管
理
も
中
橋
店
が
お
こ
な
っ
た
。
宝
暦
年
間
の
「
心
得
方
」
に
「
宿
賃
ハ
中
橋
造
用
へ

下
金
の
積
に
て
大
阪
請
に
可
致
事
」
と
あ
る
が
、
米
店
の
地
代
・
家
賃
を
計
上
し
、
そ
れ
を
中
橋
店
へ
納
め
た
の

で
あ
っ
た
。
会
計
上
、
宿
賃
は
管
理
部
門
で
あ
る
中
橋
店
に
納
め
、

坂
本
家
へ
納
入
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
に
中
橋
店
の
造
用
と
し
て
費
消
し
て
も
、
名
目
は
大
坂
本
家
よ
り

下
し
金
と
し
て
計
上
し
、
請
取
も
大
坂
本
家
の
請
取
に
す
る
、

営
業
面
で
も
両
者
は
緊
密
な
連
繋
を
と
り
つ
つ
も
、
会
計
上
の
責
任
所
在
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
明
和
頃
と
推

定
さ
れ
る
「
江
戸
中
橋
算
用
書
抜
」
に
よ
る
と
、
決
算
で
ニ
―
、
二
五

0
両
の
資
産
中
、

浅
草
遊
金
差
入
高
歩
之
慮
返
清
五
、

0
0
0雨

と
あ
る
。
こ
れ
は
米
店
よ
り
五
、

0
0
0両
を
融
通
し
て
も
ら
い
、
中
橋
店
借
入
金
の
う
ち
高
利
の
分
を
返
済
し

た
の
で
あ
っ
た
。
中
橋
店
と
の
連
繋
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
両
店
間
の
貸
借
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、

こ
う
し
た
関
係
は
天
保
年
間
以
降
に
は
文
書
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
幾
つ
か
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

天
保
十
一
年
(
-
八
四
0
)
正
月
、
浅
草
店
宛
中
橋
店
「
覚
」
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

の
金
銀
の
動
ぎ
で
あ
っ
て
も
、

区
分
は
明
確
で
あ
っ
た
。

そ
の
造
用
に
あ
て
る
が
、

と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
泉
屋
内
部

三
こ
れ
は
本
来
、
大



の
ち
に
、

嘉
永
―
―
年
（
一
八
四
九
）
中
橋
店
は
一
時
休
店
に
な
り
、

浅
草
御
店

一
金
二
百
九
拾
一
＝
雨
二
分

右
者
年
々
虎
門
内
藤
様
汐
年
賦
金
相
下
り
候
二
付
、
嘗
方
證
文
二
書
込
相
成
候
間
、
為
念
請
取
書
差

天
保
十
一
子
年
正
月

虎
門
内
藤
様
と
あ
る
の
は
、

入
候

札

差

業

と

住

友

但
證
文
一
通

日
向
延
岡
城
主
、

泉
屋
が
蔵
元
で
あ
っ
た
関
係
が
あ
り
、

が
関
係
し
た
か
不
明
で
あ
る
が
、

三

一
橋
分
は

七
万
石
の
大
名
内
藤
政
義
で
あ
り
、
内
藤
家
と
は
文
政
八
年
以
来

ま
た
泉
屋
と
は
延
岡
紙
の
取
引
関
係
が
あ
っ
た
。
二
九
三
両
余
の
年
賦
金

が
返
済
さ
れ
た
の
に
対
し
、
中
橋
店
証
文
に
書
入
れ
る
の
で
あ
る
が
、
請
取
を
米
店
に
入
れ
て
い
る
。
な
ぜ
米
店

お
そ
ら
く
米
店
よ
り
中
橋
店
に
相
応
の
融
通
を
行
っ
て
お
り
、
形
式
的
に
は
貸

越
勘
定
で
内
藤
家
へ
の
金
融
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

一
橋
家
掛
屋
・
田
安
家
掛
屋
を
辞
退
し
た
。

渡
辺
屋
熊
次
郎
に
跡
を
譲
り
、
中
橋
店
屋
敷
を
彼
に
譲
渡
し
、

一
橋
家
拝
借
金
を
肩
代
り
さ
せ
た
が
、

田
安
分
はR

 

甚
左
衛
門
が
引
請
け
る
こ
と
と
し
、
田
安
家
拝
借
残
金
九
、
四
七

0
両
を
二

0
年
賦
で
返
納
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

こ
の
金
額
は
本
家
が
引
ぎ
う
け
た
と
み
え
、
米
店
よ
り
中
橋
店
へ
の
貸
金
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

中
橋
店

た
だ



、
こ
。

し

f

札

差

業

と

住

友

内

/
金
八
拾
六
雨
爪
分
也

但
壽
松
院
普
請
金
之
分

一
金
五
拾
六
雨
也

覺

返
清
可
致
候
」
と
中
橋
店
よ
り
覚
書
を
入
れ
て
い
る
。

中
橋
休
店
前
後
に
米
店
か
ら
八

0
0両
を
融
通
し
た
分
は
、
年
七
分
の
利
息
金
五
六
両
を
慶
応
二
年
(
-
八
六
六
）

ま
た
安
政
六
年
(
-
八
五
九
）
、
中
橋
店
は
有
馬
兵
庫
頭
の
返
納
金
一
―

1
0
0両
を
借
用
し
た
が
、

同
五
年
十
月
よ

り
六
年
十
二
月
ま
で
一
五
ヵ
月
分
の
利
息
三
一
両
二
分
を
米
店
に
入
れ
て
い
る
。
同
じ
く
元
治
元
年
(
-
八
六
四
）

九
月
二
十
四
日
「
西
條
様
御
廻
金
納
」
分
と
し
二
、

0
0
0両
を
借
用
し
、
「
近
日
大
坂
表
汐
差
下
ジ
次
第
、
早
速

こ
の
よ
う
に
浅
草
米
店
よ
り
中
橋
店
へ
の
金
融
は
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、

一
金
戴
拾
八
雨
也

一
金
戴
雨
爪
分

但
元
金
八
百
雨
戌
年
一
ヶ
年
分
利
足
年
七
分

但
金
七
百
雨
大
喜
殿
御
渡
之
分

十
二
月
ま
で
計
上
さ
れ
て
請
取
手
形
が
残
っ
て
い
る
。

月
百
五
拾
匁
つ
4

そ
の
収
支
計
算
が
な
さ
れ
て

i 



め
て
い
る
。

た
こ
と
が
わ
か
る
。

浅
草
御
店

札

差

業

と

住

友

金
五
拾
雨
也

但
此
分
来
―
―
―
月
中
返
清
之
積

右
之
通
営
年
之
分
勘
定
仕
候
…

十
二
月
十
八
日

今
日
正
金
渡
し

年
次
不
明
で
あ
る
が
、
幕
末
の
覚
書
に
は
、
年
度
の
決
算
が
さ
れ
、
利
息
の
支
払
い
な
ど
正
金
で
の
決
済
が
さ
れ

こ
の
金
融
額
は
年
度
に
よ
り
異
る
が
、

――――四

中
橋
店
（
印
）

幕
末
で
は
、
―
―-、

0
0
0両
と
家
質
借
入
金
七

0
0

両
を
月
利
一
両
に
銀
五
分
と
し
て
借
金
し
、
他
に
先
の
八

0
0両
や
臨
時
の
融
通
を
う
け
て
い
た
。
中
橋
店
は
幕

末
に
は
経
営
難
で
本
家
と
し
て
も
改
革
に
腐
心
し
て
い
る
が
、
米
店
か
ら
の
援
助
が
な
さ
れ
、

利
息
を
つ
け
、
帳
面
上
の
決
済
だ
け
で
な
く
、
現
銀
決
済
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
は
定
額
の

ち
な
み
に
文
久
二
年
(
-
八
六
二
）
十
月
、
浅
草
米
店
「
定
書
」
に
よ
る
と
、
ま
ず
本
家
へ
融
通
を
頼
む
時
は
「
御

操
出
シ
月
汐
御
入
帳
相
成
候
迄
年
壷
割
之
積
り
」
と
し
、
本
家
へ
の
取
替
金
も
同
様
に
取
計
う
と
し
て
細
目
を
定

つ
ぎ
に
中
橋
店
へ
の
金
融
は
利
息
は
年
一
割
と
同
様
で
、
月
の
う
ち
十
日
迄
に
返
済
し
た
な
ら
ば
一

金
三
拾
六
雨
戴
分

手
形



註 0
0両
に
つ
き
一
日
銀
二
匁
宛
、

し
、
米
店
へ
の
金
融
も
同
断
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
別
家
へ
の
取
替
金
は
中
橋
店
に
准
ず
る
と
し
、
文
久

三
年
よ
り
実
施
す
る
と
取
極
め
て
い
る
。
各
店
間
の
金
融
と
そ
の
利
付
決
済
は
、
本
家
と
の
間
に
も
適
用
さ
れ
る

こ
の
年
利
一
割
は
、
他
商
人
と
の
取
引
で
も
七
分
・
八
分
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
多
い
か
ら
、

息
と
し
て
は
高
い
も
の
で
あ
る
。

う
る
と
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

蔵
買
代
金
・
普
請
入
用
と
し
て
三
口
九

0
0
両
を
借
り
本
家
よ

札

差

業

と

住

友

五
0
0
両
、
同
二
十
七
日

・
1
0
0
両
、
五
月
二
十
六
日

り
の
送
金
で
返
す
と
し
て
い
る
。
万
延
元
年
に
は
四
月
十
七
日

⑲
嘉
永
七
年
九
月
「
諸
證
文
之
控
」

に
は
、

安
政
三

・
四
年
に
土

⑲ 

一井
家
・
下
村
家
な
ど
で
類
似
の
方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。

を
基
礎
に
繁
栄
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
う
る
。

、
。

＼
 

し
か
し
、

か
し
、
五
月
二
十
六
日
分
は
二
十
八
日
に
返
済
し
て
い
る
よ
う

0
0
0
両
と
、
六
ロ
・

――-
、
1
0
0
両
を
借
用
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
泉
屋
の
経
営
は
相
当
の
水
準
に
あ
り
、
各
店
の
独
立
採
算
制

こ
れ
を
泉
屋
内
部
の
融
通
の
原
則
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

原
則
で
あ
っ
た
。

廿
日
以
降
は
一
カ
月
の
積
り
に
す
る
と

ま
た
実
際
、
中
橋
店
へ
の
融
通
金
利
息
も
七
分
・
八
分
で
、

全
体
と
し
て
一
割
以
上
の
利
益
を
あ
げ

一
、
0
0
0
両
、
七
月
―――

日
・
五

0
0
両
、
十

一
月
―
――
日
・

一
、

に
、
短
時
日
の
借
用
で
あ
る
。

――――五

十
八
・
九
日
頃
返
済
は
半
月
の
積
り
、

し

一
割
は
見
当
ら
な 利



れ
ば

（
通
常
借
金
が
返
済
さ
れ
れ
ば
、

右
の
融
通
に
つ
い
て
、

浅
草
米
店
と
茂
右
衛
門
店
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
よ
う
。
札
差
業
を
営
む
別
家
両
店
の
う
ち
、

い
て
は
、

九
兵
衛
店
に
つ

ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
り
、
文
化
十
五
年
(
-
八
一
八
）
閉
店
に
な
っ
た
こ
と
が
判
明

す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
茂
右
衛
門
店
と
の
関
係
は
若
干
の
史
料
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
茂

右
衛
門
店
は
米
店
あ
る
い
は
直
接
本
店
よ
り
金
融
な
ど
を
う
け
て
お
り
、
別
家
と
し
て
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ

と
を
知
り
う
る
。

茂
右
衛
門
店
の
経
営
は
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
無
利
息
年
賦
返
済
令
な
ど
の
打
撃
を
う
け
、
泉
屋
甚
左
衛

門
店
に
同
居
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
店
舗
は
改
め
て
開
い
た
も
の
の
、
幕
末
に
か
け
て
苦
況
に
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
っ
た
。
文
久
・
元
治
年
間
に
お
け
る
本
店
勘
定
場
宛
茂
右
衛
門
「
借
用
覚
」
は
第
14
表
の
よ
う
で
あ
る
。

資
金
と
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
泉
茂
の
経
営
難
も
あ
る
が
、
通
常
の
経
営
維
持
の
た
め
に
も
、
本
店
が
資

金
融
通
を
お
こ
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
の
は
証
文
の
残
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
返
済
分
を
含
め

国
茂
右
衛
門
店
と
の
関
係

札

差

業

と

住

友

一
見
し
て
判
る
こ
と
は
、
茂
右
衛
門
店
は
本
店
よ
り
短
期
融
資
を
う
け
て
お
り
、
運
転

証
文
は
借
主
に
戻
す
か
ら
、
本
家
に
は
残
ら
な
い
）
、

さ
ら
に
回
数
は
増

―
―
―
―
六



第14表 泉屋茂右衛門借用金

札差業と住友

年月日 金額（両分）（匁） 返済期限 l 備考

文久元 10 25 同2年2月

2. 3. 19 350 仮証文

2. 11. 700 同3年2月 1両に月利

3. 6. 20 50 同月 24,....,5日 銀 4分

3. 11. 19 25 

元治元.3. 53. 1銀5匁 同2年12月

元. 3. 450 10カ年賦 銀1両3二分付5，月厘

元. 9. 8 25 同月 10日

元.11. 200 同12月10日

あ
る
が
、

こ
の
抵
当
と
し
て
、
茂
右
衛
門
よ
り
請
取
る
札
旦
那
年
賦

年
三
月
、
泉
屋
甚
左
衛
門
宛
利
倉
屋
両
名
借
金
証
文
は
一
五

0
両
で

い
る
利
倉
屋
勘
兵
衛
・
同
庄
左
衛
門
へ
の
融
通
も
あ
っ
た
。
嘉
永
七

ま
た
茂
右
衛
門
店
へ
の
融
通
に
は
、
茂
右
衛
門
が
金
融
を
う
け
て

八
分
と
七
分
に
な
っ
て
い
て
、
先
の
泉
屋
内
の
規
定
よ
り
低
い
。

息
は
一
両
に
つ
ぎ
月
銀
四
分
と
三
分
五
厘
で
あ
り
、
年
利
に
す
れ
ば

条
項
が
あ
っ
た
が
、

っ
た
。
文
政
八
年
(
-
八
二
五
）
「
定
書
」
に
も
、
札
差
家
業
の
外
で
は
、

す
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
期
限
は
、
長
期
で
四
カ
月
、
短
期
は
二
日
後
と
な
っ
て
お
り
、
金
額
は
二
五
両
か
ら
七

0
0両
と
巾
が
あ
る
が
、
要
す
る
に
茂
右
衛
門
店
は
必
要
に
応
じ
て
本
家
よ
り
融
通
を
う
け
た
の
で
あ
っ
た
。

だ
証
文
の
宛
先
が
本
店
勘
定
場
と
な
っ
て
お
り
、
甚
左
衛
門
店
で
は
な
か
っ
た
が
、

た
と
し
て
も
、

こ
こ
で
も
本
店
と
の
取
引
に
な
っ
て
い
た
。
利

こ
れ
は
本
店
の
融
通
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
の
で
あ

通
を
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
実
際
は
直
接
に
泉
茂
へ
金
融
を
し た

そ
れ
は
甚
左
衛
門
店
よ
り
融

利
付
貸
先
が
あ
っ
て
も
本
店
の
許
可
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

――――七



註

込
、
追
々
相
届
候
程
宛
御
返
金
申
上
候
ー
一
付
、
猶
更
不
應
セ

ケ
被
仰
付
候
―
—
付
、
困
惑
之
餘
無
是
非
無
利
成
他
融
通
金
操

上
納
引
残
金
一
千
九
百
七
十

二
雨
二
分
井
二
十
ケ
年
賦
拝
借
之

幕
末
多
事
の
時
に
当
り
、
将
軍
家
茂
に
よ
り
長
州
再
征
な
ど
が

を
行
っ
て
い
た
。
炭
応
元
年
浅
草
大
火
で
類
焼
し
た
上
、
恰
も

御
諸
士
様
方
多
分
之
御
預
金
御
座
候
慮
、
俄
―
—
夫
々
御
引
上

く
、
預
金
を
も
得
て
い
た
の
で
、
こ
れ
で
資
金
面
の
や
り
く
り

一
割
合
御
上
納
仕
度
」
と
願
い
出
た
。
窮
迫
の
理
由
と
し
て

述
し
た
よ
う
に
、
札
差
は
札
旦
那
へ
の
貸
付
を
行
う
だ
け
で
な

に
よ
り
返
済
に
無
理
を
し
た
と
述
べ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
先

で
注
目
す
べ
き
は
、
泉
屋
茂
右
衛
門
店
が
諸
士
の
預
金
引
上
げ

炭
応
三
年
十
一
月
、
茂
右
衛
門
は
改
正
役
所
宛
に
「
営
夏
御

と
し
て
願
い
通
り
聞
済
み
に
な
る
よ
う
上
申
し
て
い
る
。
こ
こ

袋
に
は
、
幾
通
か
の
書
類
が
含
ま
れ
て
い

る。

衛
門
・
和
泉
屋
源
兵
衛
・
十

一
屋
善
八
の

七
名
が
加
判
人
組
合

、
こ
。

し

t

「
茂
右
衛
門
借
銀
始
末

一
件
書
類
」
と
題
さ
れ
た
文
書

七
兵
術

・
泉
屋
甚
左
術
門

・
後
藤
屋
七
右
衛
門

・
利
倉
屋
源
右

る
。
茂
右
術
門
店
は
緊
応
―
―
―
年
に
は
全
く
経
営
的
に
行
詰
っ
て

と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
う
け
て
、
笠
倉
屋
喜
右
衛
門
・
伊
勢
屋

常
陸
出
身
の
養
子
で
、
常
陸
地
方
へ
の
金
融
も
お
こ
な
っ
て
い

介
し
た
い
。
こ
こ
で
は
概
況
を
み
て
お
こ
う
。
幕
末
の
当
主
は

⑲
茂
右
衛
門
店
に
つ
い
て
は
若
干
経
営
も
わ
か
る
が
、
改
め
て
紹

韓
宿
御
願
申
上
、
右
御
立
替
金
ヲ
以
、

嘗
春
夏
上
納
可
仕
心

四
両
・
銀
ニ
―
―
匁
七
分
一
厘
で
あ
っ
た
。
泉
甚
は
泉
茂
と
の
関
係
で
利
倉
屋
へ
の
金
融
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

⑲
 

か
く
し
て
茂
右
衛
門
店
は
泉
屋
を
背
景
に
、
幕
末
で
の
営
業
を
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。

御
分
共
、

嘗
卯
冬
力
元
利
之
内

ヘ
一
ケ
年
金
百
八
拾
雨
宛
三
季

金
に
つ
い
て
書
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
四
家
、

札

差

業

と

住

友

多
分
之
借
財
相
嵩
、
禰
以
難
澁
仕
候
間
、
御
札
旦
那
様
方
御

得
二
御
座
候
虞
、
是
以
行
届
不
申
切
迫
仕
候

金
一
九
二
両
三
分

・
銀
七
匁
七
分
三
厘
で
年
間
返
済
金
は
金

――
――八



札

差

業

と

住

友

年月日 I 銀 I人数（名）

3,178両2分 14匁4分9厘

782両1分 7匁8分2厘

3,909両2分 14匁3分6厘

7,870両1分 136匁6分7厘 I

用立金

襄応 3年12月

// (焦付分）

// 4年正月

計

58 

14 

129 

201 

は
、
慶
応

―――
•

四
年
の
泉
茂

と
こ
ろ
で
、
泉
屋
文
書
に

る。 日
迄
の
延
引
を
願
っ
て
い

泉
甚
の
拝
借
金
よ
り
納
入
を

求
め
ら
れ
、
泉
甚
で
は
御
定

っ
た
が
、
こ
の
支
払
い
を
、

に
な
っ
て
も
返
納
で
き
な
か

役
所
よ
り
の
拝
借
金
を
期
日

う
け
て
い
る
。
泉
茂
は
改
正

請
人
で
あ
り
、
こ
の
影
響
を

と
く
に
浅
草
米
店
1

1

泉
甚
は

泉
屋
茂
右
衛
門
店
は
こ
こ
に
閉
店
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

幕
末
維
新
の
変
動
の
な
か
で
、
札
差
業
は
打
撃
を
う
け
た
が
、

と
し
て
い
る
。

片
付
申
度

ち
ろ
ん
他
方
で
は
泉
茂
よ
り
融
通
を
う
け
て
い
て
、
返
済
不
能

者
も
い
た
か
ら
、
札
差
業
と
し
て
は
難
局
に
あ
っ
た
に
相
違
な

ば
、
借
金
の
抵
当
と
し
て
、
泉
茂
が
本
店
へ
書
上
げ
た
も
の
で

あ
ろ
う
（
上
表
参
照
）
。

こ
の
書
上
げ
は
、
泉
茂
の
全
貸
付
高
の
う
ち
何
程
に
な
る
か

不
明
で
あ
る
。
し
か
し
衰
退
し
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
、
な
お

節
之
場
合
＿
一
至
り
、
最
早
何
様
―
ー
も
仕
法
之
附
様
も
無
御
座
」

と
し
て
、
仲
間
よ
り
の
受
取
金
三

0
0
両
を
本
店
へ
預
け
、

家
財
道
具
等
迄
賣
彿
、
右
御
店
様
江
御
預
り
申
置
候
金
子
三

百
雨
餘
分
井
＿
一
右
賣
彿
ひ
候
代
金
共
二
而
諸
財
演
方
致
、
相

――――九

結
局
、
明
治
元
年
六
月
廿

二
日
付
茂
右
衛
門
一
札
で
は
、
「
常

ち
焦
付
分
は
一
割
程
度
で
あ
っ
た
。

な
わ
ち
札
旦
那
を
譲
渡
す
る
こ
と
で
切
り
抜
け
よ
う
と
し
た
。

い
。
泉
茂
は
こ
の
苦
況
を
乗
り
き
る
た
め
、
札
旦
那
の
転
宿
す

資
金
と

し
て
預
金

の
引
出
し
に
か
か
っ
た
と
推
定
し
う
る
。
も

な
さ
れ
、
旗
本
・
御
家
人
の
多
く
は
動
員
を
さ
れ
た
か
ら
、
軍

七
、
八

0
0
余
両
の
貸
付
金
が
あ
る
こ
と
は
注
目
し
う
る
。
う

「
御
用
立
金
書
抜
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。
先
の
経
過
か
ら
み
れ



こ
。

t
 本

輯
で
は
、
泉
屋
に
お
け
る
札
差
業
を
と
り
あ
げ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
大
坂
に
本
拠
を
も
つ
銅
山
師
銅
商
泉
屋

が
、
江
戸
に
進
出
し
て
金
融
業
を
い
と
な
み
、
札
差
仲
間
で
も
屈
指
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
札
差
経
営
の
実
態
、
寛
政
棄
捐
令
な
ど
の
幕
政
が
も
た
ら
し
た
影
響
な
ど
、
幾
つ
か
の
新
知
見
を
加
え
る
こ

と
が
で
き
た
と
考
え
る
。

や
、
明
治
維
新
に
よ
る
札
差
業
の
終
焉
な
ど
に
つ
い
て
は
別
輯
に
譲
る
こ
と
と
し
、
本
輯
で
は
と
り
あ
げ
な
か
っ

I. 

ノ‘

む

す

び

札

差

業

と

住

友

し
か
し
浅
草
米
店
の
札
差
業
と
関
連
の
深
い
江
戸
中
橋
店
と
そ
の
掛
屋
と
し
て
の
業
務

一
四

〇



付

録

住

友

札

差

関

係

資

料



付
録

解

得
方
」
に
営
業
面
で
の
規
定
が
あ
る
が
、

「
諸
店
心
得
方
」
と
あ
る
が
、
内
容
か
ら
み
て
浅
草
米
店
に
対
す
る
心
得
書
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

辛
未
七
月
と
あ
る
か
ら
寛
延
四
年
(
-
七
五
一
）
吉
左
衛
門
友
昌
・
理
兵
衛
友
俊
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
以
前
、

て
の
詳
細
な
規
定
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
札
差
業
の
実
態
を
示
す
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
本
文
は
原
文
が
見
当
ら

ず
、
「
垂
裕
明
鑑
巻
之
十
」
の
記
載
に
よ
っ
た
。と

も
ひ
ろ

文
政
八
年
(
-
八
二
五
）
五
月
、
当
主
吉
次
郎
友
聞
が
制
定
し
た
も
の
。

々
に
つ
い
て
加
除
が
あ
る
。
控
を
底
本
と
し
「
年
々
諸
用
留
拾
戴
番
」
の
記
載
に
よ
り
校
合
し
た
。

泉
屋
で
も
家
法
を
定
め
店
制
を
整
え
て
い
る
が
、

解

題

浅
草
米
店
定
書

諸
店
心
得
方

題

(-
I
五
頁
）

こ
れ
を
補
う
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
中
橋
店
に
も
出
さ
れ
、
若
干
の
条

一
四
ヵ
条
に
わ
た
る
。
寛
延
四
年
「
心

（
六
—
八
頁
）

こ
れ
は
そ
の
一
環
で
あ
る
と
と
も
に
、
浅
草
米
店
経
営
に
つ
い



春
東
都
雨
店
緊
用
識
」
と
題
し
た
横
帳
か
ら
、
米
店
分
を
抄
出
し
た
。

基
本
帳
簿
は
残
っ
て
お
ら
ず
、

連
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

住
友
友
聞
江
戸
両
店
諭
文

文
政
七
年
(
-
八
二
四
）
、
当
主
友
聞
が
江
戸
中
橋
店
・
浅
草
米
店
に
対
し
、

し
た
も
の
。
化
政
期
の
江
戸
に
お
け
る
、
出
店
奉
公
人
へ
の
戒
告
と
し
て
、

し
て
注
意
す
べ
ぎ
内
容
で
あ
る
。
通
常
の
店
務
に
は
吉
次
郎
の
署
名
で
あ
る
が
、
友
聞
と
あ
る
の
は
、
内
容
と
関

浅
草
米
店
損
益

・
収
支
概
要

嘉
永
二
年
(
-
八
四
九
）、
浅
草
米
店
と
関
係
も
深
い
江
戸
中
橋
店
が
休
業
し
た
。

め
、
本
家
よ
り
手
代
治
右
衛
門
が
東
下
し
た
が
、
こ
の
と
き
米
店
の
調
査
も
お
こ
な
い
、
嘉
永
元
年
の
損
益
決
算

と
、
同
二
年
正
月
・
―
―
月
の
収
支
勘
定
・
在
庫
を
書
ぎ
あ
げ
て
い
る
。
米
店
関
係
と
し
て
は
、
経
営
内
容
を
示
す

付

録

解

題

（九
-
1
0頁）

行
儀
作
法
を
守
る
べ
き
こ
と
を
諭

ま
た
商
家
に
お
け
る
奉
公
人
の
躾
と

(
―
一
ー
ニ
五
頁
）

こ
の
再
建
策
を
検
討
す
る
た

こ
れ
が
唯
一
の
例
で
あ
る
。
底
本
は
治
右
衛
門
自
筆
と
み
ら
れ
る
「
嘉
永
酉
中



付

録

解

題

の
申
渡
書
で
あ
る
。
当
時
、
清
水
家
は
幕
府
米
蔵
よ
り
禄
米
が
支
給
さ
れ
て
い
た
の
で
、
札
差
と
同
様
の
業
者
が

必
要
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
職
務
内
容
を
申
渡
し
、
蔵
元
・
札
差
が
請
書
を
出
し
て
い
る
。
浅
草
米
店
「
無
表
紙

覺
帳
」
に
よ
っ
た
。

〔
清
水
家
札
差
勤
方
申
渡
書
〕

・
別
家
茂
右
衛
門
の
財
産
情
況
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

〔
清
水
家
蔵
元
就
任
経
過
〕

の
誓
約
、
身
上
報
告
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
蔵
元
業
務
内
容
の
概
要
を
示
す
と
と
も
に
、
泉
屋
甚
左
衛
門

底
本
と
し
た
。

寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
、
清
水
家
蔵
米
取
扱
い
の
た
め
、
札
差
を
定
め
た
と
ぎ

あ
っ
た
。

清
水
家
蔵
元
関
係
資
料

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
泉
屋
甚
左
衛
門
は
徳
川
三
卿
の
清
水
家
蔵
元
と
な
っ
た
。
清
水
家
蔵
元
の
業
務
は
札
差

業
の
拡
延
と
い
い
う
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
下
ヶ
金
を
通
じ
て
札
差
仲
間
で
の
一
定
の
地
位
を
保
証
す
る
も
の
で

蔵
元
就
任
に
は
清
水
家
よ
り
詳
細
な
調
査
が
な
さ
れ
た
が
、
業
務
内
容
に
つ
い
て

「
年
々
諸
用
留

九
番
」
所
収
の
も
の
を

（
二
六
ー
四
三
頁
）



本
高
二

0
0俵
の
御
家
人
で
あ
る
。

文
政
二
年
株
仲
間
入
用
割
表

泉
屋
本
「
業
要
集
下
」
に
は
、
「
常
時
札
差
名
前
組
合
人
敷
如
左
之
」
と
あ
る
項
目
に
、

み
ら
れ
る
朱
註
が
あ
り
、
文
政
二
年
正
月
の
調
査
に
か
か
る
仲
間
入
用
割
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
札
扱
い

高
「
壼
萬
俵
ヲ
壼
人
、
千
俵
を
壼
歩
」
と
し
て
割
当
て
た
か
ら
、
当
時
の
扱
い
高
概
数
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴

重
な
史
料
で
あ
る
。

ま
た
旧
蔵
宿
と
の
決
済
証
文
も
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、

田
米
之
助
分
諸
証
文
を
あ
げ
て
お
く
。
同
一
人
物
と
の
取
引
証
文
と
し
て
、
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

は
取
引
開
始
時
の
「
御
蔵
札
差
頼
證
文
」
「
封
談
取
極
證
文
」
を
は
じ
め
、
時
々
の
借
用
証
文
を
残
し
て
い
る
山

泉
屋
文
書
に
は
、
札
旦
那
と
の
諸
証
文
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
当
時
の
商
慣
例
と
し
て
文
例
も
き

ま
っ
て
お
り
、

か
つ
て
幸
田
成
友
氏
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

札
旦
那
取
引
証
文
例

付

録

解

題

（
四
四
ー
四
九
頁
）

し
か
し
未
紹
介
の
文
例
も
あ
り
、

こ
こ
で

（五

0
ー
五
一
頁
）

泉
屋
手
代
の
覚
書
と

こ
れ
は
本
文
中
に
紹
介
し
た
。
な
お
山
田
は
小
普
請
組
、

四



に
依右

は
たつ 諸資

゜ 料
解 の

印
刷

題 にこ

当
つ

て
は

ヽ

塁
の

雷
を

年
る
に；

勉
め

ヽ

亨
略
字

誓
追‘卓

五 等
は
成
る
可
＜ 
旧



付
録

一
御
書
替
所
御
證
文
下
書
差
出
候
ハ
ヽ
、
拍
帳
よ
留
置
可
申
事

一
御
屋
敷
御
切
米
手
形
御
扶
持
方
参
候
ハ
ヽ
、
能
相
改
請
取
可
申
、
萬
一
墨
付
有
之
候
ハ
ヽ
、
其
使
を
待
せ
置
、

早
速
書
替
所
へ
相
伺
、
其
上
請
取
書
差
出
可
申
事

一
御
書
替
所
へ
出
候
役
割
人
敷
立
會
の
上
、
前
夜
よ
御
手
形
入
念
招
置
、
早
朝
持
参
、
引
替
の
上
、
御
札
能
々
相

改
、
随
分
大
事
ょ
取
扱
可
申
事

一
御
切
米
御
扶
持
方
玉
入
よ
参
候
者
、
役
割
人
敷
立
會
の
上
御
手
形
能
々
相
改
、
玉
組
帳
と
讀
合
致
押
切
前
夜
ょ

玉
持
置
、
早
朝
持
参
可
致
事

一
玉
落
候
ハ
ヽ
、
役
割
の
者
早
朝
御
蔵
へ
金
請
取
可
参
候
、
外
役
の
者
其
外
如
何
様
の
用
事
申
来
と
も
、
其
者
へ

相
譲
蹄
宅
致
間
敷
、
同
役
之
者
参
候
上
、
代
り
可
申
事

一
御
米
於
御
蔵
場
相
渡
候
ハ
ヽ
、
早
速
割
判
店
へ
差
越
可
申
、
直
段
ハ
節
季
任
ょ
可
致
、
随
分
方
々
承
合
賣
方
出

精
可
致
、
節
季
営
二
致
し
て
ハ
手
抜
け
有
之
候
間
可
有
心
得
、
直
段
相
違
有
之
、
外
よ
り
相
知
れ
候
て
ハ
、
出

住
友
札
差
関
係
資
料

一
御
屋
敷
勤
方
可
致
大
切
候
、
井
御
切
米
勘
定
差
引
等
無
相
違
入
念
可
申
事

諸
店
（
浅
草
米
店
）
心
得
方



前
ょ
致
し
、
格
式
引
直
候
様
、
新
古
相
互
ょ
随
分
出
精
可
致
事

是
迄
ハ
日
傭
相
麗
候
得
共
、

一
切
遣
不
申
様
心
掛
可
申
事

住
友
札
差
関
係
資
料

一
御
屋
敷
方
御
用
金
之
義
、
支
配
人
可
致
相
劉
、
金
子
ハ
如
何
様
被
仰
付
候
共
、
御
用
立
申
間
敷
候
、
且
又
是
迄

御
借
用
方
御
定
有
之
屋
敷
方
不
勝
手
よ
付
被
仰
聞
候
ハ
ヽ
、
支
配
人
承
合
熟
談
の
上
返
答
可
申
上
、
決
し
て
自

分
了
簡
を
以
取
計
申
間
敷
候
事

一
御
屋
敷
方
御
用
金
之
御
證
文
金
高
、
日
々
金
子
帳
と
押
合
、
銘
々
様
紙
判
袋
ょ
仕
廻
可
申
事

一
御
蔵
御
書
替
所
へ
出
勤
の
者
、
場
所
仕
廻
次
第
早
速
帰
店
、
勘
定
手
博
可
申
、
玉
落
も
申
合
、
玉
燭
ょ
可
参
候
、

一
米
代
金
夜
五
ッ
時
迄
よ
不
致
持
参
時
ハ
、
金
子
方
よ
り
催
促
可
申
、
此
方
よ
り
請
取
よ
参
事
無
用
之
事

一
向
後
一
役
申
付
候
者
、
其
掛
の
用
向
善
悪
不
措
、
無
遠
慮
可
申
出
、
其
役
手
一
存
了
簡
不
附
申
時
ハ
、
器
量
も

不
相
見
候
、
其
申
出
心
得
違
有
之
時
ハ
、
役
頭
よ
り
可
申
入
、
品
ょ
依
り
此
方
へ
可
相
尋
候
事

一
手
代
共
忠
節
を
盛
ょ
於
て
ハ
新
古
の
差
別
な
く
候
、
近
来
召
抱
の
者
も
勤
方
出
精
の
者
ハ
古
来
相
勤
候
者
と
同

一
子
供
遣
方
ハ
、
算
筆
ハ
不
及
申
、
差
配
行
儀
等
教
可
申
候
、
病
氣
之
節
心
付
遣
可
申
事

一
手
代
病
氣
之
節
ハ
、
傍
朋
輩
共
随
分
心
を
付
介
抱
可
申
候
、
施
略
之
取
計
於
有
之
ハ
、
主
人
不
忠
と
申
者
ょ
て
、

役
常
人
役
義
相
立
不
申
、
能
々
相
心
得
可
申
事

付
録



付
録
住
友
札
差
関
係
資
料

一
店
方
三
季
落
金
随
分
致
勘
辮
、
利
金
為
登
方
相
壻
候
様
相
勤
可
申
事

一
是
迄
取
替
金
不
残
元
利
取
立
可
申
、
向
後
内
外
共
柳
取
替
申
間
敷
事

一
毎
日
金
銀
米
錢
請
彿
日
々
相
改
、
常
座
勘
定
仕
、
大
彿
受
一
ヶ
月
限
支
配
人
立
會
相
改
可
申
候
、

定
之
節
中
橋
役
頭
立
會
、

口
々
相
改
、
押
合
印
形
の
上
、
精
帳
相
認
、
連
名
具
印
可
致
事

一
御
蔵
御
書
替
所
御
屋
敷
方
御
用
ょ
て
も
支
配
人
へ
相
断
可
罷
出
候
、
公
用
ょ
て
も
無
断
罷
出
候
節
ハ
私
用
同
然

た
る
へ
く
候
條
、
銘
々
相
憤
可
申
、
尤
公
用
の
外
、
私
用
他
行
ハ
壺
人
宛
ょ
可
限
事

一
世
帯
向
萬
端
無
油
断
、
勘
辮
致
し
入
用
相
減
可
申
事

一
米
店
之
義
ハ
美
服
著
用
相
到
申
候
儀
、
不
相
應
よ
付
、
向
後
綿
服
ょ
可
限
、
勿
論
他
行
も
右
ょ
可
準
事

一
店
方
手
代
共
綿
服
著
用
可
致
、
外
勤
之
節
ハ
其
場
ょ
應
し
、
著
用
の
品
支
配
人
よ
り
可
及
差
圏
事

一
店
方
相
勤
候
者
、
親
類
緑
者
ょ
て
も
店
方
ょ
滞
留
為
致
間
敷
候
事

一
支
配
人
行
跡
第
一
よ
相
憤
、
手
代
共
不
行
跡
相
改
可
申
事

一
札
新
規
ょ
取
申
儀
可
相
止
、
追
て
存
寄
ハ
本
家
よ
り
差
圏
可
申
事

萬
事
能
々
工
夫
可
有
之
事

（格）

―
―
―
―
季
利
足
勘
定
前
搭
之
通
、
精
帳
仕
立
差
登
可
申
事

一
ヶ
年
穂
勘



盗
賊
取
沙
汰
有
之
候
得
ハ
、
手
代
共
申
合
夜
番
可
相
勤
事

一
此
度
人
敷
減
し
候
上
、
家
内
火
の
用
心
別
し
て
入
念
、
近
所
出
火
の
節
始
末
、
兼
て
手
配
被
申
付
、
風
立
又
ハ

子

供

二
人

米
取
方

二

人

賄

老

女

壼

人

飯

炊

男

壼

人

米

請

彿

二

人

料

理

方

壺
人

支
配
人

壼
人

金
子
方

壷

人

玉

入

壼

人

勘
定
差
引
出
来
可
申
と
存
候
よ
付
、
左
記
の
通
人
員
相
定
候
事

一
店
商
賣
之
外
、
手
代
共
自
分
諸
商
賣
堅
致
間
敷
事

一
米
店
名
題
之
儀
、
追
て
可
申
付
事

一
米
店
地
代
宿
賃
、
中
橋
へ
勘
定
相
立
可
申
事

一
正
米
商
賣
其
年
の
時
氣
相
考
、
俵
高
賣
買
ょ
付
利
潤
又
損
失
有
之
、
向
後
買
置
米
或
ハ
賣
過
米
等
堅
可
相
止
、

勿
論
月
々
入
用
米
ハ
其
時
々
買
入
可
申
、
敷
月
入
用
の
買
置
米
可
為
無
用
候
、
米
穀
ょ
不
限
、
穂
て
思
入
商
賣

堅
致
間
敷
事

一
店
穂
人
敷
向
後
半
減
相
縮
可
申
、
尤
米
店
開
痰
よ
り
札
敷
相
増
多
用
ょ
候
得
共
、
諸
作
法
等
皆
々
事
馴
候
よ
付
、

相
劉
方
助
壼
人

一
手
代
共
別
家
申
付
候
上
ハ
、
妻
緑
之
義
本
家
よ
り
差
圏
可
申
事

付
録

住
友
札
差
関
係
資
料

書

替

壼

人

四



付
録

住

友

札
差
関
係
資
料

（
寛
延
四
）

辛
未
七
月

一
門
口
朝
六
ッ
時
明
け
、
夜
五
ッ
半
限
順
々
不
痣
番
定
置
、
出
入
改
可
申
事

志
を
立
、
申
合
可
相
勤
、
別
し
て
支
配
人
ハ
厚
心
得
可
有
之
候
、
以
上

吉

五

理

兵

衛左

衛

門

右
之
通
相
改
申
渡
候
間
可
相
守
、
此
外
洩
候
儀
ハ
銘
々
存
付
次
第
取
締
、
倹
約
第
一
ょ
取
計
、
永
々
繁
榮
相
績
候

様
平
生
無
油
断
掛
引
可
申
、
勿
論
店
繁
昌
ハ
主
人
二
盆
有
の
み
な
ら
す
、
自
分
の
功
ょ
成
と
の
心
得
ょ
て
十
分
の



一
新
元
服
三
年
之
間
、
子
供
同
様
相
心
得
候
事

申
支

浅
草
米
店
定
書

一
御
公
儀
様
御
法
度
賭
之
諸
勝
負
堅
相
守
御
燭
之
趣
、
常
々
出
入
方
井
下
男
共
に
得
与
申
聞
、
心
得
違
無
之
候
様
、

精
々
遂
吟
味
候
事

一
札
旦
那
様
御
役
人
様
方
御
入
来
之
節
、
不
敬
無
之
様
大
切
二
御
會
繹
可
致
、
若
鹿
酒
等
差
上
候
節
者
掛
り
之
外

者
白
萱
給
酒
致
間
敷
候
、
大
切
之
金
銀
取
扱
候
二
付
、
萬
一
手
違
出
来
候
而
者
不
相
清
儀
、
堅
相
憤
可
申
事

（替）

一
火
之
元
第
一
之
儀
、
子
ノ
刻
限
り
起
番
致
、
拍
子
木
を
打
、
夜
中
家
内
見
廻
可
申
支

一
初
更
限
二
而
出
入
之
口
々
閂
差
卸
、
手
代
分
不
残
顔
付
致
、
常
役
可
相
改
事

一
非
常
之
儀
肝
要
二
候
間
、
平
日
心
懸
家
内
人
敷
役
割
致
置
、
土
蔵
戸
前
井
穴
蔵
等
入
念
致
、
其
外
御
用
書
物
類

大
切
之
帳
面
等
壼
番
二
持
出
、
宰
領
付
寂
寄
宜
場
所
に
立
退
候
事

一
手
代
子
供
下
男
二
至
迄
、
出
勤
年
月
請
判
帳
、
四
相
記
、
請
吠
等
入
念
取
置
、
其
時
々
表
欣
二
而
本
店
、
は
相
居
可

定

付
録
住
友
札
差
関
係
資
料



付
録

住

友

札

差

関

係
資
料

一
浅
草
店
甚
左
衛
門
名
前
直
印
之
古
予
ー
付
、
格
別
大
切
二
取
扱
、
札
差
井
町
用
之
外
、
金
銀
又
者
人
請
合
等
、
都

而
自
己
之
取
斗
決
而
致
間
敷
候
事

も
有
之
候
ハ
ヽ

、
本
店
へ
申
談
之
上
取
斗
候
事

（も）

一
是
迄
所
持
之
地
面
之
内
借
人
無
之
場
所
者、

地
主
必
家
建
か
し
候
事
も
有
之
由
、
右
等
之
節
者
本
店
へ
申
談
相

（
之
脱
）

斗
可
申
候
、
井
居
宅
掛
屋
敷
繕
普
請
者
格
別
、
新
二
建
直
シ
候
節
も
同
断
二
相
心
得
可
申
支

（
五
両
拾
両
方
百
両
已
下
之
貸
）

一
是
迄
無
利
足
二
而
取
替
候
分
敷
口
相
見
四
．
其
取
立
方
不
行
届
有
之
候
、
此
等
之
分
應
到
通
手
績
を
以
、
追
々

取
立
可
申
候
、
右
取
立
不
相
演
候
内
者、

出
入
方
又
者
懇
意
先
た
り
と
も
取
替
金
相
断
可
申
事

一
札
旦
那
様
方
御
判
物
類
入
念
相
改
、
大
切
二
取
扱
可
申
、

井
諸
證
文
類
同
断
之
支

（候
説
）

一
札
差
家
業
之
外
者
、
利
附
貸
先
有
之
共
出
金
之
儀
一
切
差
留
置
候
間
、

但
三
季
勘
定
之
節
者
別
家
壼
人
立
會
可
申
支

一
営
役
之
外
、
紬
已
上
着
用
之
儀
遠
慮
可
致
候
古
ネ

但
名
代
者
格
別

（鉢）

一
札
差
家
業
之
外
、
金
銀
大
切
二
取
扱
候
儀
者
勿
論
、

季
勘
定
相
縮
メ
候
上
、
雨
店
互
二
立
會
相
改
可
申
事

七

一
統
堅
相
守
可
申
、
若
利
方
宜
存
寄

日
々
出
入
算
用
過
不
足
相
紅
、
無
相
違
候
慮
見
届
置
、
三



酉
五
月

右
之
趣
、
堅
相
守
一
統
倹
約
致
シ
和
順
精
勤
可
致
候
事

付
録

住
友
札
差
関
係
資
料

吉
八

次

郎



付
録

住

友

札
差
関
係
資
料

住
友
友
聞
江
戸
両
店
諭
文

九

営
家
之
風
俗
者
他
家
新
家
之
法
令
二
不
抱
、
従
古
来
之
行
儀
作
法
専
相
守
可
申
事
二
候
、
近
来
江
戸
雨
店
年
若
之

者
共
行
朕
不
宜
趣
相
聞
候
、
必
覚
頭
役
之
者
示
教
不
取
締
故

t
相
聞
候
、
第
一
夜
分
不
時
人
別
改
怠
候
故
二
不
行

儀
成
行
候
、
前
々
申
渡
置
候
通
夜
中
人
別
相
改
、
欠
人
之
分
者
初
一
念
二
而
無
用
捨
翌
日
吃
度
仕
置
可
申
付
候
、

若
慈
悲
心
ヲ
以
仕
置
等
閑
候
／
ヽ
、
其
者
者
禰
不
身
持
二
成
行
、
主
家
之
慈
悲

t
者
不
心
付
、
放
逸
之
身
持
二
墜
、

（稼）

親
之
株
職
茂
取
失
、
或
者
身
上
稼
可
出

t
之
心
掛
も
無
之
、
生
涯
之
不
為
二
而
、
剰
餘
人
に
移
行
候
様
可
相
成
候
、

其
起
本
ハ
若
年
之
中
頭
取
候
者
之
教
訓
不
行
届
故
二
候
、
左
候
得
者
主
家
之
政
事
全
不
宜
二
相
営
、
人
を
捨
候
事

ハ
不
軽
過
失
無
此
上
も
事
二
候
、
親
共
有
之
身
分
之
者
者
常
家
之
風
俗
懇
望
二
而
勤
茂
為
致
、
能
ぎ
人
二
成
行
候

（弊）

事
頼
二
可
存
所
、
製
害
不
行
届
不
取
締
故
二
身
持
不
行
欣
相
成
候
事
、
深
恨
主
名
を
汚
さ
セ
候
義
、
重
立
頭
取
年

（輩
）

倍
之
者
重
畳
不
忠
不
儀
二
候
條
、
若
年
ぶ
篤
賓
二
相
勤
候
得
者
往
々
身
許
悔
二
成
親
之
跡
株
綴
候
而
、
其
者
之
代

ニ
者
自
然

t
嘗
家
之
風
俗
押
移
り
、
前
代
者
勿
論
、
後
世
迄
茂
家
之
署
れ
厚
相
成
候
、
又
者
自
分
身
上
二
取
立
候

得
者
寂
初
汐
営
家
之
風
俗
二
仕
立
、
本
家
之
春
宜
、
惣
而
家
名
之
掟
行
義
風
俗
共
他
之
そ
し
里
を
受
候
事
有
之
候

覺



得
者
、
是
全
頭
取
候
者
之
不
心
得
の
か
れ
か
た
＜
候
、
新
二
家
を
疲
シ
、
手
代
家
来
召
遣
候
身
分
二
成
考
候
得
者
、

己
若
年
二
厳
敷
仕
置
政
道
請
候
事
こ
そ
添
可
存
嘗
候

右
之
條
々
、
篤

t
得
心
之
上
、
頭
役
之
者
申
合
、
雨
店
奉
公
人
共
に
急
度
申
渡
、
常
々
無
怠
様
讀
聞
セ
寓
し
張
置
、

家
筋
之
政
道
急
度
相
守
可
申
者
也

文
政
七
申
年
八
月
十
五
日

付
録
住
友
札
差
関
係
資
料

友
聞
（
花
押
）

1
0
 



外
付
録

淡
草
米
店
損
益
・
収
支
概
要

酉
正
月
晦
日
改
米
店

金
戴
千
―
―
―
拾
雨
壼
分
ト

内

拾

四

匁

壼

分

八

厘

／
錢
百
六
拾
戴
貫
六
百
七
拾
九
文

残
金
千
四
百
拾
壼
雨
―
―
―
分
ト

錢
百
四
拾
三
貫
爪
百
賦
拾
爪
文

住
友
札
差
関
係
資
料

金
六
百
拾
八
雨
爪
分
ト

彿

拾

四

匁

壼

分

八

厘

／
錢
拾
九
貫
四
百
五
拾
七
文

金
銀
請
彿

始
メ



/
錢
百
七
拾
四
貫
九
百
八
拾
六
文

一ロ
一
錢
壼
貫
四
百
賦
文

嘗
座
預
り

一
錢
三
拾
貫
三
百
六
拾
戴
文
茂
右
衛
門
預
り

内
金
一
三
一
百
三
雨
壺
分
也

/
金
千
賦
百
四
雨
―
―
―
分
也

此
分
正
有
物

此
分
正
有
物

酉
正
月
晦
日
改
米
店

米
俵
敷
有
物

残
米
―
―
―
拾
九
石
八
斗
壼
升
四
合

一
口
差
引

営
座
預
り

一
金
九
拾
六
雨
壺
分
也
茂
右
衛
門
預
り

付
録
住
友
札
差
関
係
資
料



付
録

一
神
奈
川
米
五
拾
俵
但
戸
釦
記
鰐
琴
認
へ

一
越
後
米
拾
俵
但
四
斗
三
合
入

此
米
四
石
三
升

一
河
州
米
拾
九
俵
但
四
斗
八
升
入

此
石
九
石
壺
斗
賦
升

住
友
札
差
関
係
資
料

此
石
壷
石
五
斗
―
―
―
升
戴
合

一
下
練
米
四
俵
但

一
＝
翌
鰐
声
び

此
石
壺
石
八
斗
六
升
五
合

三
斗
七
升
三
合
入

一
此
企
米
五
俵
但
三
拾
七
雨
感
分
か
へ

四
斗
壺
合
入

一

同

米

五

俵

但

三
拾
七
雨
か
へ

ほ
し

一
越
前
米
四
俵
但
二
記
彗
転
翠
口
入

此
石
壷
石
五
斗
五
升
賦
合

此
石
戴
石
五
合

一
壼
石
四
斗
六
升



外
此
石
拾
八
石
戴
斗
五
升

/
九
拾
七
俵
也

一
金
爪
百
雨
也

一
金
百
八
拾
雨
也

一
金
百
雨
也

（帳）

浅
草
店
常
座
長

住
友
札
差
関
係
資
料

一
金
四
拾
五
雨
也

但
前
六
口
演
方
之
儀
者
雨
御
殿
拝
借
皆
涜
之
上
二
而
年
賦
取
集

之
分
取
替
之
金
高
ー
一
應
し
割
涜
之
筈

金
百
戴
拾
五
雨
也

一
金
千
六
百
四
拾
雨
也

一
金
四
百
六
拾
賦
雨
也

別
家
平
右
衛
門
ロ
ミ
借
金
書
抜

付
録

茂
草
店

茂
右
衛
門

故
又
次
郎

故
兵
助

孝
太
郎

中
橋
店

一
四



米
店
手
代
子
供
下
男
惣
人
敷

一
酉
四
拾
七
才

一
同
一
一
一
拾
四
才

一
同
四
拾
五
才

一
同
三
拾
六
才

ズ＞

付
録

住

友
札
差
関
係
資
料

喜
兵
衛

又
次
郎

庄
右
衛
門

仁
兵
衛

請
取
候
年
賦
ハ
不
残
割
清
之
方
へ
相
向
ヶ
候
積
り

但
十
九
ヶ
年
相
立
雨
御
殿
返
上
納
相
清
候
上
ハ
、
翌
子
年
か

差
引
金
千
九
百
八
雨
壼
分
也

三
雨
壷
分
ッ
、
請
取
候
積
り
高

但
弘
化
二
巳
年
ふ
向
亥
年
迄
十
九
ケ
年
之
間
、
年
M

百
七
拾

一
年
賦
高
金
五
千
爪
百
雨
程
之
見
積
り

内
金
三
千
賦
百
九
拾
壼
雨
―
―
―
分
者

但
清
方
之
儀
者
向
申
年
限
り
引
取
候
筈

一
五



一
同
拾
六
才

一
同
三
拾
四
才

一
同
爪
拾
壼
才

一
同
拾
七
才

一
同
―
―
―
拾
八
才

一
同
拾
九
才

一
同
拾
七
才

一
同
拾
五
才

一
同
四
拾
六
才

付
録
住
友
札
差
関
係
資
料

メ
岩
蔵

米
蔵

駒
蔵

子

供

芳

松
秀
蔵

宗
次
郎

要
蔵

菊
次
郎

丈
右
衛
門

重
兵
術

義
八

久
兵
衛

茂
助

一
六



付
録

金
六
千
壼
雨
壷
分
ト

内

戴

匁

五

分

三

厘

五

毛

／
錢
百
六
拾
四
貫
七
百
五
拾
七
文

金
銀
請
彿

酉
二
月
晦
日
改
米
店

住
友
札
差
関
係
資
料

賦
拾
四
人

惣
人
敷

ズ＞

下

男

政

助

メ
喜
助

六
助

禰
助

八
助

久
助

文
蔵

一
七



住
友
札
差
関
係
資
料

金
四
千
百
四
拾
四
雨
三
分
ト

彿

賦

匁

五

分

三

厘

五

毛

／
錢
九
拾
七
貫
戴
百
七
拾
文

内
金
五
百
三
拾
七
雨
壼
分
戴
朱
也

メ
金
戴
千
八
雨
壼
分
也

内
金
五
百
雨
也

此
分
正
有
物

一
錢
四
拾
一
一
一
貫
百
拾
三
文

一
錢
賦
百
九
拾
賦
文

一
口
差
引

常
座
長
預
り

茂
右
衛
門
預
り

穴
蔵
有

一
金
六
百
八
拾
九
雨
戴
朱
也
茂
右
衛
門
預
り

外
錢
六
拾
七
貫
四
百
八
拾
三
文

残
金
千
八
百
五
拾
六
雨
賦
分
ト

付
録

嘗
座
長
貸

一
八



付
録

三
斗
六
升
七
合
入

―
―
―
拾
九
雨
壼
分
か
へ

但

此
石
拾
五
石
三
斗
三
升

一
新
方
米
七
拾
五
俵

此
石
戴
拾
七
石
五
斗
戴
升
五
合

住
友
札
差
関
係
資
料

一
神
奈
川
米
四
拾
戴
俵
但
声
い
記
麟
戸
麟
〗
へ

此
石
五
石
戴
斗
一
予
一
升
六
合

メ
錢
百
拾
貫
八
百
九
拾
賦
文

此
分
正
有
物

酉
二
月
晦
日
改
米
店

米
俵
敷
有
物

残
米
百
拾
戴
石
一
＿
一
斗
四
升
五
夕

一
新
方
米
拾
四
俵

三
斗
七
升
四
合
入

四
拾
雨
か
へ

但

一
五
斗
六
升
爪
合
は
し

>
‘
ミ

一
口
差
引

一
九



三
斗
八
升
戴
合
五
夕
入

三
拾
七
雨
壼
分
か
へ

但 三
斗
八
升
入

三
拾
八
雨
戴
分
か
へ

但

此
石
壺
石
五
斗
九
升
戴
合

三
斗
九
升
八
合
入

三
拾
五
雨
賦
分
か
へ

但

一
八
條
米
五
拾
俵

此
石
拾
八
石
四
斗
五
升

一
埼
玉
米
戴
拾
八
俵

一
常
州
米
拾
四
俵

此
石
五
石
壼
升
戴
合

一
越
後
米
四
俵

一
上
州
米
五
拾
俵

此
石
拾
九
石
也

一
美
濃
米
戴
拾
一
云
一
俵

此
石
八
石
七
斗
九
升
七
合
五
夕

/
三
百
俵

三
斗
五
升
八
合
入

三
拾
五
雨
爪
分
か
へ

但

此
石
拾
石
八
斗
―
―
―
升
六
合

三
斗
八
升
七
合
入

四
拾
雨
か
へ

但
＿
二
斗
六
升
九
合
入

三
拾
八
雨
爪
分
か
へ

但

付
録
住
友
札
差
関
係
資
料

―10
 



付
録
住
友
札
差
関
係
資
料

一
百
八
拾
戴
匁
戴
分
ハ

嘉
永
元
申
年

勘
定
置
上
几
左
ニ

三
匁
―
―
―
分
九
厘

七
匁
五
分
五
厘

拾
煎
匁
三
分
八
厘

四
匁
七
分
七
厘

一
百
六
拾
壼
雨
賦
分
ハ

ズ＞

拾
一
一
一
匁
四
分
六
厘

一
六
百
七
拾
五
雨
壼
分

一
四
百
廿
六
匁
三
分
ハ

一
四
百
四
拾
六
雨
賦
分

一
千
五
百
四
拾
九
雨
ハ

萬
利

札
差
料

冬
方

夏
方

春
方

三
季
利



一
賦
拾
雨
壼
分
ハ

六
分
九
厘
戴
毛

一
八
百
五
拾
雨
壼
分
ハ

―
―
―
―
拾
五
雨
爪
分
ハ

内
彿

五
口

/
金
戴
千
賦
拾
五
雨
三
分
ハ

四
匁
賦
分

一
五
拾
四
雨
爪
分
ハ

戴
匁
三
分
八
厘

拾
三
匁
八
分
五
厘

拾
三
匁
五
分
九
厘

一
戴
拾
壼
雨
戴
分

拾
壼
匁
九
分
壼
厘

一
七
拾
八
雨
ハ

付
録
住
友
札
差
関
係
資
料

差
引

米
賣
損

利
彿

町
入
用

大
坂
為
登

店
賃

中
入



付
録

米
請
取

大
彿
方

米
方

劉
談
人

支
配
人

名
前
人

損

几
三
拾
七
雨
程
損＞

 

一
米
店
手
代
中
連
名

右

差
引
二
而 五

匁
七
分
三
厘

拾
四
匁
九
分
五
厘
戴
毛

住
友
札
差
関
係
資
料

五
口

メ
金
戴
千
六
拾
賦
雨
賦
分
ハ

六
匁
賦
分
戴
厘

一
千
百
三
拾
四
雨
三
分
ハ

中
村
茂
助

加
藤
伊
兵
衛

坪
田
喜
兵
衛

堀

又

次

郎

高
橋
庄
右
衛
門

司
馬
仁
兵
衛

十
六
口豪

所
用



見
習

小
彿
方

見
習

豪
所
方

見
習

勘
定
場
役
恨

清
水
方 付

録
住
友
札
差
関
係
資
料

下

男

政

助

同 同 同

文
蔵

岩
蔵

子

供

米

蔵
駒
蔵

前

髪

芳

松

/
+
―
―
一
人

松
本
秀
蔵

平
野
宗
次
郎

松
本
要
蔵

武
盛
丈
右
衛
門

岡
嶋
重
兵
衛

宮
崎
義
八

石
川
久
兵
衛

ニ
四



付
録

惣
人
敷
二
十
四
人

住
友
札
差
関
係
資
料

/

雨

人

石
川
菊
蔵

松
崎
太
兵
衛

外
二
別
家
茂
右
衛
門
方
召
仕

メ

九

人

同 同

八

助

同

喜
助

久
助

二
五



清
水
家
蔵
元
関
係
資
料

〔
清
水
家
蔵
元
就
任
鰹
過
〕

清
水
御
殿
御
用
最
初

一
右
御
蔵
元
御
用
逹
吉
田
敷
右
衛
門
殿
齋
藤
三
右
衛
門
殿
、
天
明
八
申
年
十
一
月
中
御
役
御
免
被
仰
付
候
跡
、
橿

機
在
之
家
柄
等
申
立
、
且
御
蔵
元
之
儀
者
常
札
差
家
業
二
似
寄
候
事
二
付
、
内
々
御
梱
機
之
方
へ
願
込
候
所
、

常
図
同
朋
町
鹿
嶋
屋
太
郎
兵
衛
と
申
仁
御
内
意
を
請
、
何
角
為
聞
合
、
浅
草
店
へ
被
罷
越
、
祐
左
衛
門
汐
夫
々

申
答
候
後
、
十
一
月
廿
五
日
右
同
人
同
道
二
而
濱
町
御
蔵
屋
敷
へ
罷
越
、
願
意
具
申
上
候
所
、
左
候
ハ
、
願
書

相
認
差
出
候
様
被
仰
付
候
二
付
、
則
差
出
候
所
、
御
勘
定
所
に
被
仰
上
、
追
而
御
沙
汰
可
在
之
旨
被
仰
付
候
事
、

願
書
寓
左
之
通

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候

一
御
蔵
元
御
用
相
勤
候
吉
田
敷
右
衛
門
齋
藤
三
右
衛
門
儀
、
此
度
御
用
御
免
被
仰
付
候
旨
奉
承
知
候
、
恐
多
御
儀

奉
存
候
得
共
、
右
跡
御
用
私
に
被
為
仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
乍
恐
私
儀
敷
代
札
差
家
業
相
勤
罷
在
候
所
、

蓮
光
院
様
御
合
力
米
御
蔵
方
御
用
先
年
被
為
仰
付
、
無
滞
相
勤
来
り
難
有
奉
存
候
、
且
又
私
本
家
大
坂
表
泉
屋

付
録
住
友
札
差
関
係
資
料

二
六



付
録

仰
付
被
下
候
ハ
、
冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
、
何
卒
御
聞
演
之
上
、
願
之
通
被
為
仰
付
被
下
候
様
、
奉
願
上

消
水
御
蔵
御
役
所

同
十
二
月
七
日
清
水
御
蔵
役
所
ふ
御
呼
出
有
之
罷
出
候
虞
、
御
蔵
元
御
用
相
蒙
候
儀
二
付
而
者
、
猶
又
内
外
御

維
之
筋
有
之
、
且
御
尋
之
次
第
御
下
書
等
被
下
、
御
尋
之
ヶ
條
、

渡
、
相
清
罷
婦
、
其
後
差
出
シ
候
書
付
、

左
之
通

御
尋
二
付
奉
申
上
候

御
蔵
元
吉
田
敷
右
衛
門
齋
藤
三
右
衛
門
御
用
御
免
二
付
、
右
跡
御
用
私
に
被
仰
付
被
下
置
候
様
相
願
候
二
付
、

御
ヶ
條
を
以
、
御
尋
之
趣
、
御
答
奉
申
上
候

一
御
蔵
元
御
用
被
仰
付
候
得
者
、
三
季
御
切
米
米
金
月
々
御
扶
持
方
等
其
外
不
時
渡
米
金
等
之
儀
、
御
蔵
汐
相
渡

候
節
、
自
身
井
重
立
候
下
代
共
御
蔵
役
所
江
罷
出
、
向
々
蔵
宿
に
割
渡
可
申
事

候
、
以
上

住
友
札
差
関
係
資
料

天
明
八
申
年
十
一
月
廿
六
日

吉
左
衛
門
義
、
先
祖
汐
銅
山
御
用
奉
請
負
罷
在
候
義
二
御
座
候
、
此
上
乍
恐

二
七

泉
屋
甚
左
衛
門

御
屋
形
様
右
御
蔵
元
御
用
被
為

一
々
請
書
差
上
可
申
旨
、
御
奉
行
様
汐
被
仰



三
季
御
切
米
井
月
々
御
扶
持
方
其
外
不
時
之
米
金
御
渡
之
節
、
御
差
圏
次
第
重
立
候
下
代
召
連
罷
出
、
向

々
御
蔵
宿
へ
割
渡
可
仕
候
、
御
切
米
御
金
渡
之
儀
、
常
日
於
御
役
所
御
立
合
被
遊
候
上
、
御
銘
々
様
御
蔵

宿
へ
割
渡
可
申
候
、
御
切
米
御
扶
持
方
共
、
於
御
蔵
庭
二
御
彿
二
相
成
候
分
者
、
直
段
明
白
二
書
上
可
申

一
御
切
米
御
扶
持
方
御
蔵
汐
相
渡
候
得
者
、
外
宿
之
分
者
於
御
蔵
庭
二
割
渡
仕
、
無
遅
滞
諸
向
に
相
送
候
様
念
入

申
談
、
自
分
引
請
候
分
者
、
請
取
候
日
汐
三
日
限
、
遠
近
二
不
限
、
無
遅
滞
附
送
り
可
仕
事

此
御
儀
承
知
仕
奉
畏
候

（側）

御
彿
米
被
仰
出
次
第
米
買
共
へ
申
躙
、
入
札
等
多
為
仕
可
申
候
、
御
彿
米
皮
金
之
儀
者
御
用
相
勤
候
儀
ニ

御
座
候
間
、
皮
金
頂
戴
不
仕
候
而
取
斗
可
仕
儀
二
御
座
候
得
と
も
、
中
買
之
も
の
へ
申
渡
、
所
之
入
札
取

之
候
間
、
中
買
之
も
の
渡
世
之
儀
二
御
座
候
間
、
右
為
御
手
嘗
米
三
拾
五
石
二
付
金
戴
分
宛
之
積
を
以
被

下
置
候
様
仕
度
奉
願
候
、
且
又
御
買
上
米
御
座
候
節
者
被
仰
出
次
第
其
節
之
米
相
場
所
々
承
合
、
御
差
圏

此
御
儀

（側）

一
御
彿
米
有
之
候
節
者
取
扱
井
皮
金
之
事

候
此
御
儀

付
録

住

友

札
差
関
係
資
料

ニ
八



上
候

付
録

此
御
儀

二
九

次
第
其
御
場
所
へ
罷
出
居
、
伺
之
上
直
段
等
取
極
候
節
、
毛
頭
無
私
可
成
丈
ケ
御
不
盆
二
不
相
成
候
様
、

出
情
取
斗
可
仕
候

一
御
蔵
元
御
用
被
仰
付
候
得
者
、
證
人
何
人
差
出
候
哉
、
札
差
之
内
身
元
悔
成
者
可
申
上
事

私
別
家
之
内
泉
屋
茂
右
衛
門
卜
申
者
、
同
札
差
家
業
仕
、
新
旅
籠
町
二
住
居
、
家
持
二
而
表
間
口
拾
間
・

裏
行
拾
六
間
土
蔵
三
ヶ
所
家
内
戴
拾
五
人
相
暮
申
候
、
所
持
之
屋
敷
居
宅
共
都
合
三
ヶ
所
二
御
座
候
、
営

時
札
差
家
業
之
儀
者
右
二
准
シ
相
應
二
相
勤
罷
在
候

一
其
方
札
差
家
業
二
而
諸
向
用
立
金
井
住
居
候
家
屋
敷
其
外
店
見
世
向
蔵
家
作
、
嘗
時
暮
シ
方
之
儀
、
委
細
可
申

此
御
儀
左
二
申
上
候

一
金
四
萬
戴
千
五
百
雨
餘

但
し
諸
向
御
屋
敷
様
方
へ
営
時
御
用
立
金
高
二
御
座
候

一
私
居
宅
表
口
六
間
・
裏
行
戴
拾
四
間
半
有
之
候
、
雨
面
所
持
之
屋
敷
二
住
居
仕
、
土
蔵
一
＿
一
戸
前
、
常
時

家
内
三
拾
人
相
暮
シ
罷
在
候
儀
二
御
座
候

住
友
札
差
関
係
資
料



一
其
方
所
持
之
屋
敷
有
無
何
ヶ
所
間
口
奥
行
之
間
敷
枯
券
等
迄
書
上
可
申
候

私
住
宅
表
間
口
六
間
・
裏
行
戴
拾
四
間
半
之
雨
面
屋
敷
、
活
券
几
六
百
五
拾
雨
餘
之
持
屋
敷
二
御
座
候

一
中
橋
上
槙
町

表
間
口
拾
八
間
・
裏
行
町
並
戴
拾
間

但
し
―
―
一
方
正
面
之
屋
敷

右
活
券
金
千
七
百
八
拾
雨

表
間
口
八
間
五
尺
五
寸
・
裏
行
拾
五
間
五
尺
三
寸

右
活
券
金
千
雨

一
浅
草
諏
訪
町

表
間
口
八
間
・
裏
行
賦
拾
四
間
半

右
三
ヶ
所
之
儀
者
銅
山
御
用
非
常
之
手
営
二
御
座
候
間
、
泊
券
欣
之
儀
大
坂
本
家
名
前
二
而
御
座
候
、
尤
江

一
日
本
橋
新
右
衛
門
町

此
御
儀

右
枯
券
金
七
百
七
拾
五
雨

付
録
住
友
札
差
関
係
資
料

壼
ヶ
所

壼
ヶ
所

壼
ヶ
所

1
0
 



付
録

一
居
宅

依
之
、
證
人
印
形
仕
奉
願
上
候
、
以
上

天
明
八
申
年
十
二
月
九
日

清
水
御
蔵
御
役
所

乍
恐
書
付
を
以
申
上
候

表
間
口
六
間

奥
行
戴
拾
四
間
半

賦
間
三
二
間

一
土
蔵
三
ヶ
所
内
戴
間
四
方

三
間
―
―
五
間

住
友
札
差
関
係
資
料

壺
ヶ
所

壷
ヶ
所

壼
ヶ
所

戸
表
引
請
之
儀
者
諸
事
私
取
斗
仕
、
大
坂
表
本
家
同
様
之
儀
二
御
座
候

浅
草
諏
訪
町

御
蔵
元
願
人
泉
屋
甚
左
衛
門

一
同
十
二
月
十
九
日
、
浅
草
店
御
見
分
と
し
て
御
勘
定
御
出
役
藤
堂
半
左
衛
門
様
・
御
蔵
組
頭
御
見
習
役
中
田
小

平
様
御
雨
人
井
鹿
嶋
屋
太
郎
兵
衛
付
添
入
来
、
御
見
分
一
通
り
相
清
、
又
々
書
付
出
ス

浅
草
新
旅
籠
町
家
持

證
人
泉
屋
茂
右
御
門
印

同
所
諏
訪
町
家
持

願
人
泉
屋
甚
左
衛
門
印

右
御
尋
二
付
奉
申
上
候
通
、
少
も
相
違
無
御
座
候
、
何
卒
御
蔵
元
御
用
私
‘VZ

被
為
仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、



一
家
内
人
敷

一
抱
町
屋
敷

一
中
橋
上
槙
町

三
ヶ
所

壼
ヶ
所

一
日
本
橋
新
右
衛
門
町

壺
ヶ
所

百
四
十
七
坪

三
拾
人
暮
シ
申
候

一
浅
草
御
蔵
札
差
仕
、
御
旗
本
様
方
其
外
御
家
人
様
方
へ
御
用
立
金
几
四
萬
戴
千
五
百
雨
餘
、
常
時
取
扱
申
候

但
三
方
正
面
之
屋
敷

此
活
券
金
千
七
百
八
拾
雨

此
活
券
金
千
雨

一
浅
草
諏
訪
町

此
活
券
金
七
百
七
拾
五
雨

是
者
銅
山
御
用
非
常
之
手
嘗
二
御
座
候
間
、
活
券
欣
之
義
大
坂
本
家
名
前
二
而
御
座
候
、
尤
江
戸
表
引
請
之

壼
ヶ
所

一
名
主
内
藤
治
左
衛
門
卜
申
候

一
惣
地
坪

但
シ
手
前
地
面
二
而
此
泊
券
金
六
百
五
拾
雨
餘
ー
ー
御
座
候

付
録

住

友

札

差

関
係
資
料



付
録

住
友
札
差
関
係
資
料

御

請 中

田

小

平

様

藤
堂
半
左
衛
門
様

儀
者
諸
事
私
取
斗
仕
、
大
坂
表
本
家
同
様
之
儀
二
御
座
候

1

惣
地
坪

表

間

口

拾

間

裏

行

十

六

間

五

間

三

間

一
土
蔵
三
ヶ
所
内
江
戸
祠
半

百
六
拾
坪

一
家
内
人
敷

賦
拾
五
人
暮
申
候

一
浅
草
御
蔵
札
差
仕
、
御
旗
本
様
方
御
家
人
様
方
御
用
立
金
几
賦
萬
三
千
雨
餘
、
常
時
取
扱
申
候

右
之
通
少
も
相
違
無
御
座
候
、
以
上

申
十
二
月
十
九
日

一
居
宅

壼
ヶ
所

壼
ヶ
所

壼
ヶ
所

願
人
泉
屋
甚
左
衛
門
印

證
人
泉
屋
茂
右
衛
門
印

浅
草
新
旅
籠
町

右
證
人
泉
屋
茂
右
衛
門



住
友
札
差
関
係
資
料

一
泉
屋
甚
左
衛
門
義
、
御
蔵
元
御
用
相
願
候
二
付
、
組
合
一
同
奉
承
知
罷
在
候
様
被
仰
渡
奉
畏
候
、
且
又
甚
左
衛

門
居
宅
地
面
共
所
持
仕
候
儀
相
違
無
御
座
候
、
依
之
御
請
印
形
差
上
申
候
、
以
上

右
御
雨
所
宛

一
被
下
置
候
御
扶
持
方
御
書
付
窯
、
左
之
通
り

御
蔵
元
御
用
被
仰
付
勤
候
内
、
御
扶
持
拾
人
扶
持
被
下
之

申
十
二
月

御
勘
定
所
江
壷
枚

印
鑑
三
枚
内
御
蔵
役
所
江
壺
枚

御
書
替
役
所
江
壺
枚

御
用
勤
方
御
受
之
寓
御
下
書
被
下
候
由

奉
差
上
御
請
證
文
之
事

浅
草
諏
訪
町
組
合
連
印

一
私
儀
、
此
度
御
蔵
元
御
用
願
之
通
被
為
仰
付
、
御
用
相
勤
候
内
、
御
扶
持
方
拾
人
扶
持
被
下
置
候
旨
被
仰
渡
、

冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
上
者
左
二
申
上
候
通
、
急
度
相
守
御
用
大
切
二
相
勤
可
申
候

（
中
略
）

付
録

泉
屋
甚
左
衛
門

一
四



付
録
住
友
札
差
関
係
資
料

一
三
季
御
切
米
井
月
々
御
扶
持
方
其
外
不
時
米
金
御
渡
之
節
、
御
差
圏
次
第
本
所
濱
町
雨
御
蔵
に
下
代
召
連
、
向

々
御
蔵
宿
、
四
割
渡
等
仕
、
附
送
り
等
之
儀
無
滞
早
速
諸
向
に
相
送
候
様
念
入
申
談
、
自
分
引
請
候
分
者
米
金
共

早
速
附
送
り
、
少
も
御
差
支
無
之
様
可
仕
候
、
泉
屋
甚
左
衛
門
御
蔵
汐
奉
請
取
候
米
金
之
儀
二
付
、
萬
一
相
滞

一
諸
向
米
金
御
受
取
手
形
御
裏
印
相
溌
、
御
勘
定
所
・
書
替
御
役
所
汐
奉
請
取
候
節
、
事
馴
候
下
代
共
之
内
差
出

シ
、
請
取
方
等
念
入
、
濱
町
御
蔵
役
所
に
相
廻
候
節
者、

途
中
大
切
二
仕
、
御
手
形
紛
失
等
不
仕
候
様
、
諸
事

念
入
可
申
候
事

一
御
買
上
米
御
座
候
節
者
被
仰
出
次
第
、
其
節
之
米
相
場
等
所
々
承
合
、
御
差
圏
次
第
其
御
場
所
に
罷
出
居
、
伺
之

上
、
直
段
等
取
極
候
節
ハ
毛
頭
御
後
闇
義
不
仕
、
可
相
成
丈
御
不
盆
二
不
相
成
候
様
、
出
情
仕
執
斗
可
仕
候
事

一
三
季
御
切
米
月
々
御
扶
持
方
其
外
不
時
御
米
渡
於
御
蔵
庭
二
御
彿
二
相
成
候
節
者
、
浅
草
御
蔵
者
勿
論
、
町
相

場
等
迄
、
其
節
々
之
米
直
段
承
合
、
御
米
直
段
相
嘗
仕
候
様
出
情
仕
取
斗
可
申
候
、
勿
論
右
御
米
直
段
二
付
、

聯
素
合
等
決
而
取
申
間
敷
候
事

―
―
―
―
季
御
切
米
御
扶
持
方
御
蔵
汐
相
渡
候
得
者
、
外
札
差
分
者
於
御
蔵
庭
割
渡
、
私
引
受
候
分
者
、
請
取
候
日
汐

三
日
限
、
遠
近
共
無
遅
滞
附
送
可
申
候
、
尤
御
蔵
汐
相
渡
候
御
米
、
外
米
と
引
替
候
儀
、
決
而
不
仕
、
俵
廻
等

候
ハ
ヽ
、
證
人
泉
屋
茂
右
衛
門
方
汐
急
度
辮
納
仕
、
御
差
支
無
之
様
可
仕
候
事

一五



衛
門
方
二
而
御
用
向
取
斗
、
少
も
御
差
支
無
之
様
可
仕
候
事

念
入
、
斗
立
候
分
迄
も
升
目
欠
不
相
立
候
様
、
取
斗
可
申
候
事

（
挨
力
）

附
御
米
附
送
り
等
之
節
、
以
御
威
光
往
来
何
拶
ヶ
間
敷
義
、
決
而
仕
間
敷
候
事

一
清
水
御
家
人
様
御
札
差
之
儀
、
浅
草
御
蔵
並
之
通
萬
事
取
斗
可
申
候
事

一
御
蔵
近
所
出
火
之
節
者
、
下
代
人
足
等
召
連
早
速
駈
付
、
御
差
圏
次
第
働
可
申
候
事

一
御
彿
米
御
座
候
節
者
、
被
仰
出
次
第
所
々
米
買
共
へ
申
燭
、
入
札
等
為
仕
可
申
候
、
尤
御
米
三
斗
五
升
入
百
俵

ニ
付
金
爪
分
宛
積
、
皮
金
被
下
置
候
旨
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
上
者
右
入
札
等
之
儀
者
勿
論
、
其
外
萬
事

私
曲
不
仕
、
出
情
仕
取
斗
可
申
候
事

一
御
用
向
取
扱
之
儀
、
相
仕
甚
兵
衛
と
申
合
、
月
番
立
置
相
勤
可
申
候
、
勿
論
月
番
二
不
拘
、
御
蔵
汐
相
渡
候
米

金
之
儀
者
、
不
限
多
少
、
雨
人
印
形
を
以
可
奉
請
取
候
事

一
御
蔵
元
御
用
相
勤
候
二
付
而
者
、

の
共
御
不
膿
不
仕
候
様
、
急
度
可
申
付
候
事

一
私
儀
類
燒
仕
候
歎
、
又
者
異
愛
之
儀
も
御
座
候
而
、
居
宅
二
而
御
用
向
難
取
扱
御
座
候
節
者
、
證
人
泉
屋
茂
右

附
私
儀
宅
替
等
仕
候
ハ
ヽ

、
其
段
前
廣
二
御
役
所
≫
は
可
申
上
候
、
尤
證
人
泉
屋
茂
右
衛
門
儀
宅
替
等
仕
候
ハ

付
録
住
友
札
差
関
係
資
料

清
水
御
勤
之
御
家
人
様
方
御
勤
之
軽
重
二
不
拘
、
御
應
到
之
節
召
仕
之
も

一六



付
録
住
友
札
差
関
係
資
料

渡
、
則
左
之
通
差
出
ス

右
者
此
度
泉
屋
甚
左
衛
門
儀
御
蔵
元
御
用
被
為
仰
付
候
二
付
、
被
仰
渡
候
趣
、
逐
一
承
知
仕
奉
畏
候
、
依
之
證

人
一
同
連
印
を
以
、
御
請
證
文
差
上
申
所
、
偲
如
件

天
明
八
申
年
十
二
月

清
水
御
蔵
御
役
所

右
之
通
、
御
請
證
文
差
出
シ
候
所
、
濱
町
於
御
蔵
役
所
證
人
手
形
御
取
被
成
相
清
申
候

一七

一
御
蔵
御
奉
行
様
汐
被
仰
聞
候
者
、
吉
田
齋
藤
雨
人
儀
、
先
逹
而
御
役
御
免
被
仰
付
候
得
共
、
未
外
御
用
も
相
勤

候
身
柄
二
候
間
、
諸
士
方
御
蔵
宿
共
萬
事
施
略
二
無
之
様
取
斗
可
仕
旨
被
仰
付
、
且
又
御
受
書
差
上
候
旨
被
仰

差
上
申
御
請
書
之
事

右
雨
人
儀
、
御
蔵
元
御
用
御
免
被
仰
渡
候
所
、
御
蔵
御
出
入
仕
清
水
御
家
人
様
方
御
蔵
宿
仕
候
儀
者
、
是
迄
之

通
被
仰
渡
候
趣
、
先
逹
而
御
燭
書
を
以
奉
承
知
罷
在
候
得
共
、
猶
叉
仲
間
一
統
差
障
不
申
候
様
取
斗
可
申
旨
、

且
下
代
共
心
得
違
無
之
様
可
仕
段
、
今
日
於
御
勘
定
所
被
仰
渡
候
趣
奉
畏
候
、
依
之
御
受
書
差
上
申
所
、
初
如

ヽ
、
其
段
御
役
所
へ
御
届
可
申
上
候
事

浅
草
新
旅
籠
町

證

人

泉

屋

茂

右

衛

門

印

同
所
諏
訪
町

御
蔵
元
泉
屋
甚
左
衛
門
印



件

郡
御
奉
行

住
友
札
差
関
係
資
料

申
十
二
月
廿
一
日

御
蔵
御
役
所

右
之
條
々
二
而
御
蔵
元
被
仰
付
候
一
件
相
演
段
、
祐
左
衛
門
汐
納
番
二
申
登
、
酉
正
月
吹
初
之
席
二
而
到
着
難
有

清
水
向
札
差
之
儀
者
、
寛
政
四
巳
年
三
月
中
被
仰
渡
相
勤
来
候
虞
、
常
巳
年
十
二
月
中
、
濱
町
御
蔵
役
所
汐

同
所
札
差
何
ヶ
年
以
前
汐
相
勤
罷
在
候
哉
取
調
、
書
付
を
以
答
可
申
上
旨
被
仰
付
候
へ
共
、
寂
初
被
仰
渡
候

（問）

節
之
書
付
等
見
兼
候
二
付
、
茂
右
衛
門
殿
方
へ
向
合
候
虞
、

左
之
書
付
有
之
候
故
、
則
其
趣
ヲ
以
御
答
申
上

候
、
然
ル
慮
、
手
前
方
以
前
拍
帳
も
無
之
候
間
、
新
規
此
虞
江
寓
上
置
候
事

清
水
様
於
御
勘
定
所

〔
清
水
家
札
差
勤
方
申
渡
書
〕

奉
存
候
事 付

録

御
蔵
元
名
印

一
八



付

録

住

友

札

差

関

係

資

料

右
御
立
合
之
上
、
郡
御
奉
行
泉
本
正
助
様
被
仰
渡
、
連
印
御
請
證
文
差
上
候
窯

此
度
其
方
、
四

御
屋
形
動
之
内
御
附
人
井
御
附
切
二
而
も

差
被
仰
付
間
、
萬
事
入
念
可
取
扱
事

一
御
屋
形
勤
銘
々
御
切
米
御
扶
持
方
手
形
之
儀
、
御
蔵
元
引
請
二
而
外
二
取
扱
之
次
第
も
無
之
二
付
、
札
差
料
可

御
蔵
奉
行

同

御

組

頭

同

吟

味

役

御
勘
定
奉
行

一九

公
儀
渡
御
切
米
有
之
分
相
除
、
其
餘
一
統
引
受
札

伊
勢
屋
平
右
衛
門

泉

屋

茂

右

衛

門

同

清

兵

衛

坂
倉
屋
甚
兵
衛

御
蔵
元
雨
人

外
三
人
江

泉

屋

甚

左

衛

門



住
友
札
差
関
係
資
料

（
乃
力
）

一
右
札
差
料
減
方
井
御
扶
持
方
引
取
諸
懸
リ
と
し
て
、

壺
人
扶
持
二
付
一
ヶ
月
米
戴
合
之
至
三
合
、
又
者
御
扶
持

か
た
入
米
二
應
し
、
年
銀
拾
戴
匁
杯
、
相
劉
之
上
、
是
迄
引
取
来
候
分
、
向
後
一
切
引
取
間
敷
候
、
初
御
扶
持

方
五
人
扶
持
宛
被
下
置
事

一
右

二
付
、
札
差
料
百
俵
以
上
百
俵
二
付
銀
拾
三
匁
宛
、
三
拾
石
取
も
同
断
、

其
以
下
者
壼
石
二
付
銀
五
分
宛
、

金
銀
も
石
壼
雨
之
積
を
以
、
同
断
之
事

一
御
扶
持
方
取
之
者
、
札
差
料
者
壺
人
扶
持

二
付
一
ヶ
月
米
壼
合
宛
之
積
、
月
々
引
取
可
申
事

一
三
季
御
切
米
月
々
御
扶
持
方
其
外
不
時
御
米
渡
共
御
蔵
庭
二
而
彿
米
代
金
之
内
、
米
―
―
―
拾
五
石
二
付
金
戴
分
宛

（側）

之
皮
金
者
浅
草
並
之
通
可
引
取
事

一
三
季
御
切
米
之
節
、
入
米
御
扶
持
方
附
送
り
賃
米
錢
之
儀
も
是
迄
定
之
通
可
請
取
事

一
御
蔵
汐
相
渡
候
米
、
丸
俵
者
勿
論
、
斗
り
立
端
俵
二
而
茂
舛
目
欠
不
立
様
、
正
路
二
斗
り
立
、
御
米
引
替
等
無

之
様
可
入
念
事

一
右
之
外
諸
懸
ヶ
者
一
切
引
取
間
敷
事

但
二
月
五
月
雨
度
二
可
引
取
事

相
減
事 付

録

四
〇



旨
事

付
録

但
本
文
之
古
借
銘
々
壷
人
別
＿
一
仕
謬
帳
取
調
、
會
所
江
可
差
出
置
事

一
金
子
貸
出
方
之
儀
、
分
限
高
四
分
一
引
営
を
以
可
貸
渡
、
尤
利
足
者
浅
草
並
之
通
可
為
事

但
三
季
御
切
米
、
鋸
々
元
利
共
可
引
取
、
尤
懸
合
―
—
應
し
借
返
シ
金
も
可
致
事

一
手
形
之
儀
、
連
印
之
外
者
組
合
有
之
候
而
も
都
而
一
己
之
可
為
借
請
、
委
舗
儀
者
追
而
之
通
逹
書
二
譲
り
候
事

一
是
迄
之
札
差
共
方
二
有
之
候
古
借
年
賦
金
之
分
者
、
其
方
共
引
受
、
浅
草
定
之
通
、
季
た
母
二
引
落
置
、
元
札
差

共
に
可
差
戻
事

一
組
合
之
内
轄
役
又
者
隠
居
小
普
請
入
番
代
等
二
而
轄
シ
候
者
有
之
節
者
、
其
轄
シ
候
場
所
二
而
組
合
に

入
候
事

故
、
札
差
改
元
場
所
組
合
中
之
借
用
金
も
及
返
清
、
新
規
―
―
組
入
候
場
所
に
移
し
候
、
因
而
證
文
可
改
事

一
組
合
無
之
場
所
に
轄
シ
候
ハ
ヽ
、
是
又
元
組
合
中
之
借
用
金
改
而
一
己
之
可
為
借
用
事

四

但
戴
ヶ
條
共
借
用
金
身
随
ひ
移
し
候
而
已
―
―
て
新
借
之
筋
＿
一
者
無
之
間
、
一
通
り
證
文
改
候
迄
、
別
＿
一
其
月
之
利
分
引
取
間

敷
事

一
此
度
濱
町
御
下
屋
敷
内
に
會
所
相
建
、
前
書
分
限
高
四
分
一
外
引
常
を
以
、
金
子
貸
渡
方
有
之
、
右
御
用
泉
屋

甚
左
衛
門
・
殿
村
左
五
平
に
申
渡
、
座
人
共
一
同
日
ミ
四
ッ
時
汐
七
ッ
時
迄
會
所
、
に
相
詰
筈
二
候
間
、
可
存
其

住
友
札
差
関
係
資
料



住
友
札
差
関
係
資
料

一
右
貸
出
金
之
内
汐
、
此
度
一
同
其
方
共
に
札
差
替
二
付
、
是
迄
之
嘗
借
井
借
越
米
之
分
致
合
集
、
會
所
よ
り
貸

渡
し
、
元
札
差
共
ヽ
門
遮
清
有
之
、
其
方
嘗
子
年
汐
来
酉
年
迄
十
ヶ
年
賦
二
而
、
利
足
之
儀
者
一
ヶ
月
金
壼
雨
ニ

付
五
分
之
積
二
候
間
、
毎
冬
御
切
米
渡
り
次
第
、
右
元
利
引
落
、
濱
町
會
所
に
可
相
納
事

一
此
以
後
濱
町
會
所
汐
貸
出
候
金
子
之
分
者
、
其
冬
御
切
米
相
渡
候
以
前
會
所
借
金
高
取
調
、
其
方
に
通
逹
可
有

＞
ヽ
＞
‘

之
筈
二
候
間
、
其
冬
御
切
米
渡
次
第
相
逹
候
、
元
利
共
割
合
通
無
相
違
急
度
會
所
に
相
納
、
尤
様
子
次
第
借
返

も
有
之
間
可
存
其
旨
事

一
御
扶
持
方
之
者
、
濱
町
會
所
金
井
其
方
共
二
而
金
子
借
請
候
而
者
、
返
清
方
差
支
も
有
之
候
二
付
、
濱
町
會
所

金
斗
借
請
候
様
被
仰
渡
有
之
間
、
可
存
其
旨
事

一
右
御
扶
持
方
取
之
者
、
返
納
方
者
借
請
候
翌
月
汐
十
月
迄
二
皆
清
可
相
成
様
二
割
合
、
月
ミ
御
扶
持
方
之
内
ニ

而
御
蔵
庭
相
場
二
應
し
、
其
方
共
方
に
元
利
引
取
置
、
御
切
米
之
節
會
所
に
可
相
納
、
尤
借
請
候
金
高
通
逹
之

儀
者
、
其
時
之
営
人
井
會
所
ふ
も
及
通
逹
事

但
此
度
元
札
差
共
江
會
所
ふ
借
受
差
戻
し
候
移
し
替
借
金
之
分
者
、
御
切
米
坂
同
様
十
ヶ
年
賦
之
稽
二
而
、
是
又
月
ミ
割
合
、

本
文
同
様
會
所
江
可
相
納
事

一
右
之
外
、
萬
事
浅
草
取
扱
之
通
二
候
間
、
先
逹
御
改
正
被
仰
出
候
趣
、
無
相
違
様
可
取
扱
事

付
録

四



付
録

住

友

札
差
関
係
資
料

一
御
屋
形
勤
之
者
引
請
札
差
被
仰
付
二
付
、
萬
事
入
念
御
家
人
勤
方
軽
重
二
不
拘
、
無
膿
無
之
様
下
代
共
、
は
茂
可

一
周
急
金
与
唱
、
分
限
高
壺
石
二
付
銀
壼
匁
宛
、
三
季
御
切
米
御
金
渡
之
内
二
而
引
取
相
渡
間
、
可
存
其
旨
事

一
吉
野
屋
―
―
―
右
衛
門
申
立
候
儀
有
之
二
付
、
差
加
、
其
方
共
同
様
引
請
札
差
申
渡
候
間
可
申
合
事

御
屋
形
勤
引
請
札
差
申
渡
候
二
付
、
向
後
御
切
米
御
扶
持
方
濱
町
御
蔵
二
而
相
渡
候
節
、
月
代
り
壼
人
宛
罷
出
、

彿
米
相
場
立
方
之
儀
者
、
御
蔵
元
坂
倉
屋
甚
兵
衛
申
合
、
時
相
場
二
無
相
違
様
入
念
可
取
斗
事

右
條
々
可
得
其
意
者
也

子
三
月
十
九
日

其
方
共
儀

申
付
事

四

坂

倉

屋

清

兵

衛

泉

屋

茂

右

衛

門

伊
勢
屋
平
右
衛
門

吉
野
屋
三
右
衛
門



其
方
に
引
取
、
勘
定
可
被
申
候
事

一
此
度
我
等
御
切
米
本
高
戴
百
俵
御
蔵
米
渡
札
差
其
方
に
相
頼
候
所
賓
正
也
、
然
ル
上
者
、
春
夏
御
借
米
冬
御
切

米
請
取
手
形
調
印
之
上
、
其
時
々
可
相
渡
間
、
其
方
二
而
書
替
所
雨
判
取
之
、
被
致
差
札
、
米
金
其
方
に
請
取
、

米
者
御
蔵
時
之
相
場
二
賣
彿
、
勘
定
相
立
可
被
申
候
事

一
年
々
―
―
―
季
御
切
米
書
入
、
其
方
汐
為
前
金
致
借
用
候
義
者
、
我
等
勤
向
井
勝
手
向
為
要
用
相
頼
候
二
付
、
三
御

切
米
其
時
々
御
蔵
渡
米
金
共
、
其
方
汐
借
用
前
金
之
方
に
金
一
―
―
拾
雨
二
付
壼
ヶ
月
金
壷
分
宛
之
利
足
を
加
、
元

一
札
差
料
之
儀
者
、
壼
ヶ
年
高
百
俵
二
付
金
壺
分
宛
之
割
合
ヲ
以
一
―
―
季
二
割
合
、
目
録
面
二
而
引
取
可
被
申
候
、

向
後
御
切
米
高
相
増
御
蔵
汐
請
取
候
節
者
、
高
百
俵
二
付
金
壺
分
宛
之
割
合
を
以
、
引
取
可
被
申
候
事

一
惣
而
御
蔵
ふ
請
取
米
之
分
、
御
場
所
二
而
賣
彿
候
節
者
、
米
―
―
―
拾
五
石
二
付
為
賣
側
金
戴
分
宛
之
割
合
ヲ
以
、

一
他
所
二
而
米
金
及
借
用
候
節
、
其
方
に
請
負
印
形
相
頼
申
間
敷
、
且
下
知
請
等
之
類
二
而
も
決
而
頼
入
不
申
候

利
共
引
取
、
勘
定
相
立
可
被
申
候
事

御
蔵
札
差
頼
證
文
之
事

札
旦
那
取
引
証
文
例

付
録
住
友
札
差
関
係
資
料

四
四



如
件

付
録

住
友
札
差
関
係
資
料

一
年
々

―――
季
御
切
米
其
外
諸
勘
定
差
引
目
録
書
、
此
方
に
請
取
候
上
者
、
其
時
々
早
速
相
調
、
若
書
損
算
違
有
之

見
出
し
候
ハ
ヽ
、
早
束
申
聞
、

替
可
申
候
、
尤
此
條
者
季
々
勘
定
目
録
奥
書
二
断
有
之
候
義
二
而
、
若
年
敷
相
立
、
勘
定
違
見
出
申
入
候
而
者
、

其
方
邦
諸
帳
面
茂
口
々
之
儀
二
而
、
中
二
者
虫
喰
破
レ
等
茂
出
来
、
無
捩
調
方
不
行
届
、
依
之
其
時
々
能
々
再

調
致
、
相
違
見
出
候
ハ
、
、
前
年
三
季
勘
定
目
録
書
者
、
翌
年
春
夏
御
借
米
前
迄
ヲ
限
可
申
入
候
、
右
約
定
ニ

致
置
候
上
者
、
其
節
彼
是
申
入
間
鋪
候
事

前
書
之
通
取
極
、
御
蔵
札
差
其
方
に
相
頼
候
上
者
、

御
蔵
汐
米
之
直
受
取
等
決
而
致
間
鋪
候
、

且
又
此
末
々
家
督
代
替
二
相
成
候
共
可
為
同
様
候
、
依
之
、
此
證
文
永
々
相
用
可
被
申
候
、
為
後
日
頼
證
文
、
例

嘉
永
二
酉
年
十
一
月

事

四
五

山
田
米
之
助
（
印
）

泉
屋甚

左
衛
門
殿

双
方
共
過
不
足
之
米
金
無
利
足
二
而
取
引
致
、
勘
定
違
之
目
録
書
改
、
早
速
引

向
後
何
様
之
儀
有
之
候
共
、
三
季
御
切
米
請
取
手
形
差
留
、

若
違
約
致
候
ハ
ヽ
、
何
方
二
成
共
可
被
訴
出
候
、
其
節
違
箇
申
間
鋪
候
、



住
友
札
差
関
係
資
料

封
談
取
極
證
文
之
事

一
我
等
年
々
―
―
―
季
御
切
米
書
入
為
前
金
借
用
申
入
候
儀
者
、
別
紙
證
文
ヲ
以
致
通
用
可
申
候
、
此
度
別
紙
證
文
之

通
金
百
八
拾
五
雨
致
借
用
候
上
者
、
来
戌
春
御
借
米
迄
者
、
堅
金
用
申
入
間
敷
候
、
来
春
御
借
米
汐
壼
ヶ
年
定

金
戴
拾
七
雨
、
飯
米
戴
拾
五
俵
二
相
定
、
右
仕
送
を
以
取
賄
可
申
候
、
尤
米
者
其
時
々
相
場
二
而
代
金
二
直
シ
、

惣
而
借
用
前
金
之
方
者
金
一
―
―
拾
雨
二
付
壷
ヶ
月
金
壼
分
宛
之
利
足
ヲ
加
、
元
利
共
―
―
―
季
御
切
米
渡
之
時
々
引
取

勘
定
可
被
申
候
事

一
預
ヶ
金
致
候
蠍
、
都
而
金
子
請
取
書
被
差
出
候
節
者
、
其
方
大
帳
之
始
メ
ニ
印
鑑
有
之
候
間
、
引
合
も
可
申
旨

被
為
断
、
致
承
知
置
候
事

一
其
方
共
家
業
之
儀
、
是
迄
致
束
等
之
義
者
其
趣
を
以
取
計
可
被
申
候
、
且
亦
諸
家
方
多
引
受
被
在
、
其
上
諸
役

所
勤
方
も
有
之
事
故
、
諸
家
方
用
談
二
付
、
向
々
屋
鋪
方
に
被
出
、
用
談
承
り
候
義
、
人
少
二
而
無
擦
行
届
兼

候
趣
、
尤
之
事
二
候
、
其
意
味
聞
居
ヶ
置
候
間
、
諸
用
談
者
此
方
汐
可
申
入
候
、
尤
夜
分
之
劉
談
其
外
迷
惑
ニ

相
成
、
掛
合
等
相
頼
申
間
敷
候
事

右
之
通
、
劉
談
取
極
札
差
為
相
頼
候
上
者
、
約
定
相
違
之
儀
申
入
間
敷
候
、
為
後
日
封
談
取
極
證
文
、
初
如
件

嘉
永
二
酉
年
十
一
月

付
録

山
田
米
之
助
（
印
）

四
六



付
録

入
置
申
書
付
之
事

一
我
等
此
度
難
捨
置
入
用
出
来
候
二
付
、

頼
、
借
財
高
相
嵩
居
候
上
之
儀
、
往
々
手
詰
り
二
相
成
候
廉
ヲ
以
、
断
之
段
至
極
尤
二
者
候
得
共
、
必
至
与
差

支
候
二
付
、
逹
而
頼
入
候
得
者
、
格
別
之
厚
勘
辮
ヲ
以
金
爪
拾
六
雨
賦
分
餘
用
辮
給
、
跡
之
勤
績
暮
シ
方
迄
も

行
届
、
不
一
方
深
令
安
心
候
、
然
ル
上
者
来
卯
春
汐
別
紙
證
文
之
通
金
百
八
拾
五
雨
者
壼
ヶ
年
金
拾
雨
減
り
、

金
八
拾
五
雨
者
別
口
壺
ヶ
年
金
五
雨
減
シ
ニ
致
、
飯
米
之
儀
者
壼
ヶ
年
米
戴
拾
五
俵
二
相
定
、
差
引
残
り
勘
定

手
取
金
を
以
取
賄
、
公
私
何
様
之
非
常
入
用
出
来
候
共
、
柳
用
辮
相
頼
申
間
敷
候
、
為
後
日
入
置
申
一
札
、
俯

嘉
永
七
寅
年
十
一
月

如
件

住
友
札
差
関
係
資
料

四
七

山
田
米
之
助
（
印
）

泉
屋甚

左
衛
門
殿

不
得
止
事
金
用
頼
入
候
得
共
、
其
方
二
而
茂
是
迄
敷
度
之
臨
時
用
辮
相

泉
屋甚

左
衛
門
殿



敷
候
、
為
後
日
入
置
一
札
、
初
如
件

入
置
申
一
札
之
事

住
友
札
差
関
係
資
料

一
我
等
去
ル
寅
年
中
難
捨
置
入
用
有
之
、
金
戴
拾
六
雨
戴
分
餘
用
辮
相
頼
、
翌
卯
年
必
約
定
之
通
り
減
シ
方
相
立

可
申
筈
之
慮
、
地
震
風
災
二
而
不
時
之
金
用
頼
入
、
其
後
兎
角
物
入
多
二
而
難
澁
二
暮
方
難
立
行
候
二
付
、
無

握
又
々
出
金
相
頼
候
虞
、
格
別
之
厚
勘
辮
ヲ
以
金
拾
雨
用
立
給
、
過
分
二
存
候
、
然
ル
上
者
来
午
春
み
壼
ヶ
年

金
拾
雨
宛
堅
相
減
シ
、
以
来
勤
向
勝
手
向
何
様
之
非
常
入
用
出
来
候
共
、
三
季
玉
勘
定
之
外
、
決
而
示
金
用
立

（
マ

、
）

之
儀
、
布
申
入
間
敷
候
、
為
後
日
入
置
申
一
札
、
偲
如
件

安
政
四
巳
十
二
月

一
我
等
此
度
難
捨
置
入
用
候
二
付
、
金
用
頼
入
候
虞
、
厚
勘
辮
ヲ
以
、
別
紙
證
文
之
通
、
金
七
雨
爪
分
用
辮
給
、

過
分
二
存
候
、
然
ル
上
者
一
ヶ
年
金
爪
雨
減
シ
ニ
相
定
、
三
季
玉
落
勘
定
之
外
、
決
而
示
金
借
用
之
儀
申
入
間

安
政
五
午
年
十
二
月

入
置
申
一
札
之
事

付
録

山
田
米
之
助
（
印
）

山
田
米
之
助
（
印
）

泉
屋甚

左
衛
門
殿

四
八



付
録
住
友
札
差
関
係
資
料

而
示
金
用
立
之
儀
一
切
申
入
間
敷
候
、
為
後
日
入
置
申
一
札
、
初
如
件

四
九

山
田
米
之
助
（
印
）

泉
屋甚

左
衛
門
殿

入
置
申
書
付
之
事

一
我
等
此
度
難
捨
置
入
用
出
来
候
二
付
、

七
雨
者
壼
ヶ
年
金
五
雨
減
し
之
約
定
、

文
久
二
戌
年
十
二
月

不
得
止
事
金
用
頼
入
候
得
共
、
其
方
二
而
茂
是
迄
敷
度
之
臨
時
用
辮
相

頼
、
借
財
高
相
嵩
居
候
上
之
儀
、
往
々
手
詰
り
二
相
成
候
廉
を
以
、
断
之
段
至
極
尤
二
者
候
得
共
、
必
至
与
差

支
候
二
付
、
逹
而
頼
入
候
虞
、
格
別
之
厚
勘
辮
を
以
金
九
雨
用
立
給
、
跡
々
勤
績
キ
暮
シ
方
迄
茂
行
居
、

不
一

方
深
令
安
心
候
、
然
ル
上
者
来
亥
春
汐
別
紙
證
文
之
通
金
戴
百
賦
拾
雨
者
壼
ヶ
年
分
拾
雨
減
し
、
別
口
金
爪
拾

以
来
勤
向
勝
手
向
何
様
之
非
常
入
用
出
来
候
共
三
季
玉
勘
定
之
外
、
決

泉
屋

甚
左
衛
門
殿



組 屋 号 （入人用・分割） 組 屋 万ロ （入人用・分割） 

泉屋甚左衛門 6.4 五 後藤屋七右衛門 0. 4 
片

坂倉屋万右衛門 2. 1 冒泉屋茂右衛門 1.8 
町
四 伊勢屋恒蔵 0. 1 利倉屋吉郎兵衛 1. 3 

胃坂倉屋太郎兵衛 I 2. 8 
藤田屋 典 八 1. 6 

松本屋唯吉 I 0. 2 天
王 利倉屋勘兵衛 1. 4 

坂倉 屋助次 1. 4 町
笠倉屋喜右衛門 1. 6 

森 ノI‘. 
田 利倉屋庄左衡門 1. 8 冒小濱屋平助 1. 1 

霊町四 坂倉屋小平次 I 1. 6 伊勢屋四郎次郎 2. 9 

＇ 峯村屋角次郎 I 1. 2 
山田屋金右衛門 2. 2 

松坂屋市蔵 0. 6 
片 伊勢屋加兵衛 3. 7 

天 I 小嶋屋酉之助 I 

1.5 町
伊勢屋三郎右衛門 6. 1 

ノ,‘_ 

王和泉屋オ兵衛 0.4 
霊

斧屋吉兵衛 0. 1 

誓伊勢屋庄五 郎 0. 4 伊勢屋 孫兵衛 0. 1 

菱屋 政次郎 1. 4 坂倉屋新右衛門 0. S 

霊1大口屋禰右衛門 1. 7 
坂倉屋治兵衛 5. 4 

伊勢屋清左衛門 4.0 森
伊勢屋喜太郎 1. 2 田

片
和泉屋喜 平次 1 4.0 町 坂倉屋典惣兵衛 1. 9 町

五 伊勢屋幾次郎 i 3.0 ノI‘・ 
伊勢屋兵右衛門 1.0 

胃下野 屋半六 0. 5 胃坂倉屋文六 1. 6 

大和 屋彦七 0. 5 井筒屋三右衛門 0. 2 

森 和泉屋源兵衛 2. 3 
計 181. 1 田

十一屋 善八 2. 2 96名
町

本表は泉屋本「業要集 下」より作成した。順序は記載順による。仲間入用

割 2.5とあるものは 2人5分のことで、札扱い高 2万5,000俵を示す。但し、

1,000俵以下の端数は切捨てとなっている。なお口絵写真ならびに本文51頁を

参照されたい。なお又、総計は187人 1分となっているが、別の記録では185

人2分として記載されている。 1人9分の誤差があるが、原文の数値を尊重

して総計を算出した。

付
録
住
友
札
差
関
係
資
料

五
〇



文政 2年株仲間入用割表

付
録

住
友
札
差
関
係
資
料

五

組 屋 万0 （入人用・分割） I 組 屋 万ロ （入人用・分割） 

天
井筒屋八郎右衛門 2. 5 

森 伊勢屋四郎兵衛 6.0 

王 小玉屋櫂左衛門 3.9 田 大口屋源七 1. 9 
町

近江屋佐平次 1. 6 町
坂倉屋加七 2.0 

> 坂倉屋清兵衛 3. 2 i 松屋佐吉 3. 5 

坂倉屋喜右術門 2. 5 伊勢屋興兵衛 1. 3 

下野屋十右衛門 0. 6 
天

大口屋次郎右衛門 0. 2 
片

大口屋長兵衛 0.4 王 大口屋八兵衛 1.0 

i 組

相模屋庄兵衛 0. 1 町
伊勢屋宗三郎 0.4 

下野屋又兵衛 2. 1 
霊

伊勢屋伊兵衛 1. 6 

坂倉屋作兵衛 3. 1 伊勢屋利助 5. 9 

坂倉屋七郎兵衛 4.6 森田屋市郎兵衛 0. 1 
森

伊勢屋平左衛門 4. 5 片
上縮屋忠兵衛 2. 3 

田 町
町 伊勢屋平右衛門 0. 5 上網屋庄助 0. 1 

> 伊勢屋清七 2.0 胃松屋三郎次 0. 9 

伊勢屋七兵衛 2. 8 上結屋源七 0. 8 

井筒屋庄兵衛 0.4 
坂倉屋甚兵衛 3. 4 

伊勢屋四郎左衛門 7. 1 森
坂倉屋長三郎 0. 5 

田
天

大口屋禰平次 3.6 町 笠倉屋平八 0. 1 
王
町 伊勢屋喜兵衛 0. 1 

冒
近江屋三郎兵衛 1.0 

> 伊勢屋喜十郎 2. 1 利倉屋五兵衛 0. 4 

伊勢屋加右衛門 3. 5 松坂屋為助 1. 3 

森村屋次郎兵衛 8. 2 
大口屋平兵衛 0. 1 

天
大和 屋典兵衛 0. 1 王 松坂屋市右衛門 3. 5 

轟伊勢屋安右衛門 2. S 町
坂倉屋助太郎 2. 5 

四

畠組
和泉屋櫂太郎 1. 6 胃笠倉屋禰七 3. 1 

伊勢屋仁兵衛 0. 1 伊勢屋惣右衛門 1. 4 

大口屋平左衛門 0. 1 

伊勢屋市郎左衛門 1. 8 



住

友

修

史

室

近
世
に
お
い
て
住
友
が
両
替
を
は
じ
め
諸
大
名
の
蔵
元
・
掛
屋
並
び
に
江
戸
札
差
な
ど
の
金
融
業
を
営
み
、

し

か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
業
界
の
主
た
る
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
さ
れ
て
居
ら
ず
、

本
輯
で
は
先
ず
こ
れ
ら
金
融
業
の
一
環
と
し
て
の
札
差
業
を
取
り
上
げ
、
住
友
が
営
ん
だ
江
戸
札
差
一
三
一
店
の
開

な
お
、
こ
の
輯
は
永
年
修
史
室
の
研
究
編
纂
事
業
に
御
協
力
を
戴
い
て
い
る
大
阪
大
学
文
学
部
助
教
授
脇
田
修

博
士
の
御
執
筆
で
あ
る
。
本
輯
に
つ
い
て
も
京
都
大
学
名
誉
教
授
小
葉
田
淳
博
士
の
御
校
閲
を
煩
わ
し
た
。

ま
た
、
今
回
の
関
係
史
料
調
査
に
当
た
り
、
格
別
の
御
配
慮
を
賜
わ
っ
た
一
橋
大
学
附
属
図
書
館
並
び
に
立
正

大
学
経
済
学
部
教
授
北
原
進
氏
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
な
お
ま
た
、
付
録
資
料
文
書
筆
写
に
は
大
阪
大
学

大
学
院
学
生
今
井
修
平
氏
の
御
協
力
を
得
た
。

昭
和
五
十
一
年
四
月

設
経
緯
・
店
制
組
織
・
業
態
な
ど
に
つ
い
て
論
述
し
た
。

僅
か
に
そ
の
一
端
を
窺
う
の
み
で
あ
っ
た
。

後

記




